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 １２ 火 休 会  
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15:00 経済建設常任委員会 
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  平成３１年第３回湯前町議会定例会    〔第１号〕 

 

平成 ３１ 年３月 ６日  

午前１０時００分開議  

湯 前 町 議 会 議 場  

 

１．議事日程 

 

   日程第１          会議録署名議員の指名 

   日程第２          会期の決定 

   日程第３          諸般の報告 

   日程第４          行政報告 

   日程第５          予算編成方針 

   日程第６          一般質問 

 

２．応招議員 

 

     １番 遠 坂 道 太      ２番 椎 葉 弘 樹 

   ３番 森 山   宏      ４番 黒 木 龍 次 

   ５番 味 岡   恭      ６番 金 子 光 喜 

   ７番 高 橋 一 雄      ８番 黒 木 喜巳男 

   ９番 山 下   力     １０番 倉 本   豊 

 

３．不応招議員 

 

   なし 

 

４．出席議員 

 

   応招議員に同じ 

 

５．欠席議員 

 

   なし 

 

６．職務のため会議に出席した者 

 

      議 会 事 務 局 長  西 村 洋 一  議会事務局主事  黒 木 あさみ 
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７．説明のために出席した者  

 

   町 長  鶴 田 正 已  教 育 長  中 村 和 弘  

   総 務 課 長  高 橋   誠  会 計 管 理 者  愛 甲 正 之 

 税 務 町 民 課 長  堤 田 真由美  教 育 課 長  北 崎 真 介 

 保 健 福 祉 課 長  白 川 一 雄  建 設 水 道 課 長  皆 越 克 己 

 企 画 観 光 課 長  本 山 り か  農 林 振 興 課 長  稲 森 一 彦 

 農業委員会事務局長  吉 田 精 二 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） ただいまから、平成３１年第３回湯前町議会定例会を開会しま

す。 

これから、お手元に配付の議事日程表に従い、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（倉本 豊君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、高橋議員、黒木喜

巳男議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（倉本 豊君） 日程第２「会期の決定」を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月１４日までの９日間にしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から３月１４日までの９日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告  

○議長（倉本 豊君） 次に日程第３、「諸般の報告」を行います。 

１２月１７日、人吉市において、球磨郡町村議会正副議長・事務局職員合同会議が開催

されましたので、味岡副議長と共に出席しました。会議の内容は、熊本県町村議会議長会

の古家陽介事務局長による講演でありまして、「最近の地方議会をめぐる同行について」

の演題で、熊本県町村議会議長会の財源が少なくなっており、近い将来各町村へ負担をお

願いすることが想定されること。また、議員のなり手不足の解消の手立てとして、議員報

酬の見直しの方法など、説明がありました。 

１２月２０日、今年度で２回目となる子ども議会を開催しました。湯前中学校３年生

が、湯前町のまちづくりについて様々な角度から一般質問を行ってくれました。生徒達は

湯前町のことや政治のことについて、改めて関心を持ってくれたものと、議長としては高

く評価をいたしました。なお、議会の関与としましては、１１月２８日開催の事前発表会

において、議員が学校に出向き質問の方法など指導を行いました。 

１月４日、町職員の辞令交付式が行われましたので、出席しました。 

同日、第６９回湯前町成人式及び記念植林が行われましたので、出席しました。 
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１月５日、湯前町消防団出初め式が開催されましたので、出席しました。 

１月１１日、多良木町において、上球磨消防団連合会放水競技大会が開催されましたの

で、出席しました。 

１月１２日、湯前町新春の集いが開催されましたので、出席しました。 

１月１９日、水上村において、第７回公認奥球磨ロードレース大会開会式が開催されま

したので、味岡副議長と共に出席しました。 

１月２９日から３０日にかけて、平成３０年度行政視察を行いました。訪問先及び視察

の内容は、大分県日田市にある株式会社グリーン発電大分において、「森林資源の有効活

用と、バイオマス発電の排温水を利用した産業振興について」、また福岡県嘉麻市議会に

おいて、「議会のタブレット導入について」説明を受けました。特に、嘉麻市議会のタブ

レット導入については、ペーパーレス化による費用の削減と、職員の作業効率の向上な

ど、多岐にわたり高い効果が認められることを確認しました。 

２月１５日、熊本市において、熊本県町村議会議長会 第６９回定期総会が開催されま

したので、出席しました。平成２９年度決算の認定、平成３１年度予算の議決等が行われ

ました。その中で、各郡提出案件の審議では、球磨郡から提出した「球磨川における抜本

的な治水対策の促進について」、「球磨地域幹線道路網の整備促進について」の２件が盛

り込まれ、今後、県庁、県議会、自民党県連に対し実行運動を行うこととなりました。ま

た、全国議長・副議長研修会及び議長全国大会の際に、県選出国会議員への要望活動も行

う予定であります。 

２月１９日、人吉市において、球磨郡町村議会議員研修会が開催されましたので、全議

員出席しました。研修会の内容は、全国町村議会議長会 総務部長兼管理部長三宅達也氏

の講演でありまして、「町村議会を取り巻く環境について」を演題に、町村議会がおかれ

ている現状や、議員のなり手不足に関する方策等について、説明がありました。 

 ２月２７日、水上村において、林業者大会が開催されましたので、出席いたしました。 

１２月１７日、１月１０日、２月１４日、球磨郡町村定例議長会が開催されましたの

で、出席いたしました。議長会事業並びに諸懸案などについての協議を行いました。 

監査委員から、「平成３０年度定期監査の結果報告」及び１２月、１月、２月の「例月

現金出納検査結果報告書」が、また、教育長から、「教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価等報告書」が、お手元に配布のとおり議長あて提出されています。 

「緊急議員派遣」は、お手元に配布の一覧表のとおりです。緊急議員派遣の報告書は、

先の定例会で議決した議員派遣の報告書と併せて議長室にございますので、そちらをご

覧ください。 

 本定例会の説明員は、町長、執行機関代表及び委任された説明員として、課長職並びに

各課担当職員が通知されております。 
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   これで、議長の報告を終わります。 

   続いて、一部事務組合議会の報告を行います。 

   球磨郡公立多良木病院企業団議会の報告を求めます。 

○１番（遠坂道太君） おはようございます。病院議会を担当しております遠坂です。１

２月と３月に定例会が２回ありましたので、その分を報告いたします。 

平成３０年第４回定例会は１２月２１日に招集され、会期１日で開催されました。議案

については、一般質問が１件、及び議案が５件について慎重に審議した結果、全議案いず

れも原案のとおり可決されました。 

内容につきましては、議案第１４号熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更につい

てと、組合規約中の独立行政法人熊本県北病院機構設立組合を熊本県北病院機構設立組

合とする名称の変更によるものでした。 

議案第１５号、平成３０年度球磨郡公立多良木病院企業団病院事業、介護老人保健施設

事業及び総合検診センター事業会計補正予算（第３号）について、収支的収入及び支出の

部において、３事業の人事異動及び民間企業との月例給格差の０．１９パーセント、賞与

格差０．０５月分を埋めるための給与改定に伴う給与費の補正と、資本的収入支出の部に

おいては、僻地拠点病院整備費補助金の採択等に伴う補助金の補正をするものでした。 

議案第１６号、平成３０年度球磨郡公立多良木病院企業団上球磨包括支援センター特

別会計補正予算第２号については、歳出の部においては、人事異動給与改定に伴う人件費

の補正、収入の部においては、それに伴う繰越金の補正をするものでした。 

議案第１７号、平成３０年度球磨郡公立多良木病院企業団病児病後児保育事業特別会

計補正予算第１号については、支出の部において、廊下エアコン設置に伴う備品購入費等

の補正、収入の部においては、それに伴う繰越金等の補正をするものでした。 

議案第１８号、平成３０年度槻木診療所特別会計補正予算第１号については、歳出の部

において、診療所移転に伴う備品購入等の補正、収入の部においては、それに伴う繰越金

の補正をするものでした。 

最後に一般質問については、多良木町選出の久保田議員より医療費の延滞問題、職員の

時間外労働について問われました。 

次に、平成３１年第１回定例会は、３月４日に招集され会期１日で開催されました。一

般質問が２件並びに議案６件（平成３０年度補正予算１件）、平成３１年度予算５件慎重

に審議した結果、いずれの議案も可決されました。 

内容につきましては、議案第１号平成３０年度企業団会計補正予算（第４号）につい

て、収益において、入院収益の減、町村負担金の変更等により差し引き金額、総額２億３，

２２５万６，０００円の減額補正、費用については、給料費、材料費の減等により総額９，

３４５万８，０００円の減額を補正、資本的収入及び支出については、支出で建設改良費
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当初の減により総額２，５４４万９，０００円の減額補正とするものでした。 

議案第２号、平成３１年度企業団当初予算について、収益については、総額４２億２５

４万８，０００円、費用は総額４４億９，１６２万２，０００円、損益は２億８，９０７

万４，０００円の純損失を見込んでの当初予算編成でした。病院事業では平成３０年度実

績数値を勘案し１日平均入院患者数１４７人、外来患者数３８０人、老健事業では１日平

均入所者数８４．４人、通所者数４２人、検診事業では年延べ受診者数２７，４４２人と

されました。資本的収入は企業債、町村負担金、補助金等の総額３億７，５７０万２，０

００円、資本的支出では器具備品購入費などの建設改良費、返済金投資総額９億９，０９

８万８，０００円となっております。 

議案第３号、平成３１度上球磨地域包括支援センター特別会計予算について、予算総額

５，３２５万７，０００円となっており、多良木町、湯前町、水上村からの町村負担金、

一般管理費等を計上しております。 

議案第４号、平成３１度病児病後児保育事業特別会計予算について、予算総額１，０９

８万１，０００円、年間利用者数見込み４９０人としており、自己負担金、町村負担金等

を計上しております。 

議案第５号、平成３１年度水上村立古屋敷診療所特別会計予算について、予算総額１，

１８９万５，０００円、年間延べ患者数見込み１３０人としており、水上村から負担金

１，０５０万円等を計上しております。 

議案第６号、平成３１年度槻木診療所特別会計予算について、予算総額１，３１９万

４，０００円、年間延べ患者数見込み４１４人としており、多良木町からの負担金９３０

万円等を計上しております。 

なお、一般質問では、多良木町選出の久保田議員から、公立病院の新改革プランについ

て、施政方針に関して、あさぎり町選出の小見田議員から、一般会計の繰入金について問

われました。 

以上、球磨郡公立多良木病院企業団議会の報告といたします。 

○議長（倉本 豊君） 次に、上球磨消防組合議会の報告を求めます。 

○６番（金子光喜君） おはようございます。６番議員の金子でございます。上球磨消防

組合議会の報告をいたします。 

平成３１年第１回上球磨消防組合議会定例会は、２月２７日午前１０時より、上球磨消

防署会議室において開催されました。開会に先立ち組合長の吉瀬多良木町長より挨拶が

あり、その後日程説明を受け、会議録署名議員及び会期を１日とすることを決め、審議に

入りました、 

議案第１号、上球磨消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

は、国の労働環境改善の通知に基づくもので、原案のとおり可決しました。   
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引き続き、議案第２号、上球磨消防組合、一般会計補正予算第２号については、歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ９４万７，０００円を減額し、総額を１６億２，０８

４万９，０００円とするもので、原案のとおり可決いたしました。 

議案第３号、平成３１年度上球磨消防組合一般会計予算については、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７億７，０００万円とするもので、質疑答弁の後、原案のとおり可

決いたしました。 

なお、一般質問はありませんでした。 

会議終了後、庁舎建設の進捗状況について報告があり、予定より遅れがきていること、

今後の対応等について説明がありました。その後、現場にも対応いただき施工状況の説明

を受け確認いたしました。 

以上で、上球磨消防組合議会の報告を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これで、「諸般の報告」を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 行政報告 

○議長（倉本 豊君） 町長から「行政報告」の申し出がありました。これを許します。 

○町長（鶴田正已君） おはようございます。平成３１年第３回湯前町議会定例会に当

たり、行政報告を行います。 

行政報告の内容は配布してあるとおりでございますが、主なものにつきましてご説明

いたします。 

平成３０年１２月４日、課長会を応接室で行いましたので出席いたしました。 

同日、球磨郡定例町村長会が錦町で開催されましたので出席いたしました。協議事項

は、熊本県商工会青年部連合会球磨地区大会の助成について、管内主軸事業上京要望に

ついて、熊本県町村会定期総会について、各種行事について、その他でした。 

１２月６日、第１０回議会定例会（第１日目）が開催されましたので出席いたしまし

た。終了後、議会全員協議会が洋会議室で開催されましたので出席いたしました。 

同日、自治功労者表彰祝賀会並びに議会広報コンクール特別賞受賞祝賀会が湯楽里で

開催されましたので出席いたしました。 

１２月７日、那須主隆氏全国林業経営推奨行事「農林水産大臣賞」受賞祝賀会が湯楽

里で開催されましたので出席いたしました。 

１２月１６日、第６６回球磨一周市町村対抗熊日駅伝大会が水上村岩野小学校前をス

タート、ゴールとして８区間（人吉球磨管内）のコースで開催されましたので出席いた

しました。本町からは３チームが出場し、Ａチームが第６位でした。なお、Ａチームは

昨年度９位から６位への躍進賞を受賞されております。 
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１２月２０日、議会運営委員会が議長室で行われましたので出席いたしました。引き

続き、第１０回議会定例会が開催されましたので出席いたしました。 

同日、湯前中学校による子ども議会が開会されましたので出席いたしました。中学３

年生３６名による一般質問が行われ、６班、１５項目について質疑と答弁が行われまし

た。主な一般質問の内容は、少子化対策について、観光について、住環境について、産

業振興について、教育について、高齢者対策について、また、その他で１０項目の質問

がありました。 

１２月２１日、人吉球磨広域行政組合議会定例会が人吉市で開催されましたので出席

いたしました。引き続き、同組合の定例理事会が開催されましたので出席いたしまし

た。主な議事の内容は、特別養護老人ホーム福寿荘移譲法人選定委員会について、財政

事情の公表について、入札及び随意契約締結結果について、その他でした。 

同日、湯楽里株式会社取締役会が開催されましたので出席いたしました。 

１２月２６日、熊本県の田嶋副知事との意見交換会が人吉市で開催されましたので出

席いたしました。 

平成３１年１月４日、仕事始め式を洋会議室で行いました。 

同日、第６９回成人式を宝陀寺駐車場周辺の町有林で行われましたので出席いたしま

した。式典後、新成人は町有林内にイロハモミジの苗を記念植樹いたしました。なお、

今年の成人者は、男子２５名、女子２１名、計４６名でした。 

同日、福寿荘の仕事始め式が行われましたので出席いたしました。 

１月５日、湯前町消防団出初め式を小学校体育館で挙行いたしました。この日は消防

団員１３２名が参加し、各分団と幼年消防クラブの通常点検のあと、放水競技が行われ

ました。結果につきましては、小型ポンプでは、優勝４分団３部(馬場)、第２位が２分

団４部(下城)、ポンプ車の部では、優勝が２分団１部(上下染田)でした。また、年間活

動総合の部でも、２分団１部（上下染田)が優勝いたしました。 

１月８日、課長会を行いましたので出席いたしました。 

同日、球磨郡定例町村長会が人吉市で開催されましたので出席いたしました。会議の

内容は、管内主軸事業上京要望について、熊本県町村会定期総会について、その他でし

た。引き続き、球磨地域振興局幹部との意見交換会が開催されましたので出席いたしま

した。 

同日、湯前町交通指導員会新年会が湯楽里で開催されましたので総務課長を出席させ

ました。 

１月１１日、上球磨消防団連合会放水競技大会が多良木町多目的グランドで開催され

ましたので出席いたしました。本町からも３チームが出場し、成績は小型ポンプの部で
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４分団３部(馬場)が４位、２分団４部（下城）が６位、自動車ポンプの部では２分団１

部（上下染田）が２位でした。 

１月１６日、人吉球磨広域行政組合定例理事会が人吉市で開催されましたので出席い

たしました。議事の内容は、一般職の非常勤職員の任用等に関する取扱要綱の一部改正

について、特別養護老人ホーム福寿荘移譲法人選定委員会委員の候補者選定について、

入札及び随意契約締結結果について、その他でした。 

同日、ＪＡくま菊生産部会出荷反省会があさぎり町で開催されましたので出席いたし

ました。 

１月１９日、東海大学陸上部の陸上教室が町民グラウンドで開催されましたので出席

いたしました。参加者は湯前中学校含め、郡市の中学校、高校から約５０名が参加いた

しました。 

同日、第７回公認奥球磨ロードレース大会開会式が水上村で開催されましたので出席

いたしました。 

１月２０日、第７回公認奥球磨ロードレース大会が開催されましたので出席いたしま

した。大会には高校男子１０キロメートルの部、中学男女子５キロメートルの部、女子

フリー５キロメートルの部、ハーフマラソン男子、女子で実業団や大学生の招待選手３

０名を含め、県内はもとより九州内外からの参加者も含めて４６９名の選手に参加して

いただきました。 

１月２２日、Ｂ＆Ｇ全国サミットが東京都で開催されましたので出席いたしました。 

２月５日から６日まで、林野庁へ林業成長産業化地域構想に伴う施設整備の支援につ

いて、水上村と要望活動を行いました。 

同日、球磨郡町村会による平成３１年度管内主軸事業要望活動が行われましたので出

席いたしました。要望先は、国土交通省でした。内容は、安全で安心できる国土づくり

に関する提案及び要望を行いました。 

２月１１日、橋田實子様の藍綬褒章受章祝賀会が湯楽里で開催されましたので出席い

たしました。 

２月１２日、上球磨消防組合正副組合長会が多良木町で行われましたので出席いたし

ました。 

同日、自衛隊募集相談員委嘱式が球磨地域振興局で行われましたので出席いたしまし

た。また、球磨郡定例町村長会が行われましたので出席いたしました。議事の内容は、

球磨川の河川整備と道路をめぐる最近の動きについて、熊本県町村会定期総会につい

て、平成３１年度新規採用職員研修会について、その他でした。 

同日、熊本県土木部長との意見交換会が人吉市で行われましたので出席いたしまし

た。 



- 14 - 

 

２月１４日、人吉球磨広域行政組合定例理事会が人吉市で開催されましたので出席い

たしました。議事は、組合議会定例会の招集及び提出案件について、規則の制定及び規

則等の一部改正について、第３次人吉球磨ふるさと市町村圏計画（後期基本計画）と平

成３０年度実施計画について、構成市町村総務・企画及び衛生担当課長会議について、

入札及び契約締結結果について、その他でした。 

同日、人吉球磨定住自立圏推進協議会が人吉市で開催されましたので出席いたしまし

た。 

２月１６日、湯前町職員採用２次試験を応接室で行いましたので出席いたしました。 

同日、湯前町社会福祉協議会誕生会が改善センターで開催されましたので出席いたし

ました。 

２月２４日、慈光こども園発表会が農村環境改善センターで開催されましたので出席

いたしました。 

同日、湯前町総合防災訓練を行いました。訓練の内容は、震度６強の地震発生を想定

し、発災直後における住民の身を守る行動、職員の初動マニュアルにおける行動確認、

自主防災組織及び消防団の初動確認を目的とした訓練としました。 

３月１日、職員朝礼を行いました。 

同日、平成３０年度南稜高校卒業証書授与式、並びに閉校式があさぎり町で開催され

ましたので出席いたしました。 

同日、球磨郡定例町村長会が人吉市で開催されましたので出席いたしました。議事

は、平成３１年度球磨郡町村会事業計画について、その他でした。 

３月２日、多良木高校閉校式が同校体育館で執り行われましたので出席いたしまし

た。  

ここで、農業公社につきまして報告をさせていただきます。 

農業公社につきましては、昨年６月に新しく理事長を招聘しまして運営を行ってきま

したが、前理事長が一身上の都合により任期途中の１２月末をもって辞任され、現在

は、私が理事長を務めさせていただいているところです。先ほど報告をしましたとお

り、１月以降３回の理事会を開催し、今後の運営につきまして協議を行ってきました。 

その協議の中では、農地を適正な状態で担い手へ引き継ぐことは公社の目的の一つで

すので、公社が引き受けている農地を一旦精査し、借り受け希望者がいる農地について

はその農地を担い手に引き継ぐこととしました。現在、農業委員会へ借り手の掘り起こ

し作業を依頼しており、一部の農地については担い手に借り受けてもらうものと考えて

います。 

また、公社職員から３月末をもって退職の意向が示されましたので、平成３１年度に

おきましては水稲等の生産を自社で行うことは困難と判断して、栽培は行わないことと
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しました。ただし、残った借り受け農地につきましては、周辺農地に影響を及ぼさない

よう、当然ながら草刈などの適正な管理は、責任を持って実施することとし、その方法

については現在協議を行っているところです。今後も新理事長へスムーズに運営を引き

継ぐことができるよう、協議を行ってまいります。 

以上で、行政報告を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これで「行政報告」は、終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 予算編成方針 

○議長（倉本 豊君） 町長より「予算編成方針」の表明があります。これを許します。 

○町長（鶴田正已君） 本日、平成３１年第３回湯前町議会定例会の開会に当たり、平   

成３１年度当初予算案をはじめ、関連諸議案のご審議をお願いし、平成３１年度の予算

編成方針を申し上げ、議員の皆様並びに広く町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと

存じます。 

平成３１年度湯前町一般会計予算編成方針、平成３１年度の当初予算を編成するにあ

たり、来たる４月に町長選挙が予定されており、本町の次の町長に託すこととしており

ますので、骨格予算として、経常的な経費と制度的に継続する経費などを主体に予算を

編成したところでございます。それでは予算編成方針を簡潔に申し上げます。 

本町の平成２９年度一般会計の決算状況では、本町の町税収入は、個人所得と法人所

得のわずかな増加はあったものの、平成３０年度も前年度決算並みと推測しておりま

す。 

また、歳出においては、社会保障費、その他義務的経費や施設の維持管理経費が増え

る中、経常収支比率は平成２８年度決算９６．６パーセントから平成２９年度決算は９

４．０パーセントに好転しましたが、依然として高い水準にあり、財政の硬直化に向か

わないように引き続き努力する必要がございます。今後、さらに人口減少や少子高齢化

が進む中で、将来にわたり持続可能な財政運営を図るためには、各種の施策が相乗的な

効果をもたらすよう事業の重点化、また、新しい事業へのチャレンジも念頭に置いて、

平成３１年度も前年度に引き続き少子高齢化、人口減少対策、定住促進等の喫緊の課題

解決に向けた取り組みを継続しなければならいと考えます。 

また、小学校や中学校の長寿命化活用に向けた取り組み、そして湯楽里グリーンパレ

ス施設や保健センター等、公共施設の経年的な老朽化に対応すべく大きな更新に着手し

ていくことになります。 

このような財政事情と大きな事業施策を控える中、平成３１年度予算の編成は、経常

的な経費を主体とした「骨格予算」となりますが、平成３１年度も継続しなければ町民

生活に影響がある事業や社会経済情勢の変化に対応しなければならない経費等は予算に
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反映させ、また、平成３１年１０月に予定される消費税１０パーセントへの増税分をそ

れぞれの予算項目に反映させているところでございます。 

また、これまでの取り組みに対する事業効果と成果を考慮したうえで、限られた財源

の中、町民福祉の増進と効果的な行政サービスを提供するための予算となるよう計上い

たしました。 

以下、重点項目ごとに説明申し上げます。 

１、育み、支え合う人と町づくり、（１）後継者対策、本町の農林業、商工業を取り

巻く雇用環境は、厳しい状況でありますが、町の基幹産業である農林業、商工業等の産

業を振興していくことは、若い世代を町に定住させることになると考えます。各種事業

の検証も行いながら、引き続き、国県の事業も活用し、後継者支援を実施してまいりま

す。 

なお、これまで実施してきた本町単独事業である後継者対策助成金事業については、

近年の動向、他の施策との整合性及び事業者の意向等を踏まえ、より効果的な施策とな

るよう見直しを行うこととしております。 

（２）教育、教育は、これからの本町の将来にとって、重要な根幹をなすものという認

識は変わっておりません。老若男女、常に学べる環境整備を含めた様々な支援を進め、

町民同士のつながりを育み、調和のとれた地域の推進を図ってまいります。 

学校教育では、小・中学校の共通学校教育目標である「ふるさとを愛し、一人ひとり

が輝く徳・知・体の調和のとれた児童、生徒の育成」を尊重しつつ、湯前町学校運営協

議会を中心に、小、中連携を深め、学校と地域が連携した地域学校協働活動を支援し、

「健全な心身の育成と学力の充実、そして、ふるさとを愛する児童、生徒の育成」に努

めてまいります。 

平成３２年度より小学校から順次適用される新学習指導要領に鑑み、先行する道徳の

特別教科化も見据えつつ、同じく外国語活動の更なる充実のため、本町教育委員会によ

り外国語活動研究校として湯前小学校を指定し、また、中学校との乗り入れ授業や招待

授業等を関連付ける事を通じて、小・中学校の連携により、生徒の授業への意欲を喚起

させ、高度な学力の定着と充実を支援してまいります。また、特別支援教育に対し適切

な支援員を配置するなど、学校生活の充実を図るとともに計画的かつ効率的な施設の維

持管理に努め、児童、生徒の学習環境の充実を進めてまいります。 

社会教育では、町民の皆様一人ひとりが、お互いを高め合い、こころ健やかに、生き

がいを持った暮らしができるよう、学び、交流する機会や場の提供を行い、各公民分館

の活動を支援していくと共に、歴史文化基本構想を基に、総合的な地域文化の保存、活

用を行ってまいります。 
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また、湯前まんが美術館においては、まんが美術館等活用計画を基に町民の皆様に親

しまれるような様々な事業を企画し、より身近な美術館として感じてもらえるような施

設づくりに努めてまいります。 

社会体育の振興では、小学校部活動の社会体育移行に支援を行い、そして関係機関や

地域体育組織と連携を図りながら、Ｂ＆Ｇ海洋センターを拠点とした幼児から高齢者の

健康づくりを推進してまいります。 

２、産業の振興、（１）農林業の振興、本町の農業情勢は、高齢化、後継者不足、燃

油・輸送・資材コストの高騰ばかりでなく、ＴＰＰ１１協定の発効など国際的事情もあ

り、農産物価格等一層の厳しい状況にあります。 

このような中、近年では、国の人材投資事業や町の後継者支援対策事業の取り組みに

より、本町においては１０名の新規就農があっております。引き続き、本町の基幹産業

である農業に対し、国、県の支援制度と町の支援制度の周知と活用を行い強い経営体の

育成に努めてまいります。そして集落営農組織の再編等、将来を見据えた営農体制の構

築の必要性があると考えます。 

農業公社は、農地保全や町にある地域環境資源を次世代に継承することを目的として

設立後７年が経過しました。公社の経営を行う上で収支状況も見直しながら取り組んで

まいりましたが、経営改善に至っていないのが現状でございます。これまでの公社事業

の検証とこれからの事業方針、経営計画を見直し、地域に必要とされる農業公社の編成

を行う必要がございます。 

畜産の振興につきましては、畜産奨励補助金の活用推進と充実を図り、畜産農家の活

性化に努めてまいります。併せて、畜産農家と関係機関が一体となり家畜防疫にも努め

てまいります。そして、球磨畜産農業協同組合を事務局とした球磨地域における畜産ヘ

ルパー制度が構築されようとしています。関係機関と連携し畜産農家の経営の安定化を

図ってまいります。 

農地整備につきましては、県営事業の継続事業として、蓑谷地区、仁原地区の農業施

設整備、そして団体営事業による植木地区の用水路整備を昨年度に引き続き実施してい

まいります。また、本町の農業水利施設が整備後３０年以上を経過し、老朽化による漏

水など営農に支障をきたしていることから、今後これらの農地整備等の改善が図られる

よう進めていくとともに農地集積と担い手確保に繋げられるよう努めてまいります。 

農地の有効利用を図るために、地域での話し合い等による取り組みを進める必要があ

り、農業委員会、農地利用最適化推進委員と連携し、担い手への農地利用の集積・集約

化、耕作放棄地の発生防止等に取り組んでまいります。 

林業振興につきましては、町有林管理計画に基づき、平成３１年度は、間伐、再造

林、下刈りの施業を計画しております。また、全国２８箇所のひとつに、この奥球磨地
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域が林業成長産業化モデル地域に指定され、さらに森林の機能保全と適正管理、木材の

安定供給、林業従事者の確保・育成を地域の林業事業体とともに努めていかなければな

りません。本年度から、森林経営管理法が施行され、民有林は所有者による適正な管理

が求められます。管理放棄林等は一定の条件のもと行政が経営管理を行うこともあるた

め、森林経営に対する意向調査等を行う必要があります。本年度から森林環境贈与税が

交付される予定です。この税を活用した適正な森林管理と林業の振興に役立ててまいり

ます。 

鳥獣被害対策としてシカ・イノシシ等の捕獲を実施しておりますが、新たに「アナグ

マ」の被害が発生しており、鳥獣被害防止計画の変更を熊本県に要望するとともに、鳥

獣による被害防止に努めてまいります。 

（２）商工業・観光の振興、商工業の振興につきましては、商圏人口の減少や相次ぐ

近隣町村への大型店出店などに伴い町内店舗や事業所の売上高が年々減少し、後継者不

足問題が深刻化しているなど、事業者を取り巻く環境が厳しさを増していることから、

商工会が実施された事業者意向調査や本町が実施した若者の就労意向調査などの結果を

踏まえ、これまでの後継者支援対策の見直しを行ってまいります。また、商工会が自主

的に行う商工業魅力アップ事業で取り組む特産品開発やプレミアム商品券発行事業につ

きましても、引き続き支援してまいります。 

観光の振興につきましては、駅周辺の観光施設、湯楽里を含むグリーンパレス及び歴

史的文化財などを観光の拠点施設と位置づけ、その受入態勢と情報発信力強化のための

取り組みを関係者とともに進めるとともに、人吉球磨管内の市町村、及び県内市町村と

の連携した取り組みにより交流人口の増加と地域経済活性化を図り、さらに本町の雇用

拡大につなげてまいります。また、湯楽里及びグリーンパレスについては、大規模改修

に着手して、施設の魅力向上による誘客促進を図ってまいります。 

３、住環境の整備、道路対策につきましては、通学生及び住民の方が安全に通行でき

る環境整備としまして、町道上里古城線歩道整備事業を用地の相談を行いながら進めて

まいります。町道舗装修繕工事については、年次計画により実施することとしており、

また橋梁等の道路施設整備につきましても、長寿命化計画により、今年度は古渕橋補修

工事を予定しています。 

農道を町道に移管するため、道路台帳作成業務委託１路線他を行い、交付税算定の基

礎資料の整備を行ってまいります。また、県事業におきまして、国道２１９号歩道整備

事業上里工区、県道西の園中里線道路改良事業、県道幸野染田線道路改良事業が引き続

き予定されています。今後も必要事業に伴う負担金を予算化していく必要があります。 



- 19 - 

 

公営住宅につきましては、昨年度、若者の移住定住を目的とした一般住宅１棟３戸を

ふるさと納税の活用事業として整備をさせていただきました。本年度においても１棟３

戸の整備と外構整備を行ってまいります。 

昨年度、街なみ環境整備事業において「街なみ環境整備事業計画」を策定しました。

本年度は、湯前町の地域資源である、美しい景観と周辺施設の統一の取れた街なみを形

成するための始めとして、下里御大師堂の保存修理設計に向けた事業化も計画してまい

ります。 

今年度から、湯前町ブロック塀等耐震化支援事業として、通学路沿線等の危険ブロッ

ク塀撤去等に取り組むこととしております。 

合併処理浄化槽につきましては、引き続き、公共下水道の区域外で、未設置の方に対

し推進を図り、家庭排水による環境悪化の改善を図ってまいります。 

４、健康・福祉の増進について、（１）健康の増進、介護予防と保健事業の連携を推

進し、健康寿命の延伸に努め、子どもから高齢者までが安心して生活が送れるように、

健康増進施策を推進します。健康診断の受診率の向上を推進し、体調変化の早期発見に

努め重症化を防止し、日常からの食事・運動など規則正しい生活習慣が重要ですので意

識向上に努めます。健康状態の管理と重症化防止のために、健康診査、各種がん検診、

歯科検診などを推進します。未受診者対策や健診後は保健師や管理栄養士の専門職種が

支援していくこととしています。 

介護予防拠点施設として多くの公民分館での通いの場の環境整備を進めており、継続

して活動の支援を行ってまいります。また、子供が生まれやすい環境整備のため、支援

策を検討し、子供を持ちたい家庭の支援を行ってまいります。 

（２）福祉の増進、町民各家庭の状況の把握に努め、関係機関との連携により、相談

支援体制の整備やきめ細かな支援策による対応に努めます。一人暮らし世帯や高齢者の

みの世帯、また認知症の方に対し、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる

よう、通いの場の支援を行い、地域の中で日常的に見守り、支える体制を地域住民の方

の理解と協力を頂きながら整えてまいります。 

児童福祉施策につきましては、国の幼児保育料無料化の政策や国・県の補助政策の把

握に努め、「子ども子育て支援事業計画」に基づき質の高い幼児期の教育・保育及び地

域子ども・子育て支援事業を行うと伴に、未来を担う子ども達を安心して、地域で子育

てできるよう児童福祉事業を進めてまいります。また、子育て支援の政策の一つとして

出生祝金や子ども医療費の対象年齢引き上げについて検討してまいります。 

５、行財政運営、財政運営にあたって、歳入では自主財源の根幹である町民税及び法

人税ともに僅かながら増加はみたものの、国の地方交付税に４７パーセントと大きく依

存している本町においては、当然、余裕のある財政規模ではない厳しい局面が続いてい
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ると認識しております。また、町財政の経常経費削減を更に意識し、行政財政再建計画

に基づいた中期的な収支見込みに配慮し、人件費や、扶助費、公債費の義務的経費の抑

制に努め、更に行財政運営の効率化と円滑化を図っていく必要があります。 

併せて、町政推進プロジェクトによる町単独補助施策の見直しの答申に基づき、事業

の目的・内容・効果等を十分精査させていただき、限られた財源で今後の各施策の効果

的な取り組みになるよう再編成を図ってまいります。 

ふるさと納税については、返礼品割合等に対する国からの指導強化のほか、制度の見

直しなど大きな環境変化がございました。これらへの対応を適切に行うとともに、魅力

ある返礼品の充実と拡大に事業者とともに取り組み、町出身者の方々はもとよりこれま

で本町に関心を寄せていただきました方々にご支援のお呼びかけを行うなどしてふるさ

と寄附金の推進を図ってまいります。また、寄附金の活用についても、寄附者の本町へ

の応援の想いを形として反映させるため、貴重な財源として効果的に活用させていただ

きたいと考えております。 

地域産業の振興、人口減少対策と定住促進対策など、地方創生に関わる地域づくりに

ついては、創意工夫を重ねながら、「第５次湯前町総合計画」、「湯前町総合戦略」を

着実に推進することに重点を置き、総合戦略は最終年度となるため、新たな戦略の策定

に着手をいたします。 

財政調整基金は財政収支における臨時的または緊急的な事業実施等の増加、将来の不

測の事態に備えるための基金でございます。今年度、地方債償還が大きくなることから

その財源に充当することとし、また、今後の公共施設の老朽化対策等へ対応するため公

共施設等整備基金の充実を図ってまいります。 

平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計予算編成方針、国民健康保険は、都道府県

が財政運営の責任主体として、その安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、運営の

中心的な役割を担った新国保制度となって２年目を迎えます。初年度は、新たな公費投

入や手厚い激変緩和措置等により、県全体で順調にスタートし、本町においても同様に

運営してまいりました。制度改革後は保険給付費を全額県が負担することになりました

が、その財源となる納付金については、被保険者が納める国保税でありますので、今後

も受益者負担の原則のもとに適正な徴収を行い、引き続き歳入の確保に努めてまいりま

す。 

歳出においては、被用者保険適用事業所の増加や被保険者の減少により、保険給付費

が減少傾向にあります。しかしながら、県へ納める納付金は医療費水準を反映して算定

されるため、今後は特に保健事業の充実が大変重要となってきます。きめ細やかな保健

指導や特定健診未受診者に対する勧奨など、本町の医療費抑制に努めてまいります。 
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以上を踏まえ、国民皆保険の最後の砦として、適切な医療を安心して受けていただくた

めに、引き続き安定した運営を目指してまいります。 

平成３１年度湯前町下水道事業特別会計予算編成方針、本町の下水道の接続率は、平

成３０年４月現在、８２．１パーセントとなっております。下水道施設は、健康で快適

な生活基盤となる必須の施設ですので、今後も接続率の向上に努めてまいります。平成

２９年度に策定しました「湯前町下水道ストックマネジメント基本計画」に基づき、今

後、施設の老朽化の進行状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行ったうえ

で、施設の点検、修繕等を実施いたします。また、将来にわたり事業を安定的に継続す

るための経営の基本計画である「下水道事業経営戦略」により、経費抑制等を意識した

経営に取り組んでまいります。併せて、経営の安定化を図るため、受益者に対する啓発

や収益率の向上に努め、将来を見据えた経営状況の的確な把握に努め、公営企業法適用

について情報収集を行い、安定した下水道事業運営に努めてまいります。 

平成３１年度湯前町介護保険特別会計予算編成方針、介護保険制度は、市町村が保険

者して運営され、４０歳以上の人が保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時

に、費用の一部を支払ってサービスを利用するものです。保険者として、介護を必要と

する方が安心して適切なサービスが受けられるよう３年を一事業期間とする介護保険事

業計画を定めており、平成３１年度は第７期湯前町介護保険事業計画の中間年度にあた

ります。６５歳以上の高齢者全体が減少する中で、介護認定率の高い８５歳以上の高齢

者が増加するという介護保険財政に取りまして大変厳しい環境であり、今年度は介護保

険給付基金を活用して、熊本県から前期事業期間に借り入れた資金の償還金と保険料不

足分を補うこととしました。本町の８５歳以上人口は、２０２４年度頃まで微増から横

ばいに推移することから、今後も、介護や医療のニーズが高まることが予想されます。 

また、認知症高齢者や高齢独居世帯・高齢者のみの世帯も増加していく見通しとなっ

ております。こうしたことに対応するため、高齢者の自立支援や介護状態の重度化防止

に向け、各地区公民分館を活用した通いの場での介護予防を推進します。 

また、町と地域の介護、医療、保健、福祉がお互いに連携をとり、その地域で必要な

サービスの提供がきるよう、一人ひとりに応じたサービスを一体的に継続して行う地域

包括ケアシステムや地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。身近にある公

民分館という通いの場ができ、外出する機会が増え、体力が保たれることと共に、地域

住民同志の会話が増え、お互いの笑顔があふれ、住みやすさを実感し幸福度が向上する

ことへ繋がっていくことを期待しております。健康寿命を延伸し、一人ひとりが期待さ

れ輝く地域をつくるため積極的に事業展開を進めます。 
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今後も、介護保険事業の適正な運営のために、さらに保険給付費の適正化と健全な財

政運営に努め、保険制度の理念である高齢者の自立した生活の支援を進めてまいりま

す。 

平成３１年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計予算編成方針、後期高齢者医療保険

は、高齢者に係る医療の約９割を現役世代からの支援金と公費で支える仕組みとなって

おります。近年はそのあり方が問われ、世代間、世代内の負担の公平を図り、負担能力

に応じた負担を求める観点から、平成２９年度より段階的に見直しが実施されていま

す。  

平成３１年度においても、旧被扶養者に対する軽減期間を資格取得日から２年間に限

るなど安定財政に向けた改正がなされます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

また、制度発足以降、被保険者数・医療費額共に毎年更新を続けており、広域連合に

おいても、医療費削減への方策として、医療機関への適正受診等を呼びかけておりま

す。本町においても、歯科口腔健診や体の健診を継続して実施し、健康寿命の延伸が図

られるよう推進してまいります。今後も、運営主体である熊本県後期高齢者医療広域連

合と連携を図り、情報を共有しながら、健全な財政運営に努めてまいります。 

平成３１年度湯前町水道事業会計予算方針、本町の水道は、現在、普及率９６パーセ

ント台と高い水準にあります。今後は、水需要の減少に伴う収益の減少や水道施設の老

朽化に伴う維持費の増加が見込まれる中で、より効率的な事業経営が求められていま

す。 

施設管理については、企業債による財源により重要な管路の布設替えを行い、翌年度

以降、補助事業を活用し、老朽化した配水管の更新と併せて管路の耐震化を進めていく

こととしています。本年度は、配水管更新工事、施工延長１，２８６メートルを予定し

ているところです。 

また、配水管等の漏水調査を行い、有収率の向上に努め、最少の経費で最大の効果を上

げることを目指し、水資源の保全を図り、老朽化施設の更新や維持管理の強化に努め、安

全な水道水を安定的に供給できるよう努めてまいります。 

以上、平成３１年度の予算編成方針についてご説明申し上げました。よろしくご審議を

お願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） 以上で「予算編成方針」を終わりました。ここで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時１８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 
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 日程第６ 一般質問  

○議長（倉本 豊君） 次に日程第６、「一般質問」を行います。 

本定例会の通告者は４名です。順番に発言を許します。 

 一つ、農地流動化に向けた取り組みについて、金子議員の質問を許します。 

○６番（金子光喜君） おはようございます。６番議員の金子でございます。今回久々の

トップバッターでの登場でございます。ですが、鶴田町長に対応していただきますのは今

回が最後ということで、非常に複雑な思いで質問者席に着かせていただきました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 私は通告しておりましたとおり、農地流動化に向けた取り組みについて一般質問させ

ていただきます。まず始めに、本町の農地流動化の現状についてお伺いいたします。先日

来、先ほど、町長の話でもありましたが、全員協議会等でも説明がありましたとおり、平

成３１年度には本町農業公社が休止状態になってしまうという報告を受けまして、非常

に残念に思った次第であります。農地を農地としてしっかり次世代に引き継ぐために、湯

前農業の旗印を目指して発足して７年間頑張ってこられただけに残念でなりませんが、

今後の対応が急がれるところです。 

そこで、農地を農地として維持していく方法の一つとしての流動化の促進について、し

っかりした対応を農業委員会とともに行政が力を注ぐ必要があるなということで今回の

質問に至った次第です。現状、どの程度流動化が進んでいるのでしょうか。過去１０年ぐ

らい前から調査をしていただきたいということでお願いしておりましたが、答弁を求め

ます。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） ただいまの質問に対しましてお答えしたいと思い

ます。流動化といいますか、担い手の農地の集積というふうなことで、観点から発表させ

てもらいたいと思いますが、過去１０年間ということで、平成２１年からのデータで発表

したいと思います。 

平成２１年におきましては、農地全体の面積が６０７ヘクタールに対しまして２２５

ヘクタールで、３０．０６パーセント。それから、平成２２年におきましても同数字であ

りまして、３０．０６パーセント。それから、平成２３年度におきましては、６０７ヘク

タールに対しまして２３８ヘクタール、３９．２１パーセント。平成２４年度におきまし

ては、６０７ヘクタールに対しまして２３９ヘクタールの３９．３７パーセント。それか

ら、平成２５年度におきましては６０２ヘクタールに対しまして２６０ヘクタール、４

３．１９パーセント。それから、平成２６年度におきましては６０２ヘクタールに対しま

して２６２ヘクタール、４３．５２パーセント。平成２７年度におきましては５９８ヘク

タールに対しまして２７１ヘクタール、４５．３２パーセント。それから、平成２８年度

におきましては５９８ヘクタールに対しまして２９６ヘクタール、４９．５０パーセン
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ト。それから、平成２９年度が５９６ヘクタールに対しまして３１４ヘクタール、５２．

６８パーセント。平成３０年度、これは予定でございますが、５９６ヘクタールに対しま

して３３５ヘクタール、５６．２１パーセント。以上のようになっております。 

○６番（金子光喜君） 担い手への集積についてご答弁願ったところですけども、周辺町

村との比較というのも確かお願いしておったと思いますけども、そのへんの数字はわか

りますでしょうか。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 県内の農地集積率の一覧表が出ておりますので、

それを元に発表させてもらいたいと思います。これは平成２８年度のデータでちょっと

古いものでございますが、県内全体の平均の集積率が４４．５パーセントとなっておりま

す。郡内におきましては人吉のほうから、人吉が２７パーセント、錦町が６７パーセン

ト、あさぎり町が８６．９パーセント、多良木町が５７パーセント、湯前町が４３．５パ

ーセント、水上村が２４．１パーセント、相良村が８０．５パーセント、五木村が６．１

パーセント、山江村が２５パーセント、球磨村が５．９パーセントということで、本町に

おきましてはちょうど中間あたりにあると思います。 

○６番（金子光喜君） 担い手への集積ということで確認させていただきましたけれど

も、担い手の定義というのがですね、非常に曖昧でありまして、実際、７０歳でも一生懸

命営農されて、担い手であるという自覚があれば確か担い手であったと思いますけども、

そのへん確認させてください。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） うちのほうで担い手として定義づけている部分に

つきましては、本町で作成しております人・農地プランで将来農地を担うべき人というふ

うなことで登録された人に集まった農地を集積しているところであります。  

年齢につきましては、一応その人の状況を見まして農業を勤めていけるというような

ところで判断して、年齢は特に定めてはおりません。 

○６番（金子光喜君） ですから、担い手に集約されてきたということを考えてみてもで

すね、いまさきほど答弁があったとおり、年齢については定めておられないということで

安心しているわけにはいかないのかなというのが私の率直な気持ちであります。 

確かに、健康で７０歳で、８０歳で担い手として頑張っていただくことは必要なことか

もしれませんが、この状況が１０年、２０年と続くわけではないというのは大方の方が考

えておられることと思います。約１０年前になりますが、平成２１年・２２年当時ですね、

当時、産業振興課で農地の維持に関する画期的な調査が行われていたのを記憶しており

ます。農地と耕作者をデータ化しまして、将来、耕作をする農家が高齢化していき、２０

年後には耕作者が大きく減少し、耕作放棄地が１００ヘクタールもしくは２００ヘクタ

ール以上出る可能性があると試算され、改めて驚いたところですし、その対策の一つに本

町の農業公社設立があったように思っております。 
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要するに、このままいくと非常に農地の担い手の問題で大きなターニングポイントが

来るのではないかということで考えておりますが、担当課長、農林振興課、また、今、答

弁いただいた農業委員会事務局長、どう思われますかまずお伺いしたいと思います。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 今、議員のおっしゃられたことにつきましては、当然の

こと、想定できることでございますので、それらの対策は何らかの形とっていかなければ

いけないのかなというふうに考えているところです。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 私のほうからは、農地の貸し借り状況の傾向とい

うようなことから話させてもらいたいと思いますけども、現在、利用権を設定されている

部分につきまして、特に圃場整備された農振農用地等の貸し借りにつきましては、ほぼ申

し出があった場合には担い手の方等に落ち着くような状況であります。ただ、農地が分散

されたような貸付になっておりまして、非常に効率的に悪いのが現状であるかと思いま

す。 

それから、中山間地部分につきましてもいろいろ誰か作っていただく方がいらっしゃ

らないかということで相談があるわけですけども、なかなか借り手が見つからないとい

うことで、今後はその付近についてどのような方向で進めていくかということが課題に

なろうかと思いますので、地域で話し合いとかも進めていかなければならないかという

ふうに考えております。 

○６番（金子光喜君） 地域でしっかり話し合いを進めて、対応していくというような流

れが一番理想的かと思いますけども、人生１００年時代になってきまして、高齢の農家の

ほうでもしっかり農業ができるような元気な方が増えてきてですね、良い部分もあるわ

けですけども、そういった形でいきなり営農が不可能になってしまうことも十分考えら

れるわけでありまして、そのときの対応として県の方でも制度を作っていただいて、県の

農業公社のほうで様々な制度があって、農地バンクというのがありましたけども、そのへ

んの利用状況については本町どの程度されているのか、また、申し込み等がどの程度あっ

たのかお伺いさせていただきます。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 詳細な数字は、今、集計中でございますけども、

現在５ヘクタール弱ほど利用があっているところでございます。 

○６番（金子光喜君） ５００ヘクタール超えるくらいの農地が田んぼの場合ある中で、

５ヘクタールくらいの利用ということで非常に少ないのかなというのが最初の実感であ

ります。この件に関しては、まだまだ周知が十分ではないのかなと私も思っております

が、現状でもなかなか農家の方に知っていただいていないというのが悩みなのかなと思

っております。 

要は、いろんなことをもう少し周知していくことで、貸す側が安心して貸されるような

システムの構築が必要になってくるのかなと思っております。もちろん受け手側の育成



- 26 - 

 

というのも必要ですけども、農地バンクを利用した場合ですね、貸す側のメリットとして

どういったものがあるのかということを聞いておられる農家の方にもわかるように説明

しいただけると、今後の対応にもつながるのかなと思いますけども、答弁を求めます。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 農地中間管理事業というものが国の事業でありま

すけども、この農地中間管理機構、熊本県のほうでは県の農業公社のほうがやっておりま

すけども、その中で経営転換協力金というものがありまして、新たに貸し手の農地の自作

地を除く全てを新規に担い手にこの事業を利用して貸した場合につきましては、１０ア

ールあたり３万５，０００円の交付金が出るようになっております。 

また、平成３１年度以降につきましては、この単価が減額というふうな情報も入ってお

りますが、詳しいことはまだ耳に入っておりません。以上です。 

○６番（金子光喜君） ３万５，０００円という話でありましたけども、それは貸借を開

始した年１回だけでしょうか。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） はい、その１年目だけということになります。 

○６番（金子光喜君） 制度としては評価できるところもあると思いますけども、初年度

１回だけの交付金ということで、なかなかに出し手側に対するメリットとしては、あまり

大きくないのかなというのが実情ではないかと思っております。高齢化されてですね、一

生懸命頑張っておられるのはですね十分評価できると思うんですけれど、なかなかに若

い後継者であったり若い担い手に農地が集積できていないというのは非常に悩ましいと

ころなのかなと思っております。 

先日ですね、農家の若手の集まりといいますか、ある中でですね、ある担い手の方が話

しておられました。早く出すなら出してもらったほうが、今の年齢なら自分たちも規模拡

大に力を入れられる時期だと思っておる。だけどあと１０年、２０年先は農地があるから

作ってくださいと言われてもそこまで頑張れるかは自信がない。２０年は待てない。早め

に出してもらうような流れを作るべきじゃないか。 

現状、出し手側のメリットが先ほど申しましたように少なすぎるという理由からか、ま

た、小作料が現状低下傾向にある中ですので、なかなか出し手側のメリットが感じられな

いので、もう少し、そこに行政の後押しがあって、農地の流動化に本腰を入れて支援して

いくような流れがあれば、耕作放棄地問題も大半は解決するのではないかなというよう

な話をしたところです。何人かで話したわけですけども、具体的にです。 

例えば、貸し手側に、１０年間は利用権設定なり貸借契約をすれば、毎年１０アールあ

たり５，０００円なり１万円なりの協力金が出るとすれば、その分、負担感がなくなって、

出し手も受け手も増えてくるのではないかなという話が出たところです。計算すると５，

０００円のとき１００ヘクタールで５００万円、１万円のとき１００ヘクタールで１，０

００万円の計算になります。その金額なら農業が主産業の本町の予算として可能なライ
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ンではないかなというような話でした。金額等はあくまでも例えばの話ですが、何らかの

流動化の潤滑剤的なものは必要ではないかという結論になったところです。    

担当課長、先日、通告のときにもですね、同様の話をお話ししたところですけども、今

のような話についていかが感じられたかご意見をお伺いしたいと思います。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 先ほど、農業委員会事務局長のほうより集積協力金と農

地バンクを利用したお話がございましたけれども、今、県内でですね、似たような単独事

業で行っているところを調べてみたところです。 

県内には１０市町村がそういう取り組みをしております。ただ、毎年というわけではな

く５年以上の１契約についてというところで、農地の借り手に補助しているところが１

市１町、農地の出し手に補助しているところが１つの市がございました。また、農地の借

り手、出し手双方に補助しているところが２つの市、４つの町、１つ村というふうになっ

ております。 

この中で、郡内ではですね、農地の借り手、出し手双方に補助しているところが１自治

体というところがございました。先ほど申しましたとおり、補助の内容としては５年以上

の利用権の設定を行い、１契約につきというところでございます。出し手のほうへの補助

しているところで１０アールあたり２万円というようなことになっております。農地の

出し手、借り手双方に補助しているところで高いところで借り手のほうへ田の場合でご

ざいますけれども１０アールあたり１万５，０００円。出し手のほうにつきましては１０

アールあたり８，０００円というふうになっているところです。 

これらの町村の中でもそれぞれ補助の単価、田、畑別に、それぞれ新規の場合であった

り、その後の再設定の際にも単価を新規の場合よりも下げて補助しているというような

ところもそれぞれ違いがあるようでございますけれども、他町村の例を、今、申し上げま

したけれども、湯前町でこれらの取り組みについての検討は今まではしたことがないと

思われますけれども、財政的なこともあろうかと思いますけれども検討してみてはよい

のではないかというふうに思います。 

私のほうからは、今のところはこのような答弁となろうかと思います。 

○６番（金子光喜君） 仕組みであったり金額であったり、詳しい内容については別とし

て、流動化に行政がしっかり支援していくことの必要性については感じておられるのか

なと思いますけども、必要性について確認されたのかお気持ちをまずお伺いします。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 必要性については感じているところでございます。ま

た、別の意味になろうかと思いますけども、現在、農林振興課と農業委員会事務局と一緒

になりまして用水路改修事業のほうを取り組んだ地区、今、取り組んでいる地区につきま

して、平成３０年度からになりますけれども、それぞれの地区のですね、役員さんと用水

路改修工事を機にいたしまして、地区内の農地集積を担い手に集める検討会を始めてい
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るところでございます。今後もですね、役員さん、農業委員さん、農地利用最適化推進員

さんと一緒になって連携して進めていければなというふうにしているところです。 

また、用水路改修事業に取り組んでいる地区の中いくつかございますけれども、この中

の１つの地区を選定いたしまして、農地集積加速化事業という県の事業もございますの

で、これにつきまして、平成３１年度に取り組めないかなと検討しているところでござい

ます。 

○６番（金子光喜君） その地域全体の農家で話し合うことは非常に大切なことだと思い

ます。流動化といいますか、売買も含めてですけども経営体の面積を増やしていくことに

ついては農家の体力を付けていく大きな柱だと思います。そういう意味でも流動化の促

進は、本町農業の発展には欠かすことのできないものではないかと考えておりますが、こ

こで町長の答弁を求めたいと思います。 

○町長（鶴田正已君） これまでの施策の中で重きを置いてきたのは、作れなくなった方

の農地をどう受けていくかという受け手側の対策が主ではなかったかなというふうに思

います。その中にあって、思いの他、集積してこなかったのは元気で頑張って耕作をいた

だいているのだろうという側面もあろうと思いますし、相対での貸借の中で進んだもの

というふうに思っております。 

先ほど、担当課長申しましたように、県の事業でありますとか、地域での取り組みとい

うのがですねとても重要であるというような思いがございますので、そういった作り込

みの中で、もし上手くいけば、ある制度を利用できればと思いますし、進み具合で検討が

必要かなという思いでございます。 

○６番（金子光喜君） 町長に答弁いただきまして、集積の件についてはその地域とか全

体で話し合って農家で話し合いながら進めていくのが重要という話がありましたが、そ

の通りだと思っておりますけども、前回ですね、１２月の一般質問で耕作放棄地対策につ

いて伺ったところですけども、その際に将来的には８割くらいの農地を担い手に集めた

いというような答弁だったと記憶しております。現状、先ほど報告がありましたが、集約

が進んでいる部分については、５割くらいは進んでいるということでありましたけれど

も、１０年後、２０年後では担い手の数も大きく変わってきますし、いわゆる８割の分母

の部分が大きく制約されてくると思いますので、その流れはしっかり対応していく必要

があるかと思います。 

そのことは、先ほど、町長の答弁の中にありました全体の話であったり、今、人・農地

プランという形でされていたり、農業委員会の農地利用最適化委員さんの活動であった

り、制度で対応できている流れも現状はあるのかなと思いますけども、非常に若い担い手

が不足している中、十分な対応ができると考えられますか、お伺いさせていただきます。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 先ほども農地の流動化の現状というようなところ
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でお話しましたように、農用地区域内の農地につきましてはほとんど貸し手があった場

合に借り手が見つかるという状況。その部分につきましては借り手側のほうは安心され

るわけですけども、借り手側のほうからしたらやはり分散して非常に効率が悪い状況で

あるというようなこと。先ほどの農地プランの話になりますけども、地域内で話して、例

えば分散した農地をどのように集約化していくことが、非常に問題になってくると思い

ますので、その付近につきましてはやはりその地域、それからその団地内での話し合いを

今後進めていく必要があると思います。 

そのために農家の意向を聞く、担い手の農家がどれだけ集積したいのか、それから貸し

手のほうが何年頃までには手放してお任せしたいのかを把握して、データベース化して

持っておく必要があると考えております。 

○６番（金子光喜君） 最初にもちょこっと触れましたけども、担い手に集約したからそ

れで良いではなくて、担い手の高齢化というのがここ１０年、２０年くらいで必ず出てく

ると思います。受け手であった担い手の方の年齢が高齢化して一転、出し手に変わる。誰

か他の人が作ってくださいというような流れになってくるということが想定されますの

で、そのへんの体制づくりというのも併せて必要かなと思います。もちろん、その場合受

け手となる後継者の育成というのも併せてしていく必要があると思っております。 

本町の場合、先ほどの町長の施政方針でありましたとおり、１０名くらいの若い後継者

が育っておるというのはかなり明るい話題かなと思いますけども、もっともっとその数

字を増やしていく必要があるのではないかと思います。 

今あるですね、国の制度であったり県の制度と併せて、町の積極的な取り組みを組み合

わせて、農地の維持であったり、農業振興に繋げていくべきだと考えております。町の早

い時期での先送りしないような流れの中での対応が必要だと思います。それ次第で町の

農業の振興が大きく変わる可能性もあるのかなと思います。 

是非、前向きに積極的に取り組んでいただくことを現担当課長に期待して私の質問を

閉じたいと思いますが、今までの流れについてのご感想なり答弁を求めたいと思います。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 担い手という言葉以外に認定農業者という方もおられま

す。湯前町内に約５０名の方というふうになっているところでございますけれども、こう

いう方々を強い経営体のほうに向けていくことだというふうに考えております。強い経

営体とは個人的な意見になるかもませんけれども、自主的に切り開く農業経営を行い、利

益をどうすれば出していけるかを考えて行動する農業者等を育成することだと考えてお

ります。 

例えばですけれども、親のほうがやっている農業をそのまま継続して更なる経営を発

展する方以外にもですね、ＩターンとかＵターン、Ｊターン等で新規に就農される方、兼

業農家の方であっても退職後に専業農家になり、意欲的に農業経営に取り組む方であれ
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ば経営体としての位置付けはできるのかなというふうに思います。そういう方々のです

ね、育成を行っていくことが重要になってくるのかなというふうに考えております。 

○６番（金子光喜君） 流動化と併せて、そういった形で若い経営体の育成というのもし

っかり取り組んでいただくことをお願いしますし、また、この問題については私が議員で

ある以上、しっかり執行部と協議しながら前向きに進められるように私も挑戦してまい

りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

以上で私の質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これで、一つ、農地流動化に向けた取り組みについて金子議員の

一般質問が終わりました。 

 これより関連質問を許します。 

 関連質問はありませんか。 

○２番（椎葉弘樹君） これから様々な担い手の対策が取られていくと思いますが、その

中における公社の役割というのは町長どのようにお考えでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） いろいろ考えられると思いますけれども、今、金子議員の質問に

ございました担い手の育成、そういったところでの役割も一つ。具体に申しますと意外と

集積、公社自体にも集まってこなかったということは、それだけ担い手のほうの存在もあ

るのかなというような思いがございますので、そういったときに公社がどういう立ち位

置でそのことに関与をしていくのかというようなことになろうかと思います。 

今後、今、金子議員質問があったところ、そのことが担い手の方も早く集積が図れれば

というような観点が一つ抜けておったなという思いがございますので、そのことにあっ

て、公社がどうしていくのかというようなことになろうかという思いでございます。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○１番（遠坂道太君） 一つですね、やはりこう農地の耕作放棄地がやはり結構多いわけ

ですよね。その中で、農振地の中にそういうところも含まれているという形があります。

そういった形で今後ですね、農振地あたりの見直しというのはどうされていくのか、その

へんお伺いしたいと思います。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 農振地につきましては、おおよそ５年ごとに全体

見直しをしなければならないというようなことで、実は平成３１年度で全体見直しを考

えているところでございます。 

特に、山間部の生産性の低い部分につきましては、色々な障害等もあるものですから、

農振農用地から外したほうがいいんじゃないかというふうに私個人の考えではございま

す。 

それと、宅地の周辺にある農地につきましては、やはりあの今後の利用状況、それから

売買等の件も勘案した場合に除外する方向で今ピックアップしながらリストを作ってい
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るところでありまして、その部分につきましても今後外すところで検討しているところ

でございます。 

○議長（倉本 豊君） ほかに。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで一つ、農地流動化に向けた取り組みつ

いて、金子議員の一般質問を終わります。 

 ここで、昼食のため休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後１２時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。日程第６一般質問の途中です。 

 一つ、合宿誘致の方策について、一つ、情報化の推進について、遠坂議員の一般質問を

許します。 

○１番（遠坂道太君） 皆さん、こんにちは。１番議員の遠坂でございます。通告に従い、

質問させていただきたいと思います。始めに合宿誘致の方策についてですが、合宿という

のは私たちが中学生のときは学校での合宿というのを記憶に覚えているところでござい

ます。またあの社会人さん、また大学生と、私が記憶するところには熊大医学部のラグビ

ー、それから社会人であればユニチカのバレーボールの選手の方がおいでになったとい

うのは、私も学生時代に記憶しておるところでございます。 

その中で、本年度も龍谷大学女子柔道部の合宿が２月２２日から２月２６日まで行わ

れました。１４年間湯前で開催していただいたということは大変ありがたいというふう

に思っているところでございます。 

そこで、湯前町においての合宿誘致、現状の状況でありますが、どのようになっている

のかお尋ねしたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） まずは、グリーンパレスの合宿棟の利用状況からお知ら

せさせていただければと思います。グリーンパレスの合宿棟ですけども、こちら合宿の実

績としまして、平成２９年度、前年度におきましては、合計で５２０名の方にご利用いた

だいております。 

その内訳といたしましては、年代別に見ますと、小中学生が１１団体の２８９名、高校

生が１団体の２７名、大学生が３団体の１８２名、一般の方々が２団体の２２名となって

おります。それから、種目別に見ればですね、サッカーの方が５団体の１２１名、ソフト

テニスの方が１団体の２０名、剣道が１団体の９０名、柔道が１団体の２６名、バレーボ

ールが１団体の２７名、野球が１団体の２５名、バスケットボールが１団体の５２名、陸
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上が１団体の６名、それから吹奏楽部ですとか、各種学年行事ですとか、文化祭の実行委

員会ですとか、そういった文化的な活動をされるための合宿、これが５団体ありました。

総計の５２０名のご利用ということになっております。 

それから平成３０年度、今年度におきましては、２月末までの実績となりますが、年代

別に見ますと、小中学生が６団体の１７６名、高校生が２団体の４６名、大学生が０、一

般の方々が４団体の５７名ということになっております。これをまたですね、種目別に見

ますと、サッカーのほうが３団体の１００名、ソフトテニスが１団体の３４名、バレーボ

ールが１団体の２１名、野球のほうが３団体の６８名、あと、先ほど申し上げましたよう

なスポーツ以外の文化的な合宿につきましてが４団体ございました。総計の２７９名の

ご利用があっております。これはまだ３月分は未集計となっておりますことを申し添え

させていただきます。 

それから、月別の利用状況も一応集計いたしておりますのでご報告をさせていただき

ます。平成２９年度４月が０件、５月が３件、６月が１件、７月が２件、８月が４件、９

月が１件、１０月が２件、１１月が０、１２月が２件、１月が０、２月が１件、３月が１

件の総計の１７団体でございます。 

それから、平成３０年度につきましてですけども、４月が２件、５月が０、６月７月が

１件、８月が２件、９月が３件、１０月が１件、１１月が０、１２月が２件、１月２月は

０、総計の１２団体ということになっておりまして、春から夏場にかけてが集中している

ような状況で冬場についてはある程度ご利用がないというような状況になっておりま

す。 

以上、ご報告申し上げます。 

○教育課長（北崎真介君） 教育課のほうから合宿カウントではございませんけども、加

えてＢ＆Ｇ周辺のスポーツ関連の団体の利用状況をお話しします。 

日帰りの施設利用としてですが、グラウンドのほうでは野球の大会運営が主で、平成２９

年度が５団体３３０名、平成３０年度は２月までの集計ですが、２６０名程度となってお

ります。 

体育館につきましては平成２９年度が１３団体の９７０名、平成３０年度がバスケッ

トの実質４団体７２名を含む２３団体４５８名の利用でございました。その他にあるほ

とんどがビーチバレーなどの大会運営、トランポリンやニュースポーツ関連の使用があ

っております。プールにつきましては、合宿の一環と思われる団体の利用は、平成２９年

度が３団体の２０７名、平成３０年度が６団体２４３名の利用がありました。 

しかし、利用者の大半は学童や管内の子ども会の利用が主でありました。 

以上でございます。 

○１番（遠坂道太君） 利用状況につきまして、ご説明いただきましてありがとうござい
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ます。この数字を見ますと、非常に合宿棟のほうも大分利用されていただいているという

ような感じも見受けられるところでございますし、また、スポーツ関連にしろ施設を無駄

なく使っている部分もあるし、使っていない部分もあるというような形の数字の見え方

ではなかろうかと思います。 

隣の水上村さんにおいては、皆さんご存じのとおり、長距離選手のトレーニング施設と

して水上村クロスカントリー場、水上スカイヴィレッジというものが整備をされており

ます。平成２８年度に発足した水上村産業推進機構を中心に県内から利用者や合宿チー

ムなどを受け入れる体制ができておるということでございます。その中でも旅館、民宿、

飲食店さらに食材を供給する農家あたりも含めて、水上村への新しい人の流れを作ると

いうことが、それに併せて雇用、村の地方創生の実現を目指す重要な拠点基地として、今、

活動されているというふうになっております。 

また、スポーツ庁あたりもですね、スポーツを通じた地域・経済活性化のためのスポー

ツ産業の活性化、スポーツ環境の充実、観衆が見込めるスポーツイベントの開催、大規模

スポーツ合宿の誘致等のスポーツを核とした地域活性化に向けた取り組みを推進してお

ります。また、スポーツと他産業との融合を図りながら、スポーツを我が国の成長産業と

転換していくために取り組んでおられるというのが一つのスポーツ庁の考えでございま

す。 

そこで、湯前町として、スポーツ合宿誘致の方策ですね、どのように考えておられるか

お尋ねしたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） まずは、企画観光課のほうからご報告をさせていただけ

ればと思います。ご承知のとおり、合宿棟の管理・運営につきましては湯楽里株式会社に

指定管理をいたしておりますので、湯楽里におきます誘致活動の現況についてをご報告

させていただきます。 

湯楽里におきましては、合宿棟ＰＲ用のパンフレットを作成しておりまして、それを活

用して、各種学校、旅行会社、キャンプ用品販売事業所など、関連の事業者への営業活動

を行っているところです。また、ダイレクトメールでの営業活動の他、ホームページ、フ

ェイスブック等、インターネットを活用した情報発信を行って誘客活動を行っていると

ころです。 

また、町におきましてもですね、湯楽里との連携を図りながらですね、町のほうにおい

てもＰＲ等の連携を行っているところです。 

○教育課長（北崎真介君） 先ほど、企画観光課長が述べた意外には、教育課単独ではそ

ういった方策といいますか、実際の合宿誘致については取り立てては行っておりません。    

もちろん、先ほど、課長が述べたとおりに湯楽里の観光パンフレットの中にも合宿がで

きるという施設のＢ＆Ｇの紹介とかも、こちらもちゃんと確認を取って行って、連携しな
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がらやっているところでございます。 

○１番（遠坂道太君） 今、本山課長からもご説明ありましたように、パンフレットを私

も見て知っているんですけれども、一応核となる、どこがやるのかということがあります

よね。その中で、合宿を受け入れる場として、それ相応の受け入れる環境が必要となると

思います。練習施設、宿泊施設、食事、医療サポートなど多岐に渡るんですけども、今後

そういった受け皿体制の構築を行っていくためにですね、核となる人材、また、核となる

組織が必要になっていくんではなかろうかというふうに思うわけでございます。      

町として核となる誘致活動をしていくためには、人材、組織等についてどのようにして

今後考えておられるのか、そのへんお尋ねしたいと思います。 

○教育課長（北崎真介君） なかなか難しいお話だったんですが、合宿誘致ということに

関しましては、何を目的にするかにもよるのですけども、いくら合宿誘致を図ったとして

も肝心な施設が老朽化ですとか、給湯室が劣っていれば進められないものであろうと思

われます。 

もし、合宿誘致を強力にしていこうとなれば、そういったところを調整する人、ポスト

等があれば議員のおっしゃるとおり有効ではないかと思っております。先ほど申しまし

た目的が施設の利用促進なのか、宿泊の観光目的なのか、それを全部含んだところでの目

的なのか、色々それによって方針とかやり方も変わってくると思いますので、これから関

係部署とかと連携を図りながら慎重に考えていきたいなと思っております。 

○１番（遠坂道太君） 今、北崎課長からご説明がありました目的と言われましたけど、

今後、湯前町に観光施設といったものを作るのがございます。 

２月の新聞でございましたかな、球磨商業の生徒さんたちが提案をしておりました。人

吉球磨には観光施設があまりない、それは事実だと思います。人を呼ぶということに対し

ての形、交流人口を増やしていくことも一つの考えであって、スポーツというのもそうい

うもんじゃなかろうかというふうに私は考えております。 

その中で、核たる人材、中心となる人物が必要となってくるわけですよね。私たちが鹿

児島の大崎に行ったときも、視察昨年度しましたけども、そのときにですね、やはり私、

副町長にもお尋ねしたときには、いま学校にある施設を有効に使って、優秀なトップクラ

スの陸上選手を呼びたいというふうな形でおられたです。どういうふうにするんですか

と言ったら、地域協力隊の中で精通する人を募集します。そして、大学なり、会社のスポ

ーツの関係についてＰＲをしていくと言っておられました。こういった気持ちがある人

材を、今後、定住人口が見込みがない以上は、こういう交流人口を増やしていくというこ

とを今後考えるべきじゃないか。そのためにはスポーツを利用すると言うことを考えて

いただければと思いますが、そのへんにつきまして答弁をお願いします。 

○企画観光課長（本山りか君） 企画観光課のほうから、移住定住とか交流人口の促進と
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いう観点からお話をさせていただきますれば、やはりスポーツは議員おっしゃいますと

おり、今いろんな世界大会の誘致ですとかオリンピックも来年に控えておりまして、それ

に伴う町への流入人口が増えるとかですね、また、宿泊所がたくさん来ていただくとか、

そういった観光的な波及効果というのが考えられると思います。 

私も同感でございまして、そういったことを進めていこうとは思いますが、なんせ人材

のところでなかなかストップしてしまうところがございます。人材を誘致して活用した

ときにですね、その人材を以てですね、またそれなりの成果を出すということが大前提で

の取り組みになるかと思いますので、そういったことも含めましてですね、いろんな制度

を使いながらできることがあれば進めていきたいと考えております。 

○１番（遠坂道太君） 今、本山課長のほうもいろいろ検討させていただくということで

すが、次の質問に移っていきたいと思います。施設周辺の整備計画につきまして質問いた

します。 

まず、宿泊施設ですが、現在の合宿棟、数年前に整備されてあると思いますが、利用さ

れた団体に施設の利便性あたりについて聞き取り調査をされたことがありますか。その

へんをお尋ねいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） こちらも湯楽里における現況を申し上げさせていただき

ますと、アンケートという形でのニーズ調査は行っておりません。ただし、ご利用いただ

いたお客様のご要望については、随時確認をさせていただいているという状況です。これ

までのご要望としましては、洗濯機や乾燥機設置のご要望がたまにあったということを

聞いております。 

ただし、その都度ですね、当然合宿棟には備えてありませんので、町中のコインランド

リー等をご案内いたしまして、そちらのご利用をいただいていることでご理解をいただ

いているところです。洗濯機等の導入につきましては多額の経費が見込まれまして、でき

れば湯楽里の町中のいろんなところを活用させていただいて連携を図るという意味で

も、町中のランドリーを活用させていただいているところでございます。 

またですね、ちょっとこれはクレーム的なところなのですが、夏場にですねやはり虫、

昆虫類が入ってきたりしてクレームがあったというのが数件あったと聞いております。

これに関しましては、清掃などですね、そんなことに従業員一同でですね取り組みまし

て、お客様にご迷惑がからないよう努めているというようなことでございます。 

あと、全体的には大変皆さま喜んでお帰りになっていただくというケースがほとんどと

いうことで聞いておりまして、料金につきましても高すぎるというようなご要望はない

と聞いております。 

○１番（遠坂道太君） お客様についての確認は取っておるということで、本当は利用さ

れた団体等の意見も少しずつは入れながら、取り組みながら検討・計画されたらというふ
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うに私は思っているところでございますし、また、お風呂については湯楽里がございます

けれども、シャワーについてはそんなに１つくらいでなかっただろうかと思います。やは

りスポーツをされたら汗を流して、お風呂に行かれるのも結構ではありますが、やはりシ

ャワーもう少し考えていただければというふうに考えておるところでございますし、ま

た、部屋の整備の中、畳部屋が主流になっておりますが、それもやはりベッドのほうに切

り替え、２段ベッド、３段ベッドといった形で、やはりそうすると人数も結構入ります

し、仕切りとかも今後検討されたらどうかと思います。 

次の質問に移ります。周辺の整備でございますが、合宿棟の周りも相当傷んでいるよう

でございます。また、サル小屋沿いの道路が狭くなっております。視界が非常に悪くなっ

ています。車両も離合するのも大変でございますし、今後ですね、施設周辺の整備計画は

あるのかお尋ねしたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） 合宿棟から湯楽里に登っていく道路のことだと思うんで

すけども、そちらにつきましてはですね、議員ご承知のとおりですが、何年か前にです

ね、ローラースケート場を解体しまして、ゲストハウスを整備した際にですね、道の拡幅

を行っております。それによってですね、今まで離合ができなかったところなんですが、

あの箇所を活用して離合していただいているところでございます。 

実際ですね、問題解消をしましたにつけてもですね、まだなお出っ張りの部分といいま

すか、コンクリートのポンプの跡みたいなんですけども、そちらのほうが出っ張りの部分

ということでやはり交通事情を考えればですね、危険な所もあるかと考えます。ただし、

その撤去のためにはですね、またそれ相当の金額がかかるということでございまして、そ

ちらにつきましては今後の検討課題とさせていただければと思います。また、事故等が発

生した場合、そういったときには個別の対応をさせていただければと思います。 

それから合宿棟のですね、施設につきましては、建設後ですね相当の年数を要しまし

て、４０年近くですかね、かかっておりますが、これにつきましては別途、今会期中に提

案をさせていただきますグリーンパレス周辺のですね、施設整備計画の中に整備箇所と

して一応ご提案をさせていただくつもりとしておりますので申し添えさせていただきま

す。 

○１番（遠坂道太君） 道路のほうはですね、お客様から私も聞いておりますし、湯楽里

のほうに上がってお風呂に入られる方も結構ございますので、そのへんでやはり私のほ

うに話があったわけです。今後はやはり検討していただければと思います。 

次にですね、練習施設でありますが、現在、グリーンパレスには総合グラウンド、体育

館、テニスコート、海洋センタープール、グラウンドゴルフ場、スポーツ施設もですね充

実しているというふうに思っているところでございます。合宿を行うには素晴らしい環

境ではなかろうかというところでございます。今後、スポーツにおける施設のですね整備
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計画等はあるのかお尋ねしたいと思います。 

○教育課長（北崎真介君） スポーツ施設の整備計画でございます。今、ございます総合

計画の中でお示ししておりますのが、テニスコートの整備ということでございます。テニ

スコートはかなりの老朽化で、実際、なかなか合宿ですとかそういったところの利用が少

ないというところで考えております。 

また、近々ご説明したいと考えております、老朽化が非常に著しいプールでございま

す。こういったところの整備を考えております。今のところそういった各施設の充実を図

るという方向で進めております。 

○１番（遠坂道太君） このテニスコートの話は、前から話が出ておったわけですが、１

つですね、いつも私も前から質問しているんですが、弓道場で購入された土地もあるんで

すが、あれの利活用は検討するということで、検討してあるんですかね、そのへんをお聞

きしたいんですが。 

○教育課長（北崎真介君） それはあの、御大師堂の弓道場と現在の土地の関係がござい

ますので、検討はもちろんずっとしておりますけれども、結論はまだ出ておりません。 

○１番（遠坂道太君） この話はもう１年以上になるんですよね。それをやっぱりこうど

うするか方向付けなっとですね、してほしいわけですよね。やはり安くもない土地を購入

しているんですから、どちらの方向に持って行くのか、今後、早めに取り組んでいただけ

ればというふうに思っておるところでございます。 

そこでですね、２つ私のほうから提案させていただきたいと思います。合宿の誘致に関す

ることですが、１つは交流人口の増加を目指し、町内の利用者はもちろんのこと、町外ス

ポーツ団体、文化サークル活動団体を呼び込むために、湯前町でスポーツ合宿、文化サー

クル活動合宿を行う団体に対しての助成を考えてはどうか。１つ、現在、龍谷大学の柔道

部の練習場として、中学校の柔道場を利用していただいております。小中学生と一緒に練

習をしておられます。児童生徒との交流の場としては良いと思います。 

そこでですね、やはりＢ＆Ｇの体育館がございます。Ｂ＆Ｇの体育館が利用できるように

ですね、畳の整備をできないか。また、整備をすることで、今まで柔道の湯前では大会と

いうのが無かったわけですよね。そういったスポーツの大会もですね、開催できるんでは

なかろうかということを提案いたします。 

最後に、これは陸上の為末選手が言っとったわけですが、「スポーツは地域を変える力が

ある」と言っておられます。やはり合宿が盛んになってきたら、地域も変わってくると思

います。宿泊、飲食などの関係産業に好景気が出るのではないでしょうか。もちろん健常

者だけでなく、障がい者、競技者も対象として、いろいろな形の関わり方があり得ると思

います。ここで、一つ、合宿誘致の方策について質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） ただいま、一つ、合宿誘致の方策について、遠坂議員の一般質問
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が終わりました。 

 これより、関連質問を許します。 

○２番（椎葉弘樹君） 先ほど、教育課長のほうから、合宿施設の目的については、関連

部署と話し合いながら検討したいという旨の答弁がございました。それについて、合宿所

は平成２１年くらい以降から合宿所として運営されているわけですが、そこで町長にお

伺いします。この合宿施設の目的がないまま現状は運営されているのでしょうか。それと

も、明確な目的があるのでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） この合宿所の活用を始めた時点ではですね、湯楽里あるいはグリ

ーンパレスそういったロケーション、それと使われていなかった今の合宿所等の活用を

してはというようなことで、湯楽里、グリーンパレスとのタイアップの中で始めたという

ふうに思っております。どういう活用をするかというのは、お客さまがお選びになるとい

うようなことだと思いますので、合宿で使われる際に合宿で利用しやすいような環境が

できればということで進めてきたというつもりでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） 合宿所の施設は町の施設ですので、指定管理に出す前に町として

明確な目的を持っていなくちゃいけないのかなと思っています。そして、今、湯楽里が指

定管理で受けているわけですが、Ｂ＆Ｇ側は町の管理になっています。今後、湯楽里の指

定管理とＢ＆Ｇの町の管理、どのような連携を図られていくのか、そのお考えをお伺いし

ます。 

○町長（鶴田正已君） 総合グラウンド、それから体育館、プール、それと合宿棟、それ

から湯楽里というのが同じ地域内、近いところにあるというようなことでございますの

で、体育施設にあってはＢ＆Ｇ、教育課の担当でございます。そのへんの総合乗り入れと

いうのは、大いにやっていただければという思いでございます。 

その施設にあって、その合宿所までは湯楽里が指定管理の中で見ておるわけでござい

ますので、そこの管理、それから体育施設の管理にあってはＢ＆Ｇがしっかり、教育課で

すね、教育課がしっかりと見ながら、そして連携を図っていくということになるというふ

うに思います。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○５番（味岡 恭君） 大変あの、グリーンパレスの芝生広場、大変美しくて非常に評判

が良いと思うのですが、キャンプの利用とかオートバイでの利用とかかなり増えている

かと思います。その中で、施設の中でトイレの個数がちょっと少ないような感じもするの

ですが、実際どうなのでしょうか。足りているのでしょうかお尋ねします。 

○企画観光課長（本山りか君） 今、ご質問のトイレの件なんですけども、こちらのご要

望についてはですね、さほど聞いてはおりません。ただですね、芝生広場の活用の中で、

キャンプの方が電源をご利用される、これについてがちょっと少ないような話、または街
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灯があればというような話もありまして、ただ、街灯等についてはですね、やはり暗いほ

うが良い方もいらっしゃったり、ケースバイケースだとは思われますが、声としましては

そういったものが上がっておりまして、トイレに関しましては、今のところご要望は伺っ

ていないところです。 

○議長（倉本 豊君） ちょっと本題から外れよるかなという感じがするんですが。 

○５番（味岡 恭君） これも施設のほうに関連するということでお尋ねしたいんです

が、湯芽科房というのが昔ありましたけども、今後のことで何か考えておられるのか、利

用を。お尋ねいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） その件に関しましては、まだ、その検討を行う体制的な

ものもありましてですね、検討ができていないところでございます。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

 ないようですので、続きまして、情報化の推進について、遠坂議員の質問を許します。 

○１番（遠坂道太君） 関連質問が終わりましたので、次の質問に移りたいと思います。

一つ、情報課の推進についてお尋ねいたします。この案件につきましては、昨年６月、椎

葉議員よりも、ＩＣＴ利活用の課題と今後の対応についてということで一般質問をされ

ておられます。 

まず、過去に民間企業から職員の招聘を行って、積極的に情報化の推進を図ってこられ

たと認識をしています。町における情報化の推進とはどのような位置づけであるのかお

尋ねをいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 本町の情報課の位置づけということでございます。総合計

画、また、総合戦略にもいくつかの事業として挙げておりますので、町の施策の一つの大

きな事業、推進項目であると私は思っております。 

これまで、九州電力からＩＣＴに特化した職員の方を出向いただいて取り組みを平成

２６年度行ってきました。そのときにも彼といろんな取り組み、何ができるのか、何をし

ていくべきかというのをですね、ＩＣＴ推進協議会の設立当時、その設立総会の議案の中

にも盛り込んだところで、今後進めていきましょうよというところで、これまでやってき

たところでございます。 

○１番（遠坂道太君） 位置づけにつきましては、今、課長もご存じのとおり、総合計画

の中の本当の実施計画にあたり、情報化に関する最上位の課題ではなかろうかというふ

うに私も思っているところでございます。自治体職員さんもこのへんご存じのない職員

さんもいらっしゃいますので、そのへん十分ですね、職員さん達も理解されているように

お願いをしたいと思いますし、また、情報化の推進の中で、対象範囲というふうになって

きます。 

やはり行政の感覚、また、住民の感覚でどのように担当課長としても分類されているの
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か、どのへんを重視して情報化の推進について取り組んでおられるのか、そのへんをお聞

きしたいと思います。 

○総務課長（高橋 誠君） これまでの取り組みの中で、大きな項目としては、高齢化事

者医療、福祉、少子化、学校教育、産業振興地域活性化というふうな目的、そして、４つ

の重点事項としましては、１つが６次産業化の推進、それについては、ゆのまえかじりサ

イトだったりそういったサイトを構築してやってきた。 

２つ目に学校教育の充実ということで、これまでオンラインの漫画授業だったりして

きております。これにいてはこのＩＣＴ利活用協議会の中できっかけを作って、今教育課

のほうで継続をされているというところでございます。 

３つ目に高齢者向けサービスということで、タブレット教室だったり、また、高齢者で

はありませんが、子ども向けのキッズプログラミングだったりというふうな取り組みも

独自でやってきておりまして、また、高齢者見守りという分野では、今、保健福祉課で具

現化した一つの実績の効果のあるものだと思っております。地域の情報発信力向上とい

うことで、いろんなＳＮＳの講座だったりを繰り返しながら、また、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整

備を行ってきたというふうなところで考えております。  

総合計画にも、実施計画にも目標を持って示しているのが、インターネット加入世帯も

４００世帯という目標を持ってきましたが、今３８６世帯ということで、ある程度、目標

・目的は達成してきたのかなと思っているところで、町民の皆さまもこれにはご協力いた

だいたところかなと思っております。 

○１番（遠坂道太君） 今、高橋課長からも詳しくご説明いただきました。やはりこう行

政の視点での分類というのは大きく２つに私は考えておったわけです。行政の情報化と

地域情報化と２つに分類されるんじゃないかというふうに思っております。  

また、町民の視点での分類というのは、行政内部の情報化、町民と行政の接点の情報化、

地域産業活性化に資する情報化、この３点に分類される。課長が言われた内容については

その内容がほとんど当てはまるということでございます。 

その中で、町のＩＣＴ利活用に関してですが、民間委託の件については、椎葉議員も質

問されておりました。そのとき、町長もどの部分が民間に出てくるのか含めて担当課と取

り組みをしてみたいというふうに答弁をされております。その後ですね、検討されたの

か、まず担当課長にお尋ねいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） これまで行ってきたＩＣＴ推進協議会での取り組み、民間委

託できるＩＣＴ関連業務、情報統計係の担当職員の意見も参考に申せば、職員で行う情報

発信サイトの更新作業であったり、職員が行うＩＰ告知端末の故障の調査だったり、Ｗｉ

－Ｆｉスポットの管理だったり、いろんなことが考えられるというところでございます

けども、他にもあるかもしれませんですけども、民間委託する業務については新たなコス



- 41 - 

 

ト増となることも常に考えておかなければいけないということでございます。その取り

組みについては、今までやったことをプラスアルファで委託するのか、またはそれがどの

分野なのか、その区切り、委託経費がどの程度までを試算すればよいのか、そういったス

タンスをまず決めてから行ったほうがいいんじゃないか。 

また、先進地の事例の調査もですね、まだまだ勉強不足なところがございますので、そ

ういった情報化の民間委託というもの、そういったものは庁舎内のあらゆる部署の考え

も、また、まとめながら進めなければいけないのかなというところもございます。 

そういった意味では、すぐすぐには民間委託をどれとどれを行うんだとう方針につい

ては固まっていないところですので、これはまた新しい組長様のご意見も確認しながら

進めなければいけないというところで、担当課の総務課では考えているところでござい

ます。 

○１番（遠坂道太君） 時期尚早で、やはり半年も経ってない時期にまだ進んでないとい

う、これは重々わかっておったわけでございます。今後は職員数も少ないというわけです

が、その中で委託される部分については今後検討されればというふうに私は思っている

ところでございます。まあ、その中で、熊本県内においてもですねＩＣＴ、ロボットを利

活用して行政事務等、いろいろと活用されている自治体もございます。 

また、今年１月２９日と３０日で、我々議員ですね研修が開催されました。その中で日

田市と福岡の嘉麻市に研修に行ったわけですが、嘉麻市において、ペーパーレス議会を導

入するにあたり、タブレットを議会関係に導入されたということで研修に行ったわけで

ございます。そのとき、タブレットを入れたことによって、連絡や確認の効率化ができた

と。また、紙使用の保全や検索といった低コスト化の実現も利便性が飛躍的に向上したと

いうことでありました。湯前町の議会としてもですね、議会改革調査特別委員会の中でも

１つの調査項目にも取り上げてあります。研修にも執行部からも担当の方も出席があり

ました。 

本町においてもですね、今後、どのような方向性を持って情報の推進について取り組ん

でいかれるのか。担当課長のほうにお尋ねいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 今後の情報化等については、新たな推進の方向であったり、

ＩＣＴ活用の着火剤になるような、私の頭の中でのアイデアとしてはまだゼロに等しい

ところでございますが、行政が今後、自治体が行う情報化としては、住民のために活用を

進めるとしたならば、総務課という部署である以上、今後そういった利活用と併せて、全

国的に地震など自然災害が発生している中でですね、そういった防災面での情報化の強

化、そういったところがウエイトを高くすべきところなのかもしれません。そういったと

ころに民間の支援、活力、アドバイス等々がですね、得られればということも私も個人と

しては考えておりまして、庁舎内の情報化としてもですね、マイナンバーの利活用であっ
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たり、そういった町民の利便性に繋がるような利活用も国から強く勧められているとい

うこともございますので、そういった施策と、それには個人情報保護という大切なところ

のセキュリティ的なところも必ず出てきますので、そういったものも情報統計係の業務

ウエイトとして高くなっているのが今の現状でございます。今後も高くなってくると見

込んでおりますので重視したい、民間での業務委託もさることながらですけども。 

また、福祉、教育産業への利活用も重要ですよと前提の元での取り組みを続けなければ

いけない、頭に置いていかなければいけないと考えています。 

○１番（遠坂道太君） 今、課長の意見聞きましたけども、町長に最後聞きたいんですが。

今後の情報化の推進についてですね、どのように町長として今後次の町長に対してお繋

ぎをされるか。そのへんお聞きしたいと思います。 

○町長（鶴田正已君） これまで始まりは湯前町にあっては、ＩＣＴの取り組みは、先ほ

ど、日當さんの存在もあって、ＫＩＡＩのメンバーの皆さんのおかげもありまして、他所

よりも早く着手したと。ただ、その利活用の部分で総務課長がいろいろ構想持っておるよ

うでございます。 

そういったものを使いやすくより安価に、そして住民の皆さんが必要としてるものを

どう提供できていくかということが課題であるというふうに思っておりますので、担当

課でしっかりと協議をしながら提案ができればというところです。 

○１番（遠坂道太君） 今後いっそうですね、情報化の役割を果たすことを考えておりま

す。ＩＣＴというのはやはりこう生きているんじゃなかろうかと思っておりますので、や

はり進化をしております。そういった中で、町民の利便性や地域経済の活性化など、地域

活動を解決するためにも取り組んでいただきたいと思っております。  

これで、一つ、情報化の推進について質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） 一つ、情報化の推進について、遠坂議員の質問が終わりました。 

 これより関連質問を許します。 

○２番（椎葉弘樹君） 今後の方向性について総務課長のほうに伺います。先ほど、防災

面での活用であったり、マイナンバーでの活用が示されました。ただ、私、前回一般質問

でも言ったように、地域産業、農林商工業の生産性向上に対するＩＣＴの利活用というの

も非常に大事な要素だと思っております。ある農業者の方は、ＪＡと町との連携によって

ＩＣＴ事業を推進できないかという意見もちらほらと出てきております。 

そこで農林商工業へのＩＣＴ利活用については、どのようにお考えなのかをお尋ねし

ます。 

○総務課長（高橋 誠君） ＩＣＴを超えて、今、ＡＩだったりＩＯＴだったり、難しい

言葉で進んでいます。ＲＰＡとかロボットを使ったものも今、あらゆる分野でされている

と思っておりまして、難しいところでございまして、議員言われましたように日進月歩で
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進んでいるのがこの分野かなと思います。 

そういった中で、農業分野等々に活用については、総務大臣からの通知でですね、２月

２８日のやつなんですけども、全国の首長様に総務大臣メールということでありまして、

この中でＩＣＴの今後を考える場合は参考にしませんかというところできていますが、

先ほど言いました、ＡＩだったりＲＰＡ、ロボットだったりというとこで、その中にスマ

ート農業というのも提案されております。これについてまだ中身を私もじっくり読んで

いないところでありますが、収穫ロボットであったり、無人草刈りロボットだったりとか

ですね、ドローンとかも使っているような事例が示されている。 

こういったこともですね、これだけに留まらず我が町の農業にどういったものが使え

るのかというのは、ＪＡさんともひとつ話をする機会もあってもいいのかなと思ってお

りまして、可能なところがあれば取り入れるのもＪＡさんとのタッグを組む１つの施策

にこのＩＣＴが使えるのかなという感じはしております。 

○２番（椎葉弘樹君） 答弁は要りませんが、例えば公社において、公益性があるのであ

れば、その公社がＩＣＴの分野を仲介するとか、あと現場の声というのが非常に大事です

ので、地域農林商工業者の声を聞きながらどういうニーズがあるのかというところの確

認もこれから必要になってくるのではないかと思います。そのあたりを今後の検討課題

として取り組んでいただければと思います。以上です。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで関連質問を終わります。 

 これで遠坂議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。  

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５４分 

再開 午後２時１１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

日程第６、一般質問の途中です。一つ、補助金等の見直しについて、一つ、国民健康

保険について、高橋議員の一般質問を許します。 

○７番（高橋一雄君） 私は通告しました２つの項目について質問いたします。最初

に補助金等について質問いたします。 

補助金等は町の財政から町内の個人や団体に対して援助されるお金だと考えますが、

本町が取り組んでいる福祉的な施策の支出については、産業育成のための補助金とは性

格が違っているものと私は考えます。平成１６年、１７年、本町では財政再建団体でも
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ないにもかかわらず、財政再建計画が打ち出されて、町民から喜ばれていた施策、住民

福祉の施策が廃止されたり削減されたりしました。 

あのときからおよそ１５年経ち、職員によるプロジェクトチームによる補助金等の見

直しが答申されたと聞いていますが、その結論は出たのか。福祉的な施策についても検

証し、結論は出たのか。プロジェクトの担当課長に質問いたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 職員プロジェクトによります、補助金の方向性に関する答

申書が昨年１０月に、町長宛て答申されたところでございます。 

この中で、あらゆる分野、５５事業について職員のほうで検証を行った結果がこれだ

と私は思っておりまして、答申されたものについては実際に実行しますよというところ

までには、判断までには至っていないところでございます。 

○７番（高橋一雄君） 実行しますという判断ではないという答弁をいただきました

が、質問を続けたいと思います。 

障がい者福祉年金についての見直しも出ています。現行約１００万円ですが、平成１

６年の財政再建計画で障がい者福祉根金が削減されたとき、私は障がい者の方から本当

に困ったという話を聞きました。役場にとってはたかが１，０００円でも、低所得の障

がい者の方にとっては本当に残念な町の対応だったと今でも思っています。 

それで、担当課にとっては障がい者の方の生活費等に充てられている継続という評価

が、何でプロジェクトでは見直しになるのか理解できませんが、理由の説明をお願いし

ます。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時１５分 

再開 午後２時１６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

○総務課長（高橋 誠君） 先ほど言いました、５５項目の中に福祉施策も入ったとこ

ろでの答申の内容については、今、町民が委員となっている行政改革推進委員会、こち

らのほうで審議をお願いしているところで、最終的なご意見をいただくのが来週の１１

日、今年度最後となりますが、行政改革推進委員会を行います。その中で、今回の補助

金見直しの項目も含めたところでご意見を頂戴しようというところでございます。 

併せて、この行政改革計画についてもご承認いただいて、これからの３年間、平成３

１年度・３２年度・３３年度までの３年間で随時できるものを具体化していければとい

うところで思っておりまして、また、その中で課長会が行政改革推進本部となりますの

で、そういったものを確認しながら方向性を出していくというふうな流れになっていく
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かと思っております。 

その中で新町長、首長になってから確認するところがほとんどでございますので、そ

れ以降に本格的に進んでいくのではないかというスケジュールで私の中では思っており

ます。 

○７番（高橋一雄君） 見直しプロジェクトについては、今後も協議をされるという答

弁であり、中には廃止が検討されていることもありますが、新年度の予算にはこのプロ

ジェクトは反映されていないし、判断は次の町長の政治判断とか、また、各協議の結論

とかを待つということですか。確認してよろしいですか。 

○総務課長（高橋 誠君） 議員認識のとおりで間違いないと思います。 

○７番（高橋一雄君） 私はプロジェクト案の答申の福祉施策に関する答申は撤回して

ほしいという立場ですが、以上で質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） 一つ、補助金等の見直しについて、高橋議員の一般質問が終わ

りました。 

これより関連質問を許します。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、関連質問を終わります。 

 一つ、国民健康保険について、高橋議員の質問を許します。 

○７番（高橋一雄君） 私は、昨年の１２月議会の一般質問の中で、子育て支援策の一

つとして、国保の均等割の減免を提案しました。 

それに対して町長は、全国知事会や国への要望は承知しているし注視している。しか

し、高齢者も含めた本町の国保の運営をどうやって進めていくのかが重要という答弁で

した。 

そこでお尋ねしますが、知事会とか議長会、地方６団体と言いますが、その中の一

つ、全国町村長会での国保を各自治体運営をされているわけですが、町村会での国保の

構造的問題点とか国への要望とかを湯前町でも共有されているのか、それとも別の見解

を持っておられるのかお伺いします。 

○町長（鶴田正已君） 町村会での要望は私も共有しているというふうに思います。湯

前町もですね。 

○７番（高橋一雄君） １２月議会での均等割については、ゼロ回答であったと理解し

ています。それ以前の問題としてやはり湯前町での国保加入者との負担と、それから医

療給付、それを動かすことがやっぱりこの財政の中で精一杯ということであり、ゼロ回

答であったと理解します。 

しかし、地方６団体と認識を共有されているのであれば、それ以後の質問をしたいと

思います。これは平成２６年ですが、全国知事会のほうで、都道府県が国保を運営する
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前の前提として公費１兆円の投入をということで国と自民党に求めました。これは国保

新聞のそのときの記事です。公費１兆円の投入元、公式に規模と水準に初めて言及され

たとされています。公費１兆円を投入するとどういうことになるかというと、協会けん

ぽは所得割りだけですが、国保は均等割とか平等割りとか入ってきます。それを廃し

て、協会けんぽと近いような国保の保険税になるということです。 

そこで、独自に調べてみますと、年収４００万円の４人世帯、湯前町では均等割が医

療分と支援分とで３万２，０００円１人取られます。そして、モデル世帯だと４１万

８，０００円ばかりになります。ところが協会けんぽのほうでは、本人の所得にかける

分しか金額は出ません。子どもが何人おっても変わりません。２０万２，６００円で

す。国保の世帯の方は、４人からまた子どもが増えて５人になれば、更に国保税が上が

ることになります。 

この差額、認識は共通ということでしたが、職員は国保に入っていませんから、子ど

もが増えても痛みは感じないと思いますが、農家とか自営業、あるいは他の保険に入ら

ずに国保に入っている方の子どもが増える度に国保税が増えていくという痛みを感じ取

っていただきたいと思いますが、質問はしませんが、そういう想像力を持っていただき

たいと思います。 

そこで、この均等割、湯前は手一杯で取り組む余裕はないということだと思います

が、全国の自治体では３割免除とか、それから驚いたのは岩手県宮古市は、ふるさと納

税の市長お任せを活用して国保の子どもの均等割を廃止することを決めたと。平成３１

年度から。こういうニュースも入っています。 

このような全国の取り組みについては、国保新聞とかに掲載されると思いますが、調

査なりされていますか、お伺いします。 

○税務町民課長（堤田真由美君） ただいまの質問にお答えいたします。 

取り組まれているのは財政規模が大きい市に多いということを感じました。１つ目に

は石川県加賀市で、今年度から子どもの均等割２分の１軽減が実施されています。その

財源は、軽減均等割分をですね、所得割に振り替えて世帯主に一律課税されておりま

す。 

その他には仙台市で１８歳未満の均等割を３割減免、東京都の清瀬市では、前年所得

３００万円以下で申告済みの世帯で１８歳未満の子どもが２人以上いる世帯の第２子以

降の均等割を最大５割軽減されております。 

その他にも大きな市についてはいろいろ軽減されております。以上です。 

○７番（高橋一雄君） 大きな自治体での取り組みが多いと答弁でしたが、小さい自治

体だからこそ予算の数値が少なくて取り組みやすいという面もあります。私は次の町政

になってから定住促進重要な取り組み課題となってくると思いますので、引き続き要求
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してきたいと思います。 

最後になりますが、本町でも子ども医療費無料化を中学校３年生まで実施していま

す。他町村に比べて取り組みが遅かったですし、周りの町村は、今度は高校３年生まで

というところが増えていますが、どのように湯前町での取り組みを自己評価されていま

すか。質問します。 

○町長（鶴田正已君） 医療費の無料化等々につきましても、それぞれ段階的に取り組

んできた思いでございます。そのことについて議員のお考えというのを今お伺いしたと

ころでございます。そういったことも含めて、今後の議論の中で決定していこうという

ふうに思っております。 

○７番（高橋一雄君） 医療費無料化の高校生までの引き上げについては、本町の補助

金見直しプロジェクトチームの中でも高校生の怪我というのは学校で発生して、そちら

のほうの保険で効いて、町の持ち出しは少ないという評価がされています。高校生まで

の引き上げも年数を掛けるのではなく、なるだけ早い時期に、新年度の予算では取り組

まれていませんので、補正予算として取り組んでいただけるよう検討を強く要望して、

私の質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） 一つ、国民健康保険について、高橋議員の一般質問が終了しま

した。 

これより、関連質問を許します。質問ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで高橋議員の一般質問を終わります。 

ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時３１分 

再開 午後２時４４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

日程第６、一般質問の途中です。一つ、第三セクターに対する町の関与について、椎

葉議員の一般質問を許します。 

○２番（椎葉弘樹君） ２番議員の椎葉です。第三セクターに対する町の関与について

一般質問を行います。 

まず始めに、全国の第三セクター、略して三セクは、地域活性化を支援するために設

けられ、それぞれの立場で役割を果たしてきました。 

しかし、自治体財政の硬直化や民間事業体との競合など三セクを取り巻く状況が大き

く変化しています。平成１９年の財政健全化法成立以降、総務省から三セクの抜本的改
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革に関する指針や、三セクの経営健全化に関する指針といった総務省の指針が示され、

全国の自治体で抜本的な改革が進んでいます。全国の三セクの数はこの１０年間で１５

パーセント減少し、平成２９年３月末で７，５００余りです。減少傾向の理由は三セク

の自立、統合、廃止が進んでいることです。本町の三セクは、湯楽里、農業公社、球磨

プレカットの３つで、球磨管内では一番多いです。財政規模が小さい本町で、３つの三

セクを経営することは、上手くいかないときのリスクも当然高くなります。町は地方自

治法２４３条により、湯楽里と農業公社における事業の経営状況を議会に報告していま

す。 

しかし、総務省指針に基づく点検・評価の仕組みがありません。今回の一般質問で

は、町が２分の１以上出資する湯楽里と農業公社を取り上げ、三セク法人に対する町の

関与について提言します。 

要旨の１、三セクへの財政的関与、農業公社の基金と湯楽里の大改修はどのように考

えているかについてお尋ねします。 

まず、農業公社の経営再建からです。総務省指針で、地方債を財源とした三セクは、

経営破綻をした場合に出資金債の繰り上げ償還が求められ、町の財政運営に大きな影響

を及ぼすおそれがある、とあります。資本金、基金は平成３０年度末で残り約１，５０

０万円となりました。８期連続赤字経営となっています。 

そこで、町長に伺います。農業公社の基金が底をつく場合、どのような対応を考えて

おられたのかについて伺います。 

○町長（鶴田正已君） 農地保全や町にある地域環境資源を次世代に継承する。それか

ら、生き残りのために産業を創出する。そういった目的で設立をした農業公社であろう

かと思います。その中にありまして、農地の保全につきましては、経費が伴いながら保

全をしていく仕組みでございます。 

このことにつきましては、１点目としましては、農地の集積が思うように集まらなか

った。このことは先ほど、金子議員の質問の中でも申しましたように、まだまだ経営を

していただいているということがあったのではないかと思います。 

もう１点が、生き残りのための産業を創出するというところにやや前がかりになりま

して、それぞれの作物の生産でありますとかそういったことを公社がやってきた、であ

ることが大きな赤字になった原因ではないかというふうに思っております。  

そういった中で、今後、展開をするのであれば、その資金の残高、そういったことも

しっかりと見据えながら事業をどういうふうに絞り込む、あるいは形態を変えながらや

っていくかということが課題になろうかと思います。そういったことを協議しながらの

展開ではなかろうかというふうに思っております。 

○２番（椎葉弘樹君） ということは、協議された結果、公社を継続するという方向で
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あれば資本金、町からの投資を考えておられたということでよろしいでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） 町から投資をする場合には議論になろうかと思いますけれど

も、何をどうしていくか、そのことがどういう効果があるのかという議論をしなければ

なかなか今後の投資ということについては難しくなるだろうという印象です。 

しかし、今後来るであろう課題をしっかりと認識しながら、何をやっていくかという

議論の先に、また、町からのそういう支援をするのであれば、支援になろうかというふ

うに思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 今、２つほど答弁をいただいた中で、やはり町として三セクの

運用で資本金が枯渇しそうになったときに、どのようなルールがあるのかといったとこ

ろは明確な根拠というのが無く、ただ、総務省の指針ではこれが概要的に示されている

部分があります。それを紹介しますと、「三セクの経営破綻で巨額の債務を負うリスク

があることから、特別な理由がない限り新たな損失補償は行うべきではない」。そし

て、財政援助の制限に関する法律というのがありまして、この中でも「自治体は会社等

の債務に関しては補償契約ができない」ということから、新たな投資に関しては慎重な

対応が求められます。 

そこで、農業公社に財政的関与で再投資を行う場合は、次の町長と議会のほうに相当

な覚悟と責任が生じるわけです。町長にお尋ねしますが、経営状況が厳しい三セク法人

において、財政的関与を判断する指針や基準はこれまで作っておられなかったのか、規

定されていなかったのかというところはどうでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） この農業公社を始める際に、大まかな目標とか目的はあったわ

けですけども、そういった具体の決まり事というのは無かったというふうに認識してお

ります。 

○２番（椎葉弘樹君） 続きまして、湯楽里の大改修の費用分担について伺います。 

平成２７年の経済建設常任委員会の調査におきまして、前支配人からは当時の預金額

８，０００万円の活用について、運用や大改修を視野に入れてはどうかという意見が取

締役会で出ているということでした。 

しかし、平成３０年秋の取締役会では、資本金の使い道について、施設の更新は原則

町でという意見もあったそうです。 

そこで、町長に伺います。三セク施設の大改修にかかる費用の分担を現状はどのよう

に考えておられますでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） 現状にあっては、その湯楽里株式会社自体が運用益を得まし

て、それがたくさん生まれているというような状況であれば、そのこともしっかりと活

用ということになろうかと思います。ただ、現況としまして、日常的な営業をどうやっ

ていくかということまでのことが精一杯でございます。 
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ただ、現場におきましては、しっかりと利益を出さないといろんな修理も改修もでき

ないというのは今の支配人を始め、職員の意識としてはそういうものを持っておるころ

でござます。 

ただ、現況としては町の財産である建物については、町が出資をしなければいけない

という思いでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） 湯楽里が第三セクターの法人であるから、そして財産が町だか

ら町が基本的にはそれを見るっていう考え方は一つの方法ではあるんですが、やはり湯

楽里というのは１つの独立した法人ということを考えましたときに、やはりこの、町が

全額見ていかなくちゃいけないという決めごとはしっかりとルールをさだめておかない

と、後々の施設改修のときに影響を来してきます。総務省の指針によりますと、「三セ

クは地方公共団体と独立した事業主体として自らの責任で事業を遂行する法人」という

ふうにあります。行政主導というのが続いていきますと、やはり法人が成長しないばか

りか、行政負担というのも当然減ることはありません。 

そこで町長に伺います。三セクにおける施設の維持管理は自助努力で自立を目指すよ

うに町が指導していく考えはないでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） 現行の認識で申しますと、１００万円を上限としまして、それ

以内については維持・管理についてはやっていくというようなことで認識をしておりま

す。 

ただ、大規模な改修ということになりますと、やはり現況の収支等々を鑑みましたと

きに、行政の手助けなしではなかなか思うようにいかないというのが現状であるという

ふうに認識しております。 

○２番（椎葉弘樹君） 実はあの、湯楽里の老朽化に関しましては、３年以上前から指

摘されており、平成２９年３月に町の公共施設等維持管理計画で示されています。  

しかし、それ以降、湯楽里の個別計画というのは策定がない状況です。平成３０年２

月に策定された湯楽里の中期経営方針、平成３２年までの３年間の分につきましては、

個室対応など施設の改良なども示されていたわけです。 

しかし、大改修の中にこれは含まれておりません。大改修の調査を町から湯楽里に依

頼したのが半年前です。１０月半ばに町長、副町長の立会で現地調査が行われており、

取りまとめが１１月の中頃ということで、昨年の後半になってから大改修の内容がばた

ばたと進んできたということでございます。今年１月から空調故障で客室の 1室が利用

できない状況もあったり、１月２５日には薬湯の部品が壊れてお客様サービスに影響が

出ている部分もあります。 

そういったところも含めて、これまでの経過は、湯楽里は財政的関与に大きく影響し

ているんだなあということを感じながら、この依存体質というのは、自立した経営を目
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指して湯楽里をそういう法人に向かっていく必要があるのではないかと思うのですが、

町長はどのようにお考えでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） 理想的には湯楽里の経営が安定して、そしてそれぞれの経営と

いうことで町の関与が少なくなる、財政支援も少なくなるということが理想ではありま

すけども、こと、その建物に関してでありましたり、そういった試算についての持ち分

であるとか、譲渡であるとか様々な条件があろうかと思い、それを語るほど経営に余裕

があるわけではございませんけども、しっかりとした経営を行っていただきながら、な

おかつ地域の皆さんに喜んでいただきながら、そして、安定した経営を図れるというの

が理想ではあるというふうに思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 以前の一般質問でも申し上げましたが、球磨プレカットさん等

は、出資の比率を下げて、民間の社長を置いて、そして、自立経営で色々と活動されて

います。 

湯楽里の場合は公共サービスという一面も多くあるのですが、スタート時点は町が１

億円の資本金と、そして建物を提供して、それが町からの投資になっているわけですか

ら、そこからスタートと考えましたときに、維持改修費用をまた、町がずっと今回の３

億円を超えて、また２０年後に３億円を超えるというような繰り返しというので果たし

て良いのかというところは、協議の必要があるかと思っておりますので、是非、執行部

の皆さんにもお願いですが、その観点は行政が全部支出をするのが当たり前という考え

ではなく、やはり行政の支出が少しでも抑えられるような行政改革も必要ではないかな

と思っているところです。 

続きまして、要旨の２の三セクへの人的関与はどのように考えているかについて伺い

ます。現状、湯楽里と農業公社の代表者には町長が就任しています。三セクの社長と理

事長を兼任することは、町長と併せて三重の責任が生じています。総務省指針では、三

セクの経営責任は経営者にある。そして、三セクの役員に町長が就任する場合、その職

責を果たしうるのか十分に検討することが求められています。 

そこで、町長に伺います。三セク経営者としての職責は、これまで充分に果たすこと

ができたと考えておられますか。 

○町長（鶴田正已君） 職責を兼ねるということのその複雑さと、それから過重につい

ては、今、議員ご指摘のとおりでございます。できうるならばということで、農業公社

にあっては理事長を招聘したところでございますけれども、その条件でありましたり、

それからその責任でありましたりというようなこともありながら、なかなか難しかった

というところがございます。 

それから、湯楽里に関してもですね、再三その社長を私が兼務していることが良いの

かということも協議をしたところでございますけれども、今の湯楽里の立ち位置あたり
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を見れば、やはり町長が社長でないと議員ご指摘のようその責任の所在も含めて、なか

なか難しいところがあるということでござました。 

もう１点申し上げますと、議員ご承知のとおり私が社長をしておることで人件費の抑

制にはなっておるわけですけども、その人件費の分、見合う分の仕事ができて、そし

て、なおかつ営業成績を上げられるというような社長がいらっしゃれば、それはもうや

ぶさかではなくお願いしなければいけないし、お願いしたいという思いでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） その町長のこれまでの経験を踏まえまして、これからも町長・

副町長というのは、当面代表、社長にはポストに就いていく、町長と副町長あたりが湯

楽里と農業公社の社長、理事長についていったほうが良いという考えでしょうか。それ

とも、もう先々では経営が上手くできないから変わっていったほうが良いというお考え

でしょうか。経験を交えてお考えをお尋ねします。 

○町長（鶴田正已君） 先ほど申し上げましたように、その職責の立ち位置での責任と

いうのもございますし、そういったことをしっかりと理解していただきながら、経営手

腕を振るっていただくような方がいらっしゃれば、湯楽里の社長にあってはその町長・

副町長の位置で必ずしもやらなければいけないものではないというふうに思っておりま

す。 

ただ、農業公社もしかりでございますけども、ただ、その方向性なり、それから事業

内容をですね、しっかりと組み立てていくためには、やはり行政とのしっかりした協議

が必要だと思いますので、そのことが上手く進むことであれば、これはもう民間の方の

手腕も活用というのは、当然あり得るというふうに思っております。 

○２番（椎葉弘樹君） 総務省の指針によりますと、「町は三セクの役職員の選任につ

いて、職務権限や責任にふさわしい人材を広く求め、民間の経営ノウハウを含めた適切

な知見を有する人材が積極的に登用されるよう努める。」とあります。結果論かもしれ

ませんが、以前のユビキタスも農業公社も公募によらない町長による採用というのは、

結果的には上手くいっていないということだと思います。 

そこで、町長に伺います。総務省の指針でもありますように、民間の経営ノウハウを

含めた適切な知見を有する人材を広く公募すべきではなかったのか、なぜ公募しなかっ

たのかについてお尋ねします。 

○町長（鶴田正已君） 公募も大きな選考の一つの方法ではあったかと思いますけれど

も、近隣の三セクでありましたり、事業体でありましたり、その公募によって上手くい

く場合もあれば上手くいかなかった場合もあるというようなことで、当時申し上げたと

思いますけれども、関係性のある方でしっかりした方がいらっしゃればという思いでの

選考であったというふうに思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 町長や副町長が、その第三セクターのトップに立つというの
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は、行政主導でいくのか、それともそうでないのかというところの大きな選択肢になり

ますので、今後の大きな課題だと認識しております。それについては、やはりあの次の

町長も含めてしっかりと検討していかなくてはならないところだと思っております。 

次に、要旨の３、三セクの設立目的はどの程度達成できているかについて伺います。

町は三セクに対して公共的・公益的な設立目的や目標を明らかにして、必要な指導や適

切な支援を実施しなければなりません。湯楽里の設立目的は「地元産物を使った料理を

提供する地域農業再生の拠点、減農薬で栽培した地元の農産物を使った薬膳などの健康

料理を提供する」とあります。湯楽里における地元産物の使用状況を調べてみました。

米は農業公社からの１００パーセントの仕入れ、地元生産者の米は使われていないとい

うことでした。また、野菜は焼く１０パーセントを町内農家とＡコープ湯前から仕入れ

ており、地元野菜の使用割合は低いです。 

そこで、企画観光課長のほうに伺います。湯楽里の設立目的、地域農業再生の拠点と

いうのはどの程度達成できていますでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） 数字的に申し上げることは私からは現時点でできませ

んが、農産加工の体験室、こちらについてはですね、一応あの定期的に活用がなされて

おりまして、これまでも料理関係ですね、地域農産物を活用した加工等の教室等も開か

れておりますので、ここではある程度達成ができているのではないかなということで考

えております。食材の供給という点ではですね、そちらのほうではですね、いま議員の

資料のとおりですね、現況におきましてはなかなか達成できていない状況で考えており

ます。 

○２番（椎葉弘樹君） もう一回課長のほうに伺います。減農薬で栽培した本町農産物

は現状ゼロということで認識しています。 

そこで、湯楽里の設立目的にありました「減農薬の農産物を使った健康料理の提供」

というのは達成できているとお考えでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） 減農薬の農産物ということで、町内にはいろんなそう

いった活動をされていらっしゃる農家の方々もいらっしゃると思いますが、その方々と

の契約は今はですね、レストランにおいては契約等はなされておらず、レストランメニ

ューの中にもですね、使われていない状況だとは思っております。 

ただ、これが減農薬と言えるのかどうかはわからないのですが、料理長の食材の調達

の中で、そういったもの、薬膳的なものですね、そういったものは少しはお考えの中に

あって、時折はですね、季節に応じた食材の提供もなされているのではないかと思いま

すが、ただ、いわゆる減農薬、栽培された方々との連携というのはですね、今のところ

なされていないような状況と考えております。 

○２番（椎葉弘樹君） 湯楽里においては地域農業再生の拠点として２０年間経営され
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てきて、今の答弁を聞きますと、まだまだ地域農産物の流通というのは、町内のです

ね、農産物の流通というのはうまくまだできていないのではないかという状況を確認し

ました。 

農業公社の設立目的についてもいろいろ確認しようとしたのですが、まだ方向性とい

うのが今理事会のほうで協議等もされておりますので、これについてはここではあえて

確認はしませんが、やはりこの農業公社というのは設立の目的の要点というのは、耕作

放棄地を解消しながらの生産性の高い農地を整備することも大きな目的ではないかなと

思っています。今、目先の農地を解消していくというのは、金子議員一般質問でもあり

ましたとおり、将来的な不安要素はありますので、農業公社の役割は今後大きく認識を

しています。 

そこでですね、公益性を考えますと、町で生産した農産物というのを例えば湯楽里や

学校等に流通、安定供給していく役割というのも湯楽里、農業公社等でも考えられるの

かなと思っておるところが課題かなと思っています。 

そこで、町長のほうにお伺いします。町が三セクの点検・評価を継続的に行うため、

設立目的と数値目標というのを明確に示していくという考えはないでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） 設立目的にあっては、その議員ご指摘のようなことで、またこ

の作った当時、農水省の予算でということもあって、そういった文言も入ったんだろう

なというような思いです。これは私の思いですけども、そういった印象もあるところで

すけども、設立目的「食の健康拠点施設」というようなこと、そういったことをです

ね、しっかりと確認しながらいくということは当然必要なことかというふうに思います

し、それから地域にあって湯楽里の必要性をというふうに問われたときにですね、その

ことを明確に答えられるようにするためにもそういったものが必要ではないかという思

いでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） この湯楽里にしても農業公社にしても、設立目的とかどこを目

指した目標があるのかというところは共有ができてないと思います。やはり、そういう

ところを地域の皆さんと共有しながら、三セクというのを一緒に作り上げていくという

方向性も必要だと思っております。ですから、やはりそういう達成目的等を意識しなが

ら、今後自立の道であったり、統廃合の道であったりそういったところもしっかりと点

検・評価していく必要があるのかと思っています。 

それでは要旨の４番目、三セクの経営状況は点検・評価を十分できているかというと

ころに移ります。総務省指針では、「町は三セクが自ら評価を行うよう指導・監督・要

請を行う」とあります。課長に伺います。三セクの経営状況は、これ課長はどちらか

な。総務課長にないるのですかね、企画観光課かもしれませんが、三セクの経営状況を

町として点検・評価できていますでしょうかお尋ねします。 
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○企画観光課長（本山りか君） 今のご質問ですと、三セクというご質問ですが、私の

ほうからは湯楽里の点検・評価についてのご報告をさせていただきます。 

企画観光課につきましてはですね、毎月取締役会のほうに出席をさせていただきまし

て、毎月々の経営状況を確認させていただいております。意見等を述べる機会はそんな

にないのですけども、ただ、点検・評価という意味では毎月やっておりますし、あとは

当然ですね、議員ご承知の、先ほど冒頭で言われたような、自治法に基づく９月議会で

の経営状況報告、これについてですね一応把握をさせていただいております。これにつ

いては、議会の場でお示しをさせていただいているような状況でございます。 

後は、点検・評価とはちょっと逸れるかもしれないのですけども、町の監査委員様に

毎年点検をしていただいておりますし、または、顧問税理士の方に評価をしていただ

き、また、分析の結果等についてもですね、ご意見をいただいてその点について把握を

しているところでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） せっかくその点検・評価の内容があるのでしたら、議会に事業

報告、経営状況を報告する際にそれも添付して報告した方がよろしいのではないでしょ

うか。課長に改めて伺います。 

○企画観光課長（本山りか君） ９月議会におきましてはですね、単なるその数値的な

もののご報告にとどまっているのは否めないと思います。そういったご要望がありまし

たらですね、今後はですね、そういった分析・評価のところも踏まえまして、できる範

囲で述べさせていただければと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 農業公社については、点検、評価のほうはどのようにされてま

すでしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 収支における経営状況はちょっと別としまして、農地

の維持・保全に対応する組織としての役割を果たすことができた・できなかったという

ような点検・評価はすることは必要だというふうに思っています。そのためにですね、

農業公社をの設立した８年前の状況と現在の地域の農地の状況としてですね、町として

ももう一回再調査をする必要があるのかなというふうに思っています。  

地域の農業状況も踏まえたところで５年程度ごとに調査しながら、その時々の合った

状況に応じまして農業公社の動きもあるのかなという、それに対する点検・評価という

のもまた別にあるのかなというふうに思っているとこです。 

○２番（椎葉弘樹君） やはりあの、行政は三セクの管理も当然しなくちゃいけませ

ん。点検・評価もしなくちゃいけません。ですから、やはりこの点検・評価の仕組みを

しっかりと社内だけではなく、町も管理した結果を議会のほうにもしっかりと報告して

いく仕組みが必要ではないかと思っております。 

そこで、町長にこれまでを振り返っての点検・評価というのは十分できていたのか、
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それについてお伺いしたいと思います。 

○町長（鶴田正已君） 農業公社におきましては、その収支の数字というのは見えてい

てきておりますし、このことは議会の皆さまにもご報告をしてまいりました。ただ、そ

の事業の目的でありましたり、それからなんといいますか、その完成度、目的に対して

どれだけの達成率があったのかとかそういったこと、そういったことをしっかり分析を

していかなければいけなかった、そのことがこの間にできていなったということ、それ

から、思いが先行しましてなかなか現状とそぐわない部分もあったのではないかなとい

う印象でございます。 

それから、湯楽里につきましてはですね、売上高とか、温泉の来客数でありますと

か、宿泊の稼働とか、ご利用者数とかそういったものはですね、掴んでおるわけでござ

いますけれども、議員ご指摘のその設立目的等に対してどうだったのかということにつ

きましては、残念ながら日々の運営に追われておりまして、そういったところを注視で

きるまでには至っていなかったのが私の印象でございます。 

○２番（椎葉弘樹君） 先ほど、課長の答弁をきいていますと、湯楽里は企画観光課、

農業公社は農林振興課のほうでそれぞれ点検、評価のような確認はされているというこ

とでした。 

ただ、今後を考えたときに、それぞれの課でやったほうがよいのか、それともどこか

１つのところでしっかりと三セクの経営状況を見ていくのかという課題はあると思うん

ですが、それについてはどこに確認すれば。町長に確認した後に。はい。 

○町長（鶴田正已君） 点検・評価を何のためにやるのかという１つの目的の中に、地

域の皆さんにお知らせどういう形でやっていくかというのは今後の取り組みになります

けれども、そのことをしっかりと公表して、その存在をしっかりと認識をいただく、広

くですね、そういったことは必要ではないかというふうに思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 点検・評価のそのチェックポイントが明確であれば、課がそれ

ぞれ分かれていてもいいのでしょうけども、そこが明確でないとそれぞれの視点という

のが変わってきますので、この後、提案しますけども、点検・評価のポイントの明確化

のためにもこの指針というのが１つ重要になってくるのかなと思っています。 

最後の要旨に入ります。三セクの経営状況は、議会と住民に情報公開ができているか

といったところについてお尋ねします。 

総務省指針では、「町は議会・住民に対して三セクの財政書類や経営指標、例えば経

常収支比率、自己資本比率、流動比率など、現状の経営状況に至った理由、将来の見通

しなどについてわかりやすい説明を行い理解を得る」となっております。 

例えば、湯楽里の指定管理料は、平成２１年度に導入して以来、平成３０年度１，１

８０万円で町の支出を抑制できているんですが、その努力というのが情報公開されてい
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ないところです。三セクの事業報告を受け、議員各位が毎年度それぞれの視点で経営指

標について算出し、経営分析を行っています。この中に、経営指標や点検・評価があれ

ば、私たち議会を始め、住民の方が見る際にも、無駄な努力・無駄な作業というのがな

くなってまいります。 

そこで、企画観光課長のほうに伺います。三セクの事業報告は、町の財政的関与を把

握するために、指定管理料、経営指標、点検・評価の結果も併せて示す考えはないでし

ょうか。お尋ねします。 

○企画観光課長（本山りか君） まず、今のご質問を分けて考えさせていただければと

思います。指定管理料につきましてはですね、毎年の新年度当初予算ですとか、予算の

計上の際に、いろんな経緯を踏まえてご説明を差し上げているところで、それが年度ご

とに比較ができるような資料はご提出をしていないのですが、そういったわかりやすい

ということが必要であればですね、そこもデータを比較できるようにですね、これまで

の経緯をわかりやすくご説明する機会を設けさせていただければと思います。指定管理

料ですね。 

それと後、経営指標につきましても、湯楽里のほうでですね、先ほどお話しのありま

した平成３０年の２月に策定されました中期計画、この中で経営目標なるものが設定を

されております。これもですね、設立の趣旨に沿うような形でですね、設定をされてお

りますと私は考えておりまして、先ほど、議員ご指摘のですね、湯楽里の設立の趣旨の

中なんですけども、これにはですね、加えまして、食と健康のみならずですね、健康は

繋がっているんですが、住民の福祉向上、こういった観点もあるかと私は考えておりま

す。または、地域活性化、それと交流人口の拡大、こういった趣旨も踏まえてですね、

経営目標が設定されていることろと私は考えております。その経営指標があります限り

ですね、その経営指標の達成度、これを図る必要は当然あると思います。 

ですから、それが当然湯楽里内部では行われておりまして、町としましてもですね、

その達成度なるもの確認はしていく必要は当然ありまして、または、その先にですね、

やはりそれを公開していくという必要性も十分に感じております。それがないといろん

な今回の大規模改修ですとか、それに対するご判断ですね、住民の方々でありますと

か、議会の皆さまのご判断が得る材料がないていうことになると思いますので、そこら

へんをですね十分私も考えを持ちまして、機会をですね作らないといけないんですけど

も、どの機会でって言われるとですね、先ほどの９月の定例議会の際にですね、そうい

ったところをお示ししていければなと考えております。議会のこの場で発言することが

すなわち住民の皆さまにお知らせすること、イコールということで考えておりますの

で、そこを踏まえまして対応させていただければと考えております。 

○２番（椎葉弘樹君） あと、「町の三セクの役職員数の数と給与の見直し、組織・機
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構のスリム化など徹底した効率化を進めることが必要不可欠」ということで総務省指針

に載っております。三セクの事業報告には役員数や職員数、給与等は示されておりませ

ん。 

そこで、また課長にお伺いしますが、三セクの事業報告はその雇用状況や町の人的関

与を把握するため、役員数、職員数、人件費も併せて示す考えはないでしょうか。お尋

ねします。  

○企画観光課長（本山りか君） ご指摘のとおりですね、そういった数値についてはど

の場でもご報告した経緯はなかったかと思います。 

ただ、私どもがですね湯楽里のほうの株式会社の総会に出席させていただきまして、

把握できる数字ですので、当然ですね、そういったことも併せてですね、ご報告の必要

があればですね、併せてさせていただければと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 報告の必要があると思っておりますので質問をしているところ

です。 

あと、湯楽里と農業公社における毎年度の経営状況というのは、単年度分しかありま

せん。前年度分との比較が非常にしにくいです。湯楽里とグリーンパレスの売上合計

は、平成２１年度が１億４、０００万ほど、そして、平成３０年度も１億４，０００万

ほどということで、ということで横ばい。そして、雇用数も平成２１年度が３０人、平

成３０年度が３０人と横ばい。このような年度の比較というのをできれば、非常に経営

状況というのを確認しやすいのかなというふうに思っています。  

そこで、課長に再々度伺います。三セクの経営状況というのは、数年分の数値データ

を比較できるように、たとえば５年分なら５年分で横並びに数値を出して評価ができる

ようにする考えはないでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） 先ほど申し上げました点検・評価の中でですね、当然

私ども内部ではですね、そういったデータも持ち合わせております。これは湯楽里開設

当初からのものを持ち合わせております。これの公開がなされていなかったこと、反省

しまして、先ほどのような機会がございましたらですね、併せてご報告をさせていただ

ければと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 公開する機会というのは例えば９月の決算、三セクの事業報告

の場合、そして、ホームページ等を活用した住民への公開の部分が該当するかと思いま

す。そこについてはですね、様式が変わるわけですので担当課のほうでご検討いただい

て、またこのようなイメージで出しというところをまたお示しいただければと思うとこ

ろです。 

あと、最後の総括質問をさせていただきます。３セクの経営健全化に関する指針を示

さない理由を以前の一般質問で尋ねましたときに、町長の答弁は「そこまでのレベルに
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達していない、そこまでの作業ができていない」ということでした。 

そこで町長のほうにお伺いします。ここまで質問してきた内容を踏まえまして、第三

セクターの経営健全化に関する指針というものを本町でも策定して、継続的に点検・評

価する仕組みを作るべきではないでしょうか。お尋ねします。 

○町長（鶴田正已君） 先ほど、担当課長のほうからも具体については答弁を申し上げ

たところでございまして、第三セクターの経営健全化に関する指針ということに基づき

まして、三セクの経営に関わっていかなければいけないという思いでございます。その

中にあって、総務省の指針にございます点検・評価等々その結果についてもお知らせを

しなければいけないということで、先ほど、課長が申し述べたように取り組みをいたし

ていかなければいけないというふうに思っております。 

○２番（椎葉弘樹君） その指針の策定等の取り組みというのは、さほど時間を要する

作業ではないと考えております。そうしたときに、その点検・評価の情報公開であった

り、三セクの経営健全化に関する指針というのはいつの時点で導入されるお考えなのか

について、これは企画観光課長のほうにお伺いしたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） 三セク全体のお話ということなので、私が発言すべき

かというのもちょっと躊躇しますけども、今、町長が申し上げたとおり、当然、国から

平成２６年におきましてそういった指針が出されておりまして、当町としましてはです

ね、総務省の指針に沿ったやり方を、手法はですねいろいろそれぞれあるかと思うんで

すが、その総務省の趣旨に則れば、今議員から再三ご指摘があった点については取り組

みが可能と考えておりまして、新たなるその町独自の指針が必要かと言われると、私の

ところでどうかなという思いもありまして、ただ、他の町村の状況を見まして、策定し

てあるところは手法のところを具体的に書いてあるというようなことが総務省の指針と

の違いかと考えております。 

なので、その町単独版というのがですね、ある程度、先ほど、議員のほうでですね、

簡単にできるのではというお話もございましたが、担当としてはですね、作るからには

充実したきちんと今後の指針となるようにですね、作りたいという思いもありますの

で、これは今後の町版の分についてはですね、検討課題とさせていただいてもよろしい

でしょうか。総務省の指針に従ってその内容では当然進めていくべきとの国からのお達

しもあっておりますので、それはやってまいりますということです。 

○２番（椎葉弘樹君） 当然、課長のほうでやりますという明言はできないと思います

ので、是非、次期の町長のときにですね、この三セクの指針を町独自で作る必要がある

のかといったところは確認をしていただきたいと思います。 

私が何故ここを強く言うかと申しますと、本町には、やはり３つの３セクを持ってい

るので、しっかりと財政的な関与であったり人的な関与といったところ、点検・評価の
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やり方、そして情報公開のやり方というのをしっかりと作り込んでいかないと、後々に

町の財政的に影響を与えてしまわないようにしなくちゃいけませんというところを思っ

ての今回の提案になっておりますので、そのところはしっかりとご承知おきいただきた

いと思います。 

それでは終わりにですね、私事ですが、病気の治療のために１３日１４日のほうはち

ょっと議会のほうはお休みさせていただきます。 

私が議員になってからの一般質問というのは、２６定例会で４３項目を数えます。鶴

田町長にはこれまで６年間様々にご対応いただきましてありがとうございます。鶴田町

長最後の一般質問が私だったことを胸に刻みまして一般質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これで、一つ、第三セクターに対する町の関与について、椎葉

議員の質問が終わりました。 

これより関連質問を許します。ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで一つ、第三セクターに対する町の関

与について、椎葉議員の一般質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） 本定例会に通告された質問がすべて終わりましたので、これで一

般質問を終わります。 

○議長（倉本 豊君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 次の議会は、７日午前１０時に開きます。 

 議事は、条例改正等及び補正予算等を予定していますので、ご参集願います。 

 本日は、これで散会します。 

 －－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時３８分 
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平成３１年第３回湯前町議会定例会    〔第２号〕 

   

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ７ 日 

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開 議 

湯 前 町 議 会 議 場 

                

１．議事日程 

 

日程第 １  議案第 ６号  湯前町過疎地域自立促進計画の一部変更について 

日程第 ２  議案第 ７号  湯前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ３  議案第 ８号  湯前町住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４  議案第 ９号  町道路線の認定について 

日程第 ５  議案第１０号  平成３０年度湯前町一般会計補正予算（１３号）に

ついて 

日程第 ６  議案第１１号  平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計補正予算

（５号）について 

日程第 ７  議案第１２号  平成３０年度湯前町下水道事業特別会計補正予算

（第４号）について 

日程第 ８  議案第１３号  平成３０年度湯前町介護保険特別会計補正予算（第

４号）について 

日程第 ９  議案第１４号  平成３０年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計補

正予算（第２号）について 

日程第１０  議案第１５号  平成３０年度湯前町水道事業会計補正予算（第４

号）について 

 

２．応招議員 

 

１番 遠 坂 道 太      ２番 椎 葉 弘 樹 

   ３番 森 山   宏      ４番 黒 木 龍 次 

   ５番 味 岡   恭      ６番 金 子 光 喜 

   ７番 高 橋 一 雄      ８番 黒 木 喜巳男 

   ９番 山 下   力     １０番 倉 本   豊 
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３．不応招議員 

 

   なし 

 

４．出席議員 

 

   応招議員に同じ 

 

５．欠席議員 

 

   なし 

 

６．職務のため会議に出席した者 

 

議 会 事 務 局 長 西 村 洋 一  議会事務局主事  黒 木 あさみ 

 

７．説明のために出席した者 

 

町     長  鶴 田 正 已  教  育  長   中 村 和 弘 

総 務 課 長  高 橋   誠  会 計 管 理 者   愛 甲 正 之 

税務町民課長  堤 田 真由美  教 育 課 長   北 崎 真 介 

保健福祉課長  白 川 一 雄  建設水道課長   皆 越 克 己 

企画観光課長  本 山 り か  農林振興課長   稲 森 一 彦 

農業委員会事務局長  吉 田 精 二  
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開議 午前９時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１  議案第６号 湯前町過疎地域自立促進計画の一部変更について 

○議長（倉本 豊君） ただいまから、平成３１年第３回湯前町議会定例会、第２日目

の会議を開きます。日程第１、議案第６号、「湯前町過疎地域自立促進計画の一部変更

について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） おはようございます。議案第６号について、提案理由の説明を

申し上げます。湯前町過疎地域自立促進計画の一部変更については、本計画に事業の追

加等を行うに当たって、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により議会の

議決を経る必要があるため提案するものです。 

 詳しくは課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） 私のほうから議案の詳細についてご説明させていただ

きます。現行の過疎地域自立促進計画、通称過疎計画は、平成２８年度から平成３２年

度までの計画として策定しております。今回の一部変更は、この計画に事業の追加を行

い、財源として過疎債を活用したいと考えるためご提案するもので、去る２月１５日に

県との協議が整いましたことから、ご提案をするものです。 

議案書の２ページをお開きください。変更箇所につきましては、変更前と変更後に分

けて記載しております。まず区分の１、産業の振興の（８）観光又はレクレーションの

事業計画に、変更後のほうを見ていただきますと、湯楽里・グリーンパレス施設整備事

業を追加しております。この事業の追加につきましては、議会の皆様はじめ、関係者の

皆様方との協議の中のご意見を踏まえまして、開設後２０年を経過しました、湯楽里本

館及びグリーンパレス施設の大規模改修を行わせていただきたくご提案するものです。 

３ページをお開きください。次に区分の４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

の（１）現状と問題点のところに、保健センターを追加しました。町民の健康増進及び

保健衛生の向上に資するため、平成１２年に建設されましたが、約２０年経過したこと

で設備の老朽化による故障が生じまして、その対策が課題となっている。と記載してお

ります。またその下ですが、２の対策のところに、町民の健康づくりや生きがいづくり

の拠点として機能を維持するとともに、本町の健康福祉の中心拠点として更なる活用を

図っていく。と記載しております。 

４ページをお開きください。区分の４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の事

業計画の表の中でございますが、事業名としまして、（７）市町村保健センター及び母

子保健センター、事業内容としまして、保健センター空調更新工事、事業主体として湯

前町を追加しております。この事業の追加につきましては、保健センターの空調設備が
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老朽化しまして、使用が困難になっております、更新をしたいためご提案をするもので

す。 

５ページをお開きください。ただいまご説明しました、内容のご参考としまして、年

度毎の概算事業費を掲載しております。下線を引いている分が今回の変更箇所となりま

す、まず中ほどの、湯楽里・グリーンパレス施設整備事業としましては、概算事業費と

しまして、３１年度に３億５，０００万円を計上しております。 

次に、そのすぐ下になりますが、街なみ環境整備事業についましては、町内案内看板

等の整備に係る補助事業の活用見込みが整いましたため計上しております。平成３１年

度に設計委託料５００万円、平成３２年度に工事費１,０００万円を計上しておりま

す。 

次に、その下になりますが、保健センター空調更新工事としまして、平成３１年度に

３，０００万円を計上しております。なお、今後の流れとしましては、本日この議案を

ご可決いただきましたなら、速やかに関係大臣にこの旨を届け出をいたします。その

後、事業着手、過疎債借り入れの協議、そして過疎債借り入れの申請を行うこととなっ

ております。以上ご説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

○２番（椎葉弘樹君） 平成３０年９月、公共施設等整備基金の質疑の中で、山下議員

から、ここ４、５年で更新する必要がある施設は、と問われました。その時の町長の答

弁の中に、小学校、中学校、改善センター、役場、町営住宅等ということで、湯楽里が

含まれておりませんでした。 

これは、その時は認識がなかったのか、それとも答弁に漏れがあったのか、いずれで

しょうか。 

○町長（鶴田正已君） 認識としては協議をいたしておりましたので、答弁の中での説

明不足ということで、というふうに思います。 

○２番（椎葉弘樹君） この湯楽里の２２箇所の修繕箇所において、９箇所の施設で誘

客促進、売り上げ増加の目的が示されています。湯楽里の社長として今回の改修でどの

程度の誘客促進、売り上げ増加を見込んでおられるのかお伺いします。 

○町長（鶴田正已君） 具体の数字につきましては、まだお答え出来るほどの根拠は持

っておりませんけども、現行、運用しております施設の傷み具合、それから更新等々が

必要であるというような認識のもとに洗い出しをしたところでございまして、その目標

値については、また、それぞれ協議をしながら出していかなければならないと思ってお

ります。 

○２番（椎葉弘樹君） これは来年度の実行だと思っております。そのときに目標値と

か計画をしっかり作りこんでおかないと、本当に原状回復の改修になってしまうのでは
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ないかと思っております。 

担当課長のほうにお伺いしますが、今回の改修の目的に利便性の向上というのがうた

われています。今回の２２箇所はすべて原状回復なのか、もしくは１０箇所の利便性向

上という目的の中で、施設改修機能改善を目的とするのかそのあたりの見解を伺いま

す。 

○企画観光課長（本山りか君） 今回の改修につきましては、全協等でも議員の皆さん

に情報提供をさせていただきまして、大きく分けまして１点目は改修、既存の原状回復

というもの、それから、先ほど、議員のほうからご指摘がありましたとおり利便性の向

上、誘客の促進、そういった新たなる、更なる誘客に向けた改修というものに分けられ

るかと思います。 

そのことによりまして、どれくらいというのが数字で示せてないことは非常に反省点

として残りますが、ただやはりそれをおいておいたときにですね、今後停滞していくの

みという判断をさせていただきまして、ここで 1度、またリニューアルをやって、それ

で消費税の増税の問題もありまして、なかなか施設の利用料の増加も今まで行ってこら

れてなかったという経緯がございますので、今回その大規模改修をやることで、それを

対外的に公表しまして、それに基づく誘客を図っていきたい。それをやるからには、職

員のほうの意気込みも変わってくると、モチベーションも上がると予測しまして、今後

ですね、おっしゃるように費用対効果が少しでも上がるように、職員さんの努力、もと

より私たちの指導助言を含めてやっていきたいと考えております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○１番（遠坂道太君） 改修工事に入られるわけですが、だいたいの予定としてです

ね、期間としてどれくらいの期間をみていらっしゃるのですか。 

○企画観光課長（本山りか君） 今、会期中の当初予算で、関連予算を計上させている

ところですけれど、そこで設計委託料をまず計上させていただいております。その設計

委託料の如何によりまして工事の期間が見えてくるものと考えておりますので、それか

ら推察をしていただければとおもいますが、ただ執行部としましては、なるだけですね

湯楽里を利用いただいておるお客様に支障のないように進めて参りたいと考えておりま

すもので、予算の規模が整います限り、なるだけ休館をしなくて済むようにですね、工

事スケジュールをきちんと迷惑がかからないような工事スケジュール組みを考えていっ

て、なるだけ早期に改修を終わらせたいという気持ちでおります。 

○１番（遠坂道太君） このお客様がですね、いつ頃だろうかと懸念をされていること

があるものですから、どの工事を優先していくかという形をとりながら、工事をしてほ

いただければと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） 今回ご提案しました過疎計画につきましては、当然そ
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の過疎債の活用、これのために追加させていただいたものですので、これはあくまでも

この議決をいただきまして、県への過疎債の協議を、借り入れの協議をしなければなり

ません。それによって財源の確保の額が確定して参りますので、その財源の確保に左右

される部分が大いに考えられますので、そういった財源の確保の額、それとお客様への

利便性を損なわないような工事スケジュール組みに取り組んで参りたいと思っておりま

す。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第６号、「湯前町過疎地域自立促進計画の一部変更について」を採決

します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員、したがって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２、議案第７号 湯前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（倉本 豊君） 日程第２、議案第７号、「湯前町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 議案第７号について、提案理由の説明を申し上げます。 

湯前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものの、一部を

改正する条例について、上位法令の厚生労働省令に基づき条例の一部を改正するもので

あります。詳細につきましては課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 議案第７号、湯前町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、説明を申し上げ

ます。 

平成３１年４月１日より学校教育法の改正により、専門職業人の養成を目的とする新

たな高等教育機関として、専門職大学の制度が設けられました。専門職大学は前期後期
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に課程を区分することができることされましたので、この専門職大学の前期課程の修了

者は短期大学の卒業者と同等の教育水準を達成することとし、短期大学学士相当の文部

科学大臣が定める学位が授与されます。このため放課後健全育成事業に従事する放課後

児童支援員になれる資格の規定に専門職大学の前期課程を修了した者の含む、を加える

改正を行うものであります。 

新旧対照表８ページをご覧ください。条例第１０条第３項第５号に専門職大学の前期

課程を修了した者を挿入するものであります。 

７ページをご覧ください。この条例の施行日は、平成３１年４月１日からでありま

す。以上、説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

○３番（森山 宏君） 確認の上で、私自身がちょっとわからないものですから、確認

の意味で質問します。 

今、担当課長が言われた前期課程を修了した者、これは前期課程修了者とか修士とか

博士とかの免状が発行されるのでしょうか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） はい、そのとおりでございまして、通常大学の場合は  

４年でありますが、先ほど申しましたとおり、前期と後期が分かれることも可能という

ことで、前期に２年ないし３年で卒業される方もおられるということで、前期を終了し

て、卒業されたかたには短期大学博士相当の学士が授与されるということで、そのかた

についても、放課後児童支援員になれるという規定を設けないとなれませんので、それ

の改正が必要になったということでございます。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第７号、「湯前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例についてについて」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員、したがって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３、議案第８号 湯前町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
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○議長（倉本 豊君） 日程第３、議案第８号、「湯前町営住宅管理条例の一部を改正

する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 議案第８号について、提案理由の説明を申し上げます。 

湯前町営住宅管理条例の一部を改正する条例について、上位法令の公営住宅法施行令

及び公営住宅法施行規則の改正にかかる所要の改正が必要となったため、条例を改正す

るものです。 

詳細は課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○建設水道課長（皆越克己君） 議案第８号、湯前町営住宅管理条例の一部を改正する

条例についてご説明します。 

議案書１０ページの別記をご覧ください。公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則

について条ズレが発生しております。このため本町住宅管理条例中の当該条の引用箇所

について、条ズレに伴う改正が必要となりました。別記のとおり５つの条例を改める条

例改正になります。 

今回改正の大元は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律、いわゆる第７次一括法により公営住宅法について改正が

行われました。この改正に関し必要な政省令の規定を改正するため一部改正する政令が

公布されました。このため住宅管理条例で引用されている部分の条ズレの改正になりま

す。附則として、この条例は、公布の日から施行する。としています。 

以上で説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第８号、「湯前町営住宅管理条例の一部を改正する条例について」を

採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員、したがって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４、議案第９号 町道路線の認定について 
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○議長（倉本 豊君） 日程第４、議案第９号、「町道路線の認定について」を議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 議案第９号について、提案理由の説明を申し上げます。 

町道の路線として２つの道路を町道と認定するため、道路法第８条第２項の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

詳細については課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○建設水道課長（皆越克己君） 議案第９号、町道路線の認定についてご説明申し上げ

ます。議案説明資料も同時にご覧いただきたいと思います。 

１ページになります。位地図になります。整理番号１２５、路線名、上京手田上線、

起点及び終点につきましては、上段が起点、下段が終点になります。延長が４５６．５

メートルです。この路線につきましては、野中田地区の中溝にかかります橋梁から田上

地区の上溝までの路線を町道へ移管するということでございます。 

また、整理番号１２６、路線名中園藤木線につきましては、先に協議をお願いいたし

ました県道錦湯前線の町道移管に伴う町道認定となります。延長が１，３２３．０メー

トルになります。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○１番（遠坂道太君） ちょっと私も疑問に、わからなかったものですから、整理番号

１２５の路線につきまして、なぜ町道にしたのか、その理由だけ聞かせてください。 

○建設水道課長（皆越克己君） これにつきましては、順次農道等につきまして、町道

に規格に合うものにつきましては、順次計画的に取り組んで行っておりまして、今回は

この路線につきまして、台帳整備する調査等を行い、その準備が整いましたので、今

回、町道認定のお願いをするところでございます。 

○１番（遠坂道太君） わかりました。農道から町道に格上げというふうに理解したら

よろしいのですかね。その中で他に地図を見てどれ町道かわからない点があるものです

から、それがまた、どれがこの縦線の路線がどれが町道なのか、今度、黒木さんのとこ

ろから中礼さんのところが一つと、他にはあるんですか、町道。 

○建設水道課長（皆越克己君） 今回お示ししております資料につきましては、当然、

今回該当する路線のみでありますけれども、町道自体、もちろん農道につきましても、

管内一覧図のなかでですね、それぞれの農道町道等の区分で落とし込んでありますの

で、議員、必要でしたら一覧表で資料として渡したいと思います。 

○４番（黒木龍次君） 農道から町道へ認定する、格上げすると、交付税の対象で若干

違ってくると思いますが、私が一番危惧するのはですね、要するに補助整備をする時に
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農家の方々の共同利用によって、道路というのはできているわけでございます。 

それを町道に格上げするというふうなことになりますと、営農耕作上、ここに車を止

めて、今まで作業をやっていた人達が、町道だから通行の邪魔になるから、どこかに退

けろというふうなトラブルが生じないとも限らないかというふうに思いますので、そこ

は何らかの配慮をお願いしたいと思います。 

○建設水道課長（皆越克己君） 一応、道路認定上、農道から町道に認定するものであ

りますけれども、実態といたしまして認定後規制をするとか、その農作業ではなくて、

一般的な町道としての規制等々をかけるということではありませんし、そのあたりにつ

いてはですね、特別に何らかの措置はしないが、町道として普通に従来どおりの利用す

る分については何ら支障は無いかなと思っているところでございます。 

○４番（黒木龍次君） 是非ですね、そういうトラブルが生じないように格段の配慮を

お願いします。 

○７番（高橋一雄君） 町道認定で、交付税措置が増えるということを先輩議員が何回

も発言されていましたが、今回のこの町道認定によって、平成３１年度の交付税措置上

がるとすればどれくらい上がる見込みとお考えですか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 申し訳ありません。その点につきましては、概算とし

て、資料で金額的なものは算出しておりませんが、規定上は農道から町道へと上がる

と、基準日以降の交付税算定措置には、算入されるというふうなことは思っております

けれども、今計算でいくらですという見込みは資料としては、持ち合わせておりません

ので、また調べさせていただきたいと思います。 

○建設水道課長（皆越克己君） すいません。目安としてですけど、１キロメートル当

たりといいますか、キロ７０万円という概算値になるということで、今回が４５６メー

トルということであれば、その半分程度の概算値になるということで、平成３２年度以

降の算入見込みということであります。 

○７番（高橋一雄君） 旧県道が新しく中園藤木線に町道としてなるわけですね。そう

すると、県と入れ替える東方線はまだ町道のまま、だから新年度は東方線の交付税措置

と、新しい中園藤木線の交付税措置のダブルでいただけると考えていいのですか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 今回の県道錦湯前線につきましては、町道認定として

お願いするわけですけど、まだ当面の間、町と県のダブルという認定の形になっており

まして、従来どおり交付税関係の措置でいいますと、従来どおりのまま、県道について

は県、東方線については町道のままなので、町道としての管理という形で、今回につき

ましては、当面の間、二重でありますけれども、管理については、県道錦湯前線につき

熊本県のほうでやってもらうというかたちになります。 

当面といいますのは、熊本県のほうが、県道錦湯前線をはずすという告示を終わった
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時点までが、県のほうで管理していただきまして、それ以降が町のほうで管理するとい

う形になります。期間的には２年か３年になろうかとおもっております。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３２分 

再開 午前１０時３４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩終わり、会議を開きます。 

○建設水道課長（皆越克己君） すいません。先ほどの町道認定後の交付税関係等につ

きましては、当面の間まだ従来どおりで、県道錦湯前線につきましては、県の管理です

ので、県道のまま、従来どおり東方線につきましては町道認定のままですので町の管

理、交付税関係もそのままという形になります。 

○４番（黒木龍次君） えーとですね、今、上がっている東方線と県道錦湯前線、これ

の移管についてはやぶさかではございません。それは県のほうも必要ということで申請

がなされているものと理解します。 

なにせ、県道錦湯前線がなかなかうまくいかないということで、付け替えがなされる

ものと理解しますが、町として東方線に投資した経費、これは相当な経費かかっている

ものと理解しております。それでそれに見合った経費を、県道錦湯前線についても投資

していただいて、改良できる部分につきましては、改良をしていただくというのが当面

の筋ではなかろうかというふうに私どもは考えます。そこのところも配慮をお願いした

いと思います。 

○建設水道課長（皆越克己君） 具体的な実施箇所等につきましては、また、今後、協

議を重ねていくことになろうかと思います。そんな中で本町の要望はお伝えして、なる

だけ住民の方の要望に答えして、努力はして参りたいと思っているところでございま

す。 

○４番（黒木龍次君） 是非、そういう方向性を持って、協議をしていただきますよ

う、お願いいたします。 

○町長（鶴田正已君） この道路の移管につきましては、球磨盆地の南部の交通体系を

どう整備していくかという、球磨郡人吉の交通体系の中でたいへん重要な箇所であると

いうことでございます。 

ただいま、黒木議員からご指摘がございましたように、これまで町が整備をしてきた

分についての思い入れもございますし、そういう予算的のこともあったことでございま

す。この県道につきまして町に移管されることになるという、そのことをしっかりと担

当課も受け止めながら話をしているところでございまして、具体にどこがどうなります
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というお話は今できないところはありますけれども、そのことは、県のほうにもしっか

り伝えていますし、今後もそのことは申し上げていかなければならないということでご

ざいます。 

ただ、今回、認定をいただくということになれば、球磨南部の道路整備のほうが進ん

でいくのかなという思いがございますので、今、議員ご指摘の点については、担当課の

ほうにもしっかりと受け止めておくようにということで、話をしているところでござい

ます。 

○５番（味岡 恭君） 先ほどの黒木龍次議員と同じ質問になるかと思いますが、その

県道付け替えに関しましては、湯前町民としては、かなり便利になると、全体的にみま

すと確かに便利になると思いますが、私たち南部地区の生活道路でございます。今、上

村地区まで歩道がありますが、それ以降の多良木に向かっての道路、歩道もございませ

ん。黒木議員が言いましたように、一部未改良の部分がございます。大変離合がしにく

く、普通車離合もできません。大型が通ります。 

特にそのような、県に如何にするかということを再度詰めてもらって、今後、責任持

って改良していただきますよう要望いたします。 

○建設水道課長（皆越克己君） 地元のほうからもですね、要望として上がってきてい

る分もありますし、ただいま、議員ご意見がありましたとおり、町といたしましても、

要望につきましては最大限努力して参りたいと思っているところです。 

○５番（味岡 恭君） 現在の県との打ち合わせの中で、現在の見通しはどうなってい

るのか、県道の改良部分とか、歩道とか、先ほども言いましたけれども、そのへんの今

の心積もりといいますか、今の計画はどうなっているのでしょうか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 現状のところで申しますと、想定されるといいます

か、要望する部分につきましては県のほうに要望を伝えてあるところであります。 

ただ、現状といたしましては、手順的には今回お願いいたします町道路線認定であり

ますとか、一つ一つ手順を踏んで参りたいと思っておりますので、交渉に入りますとき

につきましては、現状として、どうなるというふうな見込みは立てていないといいます

か、町として要望をしたいというものにつきましては、また交渉のなかで実現ができる

ように努力は重ねてまいりたいというふうに思っております。 

○５番（味岡 恭君） もし、県のほうで改良工事部分ができない、舗道ができない、

何ができない、というときには、町のほうでも今後計画はやっていくという責任はある

のでしょうか、約束はできるのでしょうか、約束といいますか、計画は立てられるので

しょうか。 

○建設水道課長（皆越克己君） まず、当面はですね、県のほうと具体的に実施する箇

所につきまして、重ねてにはなりますけれども、最大限努力して、実現できるように交
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渉を進めて参りたいと思っております。 

○７番（高橋一雄君） 新しい町道のほうが、交付税措置になるのが２、３年先という

答弁でしたが、湯前町ではこの３月議会で町道認定するわけですね、県のほうの仕組み

はよくわかりませんが、県議会では、この問題が議題にすらなっていないということで

すか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 現状といたしましては、町道認定をいたしまして、町

と県との引継ぎ工事を実施する前に協議が行われるわけです。協議が終わった後に、引

継ぎ工事等がされるかにまた先ほど申しましたように、２、３年になるかなと思ってお

りますけれども、それから県のほうは、先ほど申しましたとおり、県道錦湯前線のほう

を外すというふうな手順になってまいりますので、その時点で、県のほうでの手続きを

具体的にしていただくという形に、県道から外すという作業ですね、になってくると思

います。 

県議会での議決というのは、先ほどもうしましたとおり、まだ２、３年先になるのか

なと、議決といいますか、議題として何らかの提案があるのは、この先になるのかなと

おもっております。 

○７番（高橋一雄君） 熊本県は熊本地震の復行が第一だと私は考えていますが、本来

ならばお互いの議会同士で、同じ時期に県道認定はすべきだったと考えます。まあ今回

は仕方が無いと思いますが。 

○２番（椎葉弘樹君） あのいろいろ質疑が発散しておりますが、町長にお尋ねしま

す。整理の意味ででですね、今回県道から町道に移管する話は、県との覚書に基づいて

整備箇所を確約した上での締結ということで、今回、町道移管の提案をされていると思

います。 

だからその町道移管した後は、町が責任をもって対応していく、ていうそれだけだと

思うのですがいかがでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） 移管した後の管理については、そういうことになっていこうか

と思います。先ほどから議論があっておりますのは、県道を町道にした場合、その道路

の整備はどうするのだという議論だと思っておりまして、そのことにつきましては、県

と協議の中で、町からの要望も申し上げておりますし、そのことをしっかりやっていた

だきたいということ。 

それから、その後につきましてはですね、町のほうの管理になっていこうかと思いま

すので、町道での管理、あるいは必要があれば改修ということになろうかと思いますけ

ども、そのへんは移管の後の話ということになろうかと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） だからあの、建設水道課長がいろいろ努力するとか言われてま    

すけど、やはり認定を受けるまでの期間は努力を本当にされるのか、もう覚書をしてい
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るから、その覚書があって処理を進めていくのか、どちらなのでしょうか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 先ほども申しましたとおり、現場でどうするかという

協議につきましてはこれからやるところでありますので、要望について実現できるよう

に、努力をして参りたいと思っております。 

○２番（椎葉弘樹君） その要望というのは、覚書と考えていいのか。 

○建設水道課長（皆越克己君） はい。覚書に沿ったところで努力して参りたいと思い

ます。 

○３番（森山 宏君） 何度も言うようですけど、味岡議員のほうからもありました

が、２番の椎葉議員からもありましたが、覚書においてはですね、中ごろから先の部

分、未改修というのが残って、手付かずの状態の案だったです。 

そして、町道東方線は今までの年月と経費をかけております。それが今度の移管する

ことによって２年間ていう時間が決まっていますよね、２年間ていう時間がきまってい

れば、逆にそこの分を県のほうで是非施行してほしい。あれが町道になった場合に、町

境のところの離合もできない道ていうのが問題になってくると思います。町単でするよ

りも県でやってもらうように、是非、要望してください。 

○建設水道課長（皆越克己君） あの、おっしゃるとおり覚書の区間につきましては、

先ほど言われました、又五郎橋から先、町境につきましては含まれておりませんので、

そういった町としての、覚書以外の要望につきましてはですね、最大限実現できるよう

に努力を重ねて参りたいと思っております。 

○２番（椎葉弘樹君） あの、最大限努力するといわれましても、これまでもたぶんさ

れてきているわけで、もうしっかりと全協で話してその合意した覚書の部分はしっかり

と、県と責任を持ってやっていくということを言ってもらえればいいと思うんですよ。 

それから、それとプラスアルファで努力目標というよりは、それはもう町に移管した

後の話でしっかりと対応していけばいいと思うのですが、そこは明確に答えてもらえま

せんか、いったりきたりしているので、答弁が。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時０３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩終わり、会議を開きます。 

○建設水道課長（皆越克己君） 錦湯前線の町道移管につきましては、覚書を締結して

おりまして、覚書については舗道設置につきましては区間が限られておりますけれど

も、旧道全線につきましては、植樹帯改良、側溝補修、舗装補修等を実施するというこ
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とで、この具体化につきましては、また今後、最大限に努力するということで思ってい

るところです。それにつきまして、まだ、さらに町としてできないことも、今後、社交

金等を利用しましたところで、整備についてまたさらに努力して参りたいというふうな

ことを思っております。 

○議長（倉本 豊君） 以上で質疑を終わります。これから討論をおこないます。討論

ありませんか。 

○議長（倉本 豊君） 反対者の発言を許します。 

○７番（高橋一雄君） 私は先ほど質疑のなかで、しょうがないと発言しましたが、取

り消させていただきたいと思います。 

現在の錦湯前線については道幅が狭いなど、地元のほうから様々な要望がだされてい

ます。これを県議会のほうではまだ、県のほうではここを入れ替えるという東方線に入

れ替えることが決定されてないうちに、町道にするということはダメで、県道のうちに

県が責任を持って改修をしていただきたいと思います。 

このために、この路線認定には反対いたします。 

○議長（倉本 豊君） 他に討論ありませんか。 

○議長（倉本 豊君） 賛成者の発言を許します。 

○２番（椎葉弘樹君） これまでも県道錦湯前線というのは、県と交渉してきてなかな

か実現できない部分もありました。今回の県道移管を契機にですね、町道に移管して速

やかにそういうところの、不便な場所を改修していくほうが、解決も早いと思いますの

で、私は賛成討論ということでさせていただきます。 

○議長（倉本 豊君） 反対者の発言を許します。 

○５番（味岡 恭君） 私たち南部地域の者にとって、県道錦湯前線について、多良

木、あさぎり方面に行くときの生活道路であります。あそこは大型も通りますし、離合

もできません。そのために不便をしております。まあ、バックをしたり前進をしたりし

て、待ってですね交通の不便さを感じております。 

それを理由に反対をいたします。 

○議長（倉本 豊君） 賛成者の発言を許します。 

○８番（黒木喜巳男君） 県道錦湯前線につきましては、球磨郡の南部の地域の振興と

発展をめざして、県道を整備して、交通の体系を作るというものでございます。そし

て、現在残っております県道錦湯前線につきましては、昔測量設計から済んでしまいま

して、工事に着工しましたけれども、一部分、今、残っている区間だけが県が用地交渉

などの不都合ができましてできなくなりました。だから県道が町道になってから、今な

ら用地交渉が可能になる時代と思っておりますので、町で進めればいいと思っておりま

す。 



- 78 - 

 

是非、速やかに認定していただきまして、交通の向上にはかっていただきたいと思い

ます 

○議長（倉本 豊君） 他に討論ありませんか。 

「ありません」の声あり 

これで討論を終わります。 

これから、議案第９号、「町道路線の認定について」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立多数。したがって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第１０号 平成３０年度湯前町一般会計補正予算（１３号）について 

○議長（倉本 豊君） 日程第５、議案第１０号、「平成３０年度湯前町一般会計補正

予算（１３号）について」を議題といたします。 

本案の説明を求めます。 

○町長（鶴田 正已君） 議案第１０号、平成３０年度湯前町一般会計補正予算（１３

号）の提案理由を、ご説明申し上げます。 

今回の予算につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ５，８６４万円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３１億５，７０３万３，０００円とするものです。

主な補正につきましては、年度末であり、歳入差出全般にわたり、各事業の実績を見込

み、調整をおこなったものです。 

また、財源調整を行い、繰越金を確保し基金への積立等を計上したものです。併せて

地方債の補正を行うものです。 

詳細につきましては、課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 一般会計補正予算（１３号）の内容についてご説明いたし

ます。事項別明細書の歳出１５ページをご覧ください。 

今回の補正につきましては、人件費を含め全項目にわたり事業が完了し不用額が生じ

たもの、また、年度末までの事業を見込んで不用額が出るものを更正減額しました。な

お、不足が見込まれますものにつきましては、追加計上したものです。それでは主なも

のにつきましてご説明申し上げます。 

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、給料は副町長不在の期間がございま

すので、更正減額いたしました。また使用量及び賃借料の電算機器リース料は、職員用

パソコンの利用の数の減により、更正減額いたしました。また採用試験関係の不用額を

減額しております。 
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次に、目３財政管理費、節２５積立金の上から財政調整基金積立金、減債基金積立

金、ふるさと創生基金積立金につきましては、利子分を積立金に計上しました。 １６

ページになります、公共施設等整備基金積立金につきましては、利子分と合わせ２，０

１４万４，０００円の積立を計上しました。ふるさと応援基金積立金については、平成

３０年度のふるさと納税の寄附金は３，２００万円と減額修正とし、返礼品等の必要経

費を除いた金額１，４９９万９，０００円の積立金を計上しました。今年、平成３０年

度のふるさと納税の寄附金ですが、前年度８，８００万ほどの実績からすると３６パー

セント大きな落ち込みでございます。総務省の指導による３割以下の規制が大きな要因

となっていると考えております。 

次に、目５財産管理費、委託料は、庁舎耐震補強工事設計管理委託料、旧南部保育所

改修工事設計監理委託料、入札残による不用額を更正減額しました。 

目６、公有林管理費は、事業実績により不用額を更正減額しております。 

目７、交通安全対策費でございます。需用費の燃料費、光熱水費は町内の街灯電気料

に３月末までに不足額がみこまれますので、１２万５，０００円を計上しました。 

１７ページです。目８、防災諸費、備品購入費の自主防災組織用照明機器等購入費に

て、各公民分館２５箇所に発電機とＬＥＤ照明機器を配備しました。入札残による不用

額を更正減額しております。 

次に、目９企画調整費は、地域おこし協力隊の応募による採用がなく報酬旅費需用費

の費用弁償、需用費の修繕料、車両借上料、それぞれの費目を更正減額しました。ま

た、ふるさと納税が３，２００万円の見込みの修正減額しておりますので、報償費の返

礼品、役務費の通信費と運搬費は、委託料のポータルサイト委託料、それぞれの費目を

更正減額しました。 

１８ページです。負担金補助及び交付金は、住宅リフォーム補助金、空き家リフーム

補助金とも実績見込みより更正減額しました。次に、くま川鉄道経営安定化補助金はく

ま川鉄道の整備として、議案説明資料２ぺージを同時にお開けください。線路施設関係

で、ＴＰＣ枕木交換、レール交換、軌道整備補修、路線関係で踏切関係でですね、遮断

機取替え、車両関係で重要部検査、エンジンオーバーホールなど総額５，８５５万円の

施設整備事業を実施し、その費用を次に議案説明資料の３ページになりますが、人口、

路線規模、財政規模などで案分して算出した額４２３万１，０００円を計上しました。  

次に、目１０地域活性化事業費は実績によりそれぞれの費目を更正減額しました。な

お、負担金補助及び交付金のくまもとメディアコンテンツコミッション協議会負担金は

７市町村で連携した取り組みでございますが、今年度は実施がされなかったことから、

更正減額しております。 

目１１情報通信管理費は、実績によりそれぞれ更正減額しております。 
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目１２地域再生戦略推進費は、地域おこし協力隊の１名の方が、４月末をもって退任

され、その後の隊員の就任がなかったことから、報酬、共済費、旅費、隊員住宅料ほか

を更正減額しました。 

次に、１９ページになります。負担金補助及び交付金の湯前町生き残り事業推進連携

協議会補助金の実績により、そして地域農産物を活用した特産品・新商品開発支援事業

補助金は事業実施要望がなかったため不用額をそれぞれ更正減額しました。 

次に、項２徴税費、目１税務総務費、及び目２賦課徴収費は、実績によりそれぞれの

項目について、不用額を更正減額しました。 

２０ページです、項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費の共済費は、共

済費の保険料に窓口対応の嘱託職員のかたの社会保険料に不足が見込まれますので１万

１，０００円を計上しました。委託料は今年度が住基ネットワークシステム、戸籍総合

システム、それぞれの機器を新しく更新する年でありまして、実績によりそれぞれ更正

減額しました。負担金補助及び交付金の個人番号カード等関連事務負担金は、通知カー

ドから個人番号カードに申請発行数によって増減するもので、発行数が低かったことに

より負担金が減額したことから更正減額しました。なお、歳入により充当する国庫補助

金は、併せて減額しております。 

次に、項５統計調査非費は、目２指定統計費は実績により不用額を更正減額しており

ます。 

款３、民生費、項１社会福祉費。目１社会福祉総務費は、実績によりそれぞれの費目

を増額または更正減額しております。２１ページです、扶助費の更生医療給付事業扶助

費は対象者がおられることから、年度末までの不足額を計上しました。重度心身障がい

者医療費助成金は当初見込みよりも申請件数が増加したため不足額を計上しました。そ

の他各扶助費助成金について、今年度の実績見込みによりそれぞれ更正減額しました。

繰出金は国民健康保険特別会計繰出金で出産一時金分、国保基盤安定費、国保財政安定

化支援事業の対象分をそれぞれ更正減額しております。 

目２老人福祉費についても、実績によりそれぞれの費用を増額、または更正減額して

おります。委託料の在宅老人等短期保護事業委託料は対象者に短期入所の委託料に増が

ございましたので８万５，０００円を計上しております。負担金補助及び交付金の健康

管理血圧計購入補助金は３月末までの導入地区１７地区の実績を見込み不用額を更正減

額しました。 

２２ページです。扶助費の老人福祉施設入所措置費は養護老人ホーム入所分であり、

実績見込みにより更正減額しております。償還金利子及び割引料は平成２９年度実績に

よる返還金を計上し、また、繰出金は介護保険特別会計の操出金を計上しました。 

次に、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費についても、実績により増額または更正
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減額しております。負担金補助及び交付金の延長保育事業補助金、放課後児童支援員等

処遇改善等事業補助金は２３ページの放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善等事業

補助金は、実績見込み及び国県の補助基準額引き上げに伴う増額分を計上しておりま

す。歳入の国庫補助金についても調整して計上しております。 

また、保育補助者雇上強化事業補助金、保育体制強化事業補助金、保育園等における

ＩＣＴ化推進事業補助金は、それぞれ実績により更正減額しました。これは歳入のほう

で国県の間接補助事業であるため、国庫補助金から県補助金に組み替えて減額の調整の

上、計上しております。 

目２児童措置費負担金補助及び交付金の広域入所運営負担金は、各種負担金認定のた

め、４月に遡及して増額する分で不足額を計上し、また、扶助費の児童手当は実績見込

みにより更正減額しました。 

次に、款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費は、事業実績見込みによ

り、それぞれの費目を増額または更正減額しております。扶助費の子ども医療費助成金

は、３月までの不足見込み額９６万円を計上しました。また、償還金利子及び割引料

は、平成２９年度実績により返還金を計上しております。 

次に、目２予防費は実績によりそれぞれの費目を増額または更正減額しました。２４

ページです。なお、健康管理システム制度改正対応業務委託料は風疹追加対策の機能を

組み込むもので、１０万４，０００円を計上しました。 

次に、款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費の報酬は、最適化推進活動

実績に応じた報酬として、農業委員の活動実績により交付されるもので、遊休農地の発

生防止や解消などの成果実績により３６３万９，０００円を計上しております。なお、

歳入の県支出金に農地利用の最適化交付金の同額を計上しております。 

２５ページです。目２農業総務費は、実績によりそれぞれの費目を増額または更正減

額しておりますけれども、給与費及び職員手当、共済費につきましては、職員の初任給

決定、及び昇格運用の誤りによる差額の不足額を計上しました。 

目３農業振興費は、実績によりそれぞれの費目を増額または更正減額しました。 

２６ページです。目４畜産業費は、実績によりそれぞれの費目を増額または更正減額

しておりますけれども、負担金補助及び交付金の酪農ヘルパー制度補助金、３７万１，

０００円は、農家利用による３月末までの不足が見込まれること、また、畜産奨励補助

金４３万２，０００円は、農家の畜産連携及び肉用繁殖牛の導入頭数の実績が増えたた

め不足額を計上しております。 

次に、目５農地費の委託料の、植木地区用水路改修工事実施設計業務委託料は入札残

によるものでございます。更正減額し、負担金補助及び交付金の県土地改良連合会負担

金は、事業費割の特別賦課金でありまして、県営事業蓑谷ため池、仁原用水、植木地区
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の特別負担金あわせまして、２３万９，０００円を計上しております。  

次に、県営農村地域防災減債事業負担金は蓑谷ため池事業の町負担金で、また特定農

業用管水路等特別対策事業負担金の仁原地区用水路分の町負担金が確定しましたので計

上しております。 

２７ページでございます。項２林業費、目１林業振興費は実績によりそれぞれの費目

を更正減額しておりますけれども、負担金補助及び交付金の、林業・木材産業振興施設

等整備事業補助金は、湯前木材事業協同組合、並びに上球磨森林組合の高性能林業機械

導入費と品質向上施設整備への町単独の補助金の合計５８７万円を計上しました。  

款６商工費、項１商工費、目２商工振興費の負担金補助及び交付金ですけれども、湯

前町小規模事業者持続化補助金は、町内の一つの商業者による事業実施がございまし

た。事業費には商工会を通じた県からの補助金ございましたが、補助残の自己負担金に

相当する額の二分の一の町補助金に相当する額１２万３，０００円を計上しました。 

目３観光費は、実績によりそれぞれの費目の更正減額をおこなっております。委託料

の湯前駅周辺整備工事設計管理委託料及び、水車・からくり小屋解体工事設計委託料

は、入札残による不用額をそれぞれ更正減額しております。 

２８ページです。款７土木費、項１土木管理費、目１土木総務費、実績によりそれぞ

れの費目の更正減額をおこなっておりますけれども、負担金補助及び交付金の、国費事

業費補助金は、県道幸野染田線と西の園中里線の改良事業に伴う負担金を計上しており

ます。また、耐震診断等補助金は、我が家の耐震診断をされた方がおられませんでした

ので、歳入の県補助金にまわして更正減額しております。 

次に、項２道路橋梁費、目１道路維持費の委託料で、橋梁補修詳細設計業務委託料は

入札残による減額でございます。小口橋補修設計でございます。歳入のほうで、水上

村、多良木町の負担分担金を併せて減額し、地方債の道路整備債も減額しております。 

項３河川費、目１河川総務費は、浅牧谷川沈砂地工事に伴う登記委託料で実績により

不用額を更正減額しております。 

次に２９ページです。項４都市計画費、目１公共下水道費、下水道会計の特別繰出金

は下水道事業の起債事業が少額となったため、起債をせずに一般財源で対応することと

なったことから１８３万１，０００円を計上しました。 

項５住宅費、目１住宅管理費は、実績により不用額をそれぞれ更正減額しました。 

款８消防費、項１消防費、目１常備消防費は、県防災消防ヘリコプター運航連絡協議

会負担金の確定により、１万円の不足が見込まれますので計上しました。 

目２非常備消防費は、消防団員年報酬など更正減額を行い、旅費の特別旅費は、１０

月に富山県で行われた全国消防操法大会の旅費、また、委託料では富山県までのポンプ

自動車運搬費用で実績により更正減額しました。 
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目３消防施設費は、補償補填及び賠償金は野中田地区における上水道敷設工事に伴い

１カ所の消火栓設置が必要となったため、負担金６３万７，０００円を計上しました。 

３０ページです。款９教育費、項１教育総務費、目１教育委員会費は及び目２事務局

費は、事業実績により不用額をそれぞれ更正減額しました。なお、負担金補助及び交付

金は、平成３０年９月から自治体国際化協会のＡＬＴ派遣から民間の英語指導助手契約

に切り替えたため、負担金が不要となったため更正減額したものでございます。 

項２小学校費、目１学校管理費の共済費及び賃金は、支援員の小・中学校間の異動に

より、免許保有者の人数が増えたことに伴い、３月末までの不足額を計上しました。そ

の他の項目は事業実績により不用額を更正減額しております。 

次に、３１ページです。目２教育振興費は扶助費で、学用品費補助、給食費補助、修

学旅行費補助とも実績により不用額をそれぞれ更正減額しております。 

項３中学校費、目１学校管理費は、先ほど小学校費で説明しましたところでございま

すが、支援員の小・中学校間の異動により、免許保有者の人数が減ったことに伴い、不

用額を更正減額し、その他実績に伴いそれぞれの不用額を更正減額しました。 

なお、使用料及び賃借料でＩＣＴ関連機器等使用量は、当初予算で中学校のパソコン

教室のタブレット機器をリースで考えておりましたが、電源地域交付金を活用した一括

購入に変更し対応できたため、使用料をそのまま更正減額しました。 

目２教育振興費は、扶助費で学用品費補助、給食費補助、修学旅行費補助とも実績に

より不用額をそれぞれ更正減額しております。 

次に３２ページでございます。項４社会教育費、目２公民館費は、委託料を中央公民

館清掃委託料の３月までの不足額が見込まれることから、６万７，０００円を計上しま

した。また、中央公民館改修工事設計業務委託料は国の町並み景観整備事業の補助事業

の配分見直しにより、今年度は実施しなかったもので、１，０００万円を更正減額しま

した。併せて歳入の土木費国庫補助金を減額の上、調整して計上しております。 

目３文化財保護費委託料は、御大師堂周辺整備に係わる埋蔵文化財包蔵地の調査委託

料で、実績により不用額を更正減額しました。 

目４美術館費は、事業実績によりそれぞれ更正減額しておりますが、委託料において

当初予算で国の地域創世推進交付金事業を活用した美術館特別展事業委託料、まんが美

術館グッズ作成委託料を計上しておりましたが、補助対象外との協議がなされたため５

６４万円の更正減額をしました。 

項５保健体育費、目１保健体育総務費、負担金補助及び交付金は当初予算においてＢ

＆Ｇ財団が障害者の子供たち向けのウォーターマットなどの機材を配備し、本町に配備

するための町負担金２２万円を予定しておりましたが、Ｂ＆Ｇ財団の体験格差解消事業

としての取り扱いに変更され、海洋クラブに補助することになりましたので、Ｂ＆Ｇ活
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動器財追加配備補助金の２２万円を減額して、社会体育補助金に金額変更の上、１４万

円を計上しました。 

また、社会体育活動全国大会等出場補助金は弓道競技の全国大会出場の補助金を、先

の１２月議会で補正の上、議決いただきましたが、別途県からの補助金が支給されるこ

とが判明しましたことから、減額いたしました。 

目２体育施設費は、先の９月定例会で議決いただいておりますけれども、小学校にお

ける運動部活動の社会体育に移行する準備事務に携わっていただくための、嘱託職員に

対する雇用の経費でしたが、１２月に正規職員の採用を行い、その業務を担当すること

で、嘱託職員の雇用の必要がなくなったということで、報酬他それぞれの費目を更正減

額しております。 

３３ページになります。目３給食費になります。実績により不用額を更正減額しまし

た。 

款１０災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、目１農地災害復旧費について、農

地と農業用水路、道路工事の各設計業務委託料、工事請負費につきまして、それぞれ入

札残の不用額を更正減額しました。 

３４ページです。款１１公債費、項１公債費、目１元金は、平成１９年度に借り入れ

ました臨時財政対策債を１億２１２万４，０００円を借り入れ、変動利率を採択してお

りまして１０年経過しましたので、借り入れ率の見直しをされて、１．３パーセントか

ら０．０１パーセントとなっています。ですが元利金等支払いですので利子分の支払額

が減少し、元金支払いが増加の上調整され６２万１，０００円を計上しました。 

目２利子は、当初予算で新規借入分については、利子を１パーセントで見込んでいま

したが、実績の利率が０．０１から０．３パーセントでございましたので、その不用額

を更正減額しております。 

次に、９ページに戻っていただきたいと思います。歳入についてご説明いたします。

歳入につきましては歳出の事業の変更に伴いそれぞれの財源となる歳入の調整を行い計

上しました。 

款９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税は今回の補正予算の財源の分の調

整として、２，８５４万３，０００円の普通交付税を計上しました。 

款１１分担金及び負担金、項２分担金、目 1農林水産事業分担金は、歳出の款１０災

害復旧費の潮山農地災害復旧事業分担金の国庫補助率が増額での査定をされていますの

で、農地所有者の分担金７８万６，０００円を減額できております。 

項２負担金の目１民生費負担金は保育所広域入所児童保護者負担金他実績に伴う増額

を計上しました。 

款１３国庫支出金、項１国庫負担金は、目１民生費国庫負担金つてですけれども、国
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の負担金決定見込み額に伴い増額または更正減額した金額を計上しております。 

１０ページでございますが、款１３国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補

助金は、地方創生推進交付金になりますけれども、歳出における企画調整費と美術館費

のソフト事業における交付金の額の確定に伴い計上しております。 

目７農林水産業費国庫補助金は、農地・農業用施設災害復旧事業費国庫補助金につい

てですが、潮山農地災害、大谷排水路、上溝災害の増額分を計上しております。  

１１ページから１３ページになりますが、款１４県支出金の県負担金、県補助金、県

委託金のそれぞれの項目は、平成２９年度の事業実績に応じまして各補助金等の交付決

定見込みを調整した金額にて更正して計上しております。 

１３ページでございます。款１５財産収入、目２利子及び配当金は、各種基金の利子

を計上し、上球磨森林組合から２２２万２，０００円、球磨プレカット株式会社から１

５７万９，０００円の配当金をいただいておりますので計上しました。 

款１６寄附金は、一般寄附金は歳出のほうで説明しましたが今年度よりふるさと納税

の寄附金の伸びが見込めず、５，０００万円を３，２００万円に下方修正するものであ

りまして、１，８００万円を更正減額しました。 

款１７繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入金は当初予算で計上していた

繰入金４，０００万円を、財政調整し更正減額しました。また、ふるさと応援基金繰入

金は、平成３０年度の若者向け住宅建設など、充当事業の実績見込みにより９２０万

５，０００円の更正減額をおこないました。 

１４ページをご覧ください。款１８繰越金は今回の補正財源として繰越金を計上して

おります。 

款２０町債、目１の総務債の、臨時財政対策債は７，２１７万３，０００円としてい

ましたが、許可額が７，０９７万５，０００円と決定されましたので、１１９万８，０

００円を更正減額しております。また、歳出での事業費の確定見込みにより、道路整備

債、駅周辺整備事業債を更正して計上しております。 

次に、６ページをご覧いただきたいと思います、表２、地方債の補正です、変更でご

ざいますが、歳入で説明しました、町債借入額の変更に伴い限度額を変更するものでご

ざいます。 

１７ページ以降に給与費明細書をつけております。以上説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○２番（椎葉弘樹君） １３ページの利子及び配当金について伺います。果実運用型で

ある地域福祉基金と人材育成基金は計上されていますが、中山間ふるさと水と土保全基

金の利子分が計上されていません。この時点で計上されていない理由をお伺いします。 

○総務課長（高橋 誠君） 今、言われた基金の利子については、当初予算で存目計上
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しておりますけれども、その存目の金額まで至ってないところで、ということでござい

ます。 

○２番（椎葉弘樹君） 平成２９年の実績では、１万４，１６９円でした。平成３０年

度は１，０００円未満ということでよろしいでしょうか。 

○議長（倉本 豊君） 椎葉議員、答弁を後にまわして、次の質問に入ってよろしいで

すか。 

○２番（椎葉弘樹君） はい。 

○２番（椎葉弘樹君） 同じく、定額運用基金の中の奨学金・入学準備金の貸付基金の

利子というのがここに計上されていません。同類の土地開発基金の利子については上が

っているものですから、これについても確認したいと思います。 

○議長（倉本 豊君） この件につきましても、後から答弁をいただくということで

す。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○６番（金子光喜君） お伺いいたします。防犯カメラの設置工事がですね１７ページ

の交通安全対策費のほうで計上されていますけれども、２００万円が減額になっており

ます、もともとの金額からすると半分くらいしか使っていないのかなと思っております

けれども、設置箇所が減ったのか、内容を変えられたのかそのへんの答弁をもとめま

す。 

○総務課長（高橋 誠君） 当初予算のほうで、防犯カメラのほう上げさせていただき

まして、ふるさと納税の寄附金を活用する事業となります。設置台数としては当初目的

とした台数よりも減りまして、減ったところで考えまして、小学校、中学校、駅前の駐

輪場、この３カ所の設置をおこないました。そのほか教育費のほうで２カ所、城泉寺、

八勝寺この２カ所、合計しますと５カ所の防犯カメラの設置をしておるところでござい

ます。 

○６番（金子光喜君） もともと１０基くらいの予定で計画されていたと思いますけれ

どけれども、減った理由をお願いいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 防犯カメラについては、設置したほうがいいというご意見

と、ＬＥＤの防犯灯そちらのほうを重視するというところで、われわれも考えまして、

ＬＥＤの防犯灯そちらのほうで明るさを大事にしたところの防犯を意識したところで、

まずは重要箇所の防犯カメラについてだけを今年度設置させていただいた、今後につい

ての防犯カメラの設置については未定でございます。 

○６番（金子光喜君） 防犯カメラについては、様々なご意見があるかと思いますけれ

ども、多良木警察署とかのご意見を伺うと、様々な犯罪の解決に結びつけてきた経緯を

考えれば、もしよければ設置していただければいいのかなという話が前回もあっており
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ましたので、今回は見送られたにしても、町の安全という部分に関しましては効果があ

ると思いますので、再度ご検討をいただくことは必要かなと思いますので申し延べさせ

ていただきたいと思います。以上です。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○５番（味岡 恭君） ３３ページのですね、給食費の光熱費がございますが、減額９

０万円されております、平成２９年度の決算は４３０万円程度、今年度の予算が４５０

万円程度でございました。決算見込みがだいたい３６０万円程度になるのじゃなかろう

かと思いますが、なぜそのように安くなったのか、ＬＥＤに切り替えられたのか何か理

由はあるのでしょうか。 

○教育課長（北崎真介君） 主な理由といたしましては、電力会社の変更を行いまし

た。民間の九州電力ではなく、民間の会社に切り替えまして、これだけの実績があがっ

ています。 

○５番（味岡 恭君） そうしたら平成３１年度も安い会社との契約になるのでしょう

か。 

○教育課長（北崎真介君） 教育委員会のほうではですね、給食センターだけでなく、

小・中学校も切り替えて、包括的に考えいるところでございます。 

しかし、役場庁舎はいろんな面で別の会社からもいろんな引き合いがあっておりま

す、そういったところで、総務課と協議しまして、新年度はまた別の全体的は方向で協

議をすすめていく方向で協議しております。 

○５番（味岡 恭君） 湯前町の予算も非常に厳しくなってきております。その関係で

やはりそういうところも、少しでも追求していただければいいかと思います。 

○総務課長（高橋 誠君） 電気料については、給食費だけでもこれだけの効果があっ

ているところでございますので、また電力会社、電気会社ですか、その競争もさせてい

ただきながら、まだまだ減額できる余裕があるのかなと思っておりますので、これも行

財政改革計画の中にも盛り込んで、今後３年間のうち、そういった取り組みを積極的に

させていただきたいなと思っております。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○９番（山下 力君） ２７ページの負担金補助及び交付金のところで、林業・木材産

業振興施設等整備事業補助金のところの、５８７万円これは上球磨森林組合と湯前木材

事業協同組合の補助金だろうと思います。まあそのうちの湯前木材事業協同組合のほう

について、３点ほどお尋ねをしたいと思います。 

まず、１点めは、湯前木材事業協同組合は設立のときから、共販事業を目的として設

立をした組合というふうに理解しております。今回、高性能の機械を導入いたしまし

て、素材生産事業に取り組むということだろうと思います。いわゆる、組合の設立の目
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的事業の目的等々で新たに素材生産事業を展開することになりましたけれども、いわゆ

る中小企業等協同組合法をクリアしているのか、いわゆるこの素材生産事業に含みます

ということを、総会等で議決承認等を得られているのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 議員おっしゃられたとおり、湯前木材事業協同組合に

つきましては、中小企業等協同組合法により事業をおこなうというふうになっておりま

す。この中小企業等協同組合法の第９条の２に、事業協同組合、事業協同小組合ででき

る事業は次のとおりとなっておりまして、この中で、生産、加工、販売、購買、保管、

運送、検査、その他組合員の事業に関する事業となっております。湯前木材事業協同組

合の定款の中に事業のなかに組合員のためにする、流木の購入、素材の生産販売となっ

ておりまして、中小企業協同組合法に資する事業ということは、書いてあるということ

でございます。 

○９番（山下 力君） ということは、総会等で議決承認されておるということで、法

律はクリアしておるということですね。確認をいたします。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 今、議員おっしゃられたとおりでございます。 

○９番（山下 力君） じゃあ分かりました。２点目に、全協等で今まで発言をしてお

りますけれども、この湯前木材事業協同組合に対して、今回高性能の機械を導入されま

す。いわゆるこの補助金適正化法案等々がありますんで、これにしっかりまもっていた

だくように、担当として組合のほうに文書等で丁寧な説明をしていただきたいというふ

うに思います。町長そのように組合のためにこういう発言をしますけれども、しっかり

と担当のほうにですね説明するように指示をしていただきたいというふうに思いますけ

れども、町長の見解をお聞かせください。 

○町長（鶴田 正已君） 今回のこの補助につきましても、これまでご審議をしていた

だきました。補助金の適正化ということでしっかり厳守するようにというご意見をいた

だいております。まさにそのとおりでございまして、補助金によりまして、事業が円滑

にいくことと、それから適正に活用ができることを、担当課を通じましてしっかりと伝

えるようにしたいと思います。 

○９番（山下 力君） まあ、そのようにお願いをしておきたいと思います。３点目に

ですね、これは、これからの検討していただきたいなということでございますけれど

も、今回湯前木材事業協同組合に５パーセントの補助率で補助金を出すわけですが、湯

前町が出資しております球磨プレカット株式会社、上球磨森林組森林組合、等々に、

今、水上村と湯前町が、今、補助金を出しておりますが、そういう２つの会社が出資し

ておる会社、そして、先ほど補正にも出ておりますけれども、配当金をいただいておる

ところと、この湯前木材協同組合は現在組合員が４０事業者、その内町内は１７業者、
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あと２３業者は町外であります。ただ湯前町に工場があるということだけで、湯前町が

５パーセントの補助を出すのは、私は理解できませんし、もう少し下げていいのではな

いかという考えです。この考えを町民のほうにも、詳しい方に尋ねてみますと、自分も

納得しないがという意見も聞いております。ですから町の財政も厳しいですし、それか

ら施設の更新等々もたくさんあります。ですから担当課と財政課等々で調査をしながら

検討をしていただきたい。 

今後、湯前木材協同組合は平成３２年度くらいから製材所の建設等々加工施設の整備

をする計上もありますので、相当な補助金が必要になると思います。ですからしっかり

と調査をされて、検討をしていただくようにお願いをしたいと思います。町長の見解を

お聞かせください。 

○町長（鶴田正已君） 確かに出資しておる組織と、そうでない組織があります。そう

いう組織との違いが事業規模による補助金の額の等々、今後、町の事業等々との兼ね合

いも出てこようかと思います。当然のことながら、財政部局と担当課との協議が必要か

と思います。今回お認めいただくとすれば、この金額であるから次もそうなんだ、とい

うようなことではなく、その都度その都度の協議が必要となってこようかと思います。 

これは事業規模にもよりまして違ってくると思いますので、担当課、それから財政と

しては、そういう認識で今後あたっていかなければならないと思います。話を今おっし

ゃられたとおりでございますので、そういう方向性なり約束事を、今後、また、協議と

いうことになろうかと思います。 

○９番（山下 力君） この意見は私個人の意見であり、こうせろとは言っておりませ

んので、しっかりと検討をしていただきたい。そして町の財政に不利益が出ないよう

に、そういった補助を出すような、そういった仕組みをお願いします。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○７番（高橋一雄君） 年度末で５，８６４万円更正減額されております、これは歳入

のほうもそれだけ減っています。その中にあって、年度末に地方交付税が１，８５４万

３，０００円入っています。これは単年度主義ですから、使い切るという方針でしない

といけないと思いますが、今回の補正でなんに使われたのかが見えないので、説明をお

願いします。 

○総務課長（高橋 誠君） 地方交付税につきましては、補正予算等で２，８００万円

上げておりますけれども、交付確定額に応じたところで、この補正は出たところでござ

いまして、今回のこの補正で調整させていただきたいて、当初予算に上げていた財政調

整基金からの繰入金、これを無くして元に戻したところで調整させていただいたところ

でございます。あと歳出につきましては、使い切るということではなく、各課、各担当

職員が、それぞれ意識をもって減額して予算の使用のほうを考えて使い切った。私はそ
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ういうふうに考えております。 

○議長（倉本 豊君） ここで昼食のため休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩終わり、会議を開きます。 

ただ今、議案第１０号平成３０年度湯前町一般会計補正予算（１３号）についての質

疑の途中です。発言を許します。 

○６番（金子光喜君） ２１ページになります。老人福祉費でですね、健康管理血圧計

購入が予定されておりまして、当初予算では５００万円程度組んであったのですけど

も、不用額が半分以上出ている。購入が少なかったのか、先ほどの説明では１７地区と

いうことでしたけども、減額された理由を教えてください。 

○保健福祉課長（白川一雄君） いま現在、通いの場ということで１００歳体操を実施

していただいている分館が１９分館ございます。 

健康血圧計の購入につきましては、ふるさと納税を財源として購入することになって

おりまして、平成３０年度には５００万円ということで、財源が最初に決まっていたと

ころでございます。保健センターの玄関に置いておりますような、血圧計と全く同じよ

うなものを置くようにしまして、血圧計とそれを乗せるテーブルとイスもセットになっ

たものでございます。 

これにつきましては、定価が３９万４，０００円するところでございましたが、一緒

に購入するといことでですね見積もりを取りましたところ、１２万９，６００円まで下

がりまして、同時期に入れるということで、そういったところで単価が大幅に下がった

というところで、１９分館のうち２分館はうちの分館にはいりませんと言われたので、

残りの１７分館すべての分館に整備した上で、財源が残ったというところでございま

す。 

○６番（金子光喜君） 将来的にはできれば全分館で、１００歳体操の取り組みとか、

健康づくりの拠点としての活用を求めるわけでありますけれども、そういう場合、ま

た、追加でお願いされた場合対応できるか確認してよろしいでしょうか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 地区の公民分館数は、２４分館が建物としてございま

す。これにつきまして、今１９されておりますのであと５分館があるところでございま

す。まだ未実施の地区におきましても、他の地区の活動内容を紹介しながら、できるだ

け取り組んでいただくよう推進はしておるところでございます。 

始めていただきますと、もちろん血圧計を置いてですね、他の分館でもしております
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ように、介護予防拠点の施設として、空調の整備、手すり、スロープ等を希望に応じて

整備するようしております。 

ただ、個数が少なくなりますとこういうふうに値段が大幅に下がるかどうかわかりま

せんが、これにつきましては、財源を確保しながら進めていきたいと思っております。 

○６番（金子光喜君） 高齢の方の健康のコントロールといいますか、ご自身のセルフ

メディケーションにつきましては血圧に関しては、かなり重要のものになっておりま

す。個人で買われている方もいらっしゃると思いますけれども、集まられた皆さんで血

圧のはなしをするなど健康に関しての話題づくりにも必要な部分になってくると思いま

すので、しっかりした対応をお願いしたいと思います。 

○７番（高橋一雄君） ３１ページの教育振興費等について伺います。本町では１２月

補正で、入学祝い金を所得確定後ではなくて、入学前に支給するということを確定しま

したが、余っているのは支給が済んだけど余っているのですか。 

○教育課長（北崎真介君） 前回、補正をお願いした件につきましては、ただいま２月

の教育委員会の定例で承認いただいて、ただいま支払いに向けて準備をしているところ

でございます。予算に対しては、あくまで概算で計上しておりまして、実際の認定数が

実績を上回っておりますので、その分の更正減額ということでございます。 

○７番（高橋一雄君） 本町では文科省のほうで、単価を引き上げた時に連動して引き

上げたと思いますが、現在、国会で審議中の新年度予算案の中で、文科省は要保護世帯

の単価引き上げを計上しています。内容は制服代やランドセルを支援する入学準備金、

小・中学校修学旅行費、中学校、卒業アルバム代小中、となっております。 

まだ国の予算は決定されていないところですが、これは新年度の予算でありますか

ら、入学準備金に反映させるべきではないかと考えますがいかがでしょうか。 

○教育課長（北崎真介君） まず、平成３０年度予算で支払うものでございますので、

平成３０年度の金額で支給するということで、前倒しした分も行う予定であります。 

ただ、新年度になりましてその差額をどうするか、といいますのは我々まだ検討が必

要かというところで、文科省とか県とかに相談をしながら考えていきたいと思っており

ます。 

○７番（高橋一雄君） 文科省の引き上げた金額を申しますと、入学準備金小学校が、

従来４万６００円であったものを、５万６００円に引き上げる。中学校は４万７，４０

０円であったものを５万７，４００円に引き上げる。１万円引き上げるわけです。そし

て本町が行っている準要保護世帯の財源は地方交付税措置されていることは、新年度予

算が決まれば、単価基準が引き上げられているということで、町のほうの地方交付税に

も入ってくるのだと思います。これは前倒支給が終わったから済んだという話ではなく

て、やはり、是非、国の単価引き上げを反映して、本町でも準要保護世帯への入学祝い
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金を検討していただきたいと思いますが、当然、検討すべきではないでしょうか。 

○教育課長（北崎真介君） はい、実際、平成３０年度支給した分につきましては、そ

れに交付税措置はされるということであります。ただ、新年度になって１万円に対して

の差額の交付税措置があるかということは確認してみないとわかりません。それを含め

たところで相談検討なりをやってすすめていきたいと考えております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○１番（遠坂道太君） ２７ページですね、林業振興費の中で、負担金補助及び交付金

の中で、有害鳥獣捕獲補助金ですけども、平成３０年度予算が８８０万円で、ここで５

６万５，０００円と減額になっているのはなぜでしょう。 

○農林振興課長（稲森一彦君） この分につきましては、鳥獣害捕獲補助金が、鹿、

猪、猿の捕獲に関する補助金でございまして、現在までの捕獲頭数、そして今後の見込

みをいたしまして、その不用額がでるところでの減額となっておるということです。 

○１番（遠坂道太君） ３月一杯の部分までは財源としてあるんしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 見込みでありますけれども、その分十分見込んであり

ますので、最終的には不用額というのが出ると思いまけども、それを見込したところで

の更正減額ということにしております。 

○１番（遠坂道太君） はい、わかりました。次の２３ページですけども、保健衛生総

務費の中で、扶助費で不妊治療費助成金ですが７０万減額で、これ実績あったのか教え

てください。 

○保健福祉課長（白川一雄君） これにつきましては、平成３０年度の新規事業という

ことで、子育て支援の一環で子供を産みやすい環境を作ろうということで不妊治療費助

成制度を始めたところでございます。 

これにつきましては、平成３０年度は実際の申請等の実績はなかったということでご

ざいます。ただ、現在のところ相談が１件きておりますので平成３１年度も引き続きそ

ういう申請に備えての予算確保はしておるところでございます。 

○１番（遠坂道太君） はい、まあ一応平成３０年度は実績なかったけれども、平成３

１年度もしかするとあるということですね、やはり町民の方にわかりやすいようなパン

フレットあたりを作られると啓蒙しやすいのではなかろうかと思いますのでそのへんよ

ろしくお願いします。 

○２番（椎葉弘樹君） １６ページの公共施設等整備基金積立金についてお伺いしま

す。今回２，０１４万４，０００円を積立られています。平成２９年度が約２５万円と

いうことです、そこで総務課長のほうにお伺いします。このペースでこの基金というの

は足りるのでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 今回のペースではまだまだ足りない基金の積立ペースだと
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思っております。 

○２番（椎葉弘樹君） 昨年の決算時におきまして、総務課長の答弁を参考にします

と、平成３０年度も含めて財政シミュレーションをして、計画的な積立額をお示しでき

るように努力したいとのことでした。この計画的な積立額というのは出されていますで

しょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 積立金については、日々、歳入歳出、補正予算も含めて精

査してきているところでございますが、今回の補正額で２千万程。来年度もこの２，０

００万円を基準として積立をしていきたいと思っておりますけれども、それ以上の上回

る基金に努めたいと考えております。 

○２番（椎葉弘樹君） ２，０００万円だと今の答弁では足りるという印象を受けたん

ですけど、実際のところいくらくらい積立ていけば計画どおり進めることができるので

しょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） その付近の詳細なシミュレーションはまだ行っていないと

いうのが正直なところでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） 町長に伺います。同じく決算の時に、町長の答弁は計画的な積

立をすべきだという質疑に対して、状況の指示配慮が足りなかった、ということで答弁

されています。それを受けて半年たって平成３０年度の積立、これは担当課ではまだシ

ミュレーションができていないということでした。指示というのは行われていないので

しょうか。 

○町長（鶴田正已君） その適正な金額がいくらなのかというようなことを含めて、そ

の積立できることがどういうところからの資金を元に積立てるのかというようなこと

は、当然協議をいたしておりますけれども、倫理的なものであったり、計画変更であっ

たり様々な要因がからんでくるところであると思います。そういったところを見越なが

らのことなのですけど、そのへんのしっかりしたことはまだ計画はできていないという

ことではないかと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） これは湯楽里の大改修と同じで、早め早めに計画を立ててシミ

ュレーションもしっかりやっていかなくてはならない事案かと思っております。以前、

白川総務課長時代に４０年間で３４６億円、それを６５パーセント圧縮しても１２５億

円くらいかかるのではないかと試算もされているので、是非、早急な検討をお願いした

いのですが、総務課長いかがでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 財政担当の係長とも相談しながら、早急にシミュレーショ

ンしながらすすめていきたいと考えております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○５番（味岡 恭君） ２４ページの予防費、委託料の成人肺炎球菌予防接種委託料、
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当初予算が３３６万円程度あったかと思いますが、１７０万円程度の減額になっており

ますが、なぜなのか、受診者が少なかったのか、その理由をお尋ねします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 成人肺炎球菌予防接種につきましては、平成２６年度

からですね６５歳到達時と６５歳以上の方で５歳刻みですね、７０、７５、８０という

ように５歳刻みの方を対象として接種を行ってきたところです。 

これにつきましては対象のかたに案内を送りまして、病院への案内をしているところ

ですが、今回、平成３０年度で５年間が過ぎまして、一回りしたところでございます。

実際のところは６割ほど接種が終わっていないというところで、本来は平成３０年度で

終わるところでございましたが、国もまだ接種をされているのでない方が相当いるとい

うところで、平成３１年度からまた新たに５年間かけて、まだされていない方対象とし

て延長がされたところであり、本町としても本人への通知を含めて推進をしていきたい

と思っております 

○５番（味岡 恭君） 受けなかったことにより、どういう障害がでてくるのでしょう

か、お尋ねします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 高齢者になりますといろいろ入院の原因が様々でござ

いますが、最終的に死亡の原因の大きな原因に肺炎があるということで、こういう肺炎

予防を、今、強力にしているところでございます。もちろん予防接種をしていること

で、少しでも肺炎にかかりにくいということの推進でございますので、６５歳以上の高

齢者を中心にして推進をしておるところでございます。本人のためでございます。 

○５番（味岡 恭君） 先ほども、個人向けに手紙等でお知らせをしているということ

ですがございますが、そのへんも周知して完全なる１００パーセントの受診ができるよ

うに、推進をしていただきたいと思いますが、今後の対策はどうお考えかお尋ねしま

す。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 先ほども申しましたように、平成３１年度からまた新

たにされていなかった方を対象として延長されましたので、本人通知を送りまして推進

をしていきたいと、国のほうでもこれにつきましては、マスコミ等を通じて周知がされ

るものと思っているというところでございます。されていない方につきましてはご理解

を得て推進をしていきたいなと思っております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○１番（遠坂道太君） ２９ページですけども、街なみ環境整備事業費の委託料で、３

１０万９，０００円の減額になっております。これはどのような策定業務委託をされて

いるのかご説明お願いいたします。 

○建設水道課長（皆越克己君） これにつきましては年次計画によりまして、進めてい

るところでございますけど、３０年度におきましては書いてありますとおり、計画策定
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業務というところで、駅周辺桜町通り、里宮通り周辺とかそういったエリアとか、御大

師堂周辺ですけれどもそこらあたりの今後の環境整備についての計画策定というところ

で、内容につきましては住民の方々のご意見を伺う機会を得るということで、そういっ

た会議等を推進してまいりまして、コンサルに委託しておりますけれども、そちらのほ

うに２月までに計画としてまとまっているという業務内容になっております。 

○１番（遠坂道太君） コンサルに頼んでいるということでしょうか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 計画自体については、はい、業者のほうに委託してお

ります。 

○１番（遠坂道太君） それに対して、町民の方の意見の聞くということですが、やは

り町民主張のなかの取り組み、コンサルはお金がかかるので、もう少し策定の仕方を考

えてほしいなと思っておりますけれども。 

○建設水道課長（皆越克己君） はい、地域住民の方のご意見というのが非常に大事に

なってくると思いますので、そういった意見を聞く機会をもうけながら計画自体をまと

めてきているということです。 

○１番（遠坂道太君） はい、今後そういった形を、住民の方の意見を十分に聞くよう

な策定をとっていただきたいなと思います。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 先ほどの肺炎球菌のことで、料金のことをお知らせし

ますと、全額は８，７３４円いるわけでございます。これが１，２００円で受けられる

ということで、非常に少ない金額で受けられるということで本町も推進をしたいと思っ

ております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○総務課長（高橋 誠君） 先ほど椎葉議員からのご質問で、１３ページの財産運用収

入の利子分についてでございます。表記していない部分の中山間ふるさと基金について

ですが、これについて存目１，０００円に対し、実際入ってきているのが６８１円とい

うことで、６８１円での調停、またこれが決算になっていくということでございます。

今回の補正の中ではあげていないというところでございます。 

もう１つの奨学金貸付基金利子、これについては、総務課査定のほうでは１，９００

円台だったのですけれど、実際開けてみますと２，００８円ということで、利子が入っ

てきているようでございます。本来であれば、予算の上げ方としては存目１，０００円

ですから、残りの１，０００円を上げるべきではないかというところでございます。 

ただ、実際に入ってきたものを調定としてあげていきますし、決算としてあげていき

ます。実務の歳入の業務としては特に問題はないところでございますが、やはり予算の

作り方としては、実際の歳入をあげていくのが本当かなと思い反省しております。以

後、気をつけたいと思います。 
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○２番（椎葉弘樹君） 今、上げられました２つの基金については、たぶん平成２９年

度以前から抜けおちていた項目でございますので、今後またそのあたりは留意していた

だきたいと思います。 

また、中山間ふるさと水と土保全基金につきましては、果実運用型でございます。こ

れも６８１円という利回りですので、今後この果実運用型の基金の仕方については、し

っかりと町の収益になるような取り組みをしていかなければならないと思いますが、税

務町民課長にそういった改善のお考えがあるのか、お尋ねしたいと思います。 

○会計管理者（愛甲正之君） この基金の運営につきましては、今のところ基金毎の定

期預金で対応しているところてございますけれども、３１年度からはこの基金毎の運用

ではなく、まとめるものはまとめて、金額を大きい単位にしまして一括運用ということ

でやっていきたいと考えております。小さい金額ですと利率の上乗せとかありませんの

で、そのあたりを含めたところの一括運用の大きな金額にして、少しでも利息を稼ぎた

いと思っておりますが、ただ、金融機関によりましては利率の上乗せがありませんの

で、そのあたりも考えながらやっていきたいと考えております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１０号、「平成３０年度湯前町一般会計補正予算（１３号）につい

て」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員、したがって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第１１号 平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計補正予算（第５

号）について 

○議長（倉本 豊君） 日程第６、議案第１１号、「平成３０年度湯前町国民健康保険

特別会計補正予算（第５号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 日程第６、平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）についての提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９３万



- 97 - 

 

４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１，２９３万４，

０００円とするものです。主な補正につきましては年度末であり歳入歳出全般にわたり

各事業の実績を見込み調整を行ったものです。 

詳細につきましては、課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 議案第１１号、平成３０年度湯前町国民健康保険特

別会計補正予算第５号について、ご説明いたします。 

８ページをお願いいたします。歳出から説明いたします。款２保険給付費、項 1療養

諸費、目１一般被保険者療養給付費を１，９００万円、目２退職被保険者等療養給付費

を８０万円、目３一般被保険者療養費を２０万円、項２高額療養費、目２退職被保険者

等高額療養費を１０万円、実績見込みにより減額いたしました。後期障害認定による切

り替えも含めた被保険者の減が大きな要因となっています。目１出産育児一時金につい

ては、出産育児一時金繰入金の減により、財源更正しました。  

款３国民健康保険事業費納付金については、保険基盤安定繰入金、国保財政安定化支

援事業繰入金の減により、財源更正しました。 

９ページ、款６基金積立金には、国民健康保険給付基金積立金に、１，０００万円を

追加計上しました。国保は、安定運営が一番になりますので、今後の財源不足に備える

ため、また、平成３６年度からは県下保険税統一化への検討がはじまりますが、加入者

への負担を少しでも軽減する策に対応するために積み立てるものです。  

最後に、款７諸支出金については、目４国庫支出金返還金、節２３償還金利子及び割

引料に、平成２９年度療養給付費負担金の実績確定により、超過交付分の返還金とし

て、１，３００万３，０００円、平成２９年度特定健康診査・保健指導国庫負担金返還

金として、１万６，０００円を計上しました。 

また、目８県支出金返還金に、平成２９年度特定健康診査・保健指導県負担金返還金

不足分として、１万５，０００円を計上しました。 

次に、歳入について、７ページをご覧ください。款３県支出金、目１保険給付費等交

付金については、歳出で説明しました保険給付費の実績見込みにより２，０１０万円を

更正減額しました。 

次に款５繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、節１保険基盤安定繰入金

(保険税軽減分)から節５出産育児一時金繰入金までが、一般会計補正にて款３民生費か

ら国保会計への繰出金を減額しました額、合わせて１２０万５，０００円をそれぞれ、

各節の繰入金を、増、減額いたしました。 

款６繰越金については、前年度繰越金２，４２３万９，０００円を財源とするため、

計上いたしました。 
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以上、歳入歳出合計それぞれ２９３万４，０００円を追加する補正予算となります。

よろしくお願いします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑をいたします。 

○２番（椎葉弘樹君） 一般会計の関連になりますが、基金の利子分、国民健康保険給

付金の分が昨年度は計上されておりましたが、今年度計上されていません。その理由を

お尋ねします。 

○税務町民課長（堤田真由美君） それにつきましては、１ページなのですけども、ご

覧いただきたいと思いますが、当初からこの４の財産収入の財産運用収入に組んでおり

ましたので、今回は上がってないということです。 

○２番（椎葉弘樹君） ということは、下水道会計等は別に上げてありますけど、ここ

については今回ここの項目に上げていくことでよろしいのでしょうか。一般会計とは見

え方が違うものですから、その考え方だけお伺いします。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 今後もこういう組み方を、国保のほうはさせていた

だきたいなと思っております。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１１号、「平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員、したがって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第１２号 平成３０年度湯前町下水道事業特別会計補正予算（第４ 

号）について 

○議長（倉本 豊君） 日程第７、議案第１２号、「平成３０年度湯前町下水道事業特

別会計補正予算（第４）号について」を議題とします。本案について、提案理由の説明

を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 日程第７、議案第１２号、平成３０年度湯前町下水道事業特別

会計補正予算（第４）号についての提案理由の説明を申し上げます。今回の補正予算に

つきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９３万１，０００円を減額
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し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，７８６万８，０００円とするもの

です、主な補正につきましては年度末であり歳入歳出全般にわたり各事業の実績を見込

み、調整を行ったものです。 

また、地方債の補正を行うものです。詳細につきましては、課長に説明させます。よ

ろしくお願いいたします 

○建設水道課長（皆越克己君） 議案第１２号、平成３０年度湯前町下水道事業特別会  

計補正予算（第４）号についてのご説明を申し上げます。歳入歳出予算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。 

７ページをお願いいたします。款１下水道事業費、項１下水道事業費、目１下水道事

業費は、４９７万円を更正減額しました。節１報酬、節９旅費につきましては、下水道

事業審議会委員報酬、費用弁償の実績による減額になります。節３職員手当等につきま

しては、扶養手当の不足分による補正になります。節１９負担金補助及び交付金につき

ましては、球磨川上流流域下水道事業費工事負担金、４３７万１，０００円を更正減額

ました。平成３０年度を予定していた予算配分が低く、平成３２年度以降に先延ばしす

ることで事業費減となりました。節２７公課費につきましては、消費税及び中間申告納

付後の不用額を更正減額しました。 

また、款２下水道維持管理費、項１維持管理費、目１公共下水道維持管理費は、国庫

支出金及びその他の特定財源の財源更正になります。 

次に、３基金積立金に関しましては、節２５基金積立金利子として３万９，０００円

を計上しました。  

次に、歳入です。６ページをお願いいたします。款２国庫支出金、項１国庫補助金、

目１下水道事業費国庫補助金につきましては、社会資本整備総合交付金２０万円を更正

減額しました。 

款３繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金につきましては、一般会計事業

費繰入金としまして、１８３万１，０００円を計上しました。項２基金繰入金、目１基

金繰入金につきましては、２０万円を計上しました。 

款６町債、項１町債、目１下水道事業費債につきましては、流域下水道事業債６８０

万円を更正減額しました。 

款７財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金につきましては、積立金利子

３万８，０００円を計上しました。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑をおこないます。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 
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○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１２号、「平成３０年度湯前町下水道事業特別会計補正予算（第４

号について」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第１３号 平成３０年度湯前町介護保険特別会計補正予算（第４号）          

            について 

○議長（倉本 豊君） 日程第８、議案第１３号、「平成３０年度湯前町介護保険特別

会計補正予算（第４号）について」を議題とします。本案について、提案理由の説明を

求めます。 

○町長（鶴田正已君） 日程第８、議案第１３号、平成３０年度湯前町介護保険特別会

計補正予（第４）号についての提案理由の説明を申し上げます。今回の補正予算につき

ましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７７６万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億２，５６０万４，０００円とするもので

す。主な補正につきましては介護サービス等諸費、高額介護サービス等費、特定入所者

介護予防サービス等費など、年度末であり歳入歳出全般にわたり各事業の実績を見込み

調整を行ったものです。 

詳細につきましては、課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 議案第１３号、平成３０年度湯前町介護保険特別会計

補正予算（第４号）についてご説明いたします。今回の補正は全項目に渡り年度末まで

の実績を見込み不要額につきましては更正減額し、不足が見込まれるものにつきまして

は追加計上したものです。主なものにつきましてご説明いたします。事項別明細書歳出

からご説明いたします。 

８ページをご覧ください。款１総務費、項３介護認定審査会費、節１９負担金補助及

び交付金の球磨郡介護認定審査会負担金は前年度繰越金の確定に伴う更正減額を計上し

ました。 

款２保険給付費、項１介護サービス等費諸費、節１９負担金補助及び交付金の介護サ

ービス等給付費は、通所介護や通所リハビリ、短期入所生活介護などの居宅介護サービ

ス給付費と、介護老人福祉施設、介護老人保険施設などの施設介護給付費が増加し、地
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域密着型通所介護などの地域密着型介護サービス給付費が当初より減少しておりますの

で、決算見込みにつき調整して計上しました。 

９ページをご覧ください、項４高額介護サービス等費は、介護保険のサービスを利用

し、その利用額が高額となった場合に所得段階に応じて定められた上限額を超える利用

者負担額につきまして、その費用を給付し利用者の経済的負担を軽減するためのもの

で、決算見込みにつき増額計上しました。 

項５特定入所者介護予防サービス等費は施設入所者等で所得の低い方につきまして、

居住費、食費の利用者負担金が軽減されています。例えば福寿荘のような多床室であり

ますと、第１段階であれば居住費につきましては本来１日８４０円の負担が０に、食費

につきましては１日１，３８０円が３００円に軽減されます。１日あたりの差額が、

１，９２０円となります。これを介護サービスの負担割により負担しており、１年後と

なりますと１人当たり７０万円の負担軽減となっております。決算見込みにより増額計

上しました。 

介護保険制度はこのように利用者の負担軽減策があり、介護施設にいても大部分の方

が１割程度の負担で利用でき、更に低所得者については様々な負担軽減策がありますの

で、この制度の維持に努めなければならないと考えているところであります。 

次に、歳入を説明いたします。５ページをご覧ください。款１保険料、項１介護保険

料は、本年度の調定実績につき調整し計上しました。 

款３国庫支出金、６ページの款４支払基金交付金、款５県支出金、款７繰入金、項１

一般会計繰入金は介護保険の負担割合に基づき歳出の変更に伴い調整して計上しまし

た。 

７ページをご覧ください。款７繰入金、項２基金繰入金は本年度の保険料の不足のた

めの財源調整のため３００万円を計上しました。 

なお、本年度は９月定例議会におきまして、第６期からの繰越金を財源としまして、

基金積立金を７１４万８，０００円計上しており、結果としまして平成３０年度は介護

保険給付基金を歳出の基金積立金５，０００円と合わせまして４１５万３，０００円増

額することができました。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑をおこないます。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから、議案第１３号、「平成３０年度湯前町介護保険特別会計補正予算（第４

号）について」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員、したがって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第１４号 平成３０年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計補正予算 

（第２号）について 

○議長（倉本 豊君） 日程第９、議案第１４号、「平成３０年度湯前町後期高齢者医

療保険特別会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田 正已君） 議案第１４号、平成３０年度湯前町後期高齢者医療保険特別

会計補正予算（第２号）についての提案理由の説明を申し上げます。今回の補正予算に

つきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９０万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５，８６１万１，０００円とするものです。  

詳細につきましては、課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 議案第１４号、平成３０年度湯前町後期高齢者医療

保険特別会計補正予算第２号について、ご説明いたします。 

６ページをご覧下さい。歳出からご説明いたします。款２後期高齢者医療広域連合納

付金は、節１９負担金補助及び交付金について、保険基盤安定負担金を、実績見込みに

より９０万円を減額しました。 

次に、歳入になります。５ページに戻っていただき、款３繰入金、節１保険基盤安定

繰入金について、実績見込みにより９０万円を減額しました。 

以上、歳入歳出それぞれ９０万円を減額する補正予算となります。よろしくお願いし

ます。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑をおこないます。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１４号、「平成３０年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計補正予

算（第２号）について」を採決します。 
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本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第１５号 平成３０年度湯前町水道事業会計補正予算（第４号）                  

             について 

○議長（倉本 豊君） 日程第１０、議案第１５号、「平成３０年度湯前町水道事業会

計補正予算（第４号）について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 議案第１５号、平成３０年度湯前町水道事業会計補正予算（第

４号）についての提案理由の説明を申し上げます。 

今回の水道事業会計補正予算につきましては、営業収益に受託工事収益に消火栓設置

工事負担金を追加し、営業費用、総経費に市町村共済組合負担金の不足額を計上するも

のでございます。 

詳細につきましては、課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○建設水道課長（皆越克己君） 議案第１５号、湯前町水道事業会計補正予算（第４

号）についての説明を申し上げます。収益的収入及び支出の補正になります。第２条第

1款、第１項営業収益７，４０３万９，０００円に６３万６，０００円を追加し、７，

４６７万５，０００円とし、第１款第１項営業費用４，１９７万４，０００円に９，０

００円を追加し、４，１９８万３，０００円とするものです。 

６ページをお願いいたします。平成３０年度湯前町水道事業会計補正予算（第４号）

見積の基礎によりご説明いたします。収益的収入、款１水道事業収益、項１営業収益、

目２受託工事収益、節３他会計工事負担金６３万６，０００円を計上しました。本年度

実施の排水管敷設工事に伴う消火栓設置工事１カ所に要した費用で、一般会計から支出

するものです。 

また、収益的支出、款１水道事業費用、項１営業費用、目４総係費、節５法定福利費

に９，０００円を計上しました。これは市町村共済組合の納付金の不足分についてお願

いするものです。 

以上で説明をおります。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑をおこないます。 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから討論を行います。討論ありませんか。 



- 104 - 

 

[「ありません」の声あり] 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１５号、「平成３０年度湯前町水道事業会計補正予算（第４号）に

ついて」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

「賛成者起立」 

○議長（倉本 豊君） 起立全員、したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

 次の会議は、３月８日午前１０時に開きます。 

 議事は、一般会計予算を予定していますので、ご参集願います。 

 本日は、これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１時５３分 
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  平成３１年第３回湯前町議会定例会    〔第３号〕 

 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ８ 日  

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開 議  

湯 前 町 議 会 議 場  

 

１．議事日程 

 

   日程第１    議案第１６号 平成３１年度湯前町一般会計予算について 

    

 

２．応招議員 

 

       １番 遠 坂 道 太      ２番 椎 葉 弘 樹 

    ３番 森 山   宏      ４番 黒 木 龍 次 

    ５番 味 岡   恭      ６番 金 子 光 喜 

    ７番 高 橋 一 雄      ８番 黒 木 喜巳男 

    ９番 山 下   力     １０番 倉 本   豊  

 

３．不応招議員 

 

   なし 

 

４．出席議員 

 

     応招議員に同じ 

 

５．欠席議員 

 

   なし 

 

６．職務のため会議に出席した者 

 

      議 会 事 務 局 長  西 村 洋 一  議 会 事 務 局 主 事  黒 木 あさみ 

 

 

 

７．説明のために出席した者  

 

 町 長  鶴 田 正 已  
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 教 育 長  中 村 和 弘  総 務 課 長  高 橋   誠 

 会 計 管 理 者  愛 甲 正 之  税 務 町 民 課 長  堤 田 真由美 

 教 育 課 長  北 崎 真 介  保 健 福 祉 課 長  白 川 一 雄 

 建 設 水 道 課 長  皆 越 克 己  企 画 観 光 課 長  本 山 り か 

 農 林 振 興 課 長  稲 森 一 彦  農 業 委 員 会 事 務 局 長  吉 田 精 二 

 情 報 統 計 係 長  有 馬 博 士    
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開会 午前９時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） ただいまから平成３１年第３回湯前町議会定例会、第３日目の 

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第１６号 平成３１年度湯前町一般会計予算について 

○議長（倉本 豊君） 日程第１、議案第１６号、「平成３１年度湯前町一般会計予算に

ついて」を議題とします。新年度の予算案については、先に町長から予算編成方針の

説明があったところです。 

ここで、本案の審議の方法をお諮りします。最初に事項別明細書の歳出から、款ご

とに説明を求め、質疑は款、一部、項ごとに行います。 

 次に、議決に付された各表と歳入全科の説明及び質疑をし、付属調書等の説明は省

略します。 

 最後に、予算案全体にわたって補足又は総括しての質疑をすることにしたいと思い

ます。これにご意義ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、事項別明細書の歳出から、款ごとの説明、質疑は款、一部、項ごとに行い、

次に議決に付された各表及び事項別明細書、歳入の説明と質疑をし、最後に、予算案全体

にわたって補足又は総括しての質疑をすることにいたします。 

 最初に、事項別明細書の歳出、款１、議会費の説明をさせます。 

○議会事務局長（西村洋一君） 款１議会費を説明いたします。２５ページから２６

ページをご覧下さい。本年度予算額として６，９６８万円を計上しました。前年度と比

較して２２２万円の増額となっています。平成３１年度一般会計予算の歳出に占める割

合は、２．６パーセントとなっています。 

なお、町長の予算編成方針のご説明では、平成３１年度の当初予算は骨格予算という

ことでありましたが、議会費には政策的な事業はありませんので、通常どおり計上して

おります。 

まず、増額の理由からご説明いたします。主な理由は３点ございまして、１点目は、

古い本会議の会議録を電子データ化するための経費でございます。本町におきまして

は、明治２２年に我が国が町村制を布いた時から現在までの、議会の会議録が全て保管

されております。 

ただし、その中には保存状態が極めて悪い物もあり、紙が崩れ落ちて朽ち果てようと
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している物もございます。そこで、会議録は本町の貴重な歴史的資料・財産でもござい

ますので、電子データ化して将来にわたり保存を可能にするための費用を計上したもの

であります。 

なお、本年度は、まず明治時代の分を計上しておりまして、次年度以降、大正・昭和

と続けて参りたいと考えております。 

２点目は、「住民に見える議会」の推進のため、本会議の一般質問の様子を撮影いた

しまして、インターネット配信する費用を、新たに計上するものです。前回の議会改革

調査特別委員会の時から調査を始め、最も安価な方法を選択いたしました。 

最後に３点目は、年４回発行しております議会だよりの印刷製本費につきまして、昨

年度までは１６ページで予算計上していたものを、本年度から４ページ増やし、２０ペ

ージとするためであります。以上の３点が、増額の主な理由となっております。 

それでは、節１報酬から順にご説明します。節１報酬から節４共済費までは、議員及

び議会事務局職員の人件費関係を計上しています。節１報酬には、本会議の会議録を外

部委託していたものを、本年度から自主作成するための嘱託職員報酬１名分、１５６万

５，０００円を新たに計上しております。このことは、地域住民を雇用するということ

で、仕事づくり・定住促進・所得の町外流出防止の効果が生まれ、地方創生の取り組み

にも繋がると考えております。 

なお、この費用に関してはこれまでの外部委託を止めることにより、捻出できるもの

であります。 

節２給料と、節３職員手当等の説明欄の増減は、人事異動によるものでございます。 

なお、議会事務局はこれまで時間外勤務手当は計上しておりませんでしたが、議会だ

よりの発行はじめ、議会改革調査特別委員会開催に伴い、各種調査をはじめとする事務

量の増加が予想されますので、新たに９万円を計上いたしました。 

節４共済費の中の議員共済負担金は、議員年金制度廃止に伴います共済給付金の給付

に要する費用を支払っているものです。年々減少しておりまして、前年度と比較して３

５万９，０００円の減額となっています。 

節８報償費の講師謝金につきましては、存目計上としております。 

節９旅費は、各種会議、議長会や協議会関係、特別研修、要望活動などの費用弁償及

び事務局職員の普通旅費を計上しました。この中で、議員会議出席に伴う費用弁償に、

議会改革調査特別委員会開催の費用弁償を増額計上しております。 

なお、議員出張の数は年々増えておりますが、早めに計画することで、割安の航空券

やホテル等を予約することができますので、従前の予算と同程度の計上で済んでおりま

す。ただし時、には、グレードをかなり落とす場合もございますので、議員の皆様のご

理解、ご協力に感謝するところでございます。 
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節１０交際費は、前年度と同額の７０万円を計上しました。 

節１１需要費は、はじめに説明しましたとおり、議会だより等の印刷製本費に７１万

２，０００円を計上しました。 

節１３委託料は、こちらも初めに説明いたしました、会議録電子データ化業務委託料

１５０万円、本会議映像配信業務委託料８１万円を、新たに計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金は、熊本県及び球磨郡の町村議会議長会負担金など、各

種協議会負担金を計上しております。  

以上で議会費の説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

○７番（高橋一雄君） 会議録電子データ化の取り組みの説明の中で、古い会議録を

電子データ化するということでした、私は湯前町史の中で、明治大正期の議会の様子

をみたことがあるんですけども、市町村合併で旧町村の資料がなくなったという話

もありますし、近代の歴史資料として大変貴重なものと考えています。ですからこれ

を、湯前町のなかだけにおいておくだのではなくて、大学の研究者等に情報発信し

て、この取り組みを、事業の歴史的意義をきちんと確認するべきだと思いますが、そ

ういう情報発信の予定はありますか。 

○議会事務局長（西村洋一君） はい。当然、大学教授ばかりではなく、町民の皆様

にも情報発信できるよう、ホームページ等で閲覧できるようにしたいと考えており

ます。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○９番（山下 力君） 全国でですね、議員のなり手不足が話題になっております。全国

の町村議会の選挙で無投票当選がそういう状況のなかで、３０パーセント近くが無投票

という状況でございます。なり手不足の要因でですね、そのような中で、全国で議員報酬

の引き上げがなり手不足の解消の１つではなかろうかという議論が全国の町村、特に地

方で活発になってきております。 

そうした中で、湯前町は平成１５年に国の三位一体改革によりまして、湯前町も平成１

６年に行財政改革が実施されまして、湯前町の行政改革の第１回目の再建計画にも書い

てありますように、町長はじめ特別職、職員、そして非常勤の特別職、議会の報酬削減、

給料削減を実施しております。まあその中で、町長はじめ特別職は、３年で元に戻ってお

りますし、職員のほうは２年で元に戻っておりますし、非常勤の特別職は５年くらいで元

に戻っていると思います。議会だけが、延々と現在に至っております。 

ですから、この行政改革の案にしましても、第１回目の財政計画書には、議会議員の

報酬５パーセントと書いてありますけれども、第２期から５期まで全く議員が報酬削減

していることは書いてありません。これはちょっと議員として残念に思うところであり
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ます。 

そうした中で、問題提起をしたいと思いますけれども、鶴田町長もですね平成２０年

頃自分たちの給料も元に戻っていますんで、議員のほうも元に戻したいということで、

特別報酬審議委員会を開催していただいています。 

しかし、その特別報酬審議委員のみなさんが、その当時議員を見る目が非常に厳し

く、厳しい意見が出たというふうに聞いております。その後、町長も議員報酬に対して

は、一切触れられておりません。 

そうした中で、議員報酬がどのような財源で支給されておるかということを考えてみ

ますと、議会は憲法で地方自治体に議会を置くというふうに、定められています。です

から国県から議会費の報酬に対して補助金等はありません。いわゆる議会費は職員の皆

さんの給料と一緒で税と地方交付税でまかなわれています。そうした中で、詳しく私わ

かりませんけれども、毎年の決算の歳出に対して、議会費が何パーセント占めるかとい

うことですが、毎年下がってきております。特に歳出が大きかったときは、特に下げ幅

がひどいです。 

その中で、占める割合が議会費の経費が下がったら財政需要額に算定するときはその

額を計上ですよね、上がったら財政需要額に算定する、ということは議員報酬を上げた

ら財政需要額の算定を上げますから、交付税が増えるということになるんではないかと

いうふうに私思います。そこのところを総務課長わかる範囲で説明をいただければと思

います。難しい問題ですので、最終日までにいろいろ勉強されてその仕組みを教えてい

ただければというふうに思います。 

今、議会もですね、いわゆる議会力アップ、議員力アップで資質向上のために、今、

私たち努力はしているつもりでございます。いわゆる、特別研修を入れたり、あるいは

議会だよりの充実等々にがんばったりしておりますので、そこのところをと、先ほど問

題提起したやつでそのようでしたら、改選後でも結構ですが元の５パーセントくらいに

は戻していただくような検討というか、処置をしていただけないかというふうに私は思

っております。 

私たちこの２人のように、長い人はいいんですけども、今後、若い人が出てきていた

だけるような体制を作る必要があるんではなかろうかと思いますので、どうでしょう町

長そういった状況でしたら、元に戻すという町長の考えというか、見解をお示しいただ

ければと思いますが。 

○町長（鶴田正已君） 今、議員ご指摘のように、各自治体での議員のなり手不足、そ

れから議員におかれましての報酬の問題、これは大きな関係があろうかと思います。   

それぞれの職場で、あるいはそれぞれの生業のなかで、そのことをしっかりとやって

いただける年代の方あたりが、議会に出られる場合には、それなりの報酬等々もなけれ
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ば、なかなか議会に席を置くということも難しい判断でないかと思います。 

定数の問題も各地で議論されておりますけれども、その適正な定数という考え方、それ

から議員のみなさまの報酬というものがどうあるべきだということは、今後の議会の議

員のなり手を含めての、大きな課題であるというふうに思っておりますので、今、議員ご

指摘の点については、継続的な協議あるいは、考え方が必要になってこなければ、議会制

の根本に関わる問題だというふうに認識をいたしておりますので、そのことはしっかり

と心にとめておきながら、次の行政の中で協議をしていただければという思いでござい

ます。 

○９番（山下 力君） 町長が４月で、任期満了で勇退されますので、新しい町長にもで

すね、そこのところはしっかりと引き継ぎをしていただいて、実現へ向けて協議されるこ

とを引き継ぎをしていただきたいと思っております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので続いて、款２総務費の説明を求めます。 

○総務課長（高橋 誠君） 同じく２６ページです。款２総務費をご説明申し上げま

す。 

総務費は、５億２，１８６万３，０００円を計上しました。前年度と比較して、４，７

８９万９，０００円の減であります。歳出に占める構成比は１９．３パーセントになりま

す。以下、目ごとに主なものを中心にご説明申し上げます。 

目１一般管理費につきましては、２億２，３８７万２，０００円を計上しました。前

年度と比較して５１０万９，０００円の増でございます。増の主な要因は、人件費関係

で、退職手当組合負担金の増、臨時職員賃金の増、特定個人番号制度構築支援、会計年

度職員導入制度構築関連の経費の増が主なものでございます。 

節毎に、主なものをご説明いたします。 

節１報償費は、区長報酬ほか各種審査会の費用を計上し、今年度は、これまで税務町

民課が所管していた固定資産評価審査会を、他の部署で所管、また審査することが望ま

しいとされているところですので、総務係事務に予算を動かしております。 

２７ページになります。節２給料、節３職員手当の町長・副町長分につきましては、

当初は町長分のみとし、副町長分は存目計上としております。 

節７賃金の臨時職員賃金は、目５財産管理費に計上していた電話交換業務を民間派遣

会社に委託していたものを、一般の臨時職員の雇用に変更し、その他の総務課の各種事

務を補助していただくことを含んで仕事をしていただくものです。 
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節９旅費は、費用弁償で、区長費用弁償ほか各種審査会の委員費用弁償を計上してお

ります。そして２年に１度の区長研修を、昨年実施したため今年度は実施しないことに

よる減額が主な要因です。 

節１０交際費の町長交際費は、前年度実績を考慮して２００万円を計上しました。 

節１３委託料と節１４使用料及び賃借料に、職員の業務に使用している総合行政シス

テムに係る電算関係経費等を計上しております。その中で、イントラサーバー関係保守

委託料の減は、議会費でご説明しました「本会議映像配信業務委託料」のユーチューブ

を利用した新たな取り組みを行いますので、これまでの既設の議会本会議録画の映像配

信の機器分を廃止したことによる減額でございます。 

今年度のみの臨時的ではございますが、マイナンバー取扱事務における内部監査の実

施など、国が示す特定個人情報の安全管理制度構築のための支援業務委託料、そして、

例規整備支援業務委託料は、平成３２年４月から会計年度職員制度が導入されることに

伴い、臨時職員、嘱託職員、特別職非常勤職員の雇用形態など大きく変化することか

ら、制度導入における構築作業を含め、関係する町条例を改正する必要が多岐にわたる

ことから業務を委託するものです。 

また、これも臨時的ではございますが、総合行政システム改修委託料は、電算用パソ

コン端末３台のＯＳサポートが終了に伴うアップグレード作業、その端末分の住民向け

帳票に記載する氏名・住所の外字文字の抽出作業とサーバー管理端末のフォント変更、

住基ネット接続端末との切り替え対応作業を委託するものです。 

節１４使用料及び賃借料で、電算システム使用料が増えてございます。年金受給者支

援給付金システムが追加されることによるものです。また、ソフトライセンス使用料の

増は法制業務支援システムの使用料の増になります。総合行政ネットワーク機器使用料

の増は、今年１０月までに、国の専用回線ＬＧＷＡＮが新しいものに移行されますの

で、町側の接続機器ルータも新しいものに更新する必要がありますのでその機器使用料

が増となったものです。 

３０ページです。節１８備品購入費は、総務課で管理する持ち出しも可能なノートパ

ソコンで、保健福祉課の健診システムを組み込まれたパソコンとして兼ねております

が、ＯＳサポートが終了することから新規購入し更新するための購入費になります。 

節１９負担金補助及び交付金になりますが、個人番号制度中間サーバー整備負担金３

５９万１，０００円と、全年度よりも増となっております。これは、国が東日本と西日

本の２箇所に設置する中間サーバーですが、現行システムから次の新システムに更新さ

れるとのことで、この整備費については、地方自治体が負担することになっておりま

す。自治体規模により負担率は異なって算出されますが、これには補助金ではなく交付

税措置による算入で対応されることになっております。 
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目２文書広報費につきましては、７０７万２０００円を計上しました。主なものは広

報誌、旬報紙の作成印刷に要する経費、また、町例規データベースシステム保守委託料

を計上しております。 

なお、節１４使用料及び賃借料に、広報旬報デザイン作成ソフト使用料、広報旬報デ

ザイン用フォントライセンス使用料、また臨時的ではございますが、広報用備品購入で

専用パソコン２台の購入費用を計上しております。本町の「広報ゆのまえ」は、担当者

の積極的な取り組みにおいて、先の熊本県広報コンクールにおいて、６年連続で第１位

選ばれております。大変名誉なことでございます。この広報誌の作成作業には、印刷会

社とのデザイン校正作業、連絡調整作業に時間が相当かかっておることから、その負担

を軽減できるようソフトを導入し自前でデザイン構成作業まで行い調整時間を短縮さ

せ、その分、他の業務に宛てる時間が設けられること。そして、５年間のコストを比較

した場合、旬報広報の作成印刷を含め総合的に８６０万円程度の経費削減を見込んでの

予算計上でございます。 

３１ページです。目３財政管理費につきましては、４７９万４，０００円を計上しま

した。統一基準モデル財務書類作成支援業務委託料は、新地方公会計の連結財務諸表、

町の財務状況を表す財務書類を住民にわかりやすく公表するものでございます。国は、

統一的な公会計モデルの導入要請で、本業務委託の中でその要件を満たすもので新方式

の貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の財務諸表４表

を普通会計の平成３０年度決算書を元に作成委託するものでございます。 

また、併せて統一的な基準による財務諸表作成にも関係する固定資産台帳管理システ

ム保守業務委託料を計上いたしました。 

節２５積立金は、当初予算では全て存目計上いたしております。 

目４会計管理費につきましては、会計事務に要する経費を計上しました。 

目５財産管理費につきましては、２，４９１万２，０００円を計上しました。前年度

と比較して３，８９９万８，０００円の減でございます。役場庁舎及び普通財産の維持

管理経費を計上しております。主な減の要因は、庁舎耐震補強工事・設計関連、旧南部

保育所トイレ改修工事・設計関連が主な減の理由になります。 

節１１需用費の修繕料は、不測の公用車修理に対応する予算を確保したく、また、町

長室の壁面の補修経費を計上したものでございます。 

３２ページです。節１３委託料は、旧南部保育所の運動場等の草刈りを予定しており

ます。公共施設個別計画作成業務委託料は存目計上いたしました。また、今年度から庁

舎空調機の３年に１度の定期点検業務委託を計上いたしました。 

また、分煙機解体委託料、分煙機リース料は、改正健康増進法により、受動喫煙学校

含む行政機関の室内での全面禁煙が７月から施行されますので、庁舎内の分煙機器を撤
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去いたします。 

なお、役場敷地内では、喫煙しない方に配慮した喫煙場所と設備、いわゆる囲い等を

設ける等の対応が必要となりますが、具体的な場所と対処方法が未確定なため今後の補

正予算で対応させていただければと考えております。 

工事請負費は、町有施設解体工事、指定緊急避難場所整備工事は、いずれも存目とし

ました。以上です。 

○農林振興課長（稲森一彦君） ３３ページになります。 目６公有林管理費です。 

目６公有林管理費につきましては、５，７４９万５，０００円を計上しました。町有

林の維持管理に要する経費が主なものです。前年度と比較しまして、９１９万５，００

０円の増額となります。町有林管理計画書に基づいて森林の整備を行っており、町有林

の間伐事業、また、ＪＴの森として指定しています造林事業委託料において増額による

ものです。 

節１２役務費に、町有林８３４．２２ヘクタール分の森林災害保険料１年分３４３万

５，０００円を計上しました。 

節１３委託料に、５，１６０万１，０００円を計上しました。内訳としまして、町有

林造成事業委託料としまして、２，７４１万８，０００円で、下刈り４１．３０ヘクタ

ール、間伐３０．７８ヘクタールを計画しています。また、ＪＴの森造成事業委託料と

しまして、２，０１８万２，０００円で、再造林８．０４ヘクタール、防護柵１，８０

０メートル、下刈り３０．８１ヘクタールを計画しています。なお、ＪＴの森ゆのまえ

につきましては、本年度から３期目の協定となり、５年間で２１２．１８ヘクタール

で、再造林、下刈り、主伐、間伐などを計画しています。それから、公有林管理委託料

として４００万円を計上しました。 

登記委託料と節１７公有財産購入費に、それぞれ１，０００円を計上しました。これ

は、森林組合を通しまして私有林を町に購入していただけないかということで、昨年度

より、所有者の方などと協議を行っており、存目計上させていただきました。取得の準

備が出来ましたときに、補正予算をお願いしたいと思っています。 

節１４使用料及び賃借料に、森林ＧＩＳシステム使用料５０万６，０００円を計上し

ました。 

節１９負担金補助及び交付金のなかで、ＪＴの森などの森づくり活動に要します経費

として、森づくり実行委員会補助金１３０万円を計上しました。以上です。 

○総務課長（高橋 誠君） 先ほど一般管理費のほうで説明しました３０ページのほう

の訂正でございますが、個人番号制度中間サーバー整備負担金３５９万１，０００円の

ところでございますが、これの財源のほうですが、交付税措置としていましたが、これ
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には旧設備と新設備がございまして、新設備のほうにつきましては、補助金で対応する

ということでございます。大変申し訳ございません。 

○総務課長（高橋 誠君） 購入費の次になります。同じく３４ページです。次に、目

７交通安全対策費です。１，０１４万１，０００円を計上しました。交通指導員の活動

経費、交通安全対策に要する経費を計上しております。 

節１１需用は、被服購入費に交通指導員２４名の制服更新費用を計上いたしました。 

節１５工事請負費の交通安全施設設置工事として、カーブミラーについて、新規を３

箇所、鏡面取替を３箇所予定し、町道区画線引き含め、１０９万８，０００円を計上

し、ＬＥＤ防犯灯設置工事については、ふるさと寄附金の状況が３６パーセント程度ま

で落ち込んでおりますので、充当できる数量も考慮し、今年度の補正予算として計上を

考えたいと思っております。 

目８防災諸費は、１１５万１，０００円を計上しました。平成３０年度は町の総合防

災訓練を実施したところですが、平成３１年度については計画しないところでございま

すので減額となっております。 

３５ページです。節１１需用費で、消耗品費と印刷製本費を存目計上しております

が、球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金、補助率３分２を活用した事業を計画して

おりまして、補助事業の確定が行われましたら、今後の補正予算に計上したいと考えて

おります。 

節１３委託料は、災害情報発信システム構築委託料を存目計上しております。これ

は、総合計画にも載せているＩＣＴ情報化の防災への取り組みのひとつと捉えておりま

して、大雨豪雨など警報等の発令時に防災担当の情報発信作業など膨大となり労力面と

時間的な面で改善させる必要があります。このシステムは複数のメディアに一斉配信可

能で、防災情報や職員参集連絡、メール、ＬＩＮＥ、電話、各種ＳＮＳ、ＦＡＸ配信可

能となり、同文を手間無く複数の伝達手段を確保したいというものです。経費等の詳細

が示され次第、補正予算でお願いできればと考えております。 

次に、災害対応工程システム委託料を存目計上しております。これもＩＣＴ情報化の

防災への取り組みのひとつと捉えておりまして、これは、ボスシステムとよばれてお

り、大雨台風襲来のほか、地震など大きな災害発生時の職員が行う災害対応業務をタイ

ムライン化しパソコンやタブレット等で把握できるシステムで、災害時の業務を熟知し

ていない職員でも必要な情報を確認できるものです。全国的に導入の呼びかけをされて

おり、熊本県も県下市町村に推奨されておりますので、経費等の詳細が示され次第、補

正予算でお願いできればと考えております。 

節１８備品購入費の災害時備蓄用備品購入費は、存目計上いたしております。これ

は、マンホールトイレや避難所用蓄品の購入を考えております。球磨川水系防災減災ソ
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フト対策等補助金、補助率３分２を財源として活用するもので、補助事業の確定が行わ

れましたら、今後の補正予算に計上したいと考えております。以上です。 

○企画観光課長（本山りか君） 次の目９企画調整費についてご説明申し上げます。 

３５ページとなります。目９企画調整費につきましては、６，１８３万４，０００円

を計上しました。今回減額となっておりますが、この主な理由につきましては、ふるさ

と納税、それから協力隊、または骨格予算であること、こういったことが要因で減額と

なっております。企画調整費は、各種計画策定、ふるさと納税、地域おこし協力隊、移

住定住、公共交通などに係る経費となります。主なものについてご説明いたします。 

３６ページをお開きください。節８報償費にふるさと納税返礼品代９００万円を計上

しました。次年度のふるさと納税額について、今年度の実績額相当の３，０００万円と

見込んで計上しておりますが、前年度に比べ１１０万円の減額計上となりました。ふる

さと納税制度については、返礼品の調達割合や地場産品の定義など返礼品の取扱いにつ

いてのルールが統一化され、ルールに沿わない寄附はふるさと納税として取り扱われな

くなるなど、ルールが厳格化されます。返礼品に係る経費については、節１２役務費に

２４０万円、節１３委託料に４２４万６，０００円をそれぞれ計上しております。 

節１１需用費に光熱水費として６万６，０００円を計上しておりますが、前年度に比

べ６万円の減額計上となりました。これは、これまで空き家の利活用策の一環として取

り組んできました、まんが教室、デジタル工作教室、子育てコミュニティカフェの事業

をレールウイングの展示体験販売施設で実施することに変更したいと考え、関連経費を

減額計上しております。 

節１３委託料には、子育てコミュニティカフェ運営委託料とデジタル工作教室運営委

託料を存目計上しました。この事業はこれまで、町職員が直営で実施して参りました

が、今後はより事業効果を高めるため民間事業者に委託したいと考えております。新町

長のご意見も踏まえ、６月議会で改めてご提案させていただきます。 

３７ページになります。節１９負担金補助及び交付金の中で、人吉球磨スマートイン

ターチェンジ整備促進協議会負担金を計上しております。前年度に比べ、１５１万６，

０００円の減額計上となりました。工事が終わり、今年秋頃の供用開始予定となってお

ります。負担金の内訳は、協議会への出向職員の人件費、事務的経費の他、開通式典の

費用等となっています。 

３０年度から３年間の期限付きで始めました住宅リフォーム補助金及び空き家リフォ

ーム補助金については、いずれも前年度同額のそれぞれ、２００万円と４５０万円を計

上しました。 

また、球磨郡結婚対策推進協議会負担金３万円を計上しました。この経費はこれまで

は目１０地域活性化事業費に計上しておりましたが、事業の趣旨を踏まえ、費目替えを
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行っております。 

地方創生推進交付金事業に係る移住定住者助成金を存目計上しております。これは国

の新規交付金事業であり、東京都等の都市圏に在住されている方が地方に移住され起業

または就職された場合で一定の要件を満たされれば支援金が支給されるものです。熊本

県と県内市町村が連携して取り組む事業となっており、本町も取り組みたいと考えてお

ります。事業詳細確定後、６月に改めて予算の補正をお願いしたいと考えております。 

款２総務費、項１総務管理費、目１０地域活性化事業費、ページは３７ページからと

なります。目１０地域活性化事業費につきましては、８０万２，０００円を計上しまし

た。前年度と比較しまして７０６万７，０００円の減額となります。主な減額の要因

は、節１９負担金補助及び交付金の中で、イベント実行委員会補助金を存目計上したこ

とがあります。漫画フェスタのあり方を含め、新町長のご意見を踏まえて６月に補正予

算を提案させていただきます。また、くまもとメディアコンテンツコミッション協議会

負担金も同様の考え方で存目計上しております。以上です。 

○総務課長（高橋 誠君） おなじく３８ページです。目１１情報通信管理費につきま

しては、光ケーブルを活用した行政情報、防災情報を伝達させる情報通信システム機器

等の維持管理費等に要する費用、３７５８万円を計上しております。 

節１３の委託料は、光ケーブル幹線系統の光伝送路保守委託料、庁舎内の情報センタ

ー機器、各家庭のＩＰ告知端末機器保守、光伝送路電柱移転に伴う保守委託、ブロード

バンド機器保守等、インターネットによる本町情報発信サイトの地域情報化推進事業委

託料を計上しております。 

なお、告知放送機器更新業務委託料は、行政放送防災放送を職員側で入力する庁舎側

のサーバー機器で、導入後８年を経過しているため機器の入替作業とデータ移管作業を

含め委託するものでございます。 

町ホームページリニューアル業務委託料は、平成３０年度に職員プロジェクトで企画

したものでございます。本町のサイト構成が１０年以上経過しており、スマホやタブレ

ット等の現代の情報端末での閲覧に対応していないことや、高齢者を含めた利用者が支

障なく利用できること、カテゴリ内の情報を管理する機能、職員側での情報掲載作業の

容易性向上、また災害発生時などの機能充実といった総合的な更新に併せ、観光移住サ

イトといった別で管理するホームページも統合、外国語対応するなどの経費を計上し、

情報化計画策定業務委託料は存目計上としました。 

節１４使用料及び賃借料にブロードバンド回線接続使用料、光伝送路電柱共架料、情

報通信システムサーバ機器使用料、インターネット接続回線使用料など計上しておりま

す。なお、平成３１年２月末の接続世帯は３８６世帯となっております。 
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節１５工事請負費の宅内ＩＰ告知端末機器設置工事費は、新築など新規世帯８世帯

分、１２１万１，０００円を計上しました。 

節１８備品購入費はＩＰ告知端末２０台、光回線終端装置などそれぞれ１０台分の購

入費１９７万５，０００円を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金のＩＣＴ利活用協議会補助金は、存目計上しました。 

 ３９ページをお開き下さい。目１２諸費につきましては、１，１０６万９，０００円

を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金に、人吉球磨広域行政組合負担金ほか各種協議会の負担

金、職員研修費等を計上しました。以上です。 

○農林振興課長（稲森一彦君） ４０ページの中段ほどになります。 目１３地域再生

戦略推進費です。目１３地域再生戦略推進費につきましては、平成２２年度に新設した

ものです。この中で、生き残り事業推進連携協議会を中心に、農業公社設立準備、農の

６次産業化に関すること等の業務を行い、近年は、農業支援などの地域おこし協力隊事

業、地域農業のあり方検討、農業研修生受入の検討等を行ってきました。これらについ

ては、既に湯前町農業再生協議会があり、検討事項や構成員となる委員の方も同じ方も

おられるということで、昨年度の総会の際に、湯前町農業再生協議会に再編させてもら

いたと提案し、再編しても良いのではとの意見もいただいたところです。 

つきましては、生き残り事業推進連携協議会で検討してきたことの中で継続すべきも

のは、湯前町農業再生協議会で協議していく。また、地域再生戦略推進事業費の中で予

算化していた、新商品開発などを支援する補助事業などは、款５農林水産業費 項１農

業費 目３農業振興費へ予算の組み替えるようにし、廃目とさせていただくようしまし

た。以上です。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 続きまして、４０ページからになります。項２徴税

費、目１税務総務費については、人件費、物件費等の経費が主なものです。先ほど項１

一般管理費でも説明がありましたように、平成３１年度から固定資産評価審査委員会に

係る予算については、総務課へ引継をしています。 

前年度と比較し、８４９万９，０００円増の４，７６４万６，０００円を計上しまし

た。１３委託料に、地方税ポータルシステム更改作業対応業務委託料２３６万６，００

０円を計上しました。内訳は、全国地方団体に対して、一度の手続きで電子納税をする

ことができる仕組みとなる、地方税共通電子納税システム導入に係る費用１０４万８，

０００円とその導入に係る既存の審査システムと国税連携システムの更改分、１３１万

８，０００円となります。法人や特別徴収義務者においては、一括納入が可能となり、

納付先ごとの納付書作成や指定された金融機関に持ち込むといった事務負担が無くなり

ます。 
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また、新規で登記済通知書入力支援システム業務委託料は、平成３２年４月より法務

局からの登記済通知書の電子データ提供が本格運用となることから、本町の受入システ

ムの導入が必要となり、１１万４，０００円を計上しました。 

節１４使用料及び賃借料については、節１３委託料で説明しました。地方税ポータル

システム使用料に、３１年度から導入します地方税共通電子納税システム利用料を含め

１２７万７，０００円を、３０年度途中から契約形態を変更し稼働中の地籍管理システ

ムリース料として、８６万９，０００円を、４２ページになりますが、登記済通知書入

力支援システム利用料に２６万３，０００円を計上しました。 

次に、目２．賦課徴収費については、徴収に要する経費として、昨年度と同額の６２

万５，０００円を計上しました。 

項３戸籍住民基本台帳費については、職員の人件費をはじめ、戸籍住民基本台帳事務

に要する物件費、経常的経費２，５７４万８，０００円を計上しました。前年度比２４

万７，０００円の増となりました。    

主なものは、節１９負担金補助及び交付金に、個人番号カード等関連事務負担金８７

万６，０００円を計上しています。これは、通知カード・個人番号カード関連事務及び

認証業務関連事務に要する費用に相当する金額の総額見込みにより、住民基本台帳人口

の割合により各市町村に交付され、国庫補助１０分の１０の手当があります。この額

を、機構が定める手数料を徴収することが出来る規定により「地方公共団体情報システ

ム機構」に支出するものです。以上です。 

○総務課長（高橋 誠君） ４４ページです。項４選挙費でございます。目１選挙管理

委員会費につきましては、選挙管理委員の活動経費として１９万円を計上しました。目

２選挙啓発費は、明るい選挙推進委員の活動経費として６万２，０００円を計上してい

ます。目３県議会議員選挙費は、４月７日執行の熊本県議会議員選挙に関する期日前投

票また当日の投開票日の経費について、それぞれ計上いたしました。 

４５ページです。目４町長選挙費は、４月２１日執行の湯前町長選挙に関する期日前

投票また当日の投開票日の経費について、それぞれ計上いたしました。 

４６ページです。目５参議院議員選挙は、７月に予定される参議院議員に関する予算

については存目計上いたしました。 

４７ページです。目６県知事選挙費は、来年３月に予定される熊本県知事選挙に関す

る予算については存目計上いたしました。 

４８ページになります。項５統計調査費、目１統計調査総務費２万４，０００円につ

きましては統計調査事務費と負担金を計上しております。また、目２指定統計費につき

ましては、工業統計調査、経済センサス調査、農林業センサス調査を予定しており、事

務経費を計上しました。以上です。 



- 122 - 

 

○監査書記（西村洋一君） ４８から４９ページをご覧ください。項６監査委員費、

目１監査委員費は、昨年より１万２，０００円増の１１４万７，０００円を計上いたし

ました。 

年間の監査実施計画に基づき、地方自治法に定められています決算審査、定期監査、

例月現金出納検査に係る経費や、県及び郡の監査委員協議会の研修会への参加経費を計

上しています。以上で監査委員費の説明を終わり、款２総務費全般の説明を終わりま

す。 

○企画観光課長（本山りか君） すみません。先ほどのご説明の中におきまして、誤り

がございましたので、ご訂正をさせていただければと思います。 

ページは３６ページになります。企画調整費の中の、節１１需用費の高熱水費の額

を、私６万６，０００円と申し上げましたが、６万円の誤りです。ご訂正をお願いいた

します。それともう１つ誤ってご説明しております。ページは３７ページです、目１０

地域活性化事業費のところなんですけど、主な減額の要因につきまして、イベント実行

委員会補を存目したことと、くまもとメディアコンテンツコミッション協議会負担金も

ということで申し上げたのですが、すみません、このくまもとメディアコンテンツコミ

ッション協議会ではなくですね、節８の報償費の中の３８ページの一番上になります

が、マンガを活用したまちづくり事業検討会外部有識者謝金、これが存目というこ

とになります。すみませんでした、申し訳ありません。 

○議長（倉本 豊君） ここで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩  午前１０時５８分 

再開  午前１１時１４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

款２総務費の質疑は項ごとに行うこととし、まず、項１総務管理費の質疑を行います。

ページ２６ページから４０ページまでです。 

○５番（味岡 恭君） ２８ページです。一般管理費の委託料のなかにですね、今年度か

ら５月１日から新元号が始まることになると思います。その中で新元号に対するシステ

ムの切り替えの委託料が入っていないように見えますが、どこかに入っているのでしょ

うか、お尋ねします。 

○総務課長（高橋 誠君） 電算運用支援委託料において、平成３０年度において、既に

委託業者の方で対応済みということで、いつ変わってもすぐに切り替えることができる

ということになっています。 

○５番（味岡 恭君） そしたらもうシステム的には全部完了しているということでござ
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いますが、他にまだ手配済みのところがないていうか、手当しなくてはならないという方

法はないのでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 職員で使用している電算システム、庁舎内のですね、その中

ですべて完了しているというところで、私の中では認識しております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○２番（椎葉弘樹君） ３０ページの広報・旬報デザイン作成関連について伺います。基

本的に民間でできるものは民間でという考えが、私の中ではあるのですが、このデザイン

の作り込みを公務として対応すべきなのかというところは考えなければいけないところ

かと思っていますが、総務課長はどのように考えておられますか。 

○総務課長（高橋 誠君） まず３０ページの１８の備品購入費でございますが、説明の

文字の訂正でございます。広報・旬報デザイン作成用パソコン購入費とございますが、そ

の旬という字が１文字漢字の変換ミスで間違っております大変申し訳ございません。ま

ず今説明ありましたデザイン作成のほう、職員のほうが今日々デザイン会社とやりとり

をやっているところでございます。これをまあ自前でやっていくのだというところでご

ざいます。 

これを民間委託するとですね、コストのほうが増になっているというところで、ここを

自前の職員でやったほうが、作業的にはスピーディさと、正確性が生まれると言うこと

で、今のところでは、職員側で全てやっていくというところで担当は考えているというと

ころでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） 経費削減につながることは、ご説明のなかでわかったのですが、

その公務員の仕事として、そのデザインの作り込みというところまでまあ、継続的にやっ

ていっていいのかというところを問いたいと思いますが、それについてはいかがでしょ

うか。 

○総務課長（高橋 誠君） いま現在では、そのまま続けさせていただきたいと思いま

す。 

○２番（椎葉弘樹君） 専用のソフトを使った場合、人の担当の入れ替えがあった時に、

そのソフトの使い方等を学ばなくてはなりません。たぶん、今の担当が変わった時に、じ

ゃあすぐ対応できるのでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） その付近の導入した後のソフトの使用方法等については、担

当のほうではすぐに引き継ぎができるもので選択したいというところで考えておりま

す。 

○２番（椎葉弘樹君） おそらく先ほどの経費削減の８６０万円ほどですかね、その中に

はその引き継ぎの作業等のロスとなる部分は含まれてないのかと思います。後ほどその

経費削減の詳細については改めてご呈示いただければと思うところです。  
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そして最後に１点だけ、これは印刷製本費が今１９４万円かかっているところが、印刷会

社の分の制作の部分を役場で引き受けるから、印刷代だけが発生するという認識で来年

度以降も印刷製本費が大幅に削減されるという認識でよろしいでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 印刷の製本ですけども、広報誌のほうは、昨年２５３万６，

０００円の当初予算です、それが１９４万円ということで、大幅削減についてはそのデザ

イン費、その構成の委託を含めたところでの、その印刷の構成、デザインのほうがなくな

るということで純粋に印刷代だけがこの今回の当初予算に入っているということでござ

います。 

○２番（椎葉弘樹君） 今回の１９４万円の当初予算、印刷製本費というのは、このソフ

トを使った時の製本代なのか、それとも最初のうちは、ソフトが入っていないわけですか

ら、最初は印刷会社のお願いしなければならない、何月から切り替えていうところを含め

たところでの金額なのでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 議員言われるとおり、私の答弁間違ってございますけれど

も、その広報印刷代の中にこのソフトを入れてからの、導入の削減と導入するまでの従来

のままの委託、といいますか印刷、それが混在していると思いますけれども、それが、い

つから導入できるかというのはちょっと確認させていただきたい、導入にどれくらい時

間がかかるかということですね。 

○９番（山下 力君） ４０ページの負担金、幸野溝土地改良区の負担金について、お尋

ねいたします。この４０万円については昭和６０年ごろからスタートして最近は負担金

になっておる４０万円でございます。負担金ということですので、幸野溝事務所が毎年ど

のような事業を展開して、いわゆる湯前町に法令上支出義務経費として、４０万円をいた

だいているものと思います。だからそれに答えて町は４０万円を出していると思います。

どのような幸野溝がそういう事業を行っているのかお聞かせください。 

○総務課長（高橋 誠君） 幸野溝土地改良区への補助が開始されたのが、調べたところ

昭和３９年度からということでございます。その当時の資料が現存していなくてですね、

手元にあるのがですね、平成元年の資料でございます。その元年の資料では、３９年度の

補助が開始時の目的が記載されておりまして、その中では防火用水としての機能、雑用水

としての機能、それに家庭から排水される汚泥水の沈殿除去等に関わる部分で、当時は湯

前町、多良木町、岡原村、上村のほうに、補助金というかたちで、また貴重な助成金とし

て運用資金にあてているということで、残っているところでございます。 

これまでについては、今年の分の助成金申請のほうですけども、湯前町、多良木町、あ

さぎり町さんのほうに、それぞれ申請出されておりまして、用水路、農業用水の他に、防

火用水、雑用水、それから先ほど言いました、家庭から排水される汚泥水の沈殿除去、公

衆衛生面の機能を有する維持管理助成金として申請があがっておりまして、それに対し
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て、助成金の支出を行ってきたということでございます。  

まず、総務課のほうでは、防火用水の町を縦断する細長い防火水槽というとらえ方では

ないんですが、そういったものの使用として、維持管理の助成金として出資してきたと私

のほうは認識しています。ただ湯前町が４０万円なんですが、それが土地改良区でどのよ

うに使われ方をしてきたか、私のほうも詳細に、これとこれ、というかたちでは、把握し

ていないところでございます。 

○９番（山下 力君） いろいろ言い訳を、今、説明いただきましたが、負担金でなぜ出

すのか、負担金はいわゆる法令上の湯前町が義務的経費として、支払いをするときに負担

金として支出されるものと思っております。 

例えば、国県の道路工事をする場合に、国県はこしこ出しますから、湯前町はこしこ出

してくださいというのが負担金。あるいは町村会や議長会が運営していくときに、湯前町

はこしこ出してくださいというのが負担金ですよ。今回の場合は負担金に該当しないと

思うんですよね、そこのところどういうふうに、説明できますか。 

○議長（倉本 豊君） ここで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩  午前１１時２７分 

再開  午前１１時２８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

○総務課長（高橋 誠君） 議員おっしゃいますように、助成金というかたちでなく、や

はりこれは補助金としてのとらえかたのほうが正しいんじゃないかと思っております。    

今後幸野溝土地改良区と協議していただいてこの付近の確認と、必要があれば修正を

させていただきたいと思っております。 

○９番（山下 力君） 先ほど課長が説明したとおり防火用水のために流すということ

で、４０万円を計上したと、まあ補助金申請があったと、だったらですね、その４０万円

を議会で削除した場合、幸野溝事務所は幸野溝に水を流さないのですか、幸野溝土地改良

区の目的からいってそういうことはできないと思いますよ。ですから先ほどの説明は言

い訳です。そこはちょっと町長、地方自治法１５７条、いわゆる地方公共団体等に町長は

指揮監督権があるんですよ。ですからいろんな土地改良区もそういう公共的団体ですか

ら町長として、即、幸野溝事務所の役員の皆さんとそういった協議をしていただいて、最

終日までに、そのまとめた案を出していただければというふうに思います。 

それとですね、今国は、地方創世、人口減少対策、若者の雇用の場を確保せよというの

が地方の大きな課題ですよね、人口減少対策として、そのような時ですね、土地改良区は

２、３年前に職員を退職された方が、再任用されています。そして今年３月退職される方
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も、再任用という話を聞いております。 

その理由はわかりませんけど、ですから若手の職場を確保するという意味では町長は

その公共団体に指揮監督権があるのですから、そこも少しは町として、減少対策にこうい

う考えかたがあるんだということを、やはり理事の方と協議をする必要があるんではな

かろうかと思います。 

ですから先ほどの負担金の話と、雇用問題、２つについて理事会で協議をしていただい

て、１４日まで何らかの回答ができれば、回答をしていただきたいというふうに思いま

す。 

○町長（鶴田正已君） その内容をお尋ねの上協議をお願いしたいというふうに思いま

す。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○７番（高橋一雄君） ３５ページ、地域おこし協力隊員の２名を想定されているという

ことですが、本町では４名の方に頑張っておられた時期があります。２名で必要と考えて

２名なのか、私は何名必要かとなったら、その分は予算を立てていいと思うのですがいか

がですか。 

○企画観光課長（本山りか君） 今回の２名の任用の要望につきましては、まずお１人目

につきましては、移住定住促進に関わる活動をやっていただきたい、ということで考えお

ります。その活動の例としましては、移住希望者の方向けの相談の対応、それから空きや

バンクの運営、ふるさと納税を通した町の魅力発信、ということを考えてお１人を要望さ

せていただいております。 

もうお一方につきましては、町の情報発信に関する活動をやっていただきたいという

ことで考えおります。町の総合情報サイトであります、ゆのまえかじりの運営、それから

地域情報や町内イベント等の取材および広報に関わる活動、ＩＣＴ関係機器を活用した

取り組みの企画及び運営、ということでお２人を要望させていただいているというとこ

ろです。 

○７番（高橋一雄君） 私もそうですが、若者は一度は東京とか都会にあこがれますが、

東日本大震災の後、若者の田園回帰の流れの説があるという考え方の本を何冊も読んで、

そういう流れを感じていますので、大胆に、他の自治体も地域おこし協力隊の募集が増え

たと思いますが、予算を組む時はもっと大胆に組んで、若者を湯前町に求めていただきた

いと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） 私のほうもですね、個人的見解でございますが、やはり

そういった若者の町への定住移住をすすめて参りたいと思っておりますので、今後そう

いったところの趣旨を踏まえて、さらにはこの制度はですね、国からの特別交付税で措置

をされますので、財源的にも満たされておりますので、きちんと活用がやっていけるよう
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に、今後また企画部門だけでなく、他の必要な部署、定住ができるように、仕事にすぐ３

年で終わりではなくですね、３年後につながるような職種のほうへの、定住が見込めるよ

うなところで計画をやっていきたいと思っております。 

○総務課長（高橋 誠君） 先ほどの旬報関係のデザインの方法ですけども、パソコンに

ついては、購入後すぐに作成可能ということで、デザインソフトもすぐに、インストール

しましたら、操作可能ということで、最低でも４月の２週目からの運用ができるというこ

とで、５月発行分からこの導入したものについてのでの作成での発行ができるというこ

とでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） ということは、平成３１年度予算であがっている、広報紙印刷代

１９４万円というのは、そのソフトを使った時の印刷代がこれだけかかってしまうとい

うことでしょうか。高いような気がするんですが。 

○総務課長（高橋 誠君） 印刷代というのは納品として、紙で印刷されてくるんです

が、それの印刷代だけというのが、１９４万円ということでとらえていただきたいと思っ

ております。 

○２番（椎葉弘樹君） であれば、そこは判断したいものですから、予算の確定までに会

議が終わってからで結構ですから、８６０万円の根拠についてお示しいただきたいと思

います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○９番（山下 力君） 各課残業手当、予算計上されていますので、総務課に代表してお

尋ねしたいと思います。時間外手当を予算計上しているということは、そういう時がくる

ということで予算計上していると思いますが、どのようなときに各課の担当課長は管理

する立場から、部下に残業を指示するのか、そこのところ総務課長代表して答弁いただけ

ればと思いますが。 

○総務課長（高橋 誠君） 各課時間外手当については、残業ということもあるんですけ

ども、夜の会議等々への出席そういったもの、あと緊急的な業務、明日まで報告しなけれ

ばならない、国県に報告しなければならない業務、そういったものが発生した場合や緊急

的な止むを得ないもの、残業を申請してそれを許可するという、時間外での仕事をさせる

というふうなことで、許可と指示はしているというところでございます。 

○９番（山下 力君） 基本的にはそういう考え方だろうと思います。各課の課長さんは

管理職ですから、部下がどういう残業をしているか把握はしておいていただきたいとそ

ういうふうに思います。これはなぜ私が聞くかといいますと、毎晩庁舎内の電気が遅くま

でついているんですよ。それを、住民の方が見てですねいわゆる役場は忙しいですねと何

をされているんですかという尋ね方をされますんで、それに答えきれないので質問をし

たわけでございますので、そういった管理はしっかりしていただきたいというふうに思
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います。 

それと今年の４月から働き方改革関連法が施行されます。いわゆる国は地方自治体に

も時間外の上限を規制を設けるようにと指導をしている、求めているというようなこと

も記事にかいてあります。 

県は国に準じて、働き方改革関連法で上限を決めております月４５時間、年間３６０時

間、国は求めておりますけれども、町の対応は今年の４月からどのような対応をする考え

でおられるのか、どのようなまとめかたをされているのか町長の見解をお聞かせくださ

い。 

○町長（鶴田正已君） 先ほどの残業のこととも絡むと思いますけれども、一時期、財政

改革とか再建とかいうようなことをもとに、職員の数が減ったという経緯がありました。

ただ現行の職員の数も適正な数がどうなのかということも含めて、現状としては、まだ具

体の対応には至っていないということころでございます。 

○９番（山下 力君） 私は、国が地方自治体にも求めているということを発言しました

けれども、これは事実かどうかどうでしょうか。国は地方自治体にも上限を設けるように

求めているのか。 

○総務課長（高橋 誠君） やはり地方自治体のほうにも、それを求めるような文書が来

はじめているということです。 

○９番（山下 力君） 正式にはまだ来ている状況ということですから、町長早くそうい

う状況を踏まえて、働き方改革関連法に乗っ取った職員の使い方、仕事の与え方をしてい

ただきたいというふうに思います。 

それから先ほど総務課長の説明で今年の７月からいわゆる自治体の室内での禁煙なる

という説明をされています。これは健康増進法の改正に伴って施行されるところですが、

湯前町はどのような対応を考えおられるのか、７月からですね、先ほど総務課長はまだ決

まっていないので、今からするというような説明がありましたけれども、町長どのような

対応をされるのかお聞かせください。 

○町長（鶴田正已君） このことにつきましては、事実上庁舎内は禁煙ということで、敷

地内にあっては、それなりの喫煙所を設けなければいけないということでございまして、

実は先般ＪＴからもおいでいただいて、その規制に合うにはどうしたらいいかというよ

うな、協議をしたところでございます。 

これは法律でございますので、そういった趣旨での対応をしなければならないという

ことではないかというふうに思います。 

○９番（山下 力君） 今朝の新聞ですか、城北のある市議会で、いわゆる議員がどう対

応するのかという、一般質問を行った結果、そこの市長はきっぱりと全面禁煙すると、い

わゆる健康増進法でタバコを吸わない人、望まない人が、受煙喫煙をなくすという法改正
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の趣旨を重く受け止めたいと、ですから全面禁煙にするという判断をされています。新聞

の記事ですよ、タバコを吸う愛煙家の方も、仕方がないと、いうコメントもされていま

す。町長そのような判断できないですか。 

○町長（鶴田正已君） 敷地内ということよろしいでしょうか、議員のご指摘は、現行で

あってはその法の規制の中でどうすればいいかということを協議しているところでござ

います。その全面禁煙が果たしてどうなのかと、今の時点では私、どうなのかなという印

象でお伺いしたところでございます。 

ただこのことにつきましては、継続的に今後オリンピックを契機にということで動い

ておりますので、協議は必要かと思いますけど、現時点では私としてはちょっと難しいの

ではなかろうかという印象を持ったところでございます。 

○９番（山下 力君） 庁舎内でタバコを吸うことができないというふうになれば、当然

愛煙家の方は外に出ます。そのときですね、タバコ休憩は設けるのでしょうね。休憩時

間、いわゆる午前１０時と昼休みと午後３時、それ以外には吸ってはダメというような愛

煙家の方との決めごとは必要かと思います。 

そこでお互いが妥協していただければ、室外の喫煙所は裏ではなくて、表ですよ、町民

から見えるところに喫煙所をつくって休憩時間に吸っていただく、そういった方向で喫

煙所を設けるようにしたらいいと思いますが、町長の見解はいかがですか。 

○町長（鶴田正已君） 今のご意見も参考にしながら、そういう協議になろうかと思いま

す。 

○９番（山下 力君） とにかく健康増進法はそこを目的としてますので、そこはしっか

りと判断をしていただきたいと思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○８番（黒木喜巳男君） 私は３７ページ、空き家のリフォーム補助金が、昨年同様

４５０万円計上されております。先日の補正におきまして、３００万円更正減額され

ておりますが、今年度は４５０万円の需要があるのでしょうか。お伺いします。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、本年度の実績につきましては、空き家リフォーム

は１件の実績ということで５０万円でございました。今後３月末までに、事業の完了報告

までできるものが対象となりましたことから、いまのところご相談等もなく、もう必要な

いということで減額をさせていただいております。 

次年度の４５０万円が必要かどうかということに関しましては、一応今年度同様とい

うことで、組ませていただいたのですが、私どもとしては、当初このリフォーム補助金を

立ち上げた際にですね、趣旨としましては、大きなものについて、空き家の利活用を推進

したいというのところが大前提であったところです。 

議員ご承知のとおり、平成２６年から空き家の調査をしまして、もう町内にはすでに２
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００軒程度の空き家があるというところです。これは空き家の管理については当然所有

者のかたの管理が大前提でありますが、ただそこに近隣の住民の方へのご迷惑等、影響等

もございますことから行政が看過することはできない、ということから、このリフォーム

補助金にいろんな経緯を踏まえながら至ったところです。  

４５０万円が妥当かと言われれば、これまで受けてきた相談の中で、なかなか進まな

い、というのが実情でございます。ただしそれを何で私たち始めたかと申しますと、やは

りそういう所有者のかたへの啓発というところが行政の役割ととらえて、啓発を行って

いるところです。その意味も含めまして、今後も空き家の利活用をはかっていきたい、や

りたい、そういう思いがございますので、今年度やってみた検証を踏まえましてですね、

ではどうしたら空き家の利活用が進むのか、そういったところも含めてですね、この予算

で啓発に力を入れていきたいそういう思いで４５０万円同額組ませていただいておりま

す。 

○８番（黒木喜巳男君） 是非ですね、そういう活用をしていただきたいと思ってお

りますが、また、そういう希望がないときにですね、住宅リフォームのほうは同じ２

００万円ですけど、全額使いきっておられます。たしか去年の全協のときも組み替え

の話がございましたが、そういうことは考えておられませんでしょうかお尋ねしま

す。 

○企画観光課長（本山りか君） この点に関しましてもですね、平成３０年度の６月補正

に向けまして、私どもから予算の組み替えにつきまして、これが拙速だったと反省してお

りますが、議員の皆様にも実情を踏まえて、ご提案をさせていただいたところでした。そ

の際のご意見についてはですね私の中で２つに割れたかと思います。 

１つは移住定住の観点から、もう１つは地域への経済波及効果、この２点で議員趣旨の

ご意見を伺ったつもりでおります。当然ですねこのリフォーム補助金の要項におきまし

ては、趣旨を２つ捉えておりまして、今申し上げました、移住定住の観点、それから地域

経済波及効果への観点、２点がございます。 

どちらも重要ととらえておりますが、ただし当初の設立の要項の趣旨は空き家の利活

用、移住定住促進というのが大きな部分、大半を占めていると私は思っておりますので、

その点につきまして反省をしてですね、そのことを捉えて、そのときは補正にまで予算の

計上をしなかった、という経緯がございます。 

この補助金につきましては、３年の時限立法でさせていただいております。ということ

はですね、私どもは３年間の期限を付けましたのはですね、やはり補助金をやってみて、

これがどういった効果をもたらすのか、そういうことを検証したいというのがまずはあ

ります。やはり何でもですね、補助金とか新しい事業をするときには、やってみないとわ

からないところがあるものですから、本当にこの１年やっただけでもですね、非常に多く
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の課題も見えて参りました。ですので、またはですね初年度に応募していただいた方、そ

れから今後応募ご予定の方、そういった方々、平等性の観点からもですね、やはり３年間

は検証をやりたいということですので、３年間は同じやりかたでやらせていただいけな

いかと考えおります。 

○８番（黒木喜巳男君） 確かに趣旨はよくわかりますけども、住宅リフォームのほ

うは希望者が多くてできなかったということも聞いております。出来ましたらそっ

ちのほうにまわせばですね経済効果もありますので、是非そういうことで一応検討

していただきたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） 移住定住の趣旨があると申しましたが、移住定住またこ

れも２つに分けて考えますと、今お住まいの方々、住民の方々が、今後住み続けたいと思

われるときが、おそらく住宅の改修をされると思います。ですので、定住の意味は非常に

あるかと思います。 

一方、空き家についてはですね、今、町民の方でも世帯を分離したりとか、そういった

こととかありますが、これは外から来られる方の住宅の確保、という観点がございますの

で、その両方も踏まえながら、考えていきたいと思っておりますが、先ほども申し上げま

したとおり、３年間を検証の期間ととらえさせていただき、その検証の結果をですね、お

示しいただいた後にですね、またいろんなご意見をいただいて、制度の見直しを考えてい

きたいと思っております。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○３番（森山 宏君） 黒木議員のと関連しますけど、今言われた住宅リフォーム、

これは申請者を９件あったうち４件は断ったと、私たち付け替えを要望したのです

けども、空き家リフォームのほうに付け替え措置から、住宅リフォームのほうへは付

け替えを検討されなかった、そして３１年度も同じ方向性とおっしゃっります。今課

長がおっしゃったように、移住の空き家バンクというのもわかりますけども、定住の

ほうで考えていただいて、今おらす住民の方、町民の方が出ておられた子供さんと

か、町外に出ておられる、ご子息、孫が一緒にやっぱり湯前で、「住もごたんな、じ

いちゃん、ばあちゃんと住もごたんな」と言うときのリフォームていうのが、この住

宅リフォームだと思うのですよ、定住促進の意味からもですね。移住も確かにわかり

ます。難しいのもわかっております。ただ家があったら、実家があったら帰ってくこ

られるときの住宅リフォームていうのを、企画観光課のほうで作っていただいた、こ

れの利活用を考えたときですね、断るのじゃなくて、これの付随して経済効果もあり

ますよ、断るのじゃなくてですよ、これだけの要望があったとしたら、実質５件と１

件でしょ、３００万、実質もっていけばあと５０万また返すのではないかなと思いま

すけども、するとまるまる住宅リフォームのほうですか、そっちのほうが、対応でき
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たわけでよね、ですから３年間の時限立法とおっしゃっるんであれば、逆にですね時

限立法ですので、その中の用途、付け替えていうのは、１年で検証、平成３１年の途

中からでもいいですので、付け替えのできるような融和な発送というか考えをもた

れる検討機会はないですかね。 

○企画観光課長（本山りか君） 定住を今後されたいという方々に関しましても、実際、

今年度、５件要望がございまして、採択をさせていただいたところです。 

その５件の内容も私たち詳細に分析したわけではございません。議員が今おっしゃっ

たように、何のためにこの改修をやるのかというのが、ある程度この補助金を希望された

ご家族の構成ですとか、ていうのが少しずつ見えてくるんですね。たった５件なんですけ

ども、そこらへんもですね、分析の対象として私たちとらえておりまして、どういったニ

ーズが本来必要であって、どういったニーズに対して行政が支援をしなければならない

のか、といったことも考慮して幾必要があると考えおりますので、そういった意味で検証

をさせていただきたい。 

今をもっても、非常に意見が分かれるところで私たちも対応に大変苦慮をしておりま

す。担当がですね、窓口で「なんでですか、予算これだけこっちにはあるのでしょう」と

いうご相談もあり、担当が非常なエネルギーを以て対応してるわけなんですが、議員のお

っしゃっる趣旨もよくわかりますので、そういったところも、どちらがどうなのか、とい

うのもまた今後、今年度も今ひとつ検証をさせていただいて私たちなりの分析をした結

果を皆様に公表して参りますので、その時点でのご判断をお願いしたいと考えおります 

○議長（倉本 豊君） ここで昼食のため休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩  午前１１時５８分 

再開  午後１２時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。ただいま款２、総務費、項１総

務管理費の質疑の途中です。発言を許します。 

○５番（味岡 恭君） ３７ページの先ほど黒木議員と森山議員が聞かれましたけ

ど、その関連でまたお尋ねしたいと思います。住宅リフォーム補助金ですが、先ほど

話しを聞いておりますと、用途がはっきりしてないと、移住定住の住居の部分にしか

補助金は出せませんよという文言は、はっきり書いてあるのかお尋ねします。 

○企画観光課長（本山りか君） すいません、要項のほうには一応補助要件としまして

は、先ほどのような世帯の要件とか、そういうのはありませんで、ただ住宅を改修して２

年以上お住まいの意志を確認させていただければ、それで済むことでございます。 

○５番（味岡 恭君） もう少しですね、はっきりと用途、つまり補助金を出すとい
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う用途は、はっきりと明確に出しておいたほうがいいのではないかと思いますが、再

度お尋ねします。 

○企画観光課長（本山りか君） 要項の中にはですね、どういった要件が該当になるとい

うというのは、はっきり謳ってはおります。 

○５番（味岡 恭君） わかりました。それともう１点ですね、住宅リフォーム補助

金についてお尋ねします。これが今年で２年目、１年目の時にいろいろ２００万円の

予算でやられたときいております。その時に申込者が多数おられたと、その締め切っ

た後にも数人の方からもうないんかなという話もお尋ねしました。 

ということで、先ほどから聞いていて、順番制ていうんですか、先着順ていうんで

すか、なんかはっきりしてない部分のあったものですから、ある程度の期間を区切っ

て、抽選なら抽選というやりかたのほうがいいのではなかろうかと思いますが、今後

いかがお考えでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） その点に関しましてはですね、先ほど前からご説明して

おります。現時点での補助要項には明記してないところです。そのことから、今年度先着

順という形で滑り出しをやっております。 

そういったところから、今年度先着順で始めてしまったもので、次年度、３年間続くわ

けで、あと２年残っておりますがそのやり方で、公平性をもって同じやりかたですすめさ

せていただければと思っております。 

○５番（味岡 恭君） 改築する方には非常にいい補助金だと思います。そういうこ

とでやはり公平性を保つためには、期間を区切って申し込まれた後抽選か、まあ他の

方法をとられるとか、みんなに公平になるように対応していただきたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） 今私が申し上げました趣旨としましてはですね、今年度

申込をされて、先着順というやりかたでさせていただきましたので、次年度にお申し込み

をされる方につきましても、今年度との公平性を保つために先着順というやり方でさせ

ていただきたいと思います。 

○５番（味岡 恭君） 住民からすれば、先着順であれば少し不公平がでるのではな

いかというふうに思いますので、ある程度期間を区切って、その中で抽選、または他

の方法、平等に考えられるような対策をとっていただきたいと思います、再度お尋ね

します。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩  午後１時０４分 

再開  午後１時０６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。発言を許します。 

○２番（椎葉弘樹君） 現在の住宅リフォーム補助金の要項を見ますと、移住という目的

趣旨が入っておりません。一方、空き家リフォームのほうは移住定住となっております。               

ということは、住宅リフォームにおいては湯前町に住んでいる方が条件を満たせば対象

になるわけで、その要件を先ほどの味岡議員の部分も含めて要項は速やかに検証して、速

やかに直していくべきだと思うのですが、そのへんについてはいかがでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） 要項のほうにそもそも今ご議論いただいている採択のや

り方、そういうところが明記していなかったものですから、こういったことになってしま

ったのかなと反省しておりますので、今後どちらにするのかの検討も含め、考えさせてい

ただければと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） そしてですね、今年度の募集というのは、これからされるのでは

ないのですか。今、３月ですけど、ということはまだ十分検討されて、どういう募集にす

るのか抽選にするのか若干余裕がありますので、そのへんも含めて検討いただきたいと

思います。 

○企画観光課長（本山りか君） そのつもりでご提案をさしあげておりまして、当然です

ね、この予算をご可決いただければ、すぐ募集の段取りにはいらないといけませんので、

先着順でやるのか抽選でやるのか、というのも今決めないといけないことなんですね、そ

ういったことも踏まえまして、本日の議論も含めまして検討させていただき、この場でお

示しできるようにというようなスケジュール管理で、今回の当初予算の議決までに結論

を出させていただき皆様にご理解いただければと思います。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

○６番（金子光喜君） 私はふるさと納税についてお伺いさせていただきたいと思いま

す。返礼品に関しましては３割以内ということで通達がありまして、どこの自治体も同じ

ラインに並ぶことになりましたので、昨年よりかなり減ったかたちでの予算立てになっ

ておりますけれども、やり方次第では、ここは大きくなっていく可能性もあるのかなと思

っております。 

現状ですねお米の返礼品については、１番多かったわけですけども、農業公社の運営が

厳しくなってきたということで、そこの対応はどうなっているかということと、あとほか

のリストでですね、新しくこういったものに取り組みたいというのがあればですね、ご提

示願いたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） 米に関しましては、うちの返礼品の中で、順位で申しま

すが、第３位であります、その１００パーセントに近い数字を農業公社様からご提供いた

だいて返礼品として取り扱いをさせていただいておりました。 

公社の経営状況から今年度は作付けをされないという情報がはいりまして、その後担
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当とも協議をしたところでございました。正式な農林課との協議は設けておりませんけ

ども、ただすぐに取り組まないと、第３位を誇る返礼品でありまして、非常に機会を損失

してしまいます。ということからできれば農家さんとかにですね、個別ではあってもです

ね今現に１人の事業主さんとしてご登録いただきまして、数量としてはすくないのです

けども、少なからずでております。 

そういったところも踏まえまして、農家様にご協力いただけるところはいただいてと

感じております。またＪＡさんとの関係もございますので、そういったところも、できる

のか、できないのか、そういったところも含めて検討を取り急ぎやっていきたいと考えお

ります。 

そして新しいアイテムについては担当課のほうでこれまではずっとやって参りまして

が、なかなか実情を申しますれば、職員体制の問題もございましてそこへの取り組みが今

年度は非常に手薄になっております。こういった問題もございますので、あとはふるさと

納税の返礼品についてどうとらえて、町の財源としてとらえて、体制を整えてまでやるの

かやらないのかそういったところも検討しないと、ただそのアイテムを１つ２つ増やす

とか、随時的な対応になりかねませんので、そういった大きな問題ところの解決を計って

参りたいと思っております。 

○６番（金子光喜君） 町の取り組んでおられる取り組みの中で、いわゆる利益を上げる

ような活動につながってくるというのはここだけなのかなと思います。財政力の小さい

町村がいろんなことをしながら広く国民に支援をお願いするという流れでできたのがこ

の制度ですので、しっかり取り組んでいくことで、財政力というのもおのずとついてくる

と思いますし、可能性はあると思います。 

そのへんしっかり検討いただいた上で、本町の魅力きらりとひかるところを探してい

ただきながら検討いただきながら、取り組みに加えていただきたいと希望するところで

す、農家の底力も実際あると思います、町の底力もあると思います、しっかりこのへんも

町のほうでも探していただいて磨きをかけていくことで、よりよいこの制度が生きてく

る形になると思いますのでがんばっていただければと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） ふるさと納税はそもそも町に応援をいただける寄附の制

度でございまして、この趣旨は間違えないようにまず第１点はとらえております。返礼品

についてはですね、やはり市町村ががんばって、こういったところもありますと、売り込

んでいく市町村間の競争になっております。そこは議員おっしゃるような姿勢でやって

参りたいと思っております、 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○９番（山下 力君） ４０ページの職員の研修費についてお尋ねをいたしたいと思いま

す。今年２２７万円の予算を計上されています。どのような予定がなされているのかお聞
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かせください。 

○総務課長（高橋 誠君） 職員研修費につきましては、まず職員の階層別研修といいま

して、主事級、係長級、課長級そういった階層別研修をおこなっております。あと専門的

な研修、スキルアップ研修ということで、各課の業務に応じた研修の個別研修を予定して

います。あと全体研修については、個人情報保護関係また会計年度職員の関係もあると思

います、また人事評価とうの全体研修を予定しております。 

○９番（山下 力君） 今、説明を受けたような計画はしっかりとやっていただきたいと

思いますし、そのほかにですね職員の個人個人で自分の質アップのために、こういう研修

を受けたいという職員の方もおられると思うんですよ、そういった時に今考えられる研

修先はどういうところがあるんでしょうか、例えば１ヶ月か２ヶ月か３ヶ月かこの場を

離れて自分を磨いてくるという研修先というのは、どういうところが想定されるんです

かね。 

○総務課長（高橋 誠君） やはり地方公務員としての自分を磨きあげるということで、

過去には自治体とか、２ヶ月、３ヶ月といった長期的に専門的に受けてくるという研修も

ありましたが、これについては、最近は、ここ何十年かは受けた職員はいないと思いま

す。 

もう１つは、Ｂ＆Ｇ関係もありました。これについては今年度ちょっと今の職員体制で

は派遣できないところでございます。ただそういった自治体とかのですね希望を募りな

がら行っていただく気持ちのある人にはやはり、叶えさせてやりたいなというところは

あります。 

ただ、やはりまだそのほかにもですね、スキルアップについては研修を見つけていただ

いて、どうしても行きたいなら行かせてやれるような手配はしたいと思っております。 

○９番（山下 力君） 今、総務課長がそういった方がいれば応援したいという答弁でご

ざいますが、職員の中にもそういう気持ちを持っておられる方はおられると、ですからや

はり町長はじめ管理職の方がそういった声に耳を貸して、行ってこいと、勉強になるぞ

と、そして町のリーダーになってくれというような、後ろから押してあげるというような

姿勢も必要ではないかなと思います。そういった時に、今、課長も言いましたとおり、こ

こ私が知る限り福祉課長が何十年前に行かれていると思うんですよね、その後あまり行

っておられないという状況だと思うんですよ。ですから、そういった研修に毎年何十人は

行かれないと思いますが、少なくとも１人くらいは行かせるような、行っていただけるよ

うな雰囲気を作っていただければと思います。 

その時にですね、町には人材育成基金があります。いわゆる上限として６，１５０万円

があるわけですが、これが最近使われていないと思うんですよね、せっかくあるのですか

ら、ただ６，１５０万円は果実運用型ですので、わずかな今の利子の状況じゃ果実はうま
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れないと思うんですよね、そこで会計責任者今の利率を考えたときに６，１５０万円の人

材育成基金の果実はどれくらいうまれるのかお聞かせください。 

○会計管理者（愛甲正之君） 現在、ご存じのとおりでございますけれども、マイナス金

利という状況という中です、いま現在、店頭金利が０．０１パーセントというかたちにな

っておりますので、６，１５０万円ですので、６，１５０円というかたちになりますが、

いま現在、預けている分はその倍額の０．０２パーセントで契約をしていただいています

ので１２，３００円という金額になります。 

○９番（山下 力君） 町長、今、聞かれたとおり、せっかく人材育成基金があるのにで

すね、果実運用という基金ですので、今、言われたとおり６，１５０万円じゃあ、1万２，

３００円の果実しかならないと、それじゃ先ほど後押ししてでも勉強に行ってこいとい

う人のためには使われない状況なんですよね。 

その現状について、町長どのような見解をお持ちですか。 

○町長（鶴田正已君） その人材育成基金については、今、果実運用型であるとすればそ

の運用であるとそのとおりだと思います。その中で、今、総務課長が説明しましたとお

り、研修等々の予算あるいは、そういう思いがあればということでございますので、運用

としての人材育成基金の運用がそうであるならば、そのことを変えるか、あるいは他の財

源をもって研修にあてるか、ということになってこようかと思いますけども、議員ご指摘

のとおり職員それぞれの研修はですね、投資としてやっていかなければならないことだ

と思いますので、そのへんの工夫が必要かと思います。 

○９番（山下 力君） せっかくですねそういう職員がでてきた場合ですね、使いたいと

思うんですよね、使っていただきたいと思うんですよね。その時に果実運用型じゃだめで

すから、この基金をですね取り崩し型の基金のほうにですね切り替えるというような考

えも必要かと思います、この件についてどうでしょうか。 

○町長（鶴田正已君） そのことはやぶさかではございませんで、人材育成のために使う

という目的と、それから内容をしっかり見定めながらの運用ができるようにすればとい

うことで今お伺いしたところでございます。 

○９番（山下 力君） まあとにかく職員の方にですね、そういった積極的な働きかけ

を、勉強してこいということと、その基金の見直し、これをしっかりと取り組んでいただ

きたいというふうに思います。 

総務課長そういう姿勢でですね、新しい町長との協議に入っていただきたいというふ

うに思います 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○１番（遠坂道太君） 私はですね、例規システムについてお尋ね申し上げます。２９ペ

ージですね、例規整備支援業務委託料、それから３０ページの文書広報費の中で町例規デ
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ータベースシステム保守委託料とありますけども、まあ一応、最初のほうはこの本のほう

だと理解しております。後のほうはデータベースでホームページのほうと思いますけれ

ども、今後どちらの方向に持っていかれるのか、両方とも今後ともやっていかれるのかお

尋ねしたいと思います。 

○総務課長（高橋 誠君） ２９ページの例規整備支援業務委託料については、説明の中

で申し上げましたとおり、平成３２年の４月にですね会計年度任用職員、この制度が導入

されることにあたり、本町の多岐にわたる例規、条例、要項にわたってきますのでそれの

業務支援を行ってもらうための委託料となっております。 

これは年度・年度、新たなテーマごとに発生した場合の例規を想定しているわけで、今

年度については会計年度任用職員に関しての例規整備を改正関係も含めてですね、委託

するところでございます。 

町例規データベースシステム保守委託料、これは３０ページですね、これについては議

員おっしゃられるとおりですね、例規集全体をホームページのほうにアップして公開し

ているそれの保守委託料になっております。 

それぞれ目的が分かれているといういい方になるんですかれども、全体的なものは、こ

の３０ページのもの、例規整備が年代ごとにわかれるものは、それぞれ２９ページの例規

支援のほうで行っていくという形でございます。 

○１番（遠坂道太君） はいわかりました。例規集ございますけれども、ホームページの

ほうからひらいますと、やはり詳しくデータベースが出てきていないというふうに思う

んですよね、詳しい内容が知りたいときも、ちゃんとしたものがでていないと、この補助

事業にしろその中身が載ってないものですから、そのあたりの整備もされるわけでしょ

うか。 

○総務課長（高橋 誠君） 例規データベースシステムのほうは、町の例規集すべてを載

せているところでございます。これには条例、規則、要項、と載せております。各課で持

っているような、内規と言いますかそういったものについては順次あげていくようにと

いうことで言ってはいるところでございます。 

まさに町民のほうに公開していくことが、このデータベースシステムでございますの

で、そういった方針で今後も進めて参りたいと思っております。 

○１番（遠坂道太君） はい、今後やはりそういった、課長のほうから言われましたよう

に、中身のほうも詳しくわかるような形での、整備をしていただければ幸いと思います。 

また、いろんな事業の取り組みにしろ、農家の方も、そういうふうな中身を見た形での、

先ほどもリフォーム関係がありましたように、やはりその理解がですね、進め方がはっき

りわかっていないと思います。そのへんが分かればいろんな迷いもないと思いますので、

今後そのような取り組みをしていただければと思います。 
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○２番（椎葉弘樹君） ３９ページの町ホームページリニューアル業務委託料についてお

伺いします。 

まず、この来年度にかかるランニングコストについて、現状と今回提案されている内容

の比較をどのように考えられているか伺います。 

○情報統計係長（有馬博士君） 当初予算に計上している予算ですけれども、これホーム

ページの構築費ということで考えておりまして、ただこれを実際にプロボーザル方式で

提案募集する際には、構築費のみではなく５年間程度の保守関係経費も提案にふくめて

いただくというふうに審査をして、委託業者を決定したいと考えおります。 

○２番（椎葉弘樹君） 私がお伺いしていたのは、現状とランニングコストと今回提案さ

れる予定のランニングコストの比較についてです。その数値がわかっていれば、お伺いし

たいと思います。 

○情報統計係長（有馬博士君） 現在、すみませんちょっと正確ではないですけど、年間

６０万円から７０万円程度の維持費がかかっているホームページが３サイト、そしても

う少し低廉な額になりますけれども１サイトと、合計４つのウェブサイトに対して維持

費を払っている状態で、おそらく合計で２００万円弱くらい、１８０万円、１９０万円ぐ

らいの年間の予算がかかっているのではないかと記憶しておりますけれども、それを１

サイトにまとめていくということになりますので、その分のコスト、年間の保守料の削減

効果が出てくるものと、今回当初の構築費としては大きくなってきますけど、それらのサ

イトをメインのサイトとサブサイトという形に統合していく形で考えておりますので、

年間のそういった保守料というのは低廉に押さていくことができるのではないかと考え

おります。 

○２番（椎葉弘樹君） 県内の自治体で、私ちょっと調べてみたんですけれど、荒尾市と

山都町、これがプロポーザル方式を採用してのホームページの構築をされています。        

ご紹介しますと荒尾市のほうが、上限５００万円でのプロポーザル、そして山都町では上

限５７０万円でのプロポーザルとなっております。 

また、年間の維持費については、荒尾市のほうは９４万円ということになっておりま

す。それと比較した時に、本町が高くなっている理由というのは、その４つのシステムを

合体するから、合わせるから高くなっているのか、それとも今はただ細かく見積もってな

いので、だいたい８００万円くらいかかるだろうという想定なのか、その見積りの根拠を

お伺いします。 

○情報統計係長（有馬博士君） 割高になっているということで、原因としまして一番大

きいのは、先ほどちょっと説明で出しましたけど、サブサイトの構築というもののデザイ

ンの経費がですね余計にかかってしまう。行政のサイト１本ということであれば、ウェブ

サイト１本分のウェブサイトのデザインでいいわけですけど、現在、地域情報発信サイト
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として設けております部分、そして観光サイト、そして美術館のサイトがございますけれ

ども、全２社、情報発信サイト、そして観光サイトについては１つのサブサイト、そして

美術館のサイトはですね、これはきちんとのこしておこうということで、２つめのサブサ

イトということで考えおりますので、２つのサイトの分のデザイン構築費が余分にかか

ってしまうということで、予算がこのようになっているということで、実際にはプロボー

ザル方式で、一社随契ではなくてですね、ということでなんとか押さえていけないかとは

考えおります。 

○２番（椎葉弘樹君） この複数のサイトを１本にまとめているから少し割高になると解

釈したんですが、自治体の本来あるべきサイトと、果たしてそのサブサイトというのを行

政が持たなくてはいけないのかという議論は当然必要かなと思っていまして、これは持

つことによって当然自治体の負担は増えていきます。そのあたりのプロジェクトでの検

討経緯というのはお示しいただくことはできないのでしょうか。 

○情報統計係長（有馬博士君） お示しすることは可能でございます。整理もしてござい

ますので、今年度平成３０年度の職員のプロジェクトチームでの検討内容という形であ

りますので、お示しすることは可能でございます。 

○２番（椎葉弘樹君） その検討結果を見た上で、この金額が妥当なのかということは判

断させていただきたいと思いますが、課長の説明の中に外国語対応等も入っておりまし

たので、それも、いま現在、果たして外国語対応も含めたほうがいいのかということも含

めて、ちょっと確認させていただきます。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○９番（山下 力君） 金子議員と関連ですけども、ふるさと納税について、課長の説明

で皆さん方理解しておりますけれども、本来の目的は自治体を応援する基金なんですよ

ね、ですから課長の考えもあると思いますですけども、産品の返礼品だけでなく、いわゆ

る政策、町はこういう事業に取り組んでおります、これに応援してくださいという政策と

か事業とかあれば教えてください。 

○企画観光課長（本山りか君） 現在のところ、そういった政策に対する応援のようなも

のは持ち合わせておりません。 

○９番（山下 力君） 大切なことだと思うんですよ。原点に返って、ですからこれは町

長部局としっかり話し合って、いっぱいある中でこれに特化して発信しようと、そして応

援していただきたいと、それを考えていただければと思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○５番（味岡 恭君） ３３ページの公有林管理費の中の役務費の中の森林災害保険料３

４３万５，０００円ほど今年度の予算が組んでありますが、約４０万円か５０万円近く今

年度は上がっております。この値上がりしたのは契約の内容が変わったのか、面積が変わ
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ったのかそこらへんをお尋ねいたします。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 契約につきましては、部分部分等ございますけれども、

単年で契約するもの、３年、４年で契約するものがございます。今年につきましては、３、

４年で契約するものの更新時期でありまして、そういうことで額が上がっているという

ことあります。 

○５番（味岡 恭君） これは立木保険なのでしょうか、内容は。 

○農林振興課長（稲森一彦君） そうですね、立木になりまして、山火事だったり、風水

害等による立木保険ということになっております。 

○５番（味岡 恭君） 立木の他には何か補償というか保険はないんですかね、入るやつ

は保険に。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 立木だけになっているかと思っております、内容によっ

ては火災だったり、土砂災害による立木とかというふうなこともあるかと思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○１番（遠坂道太君） ３３ページですけども、１４の使用料及び賃借料の森林ＧＩＳシ

ステム使用料ですけども、効果についてお尋ねしたいと思います。 

○農林振興課長（稲森一彦君） これにつきましては、森林基本図、森林計画図、森林簿

ですね、これらの基本情報をデジタル化してシステム化したものになります。これにつき

ましては作業計画であったりとか、あと補助事業を実施するときなどに当然地図情報を

つけて出しますので、そういうふうなものに主に使っているところでございます。 

○１番（遠坂道太君） 境目がわからないとか、そのあたりについても正確な形がでるの

でしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） それにつきましては森林情報というところで、境とか所

有者というのは森林整理簿というのがあります、それも含めましてこのデータ化の中で

管理しているところでございます。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○３番（森山 宏君） ３３ページの一番上、町有施設解体工事、これはどこの施設なの

かお尋ねします。 

○総務課長（高橋 誠君） 今、存目であげているところでございますが、旧南部保育所、

下村にございます旧南部保育所のほうに、旧旧南部保育所を使っておられる団体が、そち

らのほうに活動の拠点を移動されるということで今考えおります。その後、旧旧南部保育

所、馬場にございます、そこに、今、潮大橋の下にですね、小川邸というところで倉庫代

わりに使っているところがございます、その倉庫代わりに使っている小川邸が朽ち果て

ていくところで、ちょっと危ない倉庫がわりになっているということで、旧旧南部保育所

にイベント関係の倉庫の機能を移して、潮大橋の下の旧小川邸のほうを取り壊せればと



- 142 - 

 

いうところの解体工事の存目計上になっております。 

○３番（森山 宏君） 旧旧南部保育所の利用者が移動するということは、ちょっと聞い

ていたもんですから、まあ移動されるほうが了承したかしないか分かりませんが、それと

今度は旧南部保育所、下村のほうですね、町有地草刈り等委託料で６５万９，０００円上

がっております。これは旧南部保育所のみの草刈りのことですか。 

○総務課長（高橋 誠君） 説明が不足しておりました。旧南部保育所他、町内の町が管

理しているところ、代表的に言えば球磨川鉄道の沿線のつつじ関係、草刈り関係でござい

ます。職員のほうでも年に数回やっているのですけど、それでも追いつかない部分を町有

地草刈り等委託料で賄うというところでございます。 

○議長（倉本 豊君） あとは総括もありますので、次に進みたいと思います。 

 次に、項２徴税費、項３戸籍住民基本台帳費、項４選挙費、項５統計調査費、項６監査

委員費は一括して質疑を行います。質疑ありませんか。ページは４０ページから４９ペー

ジです。 

○１番（遠坂道太君） ４１ページの委託料で不動産鑑定委託料とありますが、これはど

ういったかたちでの鑑定をされるのか、お尋ねしたいと思いますが。 

○税務町民課長（堤田真由美君） はい、こちらの不動産鑑定委託料につきましては、土

地の評価事務が円滑かつ公平に行われるよう、総務大臣の告示した固定資産評価基準に

基づき適正な把握、評価し固定資産税の適正、公平な課税をするための委託料となりま

す。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○６番（金子光喜君） お尋ねいたします。個人番号カードに関してお伺させていただき

たいと思います。４３ページにですね負担金補助及び交付金の中に、負担金についての８

７万６，０００円が出ておりますけれども、どういった内容なのかをまずお伺いさせてい

ただきたいと思います。 

○税務町民課長（堤田真由美君） これは通知カード、個人カード関連事務及び認証業務

に関する事務の費用に関する負担金になっております。 

○６番（金子光喜君） 分かりにくかったんですけど、それと現状個人番号カード取得さ

れているのかお伺いします。 

○税務町民課長（堤田真由美君） ただいまマイナンバーカードの交付数は３５２枚とな

っております。申請はその他にプラス８０枚ほどありますけど、死亡されたり、転出され

たりして、未受領もあります。 

○６番（金子光喜君） ただ住民の割合からすると１割くらいということになるかと思い

ますけれども、その状況ではカードの意味が半減するかと思いますけれども、通知カード

はそれぞれの家にきているかと思います。個人番号カード、マイナンバーカードを作って
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くださいという流れは、また国のほうから強く言ってきているのでしょうか。 

○税務町民課長（堤田真由美君） はい、マイナンバーカードについては今後保険証の内

容を記載するとか、国のほうもいろいろ考えおりますが、なんせこちらのほうで使うとこ

ろがあまりないというのがちょっとネックになりまして、今のところ身分証がわりに申

請をされてるのが主な現状です。 

もう少し利用が、中の利用ができるような状況が見えてくればこちらのほうも申請を

促すこともできるんですが、なかなか利用ってところがネックになってて、こちらのほう

も申請をしてくださいねというお願いができない状況にもあります。そういう現状でも

あります。 

○６番（金子光喜君） テレビ等でですね、将来的には保険証のかわりになるような対応

をしたいという話があっておりましたので、まあいろんな形で町のほうもこの普及に力

を入れていただくのかなと思っておりましたので、まあ今後いろんな形で国のほうから

も言ってくるとは思いますけれども、しっかりと対応していただくことを、希望します。 

○議長（倉本 豊君） 他にありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので次に移ります。款３民生費の説明を求めます。 

○保健福祉課長（白川一雄君） ４９ページからになります。款３民生費をご説明申し上

げます。民生費は８億３，０３９万円を計上しました。前年度と比較して４，０３５万５，

０００円の減であります。歳出に占める構成比は３０．６パーセントになります。 

以下、目ごとに主なものや新規の項目を中心にご説明申し上げます。目１社会福祉総

務費につきましては、３億１，８２７万１，０００円を計上しました。前年度と比較し

て２，０８６万６，０００円の減であります。減の主な要因は、節１３委託料に計上し

ておりました上中球磨巡回支援専門員整備事業委託料について、事務局町村当番が本町

から水上村に変更となったために、皆、減となったこと、及び節１９負担金補助及び交

付金の町社会福祉協議会補助金、節２０扶助費の障害児通所事業扶助費の減などによる

ものです。 

 節１報酬の民生委員推薦会委員報酬は、民生委員の３年の任期が満了する年でありま

すので推薦会を３回分計上しました。節２給料から節４共済費にかけて常勤職員８名分

の人件費を計上しました。 

５０ページの節１９負担金補助及び交付金は、社会福祉協議会補助金２，１６１万千円

などを計上しました。 

５１ページの節２０扶助費は、障害者総合支援法等に基づく障害者支援のための扶助

費を現在の実績見込みにより１億８，４５６万１，０００円計上しました。障害者の居

宅介護、生活介護、施設入所、就労継続支援などに要する経費である障害者介護給付
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費、訓練等給付扶助費、障害児の放課後等デイサービス事業所や児童発達支援事業所な

どに係る障害児通所事業扶助費等が主なものです。昨年度までの福祉タクシー事業助成

金は、路線バス利用への補助も併せて行うため高齢者等移動支援助成金と名称を変更し

て計上しました。 

また、昨年度までの障害者地域生活支援事業等扶助費は、その内容や国県の補助区分

を基に、節１３委託料の地域活動支援センター事業委託料、節１９負担金補助及び交付

金の地域活動支援センター事業負担金、障害者相談支援事業負担金、節２０扶助費の障

害者日常生活用具給付事業扶助費、障害者移動支援事業扶助費、障害者日中一時支援事

業扶助費に分類し計上しました。 

５２ページの節２８繰出金は、国民健康保険特別会計への繰出金４，９５４万２，０

００円を計上しました。 

目２老人福祉費につきましては、高齢者の福祉施策を検討するための会議開催経費、

敬老祝い金、高齢者の自立した生活を支援する高齢者生活福祉センターの指定管理料、

敬老会開催及び各地区老人クラブ活動補助金、老人福祉施設入所措置費、及び介護保険

特別会計への繰出金など、前年度より３，２４４万２，０００円減の１億６，０４１万

２，０００円を計上しました。減の主な要因は、介護保険特別会計繰出金の減によるも

のです。 

 節８報償費の敬老祝い金については、高齢者への敬老の意を表すとともに長寿を祝福

し、高齢者の福祉の増進を図る内容について、有効で効果的な支援とするため、そのあ

り方を検討する予定であり、議会の皆様とも協議を重ねながら進めていく予定としてい

ます。 

節１３委託料に高齢者生活福祉センター指定管理料などを計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金の地区老人クラブ補助金は、全地区の老人クラブ会員

が、平成３０年度は１，１８１名であり、昨年に引き続き１人当たり１，０００円程度

補助できるように１２０万円計上しました。 

５３ページの介護予防拠点整備事業補助金は、県補助金申請時点までに活き活きクラ

ブを開始した新規分館の整備を要望したいと存目計上しました。健康管理血圧計購入補

助金は、活き活きクラブを実施している分館に、ふるさと納税を財源として、血圧計を

設置し活用してもらうための購入補助金４分館分を計上しました。介護予防拠点活動補

助金は、拠点整備として空調機器を整備しましたのでその電気料や活き活きクラブなど

の運営のための経費への支援を行うために月額３千円を補助するために２３分館分を計

上しました。 

節２０扶助費は、養護老人ホーム入所措置費として、人吉球磨管内の３箇所の養護老

人ホームへの入所者１０人を見込み、２，４００万円を計上しました。 
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節２８繰出金は、介護保険特別会計繰出金として前年度より２，８８６万３，０００

円減の１億１，１５６万２，０００円を計上しました。昨年度は第７期の初年度にあた

り財政支援として３，５００万円の基金積み立てのための繰り入れを計上したためであ

ります。 

目３社会福祉施設費につきましては、老人憩いの家及び年輪館などの維持管理費とし

て節１１需用費の修繕料に３０万円を計上しました。以上です。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 目４国民年金費については、国民年金事務に係る経常

的経費として９万４，０００円を計上しました。前年度比６３万８，０００円の減となっ

ています。委託料の減が主な要因です。３０年度は２件のシステム改修を行いました。 

続きまして、５４ページになります。目５後期高齢者医療費については、前年度比２９

８万４，０００円減の９，９４７万５，０００円を計上しました。事業の運営主体である

熊本県後期高齢者医療広域連合へ納付する負担金７，２６１万円と後期高齢者医療保険

特別会計への繰出金２，３７９万４，０００円が主なものです。内、療養給付費負担金に

ついては、過去３年間の実績により熊本県全体で医療費を見たところで、平成３１年度見

込みとして広域連合で算出された額になります。以上です。 

○保健福祉課長（白川一雄君） ５４ページになります。目６プレミアム付商品券事業費

は、本年１０月の消費税及び地方消費税の１０パーセントへの引き上げが低所得者や子

育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えする

ことを目的とする事業で、その実施に関する必要な経費を国が全額補助するものです。 

具体的には２０１９年度住民税非課税者と３歳未満の子が属する世帯主が購入対象と

なり、非課税者と３歳未満の子一人当たり２万５，０００円の商品券を２万円で購入でき

るものです。 

本町においては、非課税者を１，１４０人、３歳未満の子を約６０人としますと合計１，

２００人に最大２万５，０００円の商品券が購入でき、３，０００万円の規模となります。

事務的な必要経費も含めて、今後、補正予算で肉付けを行い１０月からの実施に向けて準

備していきたいと考えております。 

 目７臨時福祉給付金事業費は廃目でございます。 

５５ページの項２児童福祉費、目１児童福祉総務費については、子ども子育て協議会及

び児童虐待等の対策に係る会議開催等の経費を計上し、節８報償費の出生祝い金は子育

て支援の一つの政策として存目計上しました。 

節１３委託料の病児病後児保育事業委託料は、上球磨４か町村で公立病院に委託して

実施している病児病後児保育事業について、本町が事務局町村となり３町村からの負担

金と国及び県の補助金を歳入で受け入れ、歳出の委託料で公立病院に支出するため計上
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したものです。また、子ども子育て支援事業計画業務委託料は、平成３２年度から５年間

の子ども子育て支援事業計画策定のための委託料を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金の放課後児童健全育成事業補助金、放課後児童支援員等

処遇改善等事業補助金、保育補助者雇い上げ強化事業補助金、保育体制強化事業補助金な

ど保育所などへの各種補助事業を計上しました。放課後児童健全育成事業補助金は、湯愛

学童クラブへの申込者が多数であるため、平成２９年度に建設した建物に加えまして、新

たにユニットハウスを設置し、既存のクラブ室定員６０名、ユニットハウス定員３０名で

運営し放課後児童健全育成事業学童クラブへの全員の受け入れを行い、子育ての支援を

行うこととして必要経費を計上しております。 

５６ページの目２児童措置費は、慈光こども園及び湯前保育園の運営費、児童手当など

前年度当初予算と比較して１６６万８，０００円増額の２億９７０万８，０００円を計上

しました。 

節１９負担金補助及び交付金は、慈光こども園及び湯前保育園の運営費、広域入所運営

費負担金を、それぞれ入園見込み児童数などにより１億６，０４３万３，０００円を計上

しました。湯前保育園は４月当初の入所児童７１名を見込み、慈光こども園は１号認定１

０名、２号及び３号認定３１名の計４１名を見込み、平成３０年度の算定単価により計上

しました。広域入所運営費負担金は、１４名分を計上しました。 

なお、国の幼児教育保育無償化による制度変更は、詳細が判明次第補正予算により対応

したいと考えております。 

節２０扶助費は、児童手当を４，９２７万５，０００円計上しました。 

項２母子福祉費は、ひとり親家庭等医療費補助金、母子会運営補助金など５１万４，０

００円を計上しました。 

項３災害救助費は、災害の発生に備え災害被害者の救助、救護に係る費目を前年度同額

計上しました。 

以上で款３民生費の予算内容の説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩  午後２時０２分 

再開  午後２時２１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。ただいま民生費の説明が終わっ

たところです。質疑を許します。 

○議長（倉本 豊君） 質疑ありませんか。 

○５番（味岡 恭君） ５５ページのですね出生祝い金、存目で上がっていますけど、だ
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いたいの構想はわかりますか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 出生祝い金につきましては、子育て支援の一環として昨

年の４月の全員協議会でも一度ご相談申し上げたところでございますが、まず球磨郡管

内の状況を申しますと、９町村のなかで出生祝金が無いのが本町と相良村だけとなって

おります。相良村に問い合わせますと、平成３１年度からですね入学祝い金として強化し

たいと、それについては、中学校入学時に３万円、高校入学時に５万円ということで議会

のほうに提案したいということで聞いています。 

ということで本町が出生祝金をまだ持っておらずにですね、管内の支給状況を見てみ

ますと、球磨村と五木村、錦町、あさぎり町、多良木町が第一子から１０万円、山江村が

５万円、水上村が３万円というふうな状況でございます。本町がまだ持っていないという

ことで、子どもが生まれた際のお祝いということで、出生祝い金の制度をするべきではな

いかということで、改選後の新しい町長にもご相談いたしまして、できれば６月議会から

でも始めて平成３１年度４月からの出生分から適応できればなと希望をしているところ

でございます。できれば１０万以上のものを始めてですね、他の町村に引けをとらないと

ころで始められればなという希望を持っておるところでございます。 

○５番（味岡 恭君） 今の説明がありましたように、今、無いのが相良村と湯前町だけ

でございます。是非ですね児童数も減っております。このまま特殊出産率をあげるために

は、出生祝い金でもですね出していただければ助かると思いますので、がんばっていただ

きますようお願いいたします。 

○１番（遠坂道太君） 関連ですが、先ほど白川課長が出生祝い金をお考えで、取り組ん

でいくということでございます。それでですね、政策の一覧とかですね、リーフレットの

関係はあるんでしょうかお尋ねします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） それは県内の町村の一覧ということで、例えばこども医

療費の対象年齢とか、まあ広く言いますと給食費とか修学旅行費とかそそういったとこ

ろまで含めた県内の町村の状況ということでしょうか、湯前町の施策の一覧ということ

ですか、まあ予算条例等でお示ししているというところでございますが、子育て支援の内

容につきましては、これまで厚生文教常任委員会でもというところでございますありま

すが、いろんな会議の場でお示しをてきたところというふうに認識しております。 

○１番（遠坂道太君） あの一応委員会だけではなくてですね、町民の方にお知らせする

というかたちでの、そういうふうなものを作ったらいいのではないか、やはり入学式とか

入園式あたり、そういうときにも利活用できるのではないか、というふうに考えていると

ころでございますが、そのへんについてはどうでしょうか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） まず妊娠をされた際にですね、母子手帳交付の際にです

ね、町の行っているサービス、出産支援等をご説明しまして、例えば保育園を通じた子育
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て支援等の案内も十分やっているつもりですが、更にそこの部分は徹底してやっていき

たいと思っております。 

○１番（遠坂道太君） はい、今後、やはり徹底してされると、まだまだやはり子供が、

出生率が上がると思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○7番（高橋一雄君） 本町では、不十分な施策のなかで、現場では妊娠から出産、そし

て乳幼児の成長、現場でお母さんたちに寄り添って対応に当たられると思いますが、県内

でも時々、ワクチンを間違ったとかいうニュースが流れますが、そういったことへのミス

の対応はどうされていますか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） それは予防接種等の話にはなってくると思いますが、も

ちろん案内する際の二重にならないような、案内から間違わないようにしているところ

でございます。そういったところの健康を害するところにつながりますので、十分なチェ

ック体制をしているところでございます。今後もしていきたいと思っております。 

○３番（森山 宏君） ５３ページのですね介護予防拠点施設整備補助金、これ存目計上

になっておりますけれども、これいきいき健康教室の関連しての、俗にいうエアコン設置

事業と思いますけれども、これが１７分館だったですかね、あと残りの部分に関しては、

全館設置するように進めていかれるおつもりなのでしょうか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） これにつきましては、通いの場ということで健康づくり

あるいは、コミュニティの場ということで、各分館を利用した中でのそういったことへ取

り組んでいただいて、介護予防につながる活動をしていただいているところについて、そ

の施設を整備する。全額県の補助を元に、町から補助しましょうというところでございま

す。 

これにつきましては、いま現在、１９分館取り組んでいただいていますが、県補助に平

成３０年度、間に合ったところが追加分も含めて１８整備が終わっているところでござ

います。２６分館ございますが、分館施設として２４分館建物はあります。その内、現在

のところ牧良分館が全員浅鹿野のほうでされていますので、対象が２３ございまして、あ

と１９ですので４つございます。年度途中で始めました瀬戸口分館を含めますと５つあ

と残っているということで、本町とすれば今すでに始められている分館の活動内容を紹

介してですね、まだ実施していないところにいかがですかと案内をしていく、これについ

ては強制的ではございませんので、自主的にやっていただくところに支援をしていくと

いうスタンスで広げていきたいというふうに思っております。 

○３番（森山 宏君） その補助を要件にですね、１施設に対して上限はありますか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） １施設について最大８５０万までということでありま

す。県の補助要項ではですね、新築するには足りませんが、大幅な改修はできるというと

ころでございます。 
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ただ、これについてはあくまでも介護予防の活動に資する整備内容ということで、その

内容に適したものを補助対象として認めて、県のほうに申請をあげるという形になって

おります 

○３番（森山 宏君） これはですね、昨年うかがった時に、各地区上限が９０万円とい

うふうに認識していたものですから、８５０万円まであるという、そういう恐ろしい数字

は分からなかったもんで、９０万円と伺っていたんですが、あれはまた違う意味だったん

ですかね。 

○保健福祉課長（白川一雄君） あの９０万円というところが、一人歩きしたのではない

かと思いますが、９０万円と申しましたのは、現在の各地区分館の一番広い施設等を空調

等でやった場合それくらいの金額が普通は標準的にかかるのではないかということで、

それぐらいのところで、９０万円掛ける分館数で予算的にいくらと説明してきたところ

でございます。各分館の整備の中で必要であればそういったところも必要性を確認した

上で県のほうにも補助をあげるということで今までやってきたというところでございま

す。 

○３番（森山 宏君） 是非、そういうふうに進めていってほしいんですけども、それに

伴ってですね活動補助金ということで、電気代の月額３，０００円、それを設置したとこ

ろ、２３分館の電気代の補助というふうにうかがっておりますけれども、これは分館に対

する補助ですかね、いきいき健康教室はまだ２３ないんでしょう、月額３，０００円、こ

の根拠と、これは県の補助金がつかんことには、県から打ち切られれば１年で終わりばい

という事業なんですか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） まずですね、２３分館という意味は、先ほど申しました

ように現在、３０年度は１９分館していただいておりまして、最大２３分館までは広がっ

ていくと全地区となるということで、３１年度に対象の分館全部がやってもらったら２

３分館まで対応できるということで予算をお願いしたところでございます。 

また、月々３，０００円という意味は、電気代のみではなくてですね、通いの場で寄っ

ていただいていろんな消耗品を必要として買って、その経費に充てたりとか、例えば語ら

いの場でお茶菓子であればそれにも使っていいということで、この介護予防拠点として

の活動の中の活動費として予算を編成したところでございます。 

○３番（森山 宏君） 非常に手厚い補助だとは思いますが、これがずっと続くものか、

３１年度だけなのか、県の補助金ありきでこれは成り立っているものと理解しておりま

すので、補助金がなくなったら当然３，０００円がなくなる、低くなったら２，０００円、

１，５００円となっていく、そういうふうに理解してよろしいんですか。 

○保健福祉課長（白川一雄君） ２３分館分の月額３，０００円の１２月分ということ

で、８２万８，０００円を計上させていただきました。これにつきましては、全額町の自
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己負担単独予算でございます。 

と申しますのは、こういうふうに介護予防することで、病気の予防でありますとか、引

いては介護度が重症になったり、新たに介護認定することがないようなところの生活を

していただいて、今まで通り我が家で生活を続けていただくための支援という意味でご

ざいますので、それで目に見えない部分の大きな医療費でありますとか、介護の負担が減

ってくれば、これ以上の効果が出てくるものと信じて計上させていただきました。 

○６番（金子光喜君） お伺いするのは、児童福祉総務費の中にですね、児童虐待及びＤ

Ｖ対策連絡協議会委員報酬等がでております。今連日テレビ等騒がしています児童虐待

の事案があったりですね、国のほうでもそのへんの対応をしっかりしなさいという流れ

があったかと思います。本町のほうではないものと信じたいところですけども、こういっ

たしっかりとした組織を作って、ちゃんとした対応をされていると思いますけれども、委

員さんについては何名おられるのかお伺いします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 実際のところは１０名程度おられていますが、報酬を払

わなくていい方もいらっしゃいますので、そういったところで組織をしてですね町内の

各家庭のいろんなことに個別なケースについて話し合いながら、どういうふうな支援が

一番いいかということを協議させていただいているところでございます。 

○６番（金子光喜君） まあいわゆる、今、言われているのは、児童相談所の機能が十分

ではなかったとか、対応についての知識とかが不足していたり、積極的な対応がなくて結

果的に残念な結果になってしまったという流れがありまして、そこをきちんとしていた

だく流れをですね本町としても作っていただくように、今回敢えて質問させていただき

ました。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので次に移ります。款４衛生費の説明を求めます。 

○保健福祉課長（白川一雄君） ５６ページからになります。款４衛生費をご説明申し上

げます。衛生費は１億５，００３万１，０００円を計上しました。前年度と比較して１，

１３８万７，０００円の増であります。増の主な要因は、人件費と公立多良木病院企業団

負担金の増であります。歳出に占める構成比は５．５パーセントになります。以下、目ご

とに主なものや新規の項目を中心にご説明申し上げます。 

項１保健衛生費、目１保健衛生総務費につきましては、環境衛生係担当職員２名の人

件費、住民の各種健診及び保健事業に係る諸経費、保健センターの維持管理費、各種団

体への補助金や公立多良木病院企業団負担金、子ども医療費助成金等５，３４７万６，

０００円を計上しました。 
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節１報酬及び節９旅費に乳幼児等の各種健診や予防接種医師報酬及び健康づくり推進

委員の報酬、費用弁償などをそれぞれ計上しました。 

５８ページの節１３委託料の保健センター空調更新工事設計業務委託料は、保健セン

ターが平成１２年度建設で１８年が経過し昨年度の空調機器の故障の際には部品の確保

が困難を極めたという状況であり、今後の故障の際には、部品の確保ができず猛暑の時

期や寒さの厳しい時期には保健福祉の拠点としての役割ができず町民の皆様にご迷惑を

かけることが予想されますので、空調機器の更新を予定しました。今後、設計を行い工

事費と監理業務委託料を計上予定であります。財源については過疎対策事業債を予定し

ております。 

５９ページの節１９負担金補助及び交付金の公立多良木病院企業団負担金は、普通交

付税で措置される職員の児童手当分と特別交付税で措置される共済費の追加費用の増と

前々年度が赤字であったために新たに今年度特別交付税で基礎年金拠出金が措置される

こととなったため、本町負担分は５５４万５，０００円増額の１，０９１万４，０００

円を計上しました。 

節２０扶助費は、中学校３年生までの子ども医療費助成金について３０年度実績を基

に１，５３６万円計上しました。目２予防費につきましては、各種予防接種に係る医師

報酬、各種がん検診及び各種ワクチン接種委託料など３，２５３万５，０００円を計上

しました。 

６０ページの節１３委託料は、５月に保健センターで実施します集団検診及び各医療

機関で行います総合健診の委託料と各種予防ワクチン接種委託料などを計上しました。

高齢者肺炎球菌予防接種委託料は、平成２６年度から６５歳到達時と６５歳以上にすで

になられている方は５歳刻みごとに予防接種対象者とすることで、５年間で６５歳以上

のすべての方が予防接種を受けられるようにしたものです。平成３０年度で５年が経過

し一巡しましたので平成３１年度からは６５歳になられた方のみの接種予定でしたが、

まだ受けられていない人が一定程度いるということでさらに５年間延長されることにな

りました。５歳刻みごとに５年前に受けていられない方の予防接種委託料を計上しまし

た。 

また、６１ページの風疹抗体検査委託料及び風疹ワクチン接種委託料は、現在の風疹

の発生状況を踏まえ、風疹の感染拡大のための速やかな対応をとることが必要と国が政

策判断しました。そのため、抗体保有率の低い世代の男性で現在の３９歳から５６歳を

対象に抗体検査、予防接種を３年間にわたり無料で実施することとし、実施主体は市町

村となりました。 

このため、抗体検査委託料は、対象者３９７人の３割１１９人分を計上しました。抗

体検査の結果、十分な免疫がないと判断されますとワクチン予防接種を受けていただく
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ことになります。ワクチン接種委託料は、抗体検査した人の２割２４人についてワクチ

ン接種が必要と試算し必要経費を計上しました。  

節１９負担金補助及び交付金のインフルエンザ予防接種補助金は、現在、インフルエ

ンザ予防接種を保健センターで１１月下旬に集団接種しておりますが、病院に入院中の

方や要介護認定を受けている方につきましては、予防接種を希望される方は病院での個

別接種を受けることになり全額自己負担となっていました。このため、保健センターで

行う集団接種に来ることができない、入院中の方や介護認定を受けている方を対象とし

て、今年度から病院での個別接種を補助対象とし、その自己負担１，５００円を超えた

金額を補助するため予算を計上しました。 

目３環境衛生費につきましては、環境保全及び衛生管理など７０１万９，０００円を

計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金の人吉球磨広域行政組合水上斎場分につきましては、昨

年度は火葬炉１炉の大型改修修繕を行ないましたが、今年度は渡り廊下と火葬棟玄関屋

根補修を予定しており１３２万３，０００円減の４４３万１，０００円を計上しまし

た。また、合併処理浄化槽設置補助金は５人槽３基１９８万６，０００円を計上しまし

た。 

項２清掃費、目１塵芥処理費は、ごみ収集運搬業務委託料、人吉球磨広域行政組合負

担金など４，３５０万円を計上しました。 

節１３委託料は、ごみ収集運搬業務委託料を消費税分を加味しまして６７６万３，０

００円を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金は、人吉球磨広域行政組合へのごみ処理負担金として前

年度より６５万３，０００円増の３，６４５万５，０００円を計上しました。赤池ごみ

処理施設では、来年度までの２ヵ年でごみ焼却棟機器制御装置シーケンサの更新が予定

されております。また、ごみ処理容器設置事業補助金として前年度同額の２７万円を計

上しました。 

目２し尿処理費は、汚泥再生処理センター運営等に係る負担金を計上しました。し尿

処理負担金として前年度当初予算より８１万３，０００円の減の１，３５０万１，００

０円を計上しました。 

以上で款４衛生費の予算説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから、款４衛生費の質疑を行います。 

○７番（高橋一雄君） インフルエンザの保健センターでの集団接種に参加されない方で

も病院で受けられたときの補助がでるということですが、こらは本人なり家族が申請し

てからその補助が出るのですか、それとも病院のほうで話しが通っていて病院と保健セ

ンターのほうでしてくださるのでしょうか。 



- 153 - 

 

○保健福祉課長（白川一雄君） これにつきましては集団接種をした場合の町の経費と病

院での直接病院でされた場合の経費と試算されていますが、やはり集団接種のほうが安

く済むところがございます。今回補助対象としますのが、先ほど申し上げましたが、病院

に入院の方や、介護度があって保健センターになかなか来られないという方を対象とす

るものでして、そういう方々に対しまして病院で受けられたときに領収書を持ってきて

いただければ、１，５００円を超えた分を補助するということで制度を始めたいというこ

とで考えているところでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） ５９ページの子ども医療費助成金についてお伺いします。これは

当初中学校までの無償化ということで、高校生を対象にするかどうかは、次期町長に提案

されていく方向なのか、それとも今年度については考えていないのか、いかがでしょう

か。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 子ども医療費の助成につきましても、人吉球磨管内の状

況を見てみますと、中学校３年生までとしているのが町村で言えば人口の多い錦町、あさ

ぎり町と本町のみと、あとのところは全部高校まで引き上げ済みというところでござい

ます。高校生までの引き上げにつきましては、本町にとって緊急の課題であると認識をし

ております。新町長誕生後に協議をさせていただきまして、できれば６月議会に提案をし

てですね、９月の医療費分から適用できないかということを考えているところでござい

ます。 

○６番（金子光喜君） ６０ページに委託料が数々計上されています。町民の方の健康診

断、基本検診といいますけれども、そこが受けられていて健康づくりにしっかり気を配っ

ていただくような流れがあればいいなと、つくづく思っておりますけれども、現状での検

診の受診率というのをお伺いさせていただきたいと思います。 

○保健福祉課長（白川一雄君） この受診率を分母をどう見るかということでして、対象

年齢の人口を拾うのか、希望されたところを分母とするのかでだいぶ違うところがござ

いまして、希望された対象者にすれば、９０パーセント位までいくわけでございます。 

国保のほうで特定検診等の受診率で、対象年齢の５０を超えてくださいというところ

で、今、言われているところでございます。なんとか湯前町が３０年度、５０を超えたと

ころで、これからまた引き上げを図って行きたいなと考えているところでございます。 

○６番（金子光喜君） まず、いじわるな質問だったかもしれませんけれども、要するに

受診する方を増やしていくような取り組みをですね、しっかりしていただくことが大事

なのではないかと思っておりますので、ある程度、町民の方も聞いておられるなら、受診

していない方に勧めるなり、受診を勧めるような空気を醸成していくような流れを聞い

たところでした。 

そこでですね、もう一つですけども、風疹の抗体検査の委託料があります。年齢言われ
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ましたけど、私と椎葉議員が確かドストライクだと思いますけれども、今後、どういった

形で呼びかけなり対応されるのか、もう一度お伺いしたいと思います。 

○保健福祉課長（白川一雄君） ３月の３０年度の補正予算でシステムの改修ということ

で認めていただきました。それにより対象者が自動的に住民票から上がって参りまして、

その年代の方に案内を送るところまでシステムができあがりますので、直接案内を送っ

てですね、まず抗体検査を受けてくださいということで案内をしていくところでござい

ます。 

先ほどから申し上げますように、現在までの風疹というのは、１歳から２歳までに１回

と、小学校入学前までに１回しているということで、２回されているが、ちょうど３９歳

以上の男性の方が接種の機会がなかった、５６歳以上の方は風疹等が流行って、ある程度

抗体を持っておられるということで、平均で言えば９０パーセントの方が抗体を持って

おられた、ちょうど３９歳から５６歳までの対象の方が、２割の方が抗体を持っていない

という統計がでているということで、なっていうところでございます。 

本町は先ほど申し上げましたが、対象の方が３９７名おられましたので、直接案内を送

りまして、まず抗体検査から受けていただくということでしているところです。これにつ

きましては、県医師会と委託契約を結びまして、窓口での負担がないようにしていきたい

というふうに思っております。 

あと各職場での検診でありますけれども、今後の血液検査の中にですね、風疹抗体検査

という項目も入ってくるというふうに思っております。そのように血液検査の一つの項

目としても、風疹の抗体検査という項目が今後新たに入ってくるというふうに理解をし

ているところでございます。 

○６番（金子光喜君） いわゆるお子さんがうまれるときにですね、妊娠期間中の方が罹

患した場合に障害のあるお子さんがうまれる可能性があるということで、非常にもしそ

うなった場合は残念な結果になるということは、町民の方のみならず、日本国中でいわれ

ておりますので、しっかりとした対応を希望いたします、以上です。 

○１番（遠坂道太君） ６１ページですが、ごみの処理につきましてお尋ねします。昨年

度広域組合のほうに負担金として３，５８０万２，０００円、今年は３，６４５万５，０

００円ということで若干増えています。まあ生ゴミが一つの問題ではなかろうかと私は

感じているんですよ。その中で、町として今後はどのようなごみの分け方をするのか、そ

れについてお尋ねいたします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 平成３０年度で見ますと、湯前町は郡内町村の中で数少

ない可燃ごみ等が減少した町村ということにはなっています。ただ、ご指摘のように、ご

みの焼却については多額の費用を要しているというふうなところでございます。大まか

に言いますと、可燃ゴミ１袋出したときに、あの１袋処理するのに５００円ほど要ってい



- 155 - 

 

るという現状でございます。 

その中で、やはり重量も多いし処理するのに大きいのが生ゴミというところでござい

ます。これにつきましては生ゴミ処理容器購入補償とコンポストの購入補助を数年やっ

ているところでございますが、コンポスト等は３，０００円くらいのものでございます。

これについては買われた際に領収書を持ってきていただければ、補助しているというこ

とでございますが、生ゴミ処理容器につきまして、数年前に補助率を２分の１まで引き上

げたところですが、限度額が３万円としているところでございます。おおよそ８万円ほど

の購入費がいるみたいで、２分の１にしましたが、２分の１までは補助できていないとい

うところでなかなか処理器の購入の台数が増えていないというところで、それについて、

今後、補助率の見直し、限度額の見直しをしながらも、さらに使いやすい購入補助になっ

ていければなというふうに思っているところでございます。 

○１番（遠坂道太君） 多良木町、あさぎり町については、生ゴミは堆肥センターのほう

で処理しているという形をとっておられます。その中で町においては堆肥センターがご

ざいません。その中で一家庭、家庭での処理を的確にやっていくというのがひとつの考え

ではなかろうかということで、やはりこういう処理器あたりの普及等をとっていただけ

ればと考えておりますよろしくお願いいたします。 

○４番（黒木龍次君） ５９ページでございますけれども、公立多良木病院企業団負担金

これが、５５４万５，０００円増えているというふうなことになっていますが、増えた理

由、確か課長は説明されたと思いますけど、詳しく説明をお願いいたします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 公立多良木病院企業団につきましては、４ケ町村が設立

した企業団でございまして、働いてる職員も市町村職員と同等の扱いを受けているとい

うところでございます。 

まずは、人件費の中で、児童手当分は公務員でございますので、その団体が払わなけれ

ばならないということで、その分を負担すると交付税でみるという制度がございます。こ

れは湯前町の自治体もそうなんですが、そういったところで普通交付税で措置される公

立病院職員の児童手当分と、もう１つ特別交付税措置される共済費の追加費用、これは厚

生労働省で定められます追加費用の額が示されるわけですけども、これは追加分として

毎年１回払っているわけですけども、これについても特別交付税措置されるというとい

う意味で見てあると、そして今回新たにですね、前々年度２年前が赤字であった病院につ

いては、人件費分の基礎年金拠出金が共済費のほうにございますが、これも特別交付税措

置されるということで、そういった理由からこの分については、４ケ町村でみて、出して

くださいということでありましたので、その分は計上させていただいたというところで

ございます。 

一つ問題はですね、特別交付税というのは、底なし沼みたいなところがございまして、
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見た見たと言っても、総額は増えないところで、実際の町村の収入は全然増えないという

ところで、災害とかあったときには増減しますが、主な部分は特別交付税でみたと言って

も、実際の収入はなかなか増えないという現状であるというところでございます。 

そういった中で、市町村立病院、特にこちらは僻地病院となっておりますので、本来黒

字経営が難しいというふうなところで、赤字分の仕方ない部分は、設立する市町村の一般

会計から出してくださいということで、操出基準というものがございます。そういったと

ころの説明があるものですから、今後は一般財源である特別交付税を見た分を市町村が

病院の支援のためにどこまでだせるかという大きな問題に直面しているというところで

ございます。 

これについては今までですと病院自体はできるだけ企業団として黒字経営をめざしま

すというところでしたが、今年数年は億単位の赤字が続いているということで、それを４

ケ町村でどう支援していくか、どこまで支援できるか、病院としてどこまで必要なのかを

含めて、大きな課題ができているというところでございます。 

○４番（黒木龍次君） 交付税の中でみてあるから、その分を補填しなくてはならないと

いうことでございますけれども、今課長の説明の中で、はっきりした金額というのは、交

付税のなかではわからないというふうなことでございますけれども、企業団として赤字

が大きくなってくれば、またそれに増して負担していかなくてはならないという現状が

生じてくるわけだと思うわけでございますけれども、病院も一つの企業として、黒字を目

標にして経営するのが当然あって、それが赤字だから赤字だからということで、４ケ町村

でみていくという方向ばっかしじゃなくて、企業としても最大限の努力をしていただい

て、なるべく４ケ町村で負担をしなくてもいいような経営努力をやっていただきたいと

いうふうにお願いしておきます。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

ここでお諮りします。 

 議案調査のため、明日３月９日から３月１２日までの４日間、休会としたいと思いま

す。ご意義ありませんか。 

  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、明日３月９日から３月１２日

までの４日間、休会とすることに決定しました。 

 ここで、お諮りします。ただいま、議案第１６号、「平成３１年度湯前町一般会計予算

について」の審議の途中ですが、本日の会議は、これで延会したいと思います。 

 ご意義ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、本日は、これで延会することに決定しました。 

 次の会議は３月１３日午前１０時に開きます。議事は一般会計予算等を予定していま

すので、ご参集願います。 

本日は、これで延会します。 

 

－－－－－－－○－－－－－－ 

延会  午後３時０３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 158 - 

 

 



- 159 - 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 号 

３ 月 １３ 日（ 水 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 160 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 161 - 

 

  平成３１年第３回湯前町議会定例会    〔第４号〕 

 

平成３１年３月１３日  

午前９時５９分開議  

湯 前 町 議 会 議 場  

 

１．議事日程 

 

   日程第 １  議案第１６号  平成３１年度湯前町一般会計予算について 

    

      

２．応招議員 

 

     １番 遠 坂 道 太      ３番 森 山   宏 

４番 黒 木 龍 次      ５番 味 岡   恭 

６番 金 子 光 喜      ７番 高 橋 一 雄 
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１０番 倉 本   豊 

 

３．不応招議員 

 

   ２番 椎 葉 弘 樹 

 

４．出席議員 

 

     応招議員に同じ 

 

５．欠席議員 

 

   不応招議員に同じ 

 

６．職務のため会議に出席した者 

 

      議会事務局長    西 村 洋 一   議会事務局主事   黒 木 あさみ 

 

 

 

 

 

 



- 162 - 

 

７．説明のために出席した者  

 

町       長  鶴 田 正 已  教   育   長  中 村 和 弘 

 教 育 長  中 村 和 弘  総 務 課 長  高 橋   誠 

 会 計 管 理 者  愛 甲 正 之  税 務 町 民 課 長  堤 田 真由美 

 教 育 課 長  北 崎 真 介  保 健 福 祉 課 長  白 川 一 雄 

 建 設 水 道 課 長  皆 越 克 己  企 画 観 光 課 長  本 山 り か 

 農 林 振 興 課 長  稲 森 一 彦  農業委員会事務局長  吉 田 精 二 

 情 報 統 計 係 長  有 馬 博 士  農 林 整 備 係 長  椎 葉 泰 裕 

 学 校 教 育 係 長  栗 原 利 香  管 理 係 長  浅 田   徹     



- 163 - 

 

開会 午前９時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） ただいまから平成３１年第３回湯前町議会定例会、第８日目を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第１６号 平成３１年度湯前町一般会計予算について 

○議長（倉本 豊君） 日程第１、議案第１６号、「平成３１年度湯前町一般会計予算に

ついて」を議題とします。 

 ただいま款４衛生費の質疑が終わったところです。 

 款５農林水産業費の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君）おはようございます。それでは、款５農林水産業

費についてご説明いたします。ページは６２ページからになります。 

 農林水産業費は、総額で２億１，９７９万３，０００円を計上しております。前年度と

比較して３，１１６万３，０００円の増となっております。一般会計・歳出予算総額に占

める割合は８．１１パーセントです。 

項１農業費、目１農業委員会費についてご説明いたします。農業委員会費につきまして

は、２，４２３万５，０００円を計上しました。前年度と比較して３３７万９，０００円

の減となっております。減額の主なものは、節１８備品購入費の減によるものです。 

節１報酬から、節４共済費につきましては、農業委員８名及び農地利用最適化推進委員

７名の報酬並びに事務局職員２名分の人件費等の経常的経費を計上しました。 

節９旅費につきましては、農業委員費用弁償、委員出張に伴う費用弁償、最適化推進委

員費用弁償、普通旅費を計上しました。 

６３ページに移りまして、節１３委託料につきましては、委員出張に伴うマイクロバス

運転委託料と、農地地図システム保守点検委託料並びに全国農地情報公開システム農地

地図更新委託料を計上しました。 

節１４使用料及び賃借料につきましては、農政業務支援システムリース料を計上しま

した。 

 節１９負担金補助及び交付金につきましては、球磨郡市農業委員会協議会負担金を計

上しました。 

以上で、目１農業委員会費の説明を終わります。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 次に、６３ページです。 

目２農業総務費につきましては、４，８５６万８，０００円を計上しました。人件費

などの増により、前年度と比較しまして３７１万２，０００円の増額となりました。増
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額の主な要因は、職員給与等の人件費の増となりますが、節３の中の時間外勤務手当等

では、前年度実績を見込み計上した農林振興課職員の時間外勤務手当以外に、本年度か

ら新たに年２回のＪＴの森林保全活動における役場職員に対する休日勤務に要する時間

外手当を計上しましたので増となるものです。 

なお、昨年度までは半日単位の振替休日での対応としていましたが、ＪＴの森林保全

活動では約６時間程度を要し、これまでどおりの半日単位の振替休日と 残り２時間分

の対応として時間外勤務手当を計上させていただきました。 

節１報酬、節９旅費の費用弁償に、農振整備促進協議会委員９名の３日分、人・農地

プラン検討委員会委員３名の１日分を計上しました。 

所得経営安定対策事業に要します経費として、節７賃金に臨時事務職員の賃金２５万

８，０００円と 臨時職員の社会保険料３万９，０００円を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金では、球磨川漁協へ稚魚放流補助金として１０万円を計

上しました。 

経営所得安定対策、担い手育成、耕作放棄地対策等協議・執行していきます、湯前町

農業再生協議会の補助金１２４万円を計上しています。この協議会の中では、廃目しま

した地域再生戦略推進費の中の生き残り事業推進連携協議会で検討していました、地域

農業のあり方、新規就農者支援対策等について更に推進できるよう努めていきたいと思

います。 

目３農業振興費に、９，０３３万３，０００円を計上しました。需用費と使用料及び

賃借料の増及び負担金補助及び交付金の減により、前年度と比較しまして、１７６万

１，０００円の減額となりました。 

節８報償費に、カラス等捕獲報償費として、本年度よりアナグマ捕獲分を加えての報

償費としました。 

６５ページになります。節１１需用費で、昨年度まで地域再生戦略推進費で計上して

いた修繕料を組み替えて農業振興費に計上しました。本年度は指定管理による下村婦人

会が使用している塩蔵庫内の施設の修繕を計画しています。また、球磨地域振興局農林

部と湯前町との意見交換に要する経費を食糧費に計上しました。国・県の事業や町の事

業等について意見交換を行い、今後の農林業の振興に努めてまいります。 

節１４使用料及び賃借料で、これも昨年度まで地域再生戦略推進費で計上していた公

用車リース料を組み替えて農業振興費に計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金に７，７７６万４，０００円を計上しました。主な内訳

としまして、中山間地域等直接支払交付金、２６集落３８０．４２９ヘクタール分３，

１１１万４，０００円を計上しました。  
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農業経営振興補助金は、各農家・各種農業団体等の研修補助、振興作物の種苗補助等

を行ってきましたが、改選後に新しい町長の考えなどを考慮するというようなことから

存目計上としました。 

また、鳥獣被害防止対策協議会補助金は６１万円を計上し、環境保全型農業直接支払

交付金につきましては、環境に優しい農業に交付されるもので、４５．２９ヘクタール

分３４７万４，０００円を、農業次世代人材投資事業補助金は、就農直後の経営確立を

支援するもので、３名分３７５万円を。多面的機能支払交付金は農地維持・資源向上共

同活動及び長寿命化含めまして、３，３７９万１，０００円を計上しました。 

農地中間管理事業補助金につきましては、農地中間管理機構に貸し付けた所有者等に

機構集積協力金を交付するもので、存目計上しました。 

町単独補助事業である、土地利用型農業経営確立支援対策補助金、農業機械施設等導

入補助金、施設園芸規模拡大等支援補助金は、いずれも規模拡大等を図る農家に対し、

強い農業経営体を育成・支援する目的であるため、３つの農業支援事業をひとつにまと

め、本年度から農業機械施設等導入補助金としましました。事業の要望があり、要望内

容精査・審査等を行いましてから補正予算にて対応をさせて頂きたいと思います。 

農業後継者等支援補助金は、町の基幹産業である農業支援のため町独自の補助金で、

３名分２６４万円を計上しました。 

湯前版中山間地域直接支払補助金につきましては、３集落分としまして２０２万５，

０００円を計上しました。 

６６ページになります。狩猟免許取得支援補助金は、免許取得の際に必要となります

費用の一部を補助するもので、４万円を計上しました。 

節２１貸付金に、農協預託金として前年度と同額の１，０００万円を計上しました。 

次に、目４畜産業費につきましては､１６０万１，０００円を計上しました。前年度

と比較しまして２６３万円の減額となりました。 

節８報償費に、各種品評会の賞品代２３万９，０００円を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金に、１１１万５，０００円を計上しました。主なものと

して、料金の４分の１を補助する酪農ヘルパー制度補助金に過去の利用実績などを参考

し１０４万４，０００円を計上しました。 

畜産奨励補助金につきましては、繁殖素牛、乳用牛素牛、肥育素牛導入事業などによ

る畜産の振興を図る目的の町単独補助金ですが、改選後に新しい町長の考えなどを考慮

するというようなことから存目計上としました。 

６７ページになります。目５農地費につきましては、３，９７２万２，０００円を計

上しました。本年度は、昨年度からの継続事業として、植木地区用水路改修工事を県へ

要望しています額を、歳入・歳出共に当初予算で計上しており、前年度と比較しまして 
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３，５６５万８，０００円の増額となりました。 

節１１需用費の修繕料は、農道・排水路などの維持管理的な修繕、改善に要します経

費として前年度と同額の１５０万円を計上しました。 

節１３委託料につきましては、昨年度は、新たな県営事業であります蓑谷地区ため池

等整備事業採択の要件であります。ため池内の名義を町へ登記するための経費も計上し

ていましたが、本年度は、農道等管理委託料分のみとなります。 

なお、本年度の予算は３０万円としており、昨年度まで節１４．使用料及び賃借料を

合わせた予算とし、農道などの除草や横断溝、幹線的な排水路の土砂上げ等に対応した

いと思います。 

節１５工事請負費に、植木地区用水路改修工事は、昨年度からの継続事業であり、下

村区方面から植木公民館付近までの幹線、支線の用水路改修工事３，６００万円を計上

しました。施工延長は約１，８００メートルを計画しています。それから雑工事として

１００万円を計上しました。これは農業用施設等の工事に対応するものです。 

節１６原材料費は、農道のコンクリート舗装や農業施設の修繕などの材料代として６

０万円を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金につきましては、県土地改良連合会負担金は一般賦課金 

１万円と、特別賦課金は存目計上しました。 

県水土里情報利活用協議会負担金として１３万８，０００円を計上しました。土地情

報システム、オルソ画像等農地情報として活用するものです。 

蓑谷地区ため池の県営農村地域防災減災事業負担金、仁原地区揚水の特定農業用管水

路等特別対策事業負担金はそれぞれ存目計上としました。また、農業農村整備事業調査

負担金は、蓑谷ため池堤体工事は平成３２年度採択に準備がされることに伴い、県が実

施する国庫補助事業申請のための概算事業費、計画図作成、基礎資料作成などの町負担

金となり、存目計上しました。それぞれ、県営事業になるものにつきましては、事業費

が確定しましたときに補正をお願いしたいと思っています 

○教育課長（北崎真介君） みなさんおはようございます。６７ページの下段から私のほ

うからは、目６農村環境改善センター管理費につきましては、２５７万３，０００円を計

上しました。改善センターの維持管理に要する経常的経費が主なものです。 

昨年より５，０００円の減となっております。減の主なものとしまして、節１４使用

料及び賃借料のテレビ受信料の減によるものです。 

また、節１３委託料に改善センター等改修工事実施設計業務委託料として、存目計上

しております。これは、主に防災・避難施設としての機能を持たせるため、吊り天井及

び空調、照明等の改修を目的としたものです。 

よろしくお願いいたします。 
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○農林振興課長（稲森一彦君） ６８ページになります。目７干害対策費につきまして

は、存目計上しています。 

６８ページから６９ページにかけてとなります。項２林業費、目１林業振興費につき

ましては１，２７５万４，０００円を計上しました。前年度と比較しまして４３万２，

０００円の減額となります。 

節１９負担金補助及び交付金に１，２５９万２，０００円を計上しました。主なもの

につきましては、上球磨地区林業振興推進協議会負担金に昨年と同額の５０万円を、上

球磨森林組合が実施します労働安全大会や作業班育成対策研修事業補助として、湯前・

水上林業者大会補助金６万２，０００円を計上しました。 

森林組合作業班対策事業補助金は、年間１００日以上林業労働に従事された作業員の

方に、本人、森林組合、町村がそれぞれ２００円の計１日６００円を積立し交付するも

のですが、森林組合の雇用条件改善の取り組みより、日給月給の林業従事者の方を正規

雇用とされたことにより、本町より森林組合作業班対策事業の該当される方が平成３０

年度ではなかったことから、本年度は存目計上としました。 

林業・木材産業振興施設等整備事業補助金、くまもとの森林利活用最大化事業補助金

は、それぞれ存目計上しました。事業が採択されましたら補正をお願いしたいと思いま

す。 

湯前町地域産材需要促進事業補助金は、昨年と同額の３００万円を計上しました。 

有害鳥獣捕獲補助金につきましては、シカ６００頭、イノシシ２００頭、サル２０頭

分の８８０万円を計上しました。 

林業成長産業化地域創出モデル事業補助金、２万円を計上しました。林業成長産業化

地域に指定され、奥球磨地域構想の実現に向け、地域林業事業体、行政などによる事業

推進体制となる協議会を設置し、川上から川下までをＩＣＴを用いて木材の生産等の森

林情報整備、流通・販売等の需要拡大や林業労働者の人材育成等を推進していくソフト

事業に対する補助金となります。このソフト事業に対する国庫補助金の交付決定が６月

ごろになるので、それまでに必要となる経費を当初予算として、２万円を計上し、国か

らの交付決定後に、協議会運営経費、販売促進、人材育成などに要する経費を補正予算

にて対応をさせて頂きたいと思います。 

なお、当初予算で計上しました、２万円は協議会会員である町以外の６団体からも負

担いただくようにしています。 

以上で、款５農林水産業費の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（倉本 豊君） これから、款５農林水産業費の質疑を行います。６２ページから

６９ページです。 

○１番（遠坂道太君） おはようございます。私のほうからページ６３ページ、農業委員
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会費、節１４使用料及び賃借料で、農政業務支援システムリース料ですけど、昨年度は補

助事業で４４０万円の計上をされとったわけですが、本年度からリースで対応されるの

かそのへんお願いいたします。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 本システムにつきましては、前のシステムのＯＳ

のサポートが終了しましてから、機種変更のために昨年の９月議会で補正をお願いして、

今年の１月からリース契約をしておるものであります。議員言われますように、当初は電

源立地の交付金を充当しまして、地籍管理システムを一括購入を予定しておりましたが、

この交付金の補助対象外となりましたために、地籍管理システムと別々のリース契約と

したものであります。当初は備品購入費で組んでおりましたけれども、９月で減額しまし

て、リース契約となっておるものですあります。 

○１番（遠坂道太君） 経費的にですね毎年７５万円くらいかかっておるということにな

れば、４４０万円、５年くらいの更新と同じくらいですよね、考えれば、やはり今後いろ

んな事業体制の中でも、補助事業等を模索した中でとりあげられるものであれば補助事

業等を生かして購入すると、今後検討していただければと思います。いかがでしょうか。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） この機種更新につきましても、いろんな補助金は

ないだろうかと模索しておりましたけれども、農業委員会のほうの補助としましては、新

規に導入する場合につきましては、いろいろ補助があるわけですけど、機種更新につきま

してはなかなか補助がみつからないわけですけど、今後、次の更新の場合につきまして

は、やはりそのような補助が導入できるような補助をみつけて、導入できればと考えてお

ります。 

○６番（金子光喜君） お伺いいたします。６４ページの農業振興費の中の、カラス等捕

獲補償費の中で、今年度からアナグマに対する補償費が計上されているということです

けど、アナグマ１頭あたりいくらとか、周辺町村との協議はそういうことをされたのかお

伺いいたします。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 郡内の町村を調べたところによると、いま郡内では２町

村がされているということです。その町村のなかでの単価が１，０００円ということでご

ざいましたので、湯前町としてもこの単価を元に考えているところです。 

○６番（金子光喜君） 積極的にですね、捕獲してもらう流れを作るためには、１，００

０円でいいのかなという議論も必要なのではないのかなと思いますけども、実際に捕獲

をお願いする方々は、その金額についてはご理解いただいているのでしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 具体的な対策とか協議につきましては、猟友会さんとも

今から協議となっておりますけれども、考えていますところは、捕獲補償費以外で、アナ

グマにつきましては、罠ですかね、箱そういう分は、町のほうから購入してそれを貸し付

ける、というようなことも今後検討していきたいというふうに思っております。 
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○６番（金子光喜君） せっかくそういう流れができたのであれば、集中して捕獲するよ

うにしたほうが生息数が減ると思いますし、その効果も上がるのかなと思いますので、し

っかり対応いただければと思います。 

それともう１点お伺いさせていただきます。その次のページの経営体育成支援事業補

助金のほうが存目で計上されています。まあここ数年ですね、なかなか県のほうの予算が

つかないのか、本町での採択は少ないように聞いておりますが、本年度の見通しとかあり

ましたらお伺いさせていただきます。 

○農林振興課長（稲森一彦君） これは認定農業者の方が機械導入だったり、施設整備等

に関わるものの、国庫補助金、国庫への申請になっておりますけれども、これの要望のほ

うは、２月頃から行いまして今のところとりまとめができているところでございます。           

これは今から県のほうに申請というふうな形になろうかと思いますけれども、この事

業につきましては、採択にあたりましては、いくつかのポイント制というふうなことにな

っております。この交付金の流れといたしまして、全国的なものでございますので、まず

国のほうで、それぞれその採択点数のほうの振り分けがされると思います。それによって

は、各都道府県のほうに振り分けがございまして、その中で採択ポイントの高いところか

ら振り分けというふうなところになろうかと思います。 

これは昨年度でございますけれども、この採択ポイントの点数にしましては熊本県に

おきましては１０ポイントちょっとだったということで聞いております。それがまあ大

きな基準になってきますので、そのポイント数に満たさない時には、国からの交付金が下

りてこないということになろうかと思いますけれども、町につきましては、これら等に対

応するため町単独のですね、補助金等で対応できるようには考えておりまして、その分に

つきましては、その申請内容を精査、診査しましてから次の補正予算で対応できればなと

考えております。 

○６番（金子光喜君） 要はですね、国・県の対応ができるのであればですね、町の予算

としても少なくて済むわけですし、まあ別に考えれば上乗せでもできるのかなあと思い

ますので、そのへんのですね、本年度の流れといいますか、対応していただける枠が広が

ったりですね、農業振興に力を入れていただくような、県の流れ等があれば、もっといい

形ができるのかなと思いましたのでお伺いさせていただきました。今後もしっかりその

へんの対応は願いたいと思います。 

○１番（遠坂道太君） ページ６４ページでございます。農業総務費の中で、節１９湯前

町農業再生協議会ですが、これは年に何回くらいの開催をされているんでしょうか、まず

それをお聞きしたいのですが。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 協議会としましては、まず年度当初の総会とその他に１

回と、協議会は２回でございますけれども、この中で事務局会というのを作っておりま
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す。事務局会につきましては平成３０年度におきましては、５回程度行っておりますの

で、事務局会５回、協議会自体としては２回、合計７回くらいは会議等を開催していると

いう状況になっております。 

○１番（遠坂道太君） 総会と、あと全体的な会議が１回と、事務局会というふうに回答

されましたけれども、この協議会というのを考えますと、一つは湯前町の農業の基本とな

る部分を立ち上げていくというのが、一つの協議会ではないでしょうか、と思うわけでご

ざいます。その中でやはりこうその部分のですね、会合の内容というのも問題視していか

なければいけないと思いますが、やはり密度のあるですね、協議会になっているのか、そ

のへんをお聞かせいただけますか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） この協議会の中でですね、経営所得安定化対策の推進の

ためということで、行政と農業団体の連携により、戦略作物の生産振興や、地域農業の振

興を図るというようなことがなっております。あとこのほかにですね、農地の利用集積、

耕作放棄地対策、担い手の育成確保に対することなどを行う協議会というふうになって

おります。議員がおっしゃるとおりの町の振興を図ることをすすめていく協議会という

ふうになっております。 

先ほどですね事務局会というふうなことで、お話しましたけれども、この中で、国や町

の単独補助事業であります新規就農者の方への支援、補助金等も出しておりますけれど

も、こういう方々につきましては、就農後のですね就農状況や、今どういうようなことで

困っておられますかとか、何かありませんかというふうなことのフォローアップ等のた

めの聞き取り等も行っております。 

まあ、そういうようなことを行っている協議会ということで、先ほども申しましたけれ

ども議員おっしゃるとおり、町の振興を図っていく基本となるような協議会というふう

な位置づけになっているところでございます。 

○１番（遠坂道太君） 課長にいろいろ説明していただきましたが、その中でもいま存目

に上がっております農業の助成金ですね、それについてもやはりみなさんで、メンバーの

中から意見を聞くのも一つではないかと思うわけですよね、やはり先ほど言いましたよ

うに、農業振興作物の中でもやはりどの作物にするのかなという形も出てきます。その中

でもやはり農家というのは、農業の基本となる柱があるわけですよね、それが町の農業の

振興品目というふうになると思うんですよ、生活の基盤になるものがですね、他に今ある

品目の現状を聞きますと、これほとんど枝葉ですよ、作物でいったら、やはり主力となる

部分についてのことを今後検討していただくことをお願いします。 

それとですねもう一つ、農業の用水路につきまして質疑いたしますが、昨年の３月にも

私が一応質疑したわけですが、上溝と中溝の件でございます、いま現在どのような進行状

況になっているかお尋ねしたいと思います。 
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○農林振興課長（稲森一彦君） 現状というところでございますけれども、私たぶん前回

お答えしたときに、受益面積的に経営規模になるのではないかというふうなことで答弁

したと思っております。これにつきましては、県のほうに早々に、新年度になりましてか

ら、まずは相談に行くべき案件だろうというふうに思っております。これにつきまして

は、新年度になりましてから県のほうに相談いたしまして、県のほうともいろいろ協議し

ていきたいというふうに思っております。 

すみません。大変申し訳ございませんでした。現状ということでお知らせしなければな

りませんでしたけれども、現状につきましては、まだ何もしていないという現状でござい

ますけれども、中溝、上溝以外にも、他にも団体、町でするようなこともございますので、

それらといま現在まとめているというところでございます。それを持ちまして、先ほども

うましたとおり、上溝中溝につきましては受益面積的に経営規模になろうかということ

でこれについても、現状まだ実質はまだ動いていないということでございますので、新年

度より早々に動いていきたいと思っております。 

○１番（遠坂道太君） いま課長のほうから答弁ありましたように、今後、県のほうと協

議されて、非常に支線はまだですし、路線のほうはある程度できあがっていますので、支

線のほうを早めのお願いしたいと思っております。 

次に６７ページの畜産業費で質疑しますが、酪農ヘルパー制度は補助金はある程度固

まってきておりますが、これも私のほうから一昨年度から質問をしまして、町長の答弁の

中でもありましたように、現在ＪＡさんと畜協との協議で行って、ある程度進行中という

ことでございますが、現状いつ頃どのような方法ですすめてられていくのか、それをお尋

ねしたいと思います。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 和牛ヘルパー事業の現状と、進み具合ということでござ

いますけれども、平成３１年度よりですね、球磨畜産農業協同組合のほうを事務局とした

ものと、いま聞いております。この内容につきましては、球磨地域における畜産ヘルパー

制度がいま現在確立されようということですけれども、その内容としましては、複数単位

の市町村でですね、和牛ヘルパーに従事される方を登録されまして、病気やけが等に対す

る飼育管理などに対応できるようなものにしていきたいというふうに聞いております。 

また、その料金やその関係の規約等の整備があると思いますけれども、現在その準備中

という段階と聞いております。各地区の総代さん等の中には、平成３１年度から制度を始

めていきたいというような説明はされていますけれども、最終的には総代会等で正式に

発表されるのかなと思っております。 

○１番（遠坂道太君） この事業もですね、繁殖牛にしろ、年配の方、非常に多ございま

すし、そういうふうなかたちで取り組んでいただければと思います。 

次もう一つ質問いたします、ページ６５ページですね、環境保全型農業直接支払交付金
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について、面積のほうもお伺いしましたが、国の基準に基づいてのかたちの事業と思いま

すけれども、これに関連するかたちの中で、私、議員になる前に杵つき精米所ができてお

りますが、いま現状どのような稼働をされているのか、それをちょっとお伺いしたいと思

いますが。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 平成２９年度の実績といたしまして、だいたい年間２０

０件程度が、精米所へ加工依頼があっているというふうに聞いております。この中にです

ね玄米の精米の他に、小麦、押し麦などの加工等を含んだ２００件程度というふうに聞い

ております。平成３０年度についてはまだ集計等いただいておりませんけども、平成３０

年度におきましては、ふるさと納税返礼品として扱っておりました、農業公社が実施され

ていましたけれども、精米等は減ったものと推測しておるところでございます。また逆に

ですね、小麦粉等の加工等は平成２９年度と比べましたら少しは伸びているのものとい

うふうに考えております。 

○１番（遠坂道太君） 実績のほうは、現状だと思いますが、これは当初どのような考え

方で作られたのか、それをもう一回教えてください。 

○農林振興課長（稲森一彦君） この精米所建設等については、平成２３年度にですね、

自然農法をされている組織のほうから、当時はですね、当時の精米所のあった場所など

を、設備を整備して使用したいというふうな相談があったというふうに、ちょっと記憶し

ております、それを受けまして、町のほうでも協議をいたしまして、現在の場所に移築を

したというふうなところになっていると思います、これにつきましては、町の農業振興の

ためということで、現在の場所に今整備がされたものというふうなことになっておると

ころでございます、 

○１番（遠坂道太君） であればですね、自然農法の方を中心にされているということで

作られたということになっておりますが、現状、自然農法の方は使用されているんです

か。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 建設当時は先ほど申しましたとおり、自然農法の方から

の相談等がございまして、先ほどもうましたように農業の振興を図るということで、精米

所を建設したわけでございます。平成２４年度から当初相談がありましたように自然農

法の方に指定管理としてお願いをしたわけですが、その後現在になりますけれども、農業

公社のほうが指定管理として精米所の運営にあたっているところでございます。 

○１番（遠坂道太君） 私が言ったのは、その農家の方が利用しているのかということを

お尋ねしたのですが。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 細かい数字まで調べておりませんけれども、憶測になり

ますけれども、どれくらいかわかりませんけども、そんなにはおられないというふうに思

います。 
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○１番（遠坂道太君） 私はこの環境保全型農業直接支払交付金を通じた形で作られたと

いうふうに聞いていたんですよ。その中で利用があんまりなくて、今の実績等を見ても、

何千万円かけて作ったものが、無駄になっているということです。はっきり言ったら、や

はり全体が使えるような問題で考えでしてほしいと思います。このように質問しました

が、これで終わります。 

○７番（高橋一雄君） ６８ページの農村改善センター等改修工事実施設計業務委託料に

ついて質問いたします。改善センターの改修について、存目計上されていますが、議会の

ほうでは、教育課の説明では、改善センターと中央公民館、まんが美術館とセットでの改

修の説明を受けていましたが、今回の改修は課長の説明のとおり、つり天井を廃止して安

全な大会議場にするのと、それから空調の設備その２点に絞られていると確認していい

ですか。 

○教育課長（北崎真介君） 天井と空調、２点ではございませんで、照明も一応考えてお

ります。これまで説明してきました中でですね、一度にやるという話ではなくてですね、

事務所の移転ですとか、美術館の改修、公民館の改修というのは、どうしても予算の関係

とですとか、財源の関係で、あと場所の移動とかですね、そういったものによって、左右

されますので、優先順位をつけてやっていきたいというふうに思っております。    

今回は一番重要性の高い防災避難施設ということで、防災減災等を考慮して、まずこれ

を行うということでやっていきたいと思います。 

○７番（高橋一雄君） 熊本地震等の各地での災害を見ますと、既存施設のなかでは学校

施設が一番安全であったという、学校の体育館等が数ヶ月間の避難生活に使われていま

すが、これは学校教育の大変な支障になりますので、この改善センターを避難所として使

えるように改修されることは、喫緊の課題だと私は捉えておりますので、スピード感をも

って取り組んでいただきたいと思っております。 

○９番（山下 力君） 農業振興地の見直しが、平成３１年度に行われると聞いておりま

す、今回の見直しについてですね、いわゆる協議会にですね町として、白紙で協議してい

ただくのか、あるいは今、今般の状況を鑑みて町としてこういう考え方で協議をしてくれ

というのか、どちらか、その他ありましたらお聞かせください。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） 農業振興地域整備計画、平成３１年度で全体見直

しを計画しております。その中で農地利用計画というのがありますけれども、この見直し

につきましては、まず事務局のほうで、農林のほうと協議しまして、まず候補地を考えて

いるということを、まず皆さんにお知らせしてから、それでそれを協議していただいて、

除外するのか、利用するのかということを協議していただきたいと思いますので、現在は

そういうことで候補地を絞っているところであります。 

○９番（山下 力君） 局長、町は白紙委任ではなくて、町の考え方を示して協議してい
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ただくということですね。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） はい、お見込みのとおりでございます。 

○９番（山下 力君） 町の考え方を、そうですねもう少し具体的にお願いしたいと思い

ます。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） この話につきましては、今度の１５日の日に、平

成３０年度の振興審議会を開催する見込みであります。まだ町の考えといいますか、町の

中山間部分にあります狭い農地等につきまして、除外をしたらどうかということで、数カ

所１０ヘクタールほど、放したいということで計画を作っているところであります。 

○９番（山下 力君） 今の局長の説明ではですね、町の考え方イコールとは違うんです

よ。町としてですね、町長、今般の就農者の高齢化とか、いろんなことを考えましたら、

積極的に農家の声等を聞いてですよ、外すところは外すという考えが必要ではと私は思

うんですよ。先ほど局長は担当課と協議をしました、と言いましたがけれども、担当課と

町長も踏まえてですよ、もう少し積極的な協議をして、その協議会のほうに示していただ

きたいというふうに思います。 

いま局長は、特別１０ヘクタールくらいの言葉を使いましたけど、話を聞くともう現

在、耕作放棄地等々になって、もうどうしてもできないようなところを外すというよう

な、消極的な考え方だろうと思うんですよ、ですからもう一歩踏み込んでですよ、ここ将

来的には農業振興地域には無理だと、早め早めに外していただければというふうに思い

ますけども、町長の考えと局長の考えをお聞かせください。 

○町長（鶴田正已君） 議員ご指摘のように、現在の耕作状況でありましたり、今後の

見込みというふうなところも当然重要になってくると思います。そういった農地につき

ましても、農業委員会のほうでも、それぞれ協議、調査もいただいておるというふうに

思っております、そのことと町の考えをすり合わせながらの方向性になると思っており

ますので、ここの協議は今後も重ねて行かなければならないというふうに思っておりま

す。 

○農業委員会事務局長（吉田精二君） それで、今度の１５日の日に、今年の第１回目の

振興協議会を開きまして、委員さんに町の素案を提示していただきまして、それを検討し

て、来年の今頃ですね、１年後ぐらいに県のほうに最終の計画案を出したいと思います。

それまでに何度か皆さんお集まりいただいて、協議をいただいた上で、最終的な結論を出

していただければと思っております。 

○９番（山下 力君） 農業振興地域は直接、中山間地の直接支払制度と絡んでくるんで

すよ。ですから、しかしながらですね、将来的に山間部に接して、農業振興に図れない地

域は積極的に外すというか、していただくような協議、そして結果がでるように要望して

おきたいと思います。 
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そして、町長は先ほど協議、協議と言いますけど、協議だけしとっても、考えを示さな

いと、前に進みませんので、ちゃんとした協議をして考え方を示していただきたいという

ふうに思います。 

それから畜産費で畜産農家を起因とする環境問題で、今、北部のほうの地区から苦情が

町のほうに寄せられていると聞いています。担当課、町長、どのような苦情を聞かれてお

るのかまずお聞かせください。 

○農林振興課長（稲森一彦君） この問題につきましては、常々過去からあったものだと

思いますけれども、平成２９年度におきまして関係者のそういう苦情がありまして、ハエ

であったりとか悪臭とかそういう臭い等の苦情があったり、道路等に農業機械で搬出搬

入される際に、道路等にも土であったり、堆肥の一部等が落ちているというふうな苦情が

あっていることは聞いております。 

○町長（鶴田正已君） 畜産の堆肥の問題等々につきましては、臭い、それから担当課長

が申しましたように、道路への飛散、それから野積についてというふうなことで、担当課

でも聞いていると思いますし、私もそのようの意見は聞いております。 

○９番（山下 力君） 私が聞く限りですね、もう数回要望していると、何の反応もない

というふうなことなんですよ。これについて町長は、当然、現場はわかっておられると思

いますし、見られていると思います。どういった対応をされているのかお聞かせくださ

い。 

○町長（鶴田正已君） 伺いました情報を受けまして、担当課のほうに適切な対応をいた

だくように指導をするようにということで、申し上げております。 

○農林振興課長（稲森一彦君） この件につきましては、担当課としましても、まず関係

者、畜産農家のほうになるかと思いますけれども、その関係者に事情を聞いたりですね、

その際には、適正に処理していただくように、直接集まっていただいて話をするようにし

ています。 

また、畜産農家全戸に対して、堆肥の適正管理を行っていただくように通知を行ってい

るところでございます。 

○９番（山下 力君） 平成１６年の１１月からですね、家畜排泄物処理法が適用されま

して、それに湯前町は畜産農家を起因とする、環境問題を解消するために、国、県、町の

補助率合わせて９７パーセントの補助率で、堆肥舎を５カ所ですか建設したんですよね、

これはもう当時の関係者として、間違った判断ではなかったと思っております。   

しかし、今回のように、ここから外れてですねそういった環境問題を発生しているとい

うことはですね、やはり問題があると思うんですよ、ですからもうここでは、いろいろ言

いませんけども、しっかりと協議をして何が原因だったのか等々を考えて、対応をしてい

ただきたいというふうに思っておりますが、町長どうでしょうか。 
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○町長（鶴田正已君） 畜産の振興していく場合、また畜産の規模拡大を図る場合に、そ

の堆肥でありますとか、それから屎尿の問題、臭いの問題、ハエの問題、こういったもの

とのセットで協議をしなければ、なかなか施設の拡充であったり、拡大もできないのでは

ないかと思います。そういったことを先ほど議員おっしゃいました、平成１６年の法改正

をうけまして、高額補助の堆肥舎等も建設等もされているということだと思います。 

そのことと、畜産の日々の日常の管理というものはしっかりやっていただくために、そ

ういった高額の補助を出しての整備ではなかったかと思います。そういった整備をして、

その結果また別の問題が生じるということであれば、その対策なり、もちろん原因等々も

聞き取りをしながら、対策を打っていかなければいけないし、また作った時点での基準で

ありますとか、そういったこともしっかり現象していただくことも、重要なことだと思い

ますので、そのへんは繰り返しの協議、指導を、あるいは改善の対策になっていこうかと

思います。 

○９番（山下 力君） 何回も住民を代表されて、町のほうに苦情をされている方に対し

てですね、やはり何らかの対応をすると、いった返事をしていただきたいというふうに思

います。この寒い時期はよほどいいんですよ、これが４月、５月になったら、臭いとハエ

の発生がとにかくひどいそうです。とにかくまずすることは、要望された方に、なんらか

の返事をすることを、まずしていただきたいというふうに思います。 

○議長（倉本 豊君） ここで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。発言を許します。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 先ほどの件でございますけれども、まあ地域の事情とか

そういう状況を、役場のほうに来られた方はわざわざ時間を調整していただいて、役場の

ほうに足を運んでいただいたものというふうに思っております。それに対して役場側と

しての対処をしたことに対する報告がなかったことにつきましては、こちら側の配慮不

足だったというふうに思います。今後はそういうことがないように、十分に注意していき

たいというふうに思います。 

○９番（山下 力君） 次にいきますが、いま用水路の改修で中山間地の支払制度の、交

付金を積み立てて、３１年度は植木地区を改修されます。昨年も申し上げましたけれど

も、いわゆる中山間地の地域でない地域、でまあ町長の配慮で湯前版の中山間地域を作っ

ていただきました。湯前版に入っている地区は、植木地区とまあどこか知りませんけど

も、まだ入っていない地域があると思うんですよね、そういったところがもしあればです
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ね、やはり用水路の改修は当然必要になってくるかと思いますし改修をする時期がくる

と思うんですよね、その時にその地元負担、受益者負担金にそれを充てるんだったら、や

はり湯前版に管理をしてない地域は、湯前版に加入、参加してくれというような指導も必

要ではないかというふうに思います。 

聞きたいのはそういう地域があるのか、あったらそういう指導をされるのかお尋ねし

ます。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 現在、湯前版の中山間地域につきましては３集落になっ

ております。それ以外につきましても同様な地域はあるところでございます。そういう地

域の方にも、町としての制度があるとお話をしながらですね、将来に向けた対応につい

て、当然話もしていかなければならないと、思っております。そういうことで今後も、そ

ういう地域の方々ともお話をしながらやっていきたいというふうに思っております。 

○９番（山下 力君） そういった指導をしていただきたいと思います。それから町長に

お尋ねですが、３月定例議会の議運の日に、いわゆる国有林の長期伐採が可能になった

と、いわゆる林野庁長官からそういう話を聞いたという話を少しされました。この件につ

いてもう少し詳しく説明をお聞かせいただけないですかね。 

○町長（鶴田正已君） 私が要望に行きました際に、林野庁長官との時間を、町村会で持

たせていただきました。その時に、実は、私どもの町は国有林野率が非常に高いという地

域であるということ、そのことと合わせて民有林との一体的な管理等々をできるように

はならないかというお話を申し上げたところ、林野庁長官はその作業効率であるとか、そ

れから作業道の利用であるとか、そういった面からみれば一体的な管理をできるように

したいというふうにお答えをいただいたと、私がこれまで十数年要望にいきまして、そう

いった回答をいただいた長官は、初めてだったと、非常に印象に残っているところでござ

いますけれども、その先の具体なことについては、今後の話で長官としては、民有林、公

有林、それから国有林の一体的な施行等々が必要になるのではないかいうことが、お答え

であったということであります。 

○９番（山下 力君） まあよその地域は別としてですね、湯前と水上、上球磨森林組合

もあります。湯前町と水上村で国有林が４，１００ヘクタールあるんですよね。それを活

用して雇用の場をするために、この地域では重要な課題ではなかろうかと思っておりま

す。この制度についてはですね、安倍内閣の閣議でそのようにしたいという決定がされて

います。そして、いま国会で法案が提出されていると思うんですよね。６月末までにそれ

が可決されましたらですね、やはり要望活動が必要になってくると思うんですよね。その

前にですね湯前町と水上村で協議をしまして、まず林業を経営される方が、そういった国

有林の伐採含めて、管理ができる仕事があるんだったら、やりますか、ちょっと無理かそ

ういったところを確認してからですね、要望活動になると思うんですよ。   
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ですから、早速水上との協議をしていただきたい、そしてそういう林業関係者と協議を

していただきたい。そして両町村の考えをまとめていただいてですね、要望活動、その時

は執行部も来て、議会の代表議長も、一生懸命努力をしていただければというふうに思い

ますので、そういった会合を是非やっていただきたいというふうに思います、町長も残り

任期ありませんけども、しっかりと対応をしていただきたいと思いますけれども町長の

見解をお聞かせください。 

○町長（鶴田正已君） 国有林の管理ということになれば、議員ご指摘のように、人材の

確保でありましたり、それから仕事の量も増えてくるかと思います。そういった時に地元

の林業事業体様々にあるわけですけども、これまでなかなかそのへんには手が届かない

というか、関係が薄かったわけですけど、湯前と水上、森林組合等々で組織しておりま

す。林振協議会等々もあるわけでございますので、そういったところでまず事務レベルの

協議から始めて、そして次第と要望活動へとつなげればということでございます。 

ただ国の考え方それぞれあるようでございまして、林野庁長官の意向がそのまま通る

かということは、議論の中であるんではないかと思っております。そういったことを含め

ての、状況を見ながらの展開になろうかと思います。 

○９番（山下 力君） 町長の見解ともう少し詳しく担当、わかってませんか。いわゆる

林野庁発行の説明書と、それから日本農業新聞の２月２７日に詳しく書いてあるんです

よね、町長の説明に対して補足できればお願いします。 

○農林振興課係長（椎葉泰裕君） 先ほどの山下議員の質問についてですけども、おそら

く国有林野経営管理法改正についてのご質問だったかと思います。国有林野経営管理法

の改正につきましては、国有林を一定期間ですね、期間を定めまして、意欲と能力のある

林業事業体に、伐採できる権利、をあたえまして伐採できる権利を取得したところは、自

分の好きなときに伐採して立木を売ることができると、ただし再造林の義務も発生する

というふうに認識しております。それからその伐採できる権利を取得するにあたっては、

国にお金を払う必要があるということで認識しております以上です。 

○６番（金子光喜君） お伺いいたします。６６ページにですね、城南地区家畜自衛防疫

促進協議会負担金とありまして、現状中京地区で豚のコレラが発生して、非常に多くの殺

処分の豚が発生してですね、農家の方も困っておられますし、お隣の国、韓国では、口蹄

疫が依然として蔓延しておって、その防疫といいますか、国内に引きこまないように、こ

の地域にその病気が蔓延しないような形で活動をされていると思いますけども、現状ど

ういった対応をまずとられているのかお伺いさせていただきます。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 町のほうでは、近隣も含めてですけども、防疫体制の要

領なりを作っております。これにつきましては、県がそういう発動した時にはその体制に

よって防疫体制に入るというような計画書でございます。 
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また、毎年ですね、県のほうからこういう関係の報告が出てくることもありますので、

座学によったり、あるいは実地によるそういう研修がございますので、そこらへんは、担

当のほうを出席させているというふうな状況でございます。 

○６番（金子光喜君） いま答弁では知識の普及という、対応する側の知識を高めるとこ

ろの対応をされてるという答弁でしたけれども、まあ実際伝染がこちらに及ばないよう

に、中京地区では、猪にワクチンの混ざった餌を与えるとか、そういった実質的な対応と

かもとられているようですし、農水省のほうからも様々な通達が来ているのかなと思っ

ております。 

年が明けて来年になりますと、オリンピック等もありまして、たくさんの方が日本国内

に入ってこられる流れもあろうかと思いますけれども、しっかりとした対応をする上で、

以前は農家のほうに石灰を配布したりとか、まあそういったこともされていたと記憶し

ておりますが、現在ではあまり大きくその件は見えてきておりません。まあ防衛策として

農家の方が自分でされるのが必要なのかなと思いますけれども、県のほうからもそれな

りの対応といいますか、石灰を配布したりとか、今はないのでしょうか。また、今後、そ

のへん検討されているのかお伺いさせていただきます。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 石灰の配布でございますけれども、現在も続けていると

ころでございます。ただ石灰のストック場所といいますか、役場のほうにも設けておりま

すけれども、二月に一回は、家畜の町の品評会をしておりますので、役場のほうにもです

けども、畜産センターにも２カ所のところに保管場所として、それぞれに取りに来ていた

だきやすいような環境はしているということでございます。 

○６番（金子光喜君） ことが起こってからではですね、非常に大きな損害になります

し、緊張感を持った対応というのが、大事なのかなと思います。確か以前お隣の宮崎県で

発生した口蹄疫の際には、本町で防疫体制がとられたりとかですね、まあもし発生したと

きのですね、対応とかもシュミレーションされたように記憶しておりますが、このへんの

話も順次、逐次されているのかお伺いさせていただきます。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 先ほどおっしゃられました、消毒箇所といいますか、そ

れにつきましては、県のほうからですね、湯前町についてはここ、多良木町についてはこ

こというふうな通知も来ております。まあそれら等で確認をしておりますし、これらにつ

きましては、先ほどもうましたとおり、県のほうからも随時情報が流れて来ておりますの

で、まあそれらに基づいて実施していくというようなことになっております。 

○６番（金子光喜君） 協議会の負担金というかたちで金額が上がってきておりますが、

どういった活動をされているのか別としまして、しっかりと地域あげて協力体制とりな

がら、きちんとした対応をとっていく必要があると思います。 

金額がこれで足りるかなという心配もありますけれども、実際中京地区で発生してい
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る豚のコレラにしてもですね、いざ入ったときには大変な損害になりますので、様々な対

応策というのを、検討しながらですね、こちらにそういう事例がないよう望むところで

す。以上です。 

○１番（遠坂道太君） 私ですね３月の一般質問で質問した内容の続きになるんですが、

害鳥獣駆除補助金でございます。また、有害鳥獣捕獲補助金、それから協議会の補助金、

それら３つありますけれども、これは見具合で駆除するための捕獲と私は理解してるん

ですが、害鳥獣駆除補助金ですよね、一般質問でもしましたように、いま現状、湯前町の

ほうは補助事業を使って、網を張っている、そのために網を張っているところがあれば、

補助はおりないというふうに私は聞いているところでございます。それを張って、個人的

に張ろうと思った人たちもいらっしゃるわけでございます。それに対する補助はできな

いかということで、私は一般質問しました。 

その中で、答弁としましては、各市町村の状況を聞いて、そのへんで検討していくとい

うふうな回答をいただいております、その中で補助事業でできない部分と、できるとこ

ろ、そのへんの形の中で担当課長再度もう 1回答弁のほうお願いします。 

○農林振興課長（稲森一彦君） まず、基本的なことになろうかと思いますけれども、中

山間地直接支払制度でのその対象区域内のところおきまして、その中山間地直接支払制

度の補助金で対応できる部分は対応していただきたいと、そういうことが、基本的なこと

だと思いますけれども、中山間地域の対象になっていないところもございます。そういう

ところにつきましては、別の補助事業が該当するかと思いますので、それが該当するもの

であれば、それらについて対応していかなければならないのかなというふうに思ってお

ります。 

また、個人の方のこともあろうかと思いますけれども、個人の方につきましても、中山

間地直接支払制度を、その地区、地区での取り組み方も違いがあろうかと思いますけれど

も、その中で対応できるものは、それにしていただくというのが基本的なことだと思って

おります。 

また、多少その状況も調べているところでございます。他町村のところも見てみます

と、やはり中山間地がまず基本ということになっています。それで対応できないこともあ

ろうかと思います。またですね、個人等でされるのではなくてですね、３戸以上というよ

うなところで申し込みをいただければ、町単独等でも考えていかなければならないのか

なというふうに思っております。 

○１番（遠坂道太君） これについては私も前、聞いたんですがね、でも中山間地ででき

ない、その３戸以上ということもできないというところもあると思うんです。そういった

形の中で、やはり個人でされるところを対象にするといったら、駆除の補助金というよう

な形も考えるべきじゃないかなというふうに私は捉えているんですが、そのへんいかが
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でしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 駆除につきましては、個人でできる、できないかという

のもあると思います。まあそういう狩猟免許を持たれる方、ということもあろうかと思い

ますので、それにつきましては狩猟免許を持っておられる方等になるかと思っておりま

す。あと個人の方につきましても、なかなかに対応するのも難しいところがございますの

で、３戸以上とかというふうなことも先ほどもうましたとおり、そういうことでまずご相

談いただければというふうに思っております。 

○１番（遠坂道太君） まあですね、戸数を制限してしまうと、できるところとできない

ところが発生するんではなかろうかと思うんですよ。だからやはりこう、場所の確認はさ

れると思いますがけれども、やはりこう、対応すべきところは、全額を補助するんではな

くて、やはり一部補助というようなとらえ方をされると、農家のほうも取り組まれるんじ

ゃなかろうかと思うんですよね、そのへんについてはいかがでしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） そうですね、個人の方への対応も当然必要になってくる

かと思います。それにつきましても今後の検討課題かなと、そのへんはしっかりと私たち

のほうでも検討していきたいというふうに思います 

○１番（遠坂道太君） 一応、隣の水上村を確認しましたところ、補助事業でできないと

ころをは、そういう事業で対応してますよ、というふな回答でありました。だからこうで

きる町村もあるわけですよね、今後そういうふうなかたちで検討していただきただけれ

ばと思います。 

○８番（黒木喜巳男君） ６５ページの負担金補助及び交付金のなかで、多目的機能支払

交付金に３，３７９万１，０００円が計上されています。この事業に対しまして、先日の

補正予算によりまして、２７１万８，０００円が更正減額されておりました。 

これについて説明お願いします。 

○農林振興課長（稲森一彦君） これにつきましては、国からの交付金というかたちにな

っております。で国のほうにおかれましては予算の範囲内ということになっておりまし

て、町からの要望した１００パーセントの配分された額より低かったということで減額

したということになっております。 

○８番（黒木喜巳男君） すると１００パーセント達成しないから、国県の補助金であり

ますので、国庫に返上されたということということですけど、また同じことで、今年は去

年と同様額上がっておりますので、また今年はその可能性があるわけですか、１００パー

セント利用する。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 返還したわけではございませんで、要望した額に対して

国からの配分が少なかったということろでございます。今年度の予算につきましても、要

望していますのは、１００パーセントで要望しているというところで、予算は計上してい
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るということでございます。 

○８番（黒木喜巳男君） そういうことですか、一応申し込んどったけれども、それだけ

なかったから、減額をされたというわけですか、そういうことなら一応わかりました。  

ただですね、この事業は農道とか、水路とかの整備とか、修理に使用するというような

ことを聞いておりますが、その中で例えばうちの県道を申し上げますと、当初は工事を３

００メートル位いっぺんにいたしました。というのは違うところから借りまして全額を

したわけですが、１期目が終わりまして、今期に入りましたら、単年度にするということ

でございましたので、単年度ならば１年１年数メートルしかできません。金額が小さいも

んですから、だからですね前のようにですね、よそから金を借ってでもですね、一気にす

れば、前回は３００メートル位すみました。 

今期につきましては、５年くらいたちますけれども、数十メートルです、だからもう経

費の関係とかありますので、そういうところをですね是非できるようにですね、測量費も

されまして検討の話もあるということでしたので、そのへんのところを要望していただ

けませんでしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） この件につきましても、国とか県のほうにもですね、満

額配分があるように、ということで要望はしていくべきだというふうに思っております 

○８番（黒木喜巳男君） 要望は当然ですけども、このような単年度決済をですね、例え

ばさっき申しましたように、３００メートル位よそから借りてでもですね、済むわけです

よね、それはだめだから、単年度決済だから１０メートルくらいしいか進みません。よそ

から金融機関から借りてでもですね是非一括で済むようにというようにできませんでし

ょうかというのを、お願いしてもらいたいと言うわけです。 

○農林振興課長（稲森一彦君） まず国の制度が変わってきておりまして、その施行内容

等についても、以前とくらべれば絞られてきているということになっております。そうい

うようなことになっているわけです。他のところからという話もございますけれども、単

独の集落でされているところ、また広域でされているところもございます。広域のところ

に入ってもらえばそういうところも少しは可能になってくるのかなというふうに思いま

すので、そういうことも利用していただければなと思っております。 

○８番（黒木喜巳男君） 単独はちょっと厳しいから、全部のに入ってそれを集中的にさ

れるというわけですかね。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 広域に入ってもらえば、その中でも利用調整ができます

ので、そのところにつきましてもいろいろ調整しながらやっていけるのではないかなと

いうふうに思っております。 

○８番（黒木喜巳男君） 是非、そういう対応を、せっかくの補助金ですので、対策を講

じてがんばっていただきたいと思います。 
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○９番（山下 力君） 町長の開催日に行政報告の最後のほうで、農業公社について触れ

られました。まあその中で平成３１年度は水稲等の生産は行わないという報告がありま

した。これ当然１月末の理事会と、２月の理事会で決定した事項だと思いますけれども、

この栽培しないということの他にですね、どういうことを協議なされたのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

○町長（鶴田正已君） 理事会３回ほど年明けに開いたわけでございますけれども、まず

もって理事長の選任ということで、私が理事長になる、それから職員２人が３月末で退職

という意向がでましたので、そのことについての報告をいたしました。まあそのことを受

けまして、職員もいなくなるという現状の中で、どうしていくのかというところを協議し

たところでございまして、それ以前に私も４月で任期がくるということでを受けまして、

次の理事長の経営方針や雇用計画等々の動きになってこようかと思う。ただ、それに行き

着くまでのしっかりとした継続的な管理をしていかなくてはいけないという協議しまし

た。 

その作付けしてもしなくても、維持管理というのはかかるわけでございますけれども、

当然のことながら直営での作付けは厳しい。であるならば、農地、水稲が栽培できる農地

であるならば、そのことを公社ほかの個人また法人等々に委託をして水稲を作ることが

いいのか、それとも水稲を作らないほうがいいのか、という議論があったわけですけれど

も、その前にもう１回その作る作業をする人がいないのであれば、現在の水稲を作付けし

ているという農地については、水稲は可能であるということであれば、そのことを農業委

員会を通して、合意解約の後に、引き受けていただける方がいるか、いないかを探してみ

ようということが１つでございました。 

その引き受けていただける農地については、そういった方に引き継ぐということでご

ざいます、残った農地、これはもう条件があまりよくない農地であるとか、畑ということ

になってくるわけですけど、それについては、公社が借り受けをしているということで、

管理はしなければいけないというようなことでございます。 

まあ、その管理について、どうしていくのかというような協議したところでございます

けども、先ほど水稲については、もう公社ができない以上委託するか、それとも管理だけ

していくかという協議をしたところでございますけれども、委託をして水稲を作付けし

た場合もどれだけの収量が見込めるか、そういったこともなかなかに厳しいんではない

かというご意見もあって、それでは残った農地を他の方が引き受けていただく農地以外

については、管理だけをしていくようにすればいいかというようなことでありました。

で、そのことについてはどうやってということで、意見もそれぞれ出していただいたんで

すけど、地域の皆さんに公募をして、その管理をしていただける方、そういった方を見つ

けてはどうかというような話もしていただいたところでございます。 
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間もなくその水稲を引き受けていただけるような農地についての、借りてというのは、

数字が出て来ようかと思います。その数字が出てきた残りの農地についての管理につい

ては、公募をかけるにしてもどのくらいの経費が必要なのか、それからどのくらいの労働

力になるかとか、そういったものを試算して、見積書提出なのか、あるいは言い方は定か

ではございませんけども、入札方式にするのか、そういったことの中で協議をしてはどう

かというようなことを協議しております。 

公社から次のかたへ引き受けていただくような農地の面積等については、いま掴んで

いる分は担当のほうでつかんでいるというふうに思っておるところでございます。いず

れにしましても、これまで作付けをしてきた場合の、収支というのが、なかなかに厳しい

ものがある、それから、雇用している方も、そういう意向であれば、そのへんの整理をし

てなるべく負担が少ない形で、次の展開が図れるようなことで、引き継ぎをしなければい

けないというのが、私の今の思いでありまして、その先の様々なことについてはまた先の

協議になるかと思いますけれども、預かっている農地の管理、それからどうやって次の理

事長に引き継ぐのか、というようなことを、いま協議をしているというところでございま

す。 

○９番（山下 力君） 今の説明の中でありましたけれども、約４町くらいの水稲面積が

ありますよね、預かっている農地で水稲栽培をされておった農地が、これは農業委員会の

ほうに、いりいろご苦労いただいて、隣接の農家の方がいろいろ努力をされた結果が報告

受けてないんですよね。まあ担当わかっていれば、だいたい数値そして、それは平成３１

年度限りなのか、それ以降も引き続き受諾していただけるのか、そこのところ分かってい

ればお聞かせください。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 公社が借りていた農地で水稲等ができる水田が、約３．

５町ですかね、になっております。これにつきましては先ほど町長のほうの答弁にもあり

ましたとおり、農業委員会のほうにお願いしたいというところでございます。農業委員会

につきましては、３月の農業委員会のほうが、先日あったというふうなことを聞いており

ます。その全てが、３．５ヘクタール分が、３月の農業委員会のほうで、推されたという

ことは、まだお伺いはしておりませんが、そして、当然、次の方といいますか、契約期間

がございますので、平成３１年度限りということではないかなと思っております。 

○９番（山下 力君） 議会のほうもですね、議長の指示で議員一人一人、今後の農業公

社についての、いわゆる考え方を聞いております、まだまとめておりませんけども、今の

状況を続けていくことはちょっと無理だと、ですからこの１年間は休止して、再スタート

できるような協議を重ねていきたいというのが、まだ議会のたぶん皆さん方のご意見だ

ろうと思うんですよ。執行部もただ水稲を栽培しないということだけではなくてですね、

いろんな話を協議をしていただきたいと思うんですよね。これは今後のことですから、担
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当のほうで十分課題はわかっていると思いますんで、協議をしていただきたいというふ

うに思います。 

その内の中で２、３聞きますけど、農業公社で作っておった米ですね、これをふるさと

納税の返礼品と湯楽里のレストランで利用されておったと、これに対しての対応はどの

ようにお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。 

○町長（鶴田正已君） 本年度、夏場までの米は確保いたしておるということでございま

すけれども、従前農業公社が湯楽里、まあそのころはふるさと納税ございませんでしたけ

れども、湯楽里で使う分についてはですね、その前はＪＡのライスセンターのサイロに玄

米で保管をいただいて、湯前ということで保管をいただいて、必要量に応じて精米をして

現場で使っておったというようなことだと思っております。そんなことが従前でござい

ましたけれども、ふるさと納税あるいは、湯楽里の米についてですね、どこのものをどう

やって活用するというのは、今後の検討課題というふうに思っておるところでございま

す。 

○９番（山下 力君） せっかくですから、湯前産のお米はおいしいところもありますの

で、湯前産を利用していただくような検討をしていただきたいと、まあ当然、執行部と議

会の協議も必要でございますので、それをお願いしておきたいと思います。 

もう１点は、先ほど２人が３月末で退職されるということの説明がありましたけれど

も、他に事務される方と、精米所で仕事をされる方がおられます、この２人に対しての対

応はどのように対応される考えですか。 

○町長（鶴田正已君） 事務局体制につきましては、現行多面的の事業によりまして、雇

用しておるわけでございまして、そのことについての事業は今後も継続していくという

ことであります。ただその割合として、７対３であるとか、６対４であるとかいう割合

で、今、公社の事業もしていただいておるところですけども、公社の事業がなくなった場

合にはどうなのかというようなことも、実はお伺いしたところでありますけれども、多面

的の事業がですね、今後今までもう一方、時間で来ていただいておりましたけれども、そ

の方も退職をされるということで、多面的の部分でも十分１人では、ちょっと１人では大

変なくらいの仕事量になってくるというのもございますので、事務方の雇用については、

農業公社がもし事務的な事業がなくなるということであれば、多面的のほうでの対応に

なるのかなというところでございます。 

それから精米所を担当していただいてる方につきましては、５月末日までの、１年間と

いうことでございますけれども、これはそれぞれご意見あるかと思いますけれども、今そ

れぞれ、請負で精米、製粉あるいはその他の加工も入ってきているところでございます。 

そのことと、それから、公募をかけるのかということもまだ決定はしておりませんけど

も、先ほどもうましたように、農地の管理があるということでございますので、その公募
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をかけた場合であるとか、別の方にお願いするまでのつなぎということ、それから精米所

の稼働について、次の段階での判断ということになろうかと思いますので、そういうとこ

ろでのお願いをしなければいけないのではないかというふうに思っております。 

○９番（山下 力君） 一応、日本の宿命ですね、会計年度でいろんなところが進みます

から、もう３月の中旬です。ですから３月末までにですね、いろんな判断をして、やはり

言うべきところは言っていただきたいと思います。先ほど事務の方の多面的と公社の割

合の話がございましたけれども、その多面的のほうの責任者の方と、そういった話、協議

等なされたことがありますか。 

○町長（鶴田正已君） 昨日でございますか、決済の際にお見えいただいた時に、そうい

う協議をしましたところ、そういう現状でのお話をいただいたというところでございま

す。 

結果としましては、多面的だけれどもこれからは、ちょっと大変になるのではないかと

いうようなこともあって、その方は自分は続けていかなければいけないという意向でご

ざいました。 

○９番（山下 力君） 町長は昨日ですが、私は２、３日前ですよ、全く話がなかったと

いう話を聞いておりましたんで、お尋ねをしたところでございます。やはりですね、先

手、先手でお願いするんだったら、話をするべきなんですよ、それと精米所の方、他県の

ある町の、ある業者の請負ていうか、契約かなんかされて、仕事しているんですよね、全

く採算がトントン位だったら私はやめていただきたいと思うんですよ。どうせやるんだ

ったら、その湯前町で小麦とか大麦とかを作っていただいて、湯前町の農家のためになる

んだったら、トントンでも少々赤字でもいいと思うんですよ。 

いま現在ですね、その採算面からいってどうでしょうか。何回も数字を出せと言います

けれども、出していただけませんけれども。 

○農林振興課長（稲森一彦君） いま現在、他県のほうからも依頼をいただいております

けれども、まあそのほとんどが小麦であったり等の製粉が主でございます、これをちょっ

と計算してみますと、赤字にはならないというところの試算はできているところでござ

います。 

○９番（山下 力君） その赤字にならないから、余計な利益は出てないと思うんですよ

ね。ですからそういう販売先があるんでしたらですね、湯前の農業の振興のほうで、考え

方を変えてくれと私は言いたいんですよ。ですからその宮崎県のまあどういうところか

知りませんけれども、契約でなからんばですね、やはり年度で私は終わっていただきたい

というふうに思いますけれども、この件についてはどうでしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） まあ書類を交わした契約ということではございません。

この他、県のほうから聞きましたが、昨年３０年の１１月からの依頼ということで受けて
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いるということでございます。 

まあ、本当議員おっしゃるとおり、他県のほうからの依頼も当然でございますけれど

も、基本的には湯前町のを中心に依頼が農業公社のほうにあるべきだというふうに思い

ます。   

また、あの依頼があったものを、またひょっとすれば公社としても販売促進作業をして

いくのも、今後の一つのやりかたの一つにはなってくるのだろうということは思ってお

ります。 

○議長（倉本 豊君） ここで昼食のため、休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後１２時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

ただいま、款５農林水産業費の質疑の途中です。発言を許します。 

○９番（山下 力君） 町長にお願いしてある農業公社の７年半の総括、これをしっかり

としていただかないと、平成３２年度から再スタートできるか、できないかということに

なりますんで、そこのところはしっかりと総括をしていただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（倉本 豊君） 総括もございますので、これで款５農林水産業費の質疑を終わり

ます。 

款６商工費の説明を求めます。 

○企画観光課長（本山りか君） ページは、６９ページをお願いします。 

款６商工費についてご説明します。商工費につきましては、前年度と比較しまして２

００万１，０００円減の９，４５３万６，０００円を計上しました。一般会計総額に占

める割合は３．５パーセントとなります。 

目 1商工総務費につきましては、１，７３４万５，０００円を計上しました。商工振

興、観光推進係３名の人件費となります。 

目２商工振興費につきましては、２，５８５万９，０００円を計上しました。商工振

興関係の事業費及び避難防災交流施設に係る事業費となります。前年度と比較しまして

１６５万８，０００円の増額となります。増額の主な要因は、避難防災交流施設の維持

管理費の増によるものです。 

主なものについてご説明いたします。 

７０ページをお開きください。節１３委託料は、避難防災交流施設、通称「湯～とぴ

あ」の指定管理料３５３万３，０００円を計上しました。光熱水費等の実績により昨年
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度に比べ増額となっています。また、レールウイング複合施設の飲食提供施設、つまり

カフェに係る経費を除く指定管理料３９７万８，０００円を計上しました。平成３０年

度に整備しましたモニュメント・トイレの管理に要する経費等が増えたため増額となり

ました。 

節１８備品購入費は、レールウイングの展示体験販売施設にＩＣＴ機器を収納するた

めのキャビネット及びまんが図書館で使用するためのパソコンの購入費、合わせて１５

万円を計上しました。 

節１９負担金補助及び交付金は、商工会補助金、商工会青年部女性部活動補助金を計

上しました。いずれも前年度同額となります。湯前町小規模事業者持続化補助金は、国

の補助事業の交付決定者に町の補助を上乗せするもので、実績に応じて交付するため存

目計上しました。交付対象となる申請がありました際に、改めて補正をお願いしたいと

思います。くまもと県南フードバレー推進協議会の負担金１９万７，０００円は、これ

まで総務費の地域再生戦略推進費に計上しておりましたが、この事業の主な内容とし

て、現状、商工業者の販売促進に資する活動が中心となっていることからこの費目に移

しております。また、県商工会青年部連合球磨大会負担金９万６，０００円を計上しま

した。県下４９の町村商工会で組織される県商工会連合会及び青年部連合会の事業とし

て、青年部合同研修会と親善ソフトボール大会が県内９ブロックによる持ち回りで毎年

開催されていますが、平成３１年度は６月２２日、２３日に人吉球磨地区で開催される

ことになりました。つきましては、その大会に要する経費への助成要望がありましたの

で計上しております。１，０００名程度の青年部員が参集され、部員の資質向上や地域

振興発展のために寄与することを目的として開催されるとのことです。人吉球磨管内各

市町村に対し８０万円の助成要望がありましたので、均等割と青年部会員数割を算出根

拠として当町の負担分を予算計上したものです。 

節２１貸付金につきましては、商工会預託金として前年度同額の１，０００万円を計

上しました。平成３０年度の実績を踏まえ計上しました。 

目３観光費につきましては、５，１３３万２，０００円を計上しました。前年度と比

較しまして２１６万６，０００円の減額となります。節１報酬に、観光振興に携わって

いただく地域おこし協力隊１名分の報酬を計上しました。節４共済費、節９旅費の一

部、節１１需用費で消耗品の一部、節１４使用料及び賃借料の一部にも活動に係る経費

を計上し、合わせて３１０万７，０００円となります。 

７１ページをご覧ください。節９旅費４０万４，０００円は、各種観光協議会事業に

伴う旅費及び福岡市、熊本市等への観光客誘致活動に伴う旅費等を計上しました。 

節１３委託料の中で、グリーンパレス指定管理料１，２２６万９，０００円を計上し

ました。前年度に比べて４０万円程度の増額となりましたが、消費税率の引き上げ、最



- 189 - 

 

低賃金の改定及び公園管理に係る消耗品費の増などが主な要因です。また、湯楽里・グ

リーンパレス施設改修工事設計監理業務委託料２，０３０万円を計上しました。「ゆの

まえ温泉湯楽里」は、地元食材を提供し、利用客の生きがいや健康づくりの各種メニュ

ー等に取り組む「食と健康の拠点施設」として、平成１０年にオープンしました。それ

以来、たくさんのお客様にご利用いただくとともに、地域住民の健康増進はもとより都

市と農村の交流人口の拡大に大きく貢献してきました。天然温泉、宿泊施設、地元農産

物やジビエ等を提供するレストラン、地域の特産品を販売する販売所、パンや郷土料理

作りが体験できる加工体験室などの機能を備え、年間約１０万人の利用客があり、当町

の観光拠点施設として、また町内唯一の温泉宿泊施設としての役割も果たしてきたとこ

ろです。 

しかし近年では、施設の老朽化に伴う修繕箇所の増大とともに、周辺の温泉・宿泊施

設の開発やリニューアル等に伴い、オープン時と比べ温泉宿泊施設としての魅力や話題

性が徐々に弱まり、来訪者、特に宿泊者の低迷が続いています。 

そこで、今回、施設を改修し、レストランや温泉施設、宿泊施設を利用される高齢者

や身体のご不自由な方々にも配慮した機能強化を図るとともに、施設のイメージを刷新

することで利用者数の増加、収益力の向上、町全体の活性化や賑わいづくりにつなげ、

あわせて、隣接するグリーンパレスやＢ＆Ｇ海洋センターと連携したメニューの開発を

行うことで新規顧客の開拓を目指したいと考えます。本事業を実施することにより、当

施設が観光拠点施設として、交流人口拡大、雇用創出、町民の健康増進を図っていきた

いため、湯楽里本館及びグリーンパレスの大規模改修に着手したいと考えております。 

なお、大規模改修の中で空調設備更新に係る工事につきましては、平成３１年度にお

ける熊本地震復興基金交付金事業の内諾を受けておりますので申し添えます。 

また、この経費には湯楽里で徴収させていただきます入湯税を充当させていただくこ

ととしています。入湯税は、関連施設の整備や観光振興に要する費用に充てる目的税で

あることから、その使途を予算書等で明示することになっておりますため、カッコ書き

にてその旨記載しております。 

節１５工事請負費に湯楽里・グリーンパレス施設改修工事費を存目計上しました。設

計業務が終了後、所要額を補正させていただきたいと思っています。 

節１９負担金補助及び交付金は、７１６万４，０００円を計上しました。各種観光協

議会補助金の他、町観光物産協会への補助金、町観光案内人協会補助金等を計上しまし

た。その中で、日本遺産人吉球磨観光地域づくり協議会 派遣職員にかかる負担金は、

平成３０年度においてこの協議会に各市町村から出向しておりました職員の人件費の本

町負担分となります。存目で計上しておりますが、実績が確定した時点で、請求がなさ

れる予定のため、補正をお願いする予定としております。 
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また、人吉球磨地域サイクルツーリズム推進協議会負担金２万２，０００円を計上し

ました。この協議会は、平成３０年７月に管内１０市町村、国、県及び関係団体を会員

として発足したもので、人吉球磨地域におけるサイクルツーリズム環境の向上をハード

・ソフト両面から支援することで来訪者の増加や地域の賑わいを拡大させ地域振興を促

進すること、を目的としております。平成３１年度の事業内容として、サイクリングル

ートの設定、情報発信・プロモーション、サイクリストの動向調査、サイクルトレイン

の試験運行の検討などが予定されています。 

なお、これまで計上しておりました湯前人吉自転車道活性化推進協議会負担金は、この

新しい協議会に統合される予定となっているため、計上しておりません。 

以上で款６商工費の説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから、款６商工費の質疑を行います。６９ページから７２ペ

ージです。 

○１番（遠坂道太君） ７２ページの観光費につきまして質問いたします。観光案内人協

会活動補助金につきましてですが、一昨年度は３０万円の予算でありましたが、本年度は

２０万円というふうに減額になっております。それにつきましての理由をご説明いただ

きます。 

○企画観光課長（本山りか君） ご承知のとおり、湯前町の観光案内人協会様につきまし

ては、本年度設立をされましてですね、本年度から具体的な事業の実施に入っておられま

す。昨年度につきましてはですね、設立当初ということもございまして、初期投資と申し

ますか、いろんな備品関係ですね、そういうようなものを揃えられましたので、それに対

する補助を行っておりまして、今年度はですね、協会の皆様のいろんな事業を推進はされ

るんですが、経費はその導入経費がなくなったということで、１０万円の減額となったと

いうことです。 

○１番（遠坂道太君） 内容につきましては、承知しました。でもやはり今後いろんな部

署での観光の中でも案内をしていただくわけですが、その中でやはりこう、もっとよその

地区にいかれて、勉強していただきまして、取り組まれますように、必要なものは、必要

なかたちとして頑張ってさせていただければと思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○９番（山下 力君） 湯楽里の改修についてお尋ねをいたします。２月２０日にです

ね、担当課長のほうから、いわゆる説明がありました。いわゆる緊急度１が５ケ所、緊急

度２が１５ケ所、そしてグリーンパレスですけども、まずグリーンパレスはおいといて、

湯楽里の施設のほうですけど、この改修の理由が全て経年劣化によるものですよね。 

そこで、町長にお尋ねをいたしますけど、昨年の９月議会までに、全く湯楽里の改修の

話がなかったんですよ、そしてその証拠に湯楽里の改修計画、財源をどうするかという計
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画がなかったということがありました。今回その改修にあたって、その理由が経年劣化と

いうことですよ、１２年間社長をしておってですよ、町長の反省の弁をまず聞きたいと思

います。 

○町長（鶴田正已君） 現場におきまして、あるいは取締役会におきまして、それぞれ

の課題それから改修等々については協議をしてきたところでございました。ただ議会の

皆様にご報告申しあげるまでのまとまりがなかった、それぞれにおいては、ご説明申し

上げたところもあったんですけども、それぞれの部署、部署、それからそれじれの改修

箇所等については協議をしてきたところでございますいたけれども、２０年を経過し

て、まあよその施設もそうでありましたけれども、大きな改修が必要になってきたとい

うこと、そのことを受けて、じゃしっかりとしたまとめをしながら、そして改修にあた

っては、休業の期間をなるべく短くしたり、そういったことを念頭に置きながら、繰り

返し繰り返しその現場との協議はしてきたつもりでございますけれども、そのことにつ

いての経過、あるいは計画について、議会の皆様に事前の、あるいは入念な説明をして

こなかったというのは、私も落ち度かというふうに思います、このへんにつきまして

は、お詫びを申し上げたいと思います。 

○９番（山下 力君） こういう単純な質問は、もう言い訳はよかっです。実際なかった

んですから、ですから反省しておりますの一言でよかったんです。 

それからですね、今回は担当のほうは、いわゆる業者を入れて、改修する箇所を調査を

されまして、今回の改修計画ですが、２０年間のいわゆる湯楽里の施設はお客様との施設

ですので、お客様の声としては、どういう声があって、その声を今回の改修計画に入れら

れたのか、そこのところの説明をいただきたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） お客様の声なんですけど、あのアンケートとかそういっ

た形式での聴取は実際いたしておりません。ただし現場のスタッフがですね、随時お客様

ご対応の際にですね、申し受けました内容、ご要望、クレーム、それらを解消するための

工事ということで計画をさせていただいているところです。 

例えばですね、電気風呂を増やしてくださいとか、露天風呂に屋根をかけてくださいと

か、そういったことですとか、細かいことを言いますとですね、ここを自動ドア化してく

ださいとかですね、そういったお客様の声というのは当然拾いながらそれをここに網羅

していると、でもそれでもですね、なおさら抜けるところがあるかもしれませんが、それ

は工事をやる中ですね、またご要望等はですね、現場のほうで受け付けていくと思います

ので、それを私たちも把握しておくようにはいたしたいと思っております。 

○９番（山下 力君） いま言われた電気風呂ですね、これ非常に、男性も女性もお客様

の要望として多いと思いますので、是非電気風呂は増設をしていただきたいと思います。

課長即答できないでしょうか。 
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○企画観光課長（本山りか君） 全協時のですね資料等にも掲載しておりましたが、一応

浴室のところにですね、電気風呂ということで、増設分は見積もりを徴集しまして、ご要

望全てに、なんですか、量的に叶えられるかどうかは別としまして、一応、今回増設は計

画をしております。 

○９番（山下 力君） 今回の改修計画の一つに、玄関前の石畳のところの、改修も計画

されていますけれども、あそこは駐車場じゃないんですよね、ちょっと確認したいんです

けど。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、あそこの位置づけとしましては、エントランス、

玄関口という位置づけで、まあ現状はですね、湯楽里のすぐ出動できるような、車の１台

の配置と、それと後はお体の不自由な足の不自由な方のロータリーみたいな感覚でです

ね、一応そこには乗り入れはできますが、そこにおきまして、あそこの石畳がかなり傷ん

でいるという状況もございますので、まあ現状駐車場ではないということでございます。 

○９番（山下 力君） お客様の中でですね、いわゆる体の弱い人、それから悪い人の利

用は確かにいいと思うんですよ。ただ健常な方がですね、上る人がいるんですよ、ですか

ら駐車場からちょっとした坂道に、大きな看板をですね建てていただきたいと思うんで

すよ。ここは駐車場じゃないと、もうはっきり健常者の方は、進入するなと、まあそうい

った姿勢も示したほうが、施設のいわゆる長命化にもつながると思いますので、そこはし

っかりと指導していただきたいと思います。 

それからあの目的の中でですね、いわゆるお客様を増やしたいとか、売り上げを伸ばし

たいという文言も入っております。これは今から検討されると思いますけれども、まあ今

の時点で、こういったところでという考えがありましたならお聞かせいただきたいと思

います。 

○企画観光課長（本山りか君） はい今回はですね、これまでのご要望とかクレームです

とかを解消するための、あの計画となっておりますし、当然そこにですね利便性の向上で

すとか、機能の向上ですとか、そういったことも含み合わせてですね、計画を立てており

ます。そのリニューアルを全体的にやってですね、まず対外に向けて、非常に湯楽里はリ

ニューアルされてきれいになったんだというふうなことをですね、発信をしまして、お客

様にまずはそれを認知していただくことを、一生懸命やっていきたいと思っております。 

で近隣施設との違いですね、湯楽里の良さ、そういったところも現場スタッフと一緒に

ですね、発信をしていけたらと思っております。でそれによりましてですね、当然収益向

上、そういったところにつなげていきたいと考えております。 

○９番（山下 力君） それと今回事業費が３億５，０００万円という事業費でございま

す。で財源が９０パーセント以上過疎債なんですよね、他の事業にも過疎債を借りる場合

がたくさんあると思うんですよ。そうしたときに、湯楽里が当初できるときに、資本金の
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１億円の、まあ今お金に資本金とか、保留の貯金ですから名前はついてないと思いますけ

れども、その湯楽里が持っているお金ですね、これも今回は使うべきというふうに思うん

ですよ。 

いわゆるいま湯前町の財政状況を考えたら、公共施設等の更新も、基金も約５億円しか

ありませんので、他のいろんな改修を考えますと非常に厳しいと思うんですよね。ですか

ら、そこのところの財源の確保の面から、町長どうお金はどういうふうに考えておられま

すか、いわゆる湯楽里と町の協定書ではですね、１００万円以上は町というふうになって

おりますし、町の施設だから、いま町のほうというふうなことになっておりますけれど

も、今回はちょっと特別に、考えるところがあるんではないかというふうに思います。町

長の見解をお聞かせください。 

○町長（鶴田正已君） たいへん大きな金額の改修ということになりますので、第一義に

は過疎債を枠を取りにいきたいということ、それからご指摘のように他の事業との兼ね

合いもございますので、その後の資金手当をどうするのか、これは施行年度の分割化と

か、そういったことも含めると思いますが、その資本金についてもですね、取締役会でも

活用については、あってしかるべきではないかというご意見もいただいておりますので、

資金の調達等々の協議の中で、また協議になっていこうかと思います。 

○９番（山下 力君） 平成２９年度の決算のところでの監査委員の意見としてですね、

３０年度に繰り越すお金が２億５，０００万円くらいあったんですよね、それを監査委員

が少しでも公共施設の改修等に回すように、基金のほうに考えてほしかったということ

を書いてあったんですよ。ですから今回ですね、湯楽里にしても、他のことにしても、今

からでてくる教育関係のことも、全て、まず計画性が不足しておった、それからそれに充

当する財源の問題、計画が不足しておったということは、もう事実なんですよ。そういっ

たところも今後注意していただいて、湯前町の財政に応じた無理のない方針をしていっ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○５番（味岡 恭君） ７１ページのですね、観光費の中の備品購入費がございます、グ

リーンパレスの備品購入費が、まあ５００万円程度みてありますけど、何をどう買うのか

お尋ねをいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） ７１ページの節１８備品購入費で４８２万４，０００円

を計上させていただいております、これグリーンパレスの備品購入ということで、ゴーカ

ートの更新をやりたいということで考えておりまして、台数は４台の更新を考えており

ます。 

なおですね、これにつきましては、あの財源のほうですね、あの電源立地地域交付金の

ほうに求めておりまして、これも今年度いろいろありましたが、４月あたりに県との協議
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がございますので、その際に協議、申請をさせていただければと思いまして、それの採択

をうけたらその財源を充当したいと考えております。 

○５番（味岡 恭君） いま課長から説明がありましたとおり、電源開発の資金を利用す

るということでございますが、あの電源開発の資金は利用できるんでしょうか、そのへん

をお尋ねいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、メニューとしましではですね、観光施設の施設整

備といったことにも使えるということで、広く電源立地地域の振興を図る目的のためな

らですね、ある程度適用になるというような見解でございまして、あの国のほうにです

ね、実はこういったことで大丈夫ですかと、打診も差し上げておりますときにですね、あ

る程度あんまり事例はないことですが、そもそもゴーカートを持っている自治体が少な

いということもありまして、まあケースとしては、まれですが、趣旨には反することが、

現在のところは聞いておりません。 

ただ、検討の協議をきちんとやった後でのご回答が、本当の回答になります。すいませ

ん。 

○５番（味岡 恭君） ゴーカートのその、いま燃料で走っていると思うんですが、まあ

電気もあるかなと思いますけれども、そのへんの検討はされたんでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、ゴーカートの種類も様々あるかもしれないですけ

ども、現状使っていますものの更新ということになります。 

一度もまだ更新したことがございまあせんので、今もう修理、修理で対応しておりまし

て、実はですね修理業者のほうもですね、ある程度制約がありまして、今年度におきまし

ても、なかなか受けていただくところがなかったというような状況で、もし町内業者の利

用は当然させていただいているんですけど、そこがもう利用できなくなったということ

になればですね、このゴーカートの購入につきましてもですね、あの限られた業者での購

入になりますので、そういった時にですね、ここの機種を使うということになります。 

○５番（味岡 恭君） ちょっと説明が、答弁がまちがっているのかなと思います。私が

聞いたのは、いま電気のゴーカートなんかもあるのかなということで、その燃料と電気

代、検討されたことが、あるのかないのかをお尋ねしたんです。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、すいません。ちょっと質問の趣旨をはき違えまし

て、あの電気か燃料かというところですね、すいません私たちが勉強不足で、そこまで検

討にはいたっておりません。 

○５番（味岡 恭君） 値段的にのどうか私にもわかりませんが、一応検討だけしていた

だければと思います。 

○９番（山下 力君） あの、駅周辺事業ですね、これについて、今後の見解についてお

尋ねをいたしたいと思いますが、いま私が聞く限り、湯前町民の方の声として、農業公社
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とこの駅周辺事業について、ちょっと理解不足というか、批判が多いんですよね、ですか

ら、なぜかと言いますと、まあ農業公社の件はおいといて、駅周辺事業これは、平成２８

年の３月から、いわゆる策定メンバーによってその駅周辺の戦略を策定されました。レー

ルウイング上にまんが図書館とかカフェとか複合施設、いろいろ作ってきました。それに

対しての雇用の場も確保されましたし、まあ効果も出ていると思います。 

しかし、今後あそこをどうするんだという、将来の説明が町民になされていない。発信

してない。町として、そこが大きな問題ではなかろうかと思っております。今後町長とし

てはどのような駅周辺にしたいのか、構想をお聞かせください。 

○町長（鶴田正已君） 湯前町にあって、球磨川鉄道の終着駅の効果を活用したという

ような計画書を策定していただいたというところでございます。私どもの町の中心部で

ありますし、それから交流人口の拠点でもあろうというようなこと、そういったこと

で、街場ににぎわいを作りながら地域への経済効果を目指すということが一つと、それ

から従来持っておりました、まんが美術館でありますとか、そういったもの、それから

御大師堂でもそうでございますし、それから都川等にも、手を入れてきたということで

ございます、観光であったり、それから湯～とぴあの物産館もできております、まあそ

ういったことで、町の中心部としての活性化、それから有効活用というようなことを、

目途としてそして今後の展開としましては、それによって、更に交流人口を増やしなが

ら、そして観光拠点として、あるいは町の中心としての集約化による賑わい作り、とい

うようなことが目途というふうに私の中では持っております。 

○９番（山下 力君） 町長はもうあと１ケ月半で終わりますんで、それ以上言いません

けど、担当課長ですね、今後、新しい町長が誕生された場合、課長はいろんな見解、私見

はもっておられると思いますけれども、いわゆる町としてですね、やっぱり何らかの、こ

ういう展開をするんだ、こういう周辺にするんだというところをですね、やっぱし住民に

知らせてほしいと思います。でないとせっかく一生懸命やっているのに、なかなか浸透し

てないというのが現状ですので、そこのところを、今後の検討課題として、しっかりと対

応していただきたいと思います 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

  ［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、款６商工費の質疑を終わります。 

 次に、款７土木費の説明を求めます。 

○建設水道課長（皆越克己君） 款７土木費についてご説明いたします。ページは７２ペ

ージから７６ページになります。土木費につきましては、前年度より８，４０５万９，０

００円減の２億８９８万６，０００円を計上しました。歳出総額に占める割合は７．７パ

ーセントになります。 
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次に、項、目ごとに説明いたします。７２ページ、項１土木管理費、目１土木総務費に

つきましては、前年度より１９０万２，０００円増の３，１７１万４，０００円を計上し

ました。職員４名分の人件費など経常的経費が主なものです。 

節１報酬及び節９旅費に嘱託職員１名分の予算、併せて１５８万９，０００円を計上い

たしました。課職員１名の私傷病による長期休暇見込みにより、本年度、計上させていた

だいたものです。 

そのほか変更点として、節１１需用費の燃料費に公用車燃料費として１５万２，０００

円を道路維持費から組み替えました。公用車に関する経費を土木総務費に纏めたもので

す。 

また、節１９負担金補助及び交付金に、一番下の欄になりますが、新たにブロック塀等

耐震化支援事業補助金として８０万円を計上しました。これは、地震に伴うブロック塀等

の倒壊による被害を防止するため、ブロック塀等の所有者が実施する診断･除却･新設ま

でを含めて改修等費用の補助を行うもので、全体事業費１２０万円のうち事業実施者３

分の１、国費３分の１、県費･町費併せ３分の１それぞれ負担するものです。 

また、引き続き、耐震改修等補助金も１００万円計上しました。昨年度実績はありませ

んでしたが、ブロック塀等耐震化支援事業と併せ、引き続き、周知を図り、利用増進に努

めたいと思います。 

次に項２道路橋りょう費、目１道路維持費につきましては、前年度より８，１６３万６，

０００円減の５，１６８万４，０００円を計上しました。町道の維持管理に要する経費を

計上しています。 

維持管理以外の事業などに関する予算につきましては、７４ページになります。節１３

委託料に、現在まで順次取り組んでいます歩道整備に伴う建物調査等業務委託料１５０

万円、登記手数料１０１万７，０００円。 

また、同様に実施しています、橋梁長寿命化計画により、本年度は中牧良橋の橋梁補修

詳細設計業務委託料５００万円、農道の町道移管に係る道路台帳作成業務委託料につき

ましても２路線、１，４４０メートルで１７０万円を計上しています。 

また、今後、計画・実施するための準備としまして、舗装構造調査業務委託料として３

路線５．８キロメートルで、８５０万円を計上しています。道路の傷み具合などを把握す

るための調査で、舗装内部や舗装構造を調査するため、たわみ量測定や切り取りコアの採

取などを実施するものです。 

また、節１５工事請負費では、平成３０年度から設計に取り組み、多良木町、水上村か

ら事業費の分担をしていただいています古渕橋補修工事として２，５００万円を計上し

ています。 
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節１７公有財産購入費につきましては、歩道整備用地購入費としまして２６３万６，０

００円を計上しました。 

次に、７５ページになります。項３河川費、目１河川総務費につきましては、河川の維

持等に要します経費になります。前年度より６，０００円減の１３４万７，０００円を計

上しました。 

節１３委託料につきましては、都川排水樋管操作委託料４万４，０００円、河川管理委

託料に、県管理河川委託として６５万円を計上しました。 

項４都市計画費、目１公共下水道費につきましては、下水道特別会計への操出金とし

て、前年度より４６４万７，０００円増の８，４２８万円を計上しました。 

目２街なみ環境整備事業費につきましては、７，０００円を計上しています。 

節１３委託料、湯前町サイン計画策定業務委託料は存目計上しています。 

次に、項５住宅費、目１住宅管理費につきましては、前年度より１０３万７，０００円

増の３，９９５万４，０００円を計上しました。町営住宅の維持管理、修繕等及び住宅整

備に関する経費が主なものになります。２ケ年度目となります若者向け住宅･中里団地に

つきましては、引き続き予定しており、関係予算として、節１２役務費に建築確認申請手

数料４万９，０００円、節１３委託料に一般住宅建築監理委託料２１０万円、節１５工事

請負費に一般住宅建設工事として、１棟３戸建の建設及び外構工事併せて３，１００万円

を計上しています。その他では、上牧原住宅の２戸の解体工事１８０万円を計上していま

す。 

 以上で土木費の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから、款７土木費の質疑を行います。 

○３番（森山 宏君） ７４ページのですね、舗装構造調査業務委託料、これは路面性状

調査とはまた違うんですかね。 

○建設水道課長（皆越克己君） はい、一応、表面上の調査はというのはまた別に、先に

実施はしておりますけれども、今回の調査内容につきましては、たわみ量測定とか、コア

の採取ということで、舗装構造上がどういった状態になっているかという調査というこ

とになっておりまして、より詳しい調査になっております。 

○３番（森山 宏君） まずですね、オーバーレイなど舗装修繕工事とか、本復旧舗装工

事とか、それから路面性状調査ですか、それが必須でしたね。それに加えてさらに詳しい

調査、今度の調査があるわけですね、今、現況のですね、路面で区画線、停止線、路肩線

といいますか、これがかすれて、もうちょっと判別できないところもあると思います。こ

れの管轄が町なのか、県なのかちょっとわかりませんけども、あの、この調査の時に、白

線なり、黄線、区画線ですね、路肩線てゆう調査は行っておられるんですかね。また、そ

れの補修とか考えておられるんですかね。 
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○建設水道課長（皆越克己君） 今回、舗装構造調査につきましては、先ほども申しまし

たとおり、構造内部がどういった状態になっているかを把握するための調査になってお

りまして、直接的には白線等々の調査ということでそれに関しての調査ではありません

で、白線に関しましては、道路管理者の方ということで、まあ町道であれば町のほうとい

うことになりますし、黄線は公安委員会のほうが、警察署が管轄するということになりま

す。 

○３番（森山 宏君） 施工の管理者はどこでもいいんですけど、生活安全上ですね、他

の自治体のところは、通学路をカラー塗装したりとか、やっておられます。本町におきま

してもですね、通学路ではなく生活の区画線ですか、止まれとか、私はよく切り取り線て

いいますけど、あの中央線ですね、路肩線、ここのちょっと見えないとか、消えかかって

いるところが多々あるんですよ。それを町道でもいいんですけど、町道いく前に県道わた

れるかもしれません。その時に県道だったら県のほうに、町道だったらうちの町はちゃん

とするばいとかいう感じで、改築といますか、もとに現況復旧しようということは、予算

立てしてないんですか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 平成３１年度当初予算の中ではですね、議員おっしゃら

れる白線、停止線であるとか、安全上の部分になるかと思いますけれども、それについて

は、まだ計画としては、当初の段階では入れておりませんので、まあどういったことで可

能なのか、危険であれば当然早急に手当しなければいけない部分もあろうかと思います

ので、そのあたりは今後また具体的にどういった方法があるのかも含めてですね、検討さ

せていただければと思っております。 

○総務課長（高橋 誠君） 町道に関しての白線部分、中央線部分、そういうものについ

ては、総務費の交通安全対策費のほうで予算を計上しながら、できるところからやってい

るところですが、すぐ早々町内全部をということは、ちょっと不可能かもしれませんの

で、ここは順次、年度ごとに計画を立てながらやっていくところが今の現状でございま

す。 

○３番（森山 宏君） すいません。課が違っていたのは、あの、年間約１００万円の交

通安全対策費と思いますけれども、調査も行ってない現状で、ましてや、予算処置で１０

０万円の中で、防犯灯とかありましたよね、でそういうので残った分でやっていく、さっ

き課長からもいわれたんですが、起きてからじゃ遅いんですよ、人柱が立ってからじゃ遅

いんです。ですから、逆に安全ていうのは、すぐ効果がないかもしれませんけども、予防

から考えて、防衛から考えていったら、あの検討しますじゃなくて、早急に取り組みます

というほうに要望します。 

○７番（高橋一雄君） ７３ページの中の土木総務費の中の補助金で、ブロック塀等耐震

化支援事業補助金がでています。本町では、北部大阪地震の後に、すぐ小学校の危険ブロ
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ックを対処なされたんですけれど、通学路とか、人通りの多いところにそういう危険なと

ころがあるかという調査はされていますか。 

○建設水道課長（皆越克己君） あの、主な主要道路に関しまして、建設水道課のほうで

は現地確認等しておりまして、ブロック塀等の危険箇所は確認をしておりまして、学校関

係につきましては、教育課さんのほうで、確認をされているかなと思っております。 

○教育課長（北崎真介君） はい、まず学校敷地のほうも、学校のほうもうちから出向き

まして確認しております。通学路に関しましては、小学校中学校いずれも即時に対応し

て、危険箇所ですとか、そういったところも、それに近いのじゃないかというようなとこ

らは、先生方も実際通学路に行かれまして、こういった通学をやってくださいというよう

な指導もされております。 

○７番（高橋一雄君） 北部大阪地震で、小学生の児童がブロック塀の下敷きになって、

亡くなるという事件があり、新聞報道等では同じような事件がおきて、被害がでたら、所

有者は被害者から訴えられれば、損害賠償しなければならないという論調だったんです

けども、実際には熊本地震でブロック塀の犠牲になった方が、裁判に訴えられましたら、

責任所在が曖昧ということで、訴えが退けられました。 

そうなりますと、あの、損害賠償を求められるから、撤去しなきゃいけないというよう

な論調から、責任の所在が不明だから、所有者が賠償しなくてもいいような、という判例

になりますと、放置されるところが出てくると思っておりますので、これはやはり、怪我

人や死者を出してはいけないということで、所有者の方にも、こういう補助がありますと

いうことを、周知徹底していただきたいと思います。 

○建設水道課長（皆越克己君） 平成３１年度新規で設けます補助金と合わせまして、昨

年度から実施しております補助金等、周知を図って皆様方に 1 件でも多く利用して、安

全性の確保のために利用していただくために努力して参りたいと思います。 

○９番（山下 力君） ７５ページの都市計画費の中に、街なみ環境整備計画策定業務委

託料が、存目計上されています。ここについては今日質問しませんけど、昨年予算を組ま

れて、全体の街並みの計画を策定されています。確認いたしますけども、全体計画の策定

されたことを議会に説明されておりますかね。 

○建設水道課長（皆越克己君） 平成３０年度予算で計画策定業務を終了しております

けれども、工期が３月半ばまでというところで、計画書自体は報告として上がってきてお

ります。議会のほうにご説明間に合えば、ご説明申し上げるべきでしたけど、次回の機会

にですね、この計画につきましてはご説明申し上げたいと思います。 

○９番（山下 力君） 当初は６億円ぐらいという話でしたけど、全体的にまたそれより

も増えるという話を聞きますので、しっかりと報告をいただきたい。 

○５番（味岡 恭君） いま山下議員の聞かれた関連ですけども、同じ質問になるかと思
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います。 

再度お尋ねします。あの、ページは７５ページですけども、同じように、街なみ環境整

備計画策定業務委託料、昨年は委託料が６９０万円余り支出して委託料として計画して

あるみたいですね。いかがなんでしょうか、それお尋ねします。 

○建設水道課長（皆越克己君） 委託料につきましては、そういった金額だったのかなと

思います。 

○５番（味岡 恭君） 山下議員が言われたとおりのことを、再度言うのですが、計画は

先ほど言われたとおり、６億円ばかりで、計画は何年くらいかかるのですかね。 

○建設水道課長（皆越克己君） 平成３０年度から一応１０年間という期間を設けてお

りまして、５年ごとに見直しをするというふうなことで予定をしているところです。 

○５番（味岡 恭君） あの、本腰入れてですね、歴史文化観光を目指す場合は、たぶん

大きな費用数億円、先ほど言われましたけど６億円以上かかるんじゃないかと、私も見込

んでおります。そういうことをですね、議会にも相談なく設計業務されたということを、

なぜだろうといろいろ考えました。大きな予算が伴います。構想レベルの段階でですね、

議会にもやはり相談をすべきではなかったかと、そのへんはいかがなんでしょうか、反省

はあるんでしょうか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 一応、計画策定の前の年度ということで、平成２９年度

のなかでは、今後こういうような計画ということで、アンケートを採ったり、まあ住民の

方々の意見も求めたりということで、まあ調査に入りたいということでのご説明は申し

上げたところではありますけれども、まあ先ほどあったように、計画書自体の内容等につ

きましては、また今後、議会のほうにもご説明は申し上げたいと思っております。 

○５番（味岡 恭君） その説明があった時にもですね、言ったつもりです、慎重にやっ

てください。費用がかかるから慎重にやってくださいと念をおしたつもりです。それが議

会には全然相談もなく、委託設計されたということはですね、議会としても、大変不満を

持っております。今後また説明をされるんでしょうけど、今後ですね、こういうことが度

々ありますんで、やっぱり議会ともよく相談されてですね、審議をしていただきたいと思

います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

  ［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、款７土木費の質疑を終わります。 

 次に、款８消防費の説明を求めます。 

○総務課長（高橋 誠君） おなじく７６ページです。款８消防費の説明を申上げます。

消防費は、１億７４３万７，０００円を計上しました。前年度と比較して、１，７３３万

７，０００円の減であります。歳出に占める構成比は４．０パーセントになります。 
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目１常備消防費については、上球磨消防組合負担金８，０５９万８，０００円、及び

県防災消防ヘリコプター運航連絡協議会負担金、合わせて８，１００万３，０００円を

計上しました。昨年度と比較して１，２９１万５，０００円の減となっております。 

主な減の理由は、平成３０年度から３２年度の庁舎建設、指令台施設、訓練棟、旧庁

舎解体などの整備で、平成３０年度実施の庁舎建設工事費、指令台施設更新などの整備

の経費構成町村の４町村で負担分が減となっております。 

なお、平成３１年度は繰越による庁舎建設工事の繰越事業での建設を進め、予定では

１０月から１１月に完成する見込みです。なお、外構工事、訓練棟、旧庁舎解体は平成

３２年度になります。 

次に目２非常備消防費ですが、２，１０９万３，０００円を計上しました。消防団の

活動経費です。 

節１報酬で消防団員年報酬８００万１，０００円を計上しております。また、節９旅

費に訓練手当としまして、２３９万６，０００円を計上しました。これは、非常呼集訓

練、規律訓練、知識習得訓練等の経費を計上しているところです。なお、本年度はラッ

パ吹奏大会の開催年度となっています。 

７７ページをご覧ください。目３消防施設費については、５３３万７，０００円を計

上しました。消防施設等に係る維持管理経費を計上しているところです。 

節１１需用費、被服購入費に、団員２０人の法被ヘルメットなど購入費を計上してお

ります。 

また、節１３委託料の登記委託料、節１５工事請負費の防火水槽設置工事、７８ペー

ジの防火水槽用地購入費は、存目計上しておりますが、財源として県の補助率３分の２

である球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金を活用するもので、２箇所の設置工事を

予定しており調整がつき次第補正予算でお願いするところで考えております。 

７７ページをご覧ください。節１８備品購入費は、消火栓格納箱とホース、消防本部

用テント、ホース・吸管等購入を予定しております。 

７８ページです。目４水防費につきましては、それぞれ存目計上しているところで

す。 

以上、説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから、款８消防費の質疑を行います。 

○１番（遠坂道太君） ７８ページの消防施設費でございますが、備品購入費の中で、一

昨年度は、ポンプのほうを購入されていますが、本年度はそういう計画はあるのでしょう

か。 

○総務課長（高橋 誠君） ポンプの購入は計画しておりません。 

○１番（遠坂道太君） であれば、何年か越しに取り替えているという計画でしょうか。 
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○総務課長（高橋 誠君） はい、議員言われるように、年度ごとの計画でおりますが、

今年度は購入をしない年度になっています。 

○１番（遠坂道太君） であればですね、修理等も十分に、メンテナンスのほうも十分に

取り組んでいただいて、火災の際、支障のないようなかたちでいただければと思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

  ［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで消防費の質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時０１分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

 次に、款９教育費の説明を求めます。 

○教育課長（北崎真介君） 款９教育費についてご説明いたします。ページは７８ページ

から９６ページまでです。 

教育費につきましては総額で２億２，４９６万５，０００円を計上しました。一般会計

予算に占める割合は ８．３パーセントになります。 

次に項、目ごとにご説明いたします。項１教育総務費、目１教育委員会費につきまして

は、前年度より１３万４，０００円増の９２万７，０００円を計上しました。教育委員の

報酬、費用弁償等の経常的経費が主なものです。増の要因は、２年に一度開催の九州地区

市町村教育委員大会研修費の計上によるものです。 

７９ページをご覧下さい。目２事務局費につきましては、４，５１９万８，０００円を

計上しました。教育委員会事務局職員の給与等人件費の他、経常的経費と英語指導助手に

伴う必要経費を計上しました。増の主なものは、節１３委託料の外国語指導助手委託料の

増です。県を通じて行われておりますＪＥＴプログラムによる英語指導助手の任期が前

年度は７月までとなり、その後の９月からの分として、外国語指導助手委託料を計上した

ところでしたが、本年度は４月から翌年３月までの１年間分の計上となった事によりま

す。新学習指導要領では、平成３２年度より小学校高学年において英語が教科となる事に

合わせ、熊本県内で２年前倒しで前年度より外国語活動が始まっております。本町教育委

員会でも小学校を研究校として指定し、これまで以上に英語教育を推進し、小学生の英語

への興味と学習の定着、中学校への円滑な連携、中学生への高度な英語教育を提供できる

ものと期待しております。 
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８０ページをご覧下さい。目３学校施設整備費については、小・中学校屋根等改修工事

設計業務委託料を存目計上しました。今後、新体制にて、具体的な計画を立て有効的な整

備を図っていきたいと考えておりますので、整いましたら補正でお願いしたいと思って

おります。 

項２小学校費、目１学校管理費につきましては、３，０４９万２，０００円を計上しま

した。小学校経営に要します経常的経費が主なものです。前年度に比べ３８８万円の減と

なりました。主な要因としましては、前年度にお願いしました節１８備品購入費にパソコ

ン室用機器があったためですが、次の教育振興費の８報償費の校内講師謝礼も含め、教育

委員会の外国語活動研究校指定に伴う経費を計上しました。 

８２ページになります。目２教育振興費につきましては、２７４万９，０００円を計上

しました。準要保護・特別支援児童にかかる扶助費が主なものです。 

また、節１３委託料に総合学習等で稲作実習体験として、農業体験学習委託料１５万円

を前年同様、計上しました。 

８３ページをご覧下さい。項３中学校費、目１学校管理費につきましては、３，６１９

万７，０００円を計上しました。中学校経営に要します経常的経費が主なものです。前年

度に比べますと４０４万５，０００円の減となっております。 

減の主な要因は、支援を必要とする生徒の増に伴う特別支援員を１名増員するための

節７賃金の増、道徳の教科化に伴う指導書、デジタル教科書等の節１１需用費の消耗品費

の増はあるものの、前年度におきまして、節１１需用費の修繕料において、男子トイレ小

便器や教室黒板の上下型やカーテンの取替修繕、加えて、８５ページの節１８備品購入費

では、ピアノ購入があった事により、大幅な減となりました。 

８６ページになります。目２教育振興費につきましては、１８６万円を計上しました。

準要保護、特別支援生徒にかかる扶助費が主なものです。また、総合学習において、例年、

その活動が高い評価をいただいております伝統芸能継承関係の経費及び芸術鑑賞にかか

る謝礼等に１３万５，０００円を計上しました。 

項４社会教育費、目１社会教育総務費につきましては、１，０５１万５，０００円を計

上しました。社会教育に関する職員の給与等の人件費など、経常的経費が主なものです。

前年度より１，１７４万９，０００円の減となります。その主な要因は人事異動に伴いま

す人件費の減であります。 

８８ページになります。目２公民館費につきましては、１，２２２万１，０００円を計

上しました。公民分館長の報酬、費用弁償、その他公民館の維持補修に要する経費です。

前年度と比較しまして９９２万３，０００円の減となっています。その主な要因としまし

ては、８９ぺージになります。前年度に中央公民館改修工事設計業務委託料があったため
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です。町民の皆様の利便性向上のためにも、財源等も含め、なるべく早期に取り掛かりた

いと思っております。 

今年度の分館施設整備補助金は、３分館からの施設整備の申請により、玄関増築及び改

修を始めとする経費７１万１，０００円を計上しております。これからも地域分館の環境

整備を図って参ります。 

目３文化財保護費につきましては５３９万４，０００円を計上しました。指定文化財の

保全等に必要な経常的経費が主なものです。前年度と比較しまして６４８万円の減とな

ります。減の要因としましては、前年度は補正にてお願いしました節１報酬に計上してお

ります嘱託職員報酬２３３万１，０００円の増と、前年度計上しておりました御大師堂周

辺埋蔵文化財調査委託料及び防犯カメラ設置工事の減による差額が主なものです。防犯

カメラ設置工事につきましては、御大師堂の改修後に、国重文、県指定等を中心に優先順

位を考慮しながら、必要に応じて今後も計画的な設置を進めていきたいと考えておりま

す。 

９１ページになります。目４美術館費につきましては、１，０４４万９，０００円を計

上しました。まんが美術館の運営管理、まんがコンクール等に要する経費が主なもので

す。前年度より１，２２９万５，０００円の減となっています。主な理由は、特別展に係

る委託料及び備品購入費の漫画制作体験機器の減によるものです。 

節１３委託料に美術館特別展示業委託料を存目計上しております。内容としましては、

あくまで案としてはありますが、新体制において検討し、ご提案できればと考えておりま

す。また、まんが美術館グッズ作成委託料５０万円を計上しております。 

これは、まんが美術館等活用計画に沿ったグッズの製作を行っていく上でのデザイン、

意匠も含めて検討していくためであります。国の推進交付金を活用して実施していきた

いと考えております。美術館のこれからの方向性とイメージを現実化していき、また、よ

り親しみやすい美術館として、取り組んでいきたいと思っております。 

９２ページから９３ページをご覧下さい。項５保健体育費、目１保健体育総務費につき

ましては、２，８４１万８，０００円を計上しました。社会体育に関する職員の人件費、

スポーツ推進委員の報酬、費用弁償等経常的経費が主なものです。前年度比較で１，２６

４万４，０００円の増となりました。増の主な要因としましては、人事異動に伴います人

件費によるものです。 

節１９負担金補助及び交付金で、今回で第７回目となります公認奥球磨ロードレース

大会負担金を３６０万円計上しました。今回は、５年に一度のコース検定料や記録測定器

等の導入、招待選手の状況等により経費が増加するおそれがあるためです。 

また、平成２８年度から３年をかけて検討を重ねて参りましたに小学校部活動社会体

育移行に係る、総合運動クラブのバドミントンラケットやその他消耗品費を節１１需用
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費、消耗品費に２７万７，０００円、また、その講師謝金８５万４，０００円余りを含む

１０９万６，０００円を節１３委託料に計上しました。平成３０年度において、試行を重

ねてきた上ではありますが、実際の活動が始まる事で、今後も留意して、児童の健全な発

育と体力向上に努めて参りたいと思っております。 

目２体育施設費につきましては１，２７７万５，０００円を計上しました。体育館、プ

ール、グラウンドなどの社会体育施設の維持管理に要する経費です。前年度比較で５７万

６，０００円の減であります。その主な要因としまして、老朽化により修繕が出来ない事

により機器装置の取替等を行いました改修Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修工事の減によ

ります。 

９４ページになります。その節１５工事請負費にＢ＆Ｇ海洋センタープール改修工事

を存目計上しました。これは、プールの缶体老朽化により、底にヒビやはがれ等があり、

これまでも担当により部分的な修繕・補修を行って参りましたが、追い着かなくなってき

ており、今回は缶体そのものの改修を行うものであります。現在、財団の補助を受けるべ

く、進めております。今月末にヒアリングもございますので、６月の定例までに間に合え

ば、補正で計上したいと思いますので、よろしくお願いします。また、今後も海洋センタ

ーを活用した健康教室など、関係各機関と連携しながら、継続して住民の健康づくりを進

めていきたいと思います。 

９４ページから９６ページにかけてになります。目３給食費につきましては、２，７７

６万９，０００円を計上しました。給食施設整備の維持管理費のほか、給食運営委員の報

酬・費用弁償等の経常的経費が主なものです。前年度より７８万８，０００円の減となっ

ております。主な要因は、節１１需用費のうち水道光熱費の電気料が減少した事によりま

す。節１３委託料の学校給食センター調理業務委託料を前年同様、１，７７７万８，００

０円計上しました。 

また、節１９負担金補助及び交付金に学校給食費助成金を、前年同様、３０万円計上し

ました。給食費の値上げを避け保護者の負担軽減を図るとともに、気候に左右される野菜

や乳製品等の価格変化、消費税の税率にも対応し、児童・生徒への栄養価も考慮された、

安定した給食の提供を行うためのものです。調理業務の委託体制になって本年度で３年

目になり、学校給食の運営も安定してくると思われます。これからも児童・生徒に安全安

心の安定したおいしい給食に取り組んでいきたいと思います。 

以上で教育費の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから、款９は、まず、項１教育総務費、項２小学校費、項３

中学校費の質疑を行います。７８ページから８６ページまでです。 

○１番（遠坂道太君） ７９ページの報償費のなかで、コミュニティスクールディレク

ター謝金ですけれども、これはコミュニティスクールの事業の一環だと私は理解してお



- 206 - 

 

りますけれども、今後、何年後にコミュニティスクールを構築されるのか、それをお尋

ねしたいと思います。 

○教育長（中村和弘君） 今年度から正式に、学校運営協議会という組織を結成しており

ます。そういう設置してある学校をコミュニティスクールといいまして、もう現在コミュ

ニティスクールとして呼んでもいい組織であります。ですから何年度というよりも、今年

度からコミュニティスクールとして湯前町は活動しているということになります。 

○１番（遠坂道太君） まあ、一応ですね、このディレクターの支払金もずっと、最初の

方は教育長も専属をおいてというふうな考えでおられたと、私は思っております。その中

でこういう臨時職というのか専門の方を常備必要な時に呼んでやるという形の中での取

り組みというふうに理解してよろしいのか、いま現在コミュニティスクールの現状を、呼

んでもいいですよというふうに言われましたけど、一貫校としての形ではないわけです

よね、そのへんお尋ねします。 

○教育長（中村和弘君） あの、小中一貫としてのコミュニティスクールというのは、ま

た別でございますのでて、コミュニティスクールはコミュニティスクール、小中一貫校と

いうのは、小中一貫校ということですね、それを元にしてですね、学校教育の９年間の義

務教育と、コミュニティスクールを活用しながら、うまく小中連携をしながら、小中一貫

校としての今目指している段階でございます。 

コミュニティスクールディレクターといいますのは、コミュニティスクールの学校運

営会の委員とかですね、学校関係団体との連絡調整など、コミュニティスクール、学校運

営協議会にかかわる業務に携わる方でございます。ですから常時ということではござい

ません。 

○１番（遠坂道太君） はい、わかりました。それではやはりこう、今から目指す、一貫

校としての中でですね、昨年度からＡＬＴの方も変わりました。民間の方に切り替えをさ

れたようでございます。民間に変わっての、どういう効果があったかお伺いしたいと思い

ます。 

○教育課長（北崎真介君） まず、児童生徒に対する対面的なものは変わっておりません

けども、実際学校での指導状況とかも、委託業者のほうに相当なノウハウがありまして、

指導方法とかも相談ができるというようなことで、より高度な授業の提供ができている

ものと思っております。 

それと事務的なことで、こちらで、身の回りの世話ですとか、まず住宅料とか、報酬の

支払いとか、水道料の支払いとか、そういったところも代行したり、いろんな手続きもこ

ちらでやってのですが、そういったことが、もう委託になって、教育委員会の事務負担も

軽減されたこともございます。 

○１番（遠坂道太君） はい、まあ非常に効果がでていると、話聞きますと非常に効果が
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でていると話でていると思います。それで本年度から湯前町教育委員会外国語活動強化

校となっていくわけでございます。その中でやはりＡＬＴとの関係とか非常に大事かな

というところで私は思っております。やはりその関連性、お互い、児童、生徒との関連性

の中でもどのような取り組みをしていくかいくのか、そのへんをお伺いしたいと思いま

す。 

○教育課長（北崎真介君） もちろん委託業者のほうにも、研究したいというところでお

伝えしています。また、それにあったＡＬＴを派遣していただくことで、いま進めており

ます。以上です。 

○１番（遠坂道太君） また、そういう全く変わって違う方をやってもらう形だと思いま

すけれども、それによってやはりこう授業日数も変わってくると思います。 

その中で、昨年度から夏休みを返上して時間の授業日数を増やしておられますし、本年

度もそういう形だと思います。そうすると、５年生で３５時間、６年生で７０時間と、と

られておりますが、本年度はどういうかたちになるのか、それによって、学校給食も補助

をいただいておる形になりますので、日数的にはどのようになるのかお尋ねします。 

○教育課長（北崎真介君） 平成３１年度は、２日ほど前倒しになるという予定で今は進

めています。給食のほうもそれに応じて補助金を上げるかという話もあったんですが、そ

れではなく、いろんな行事ごととかございますので、前年同様の日数で計算して、お弁当

の日とか、行事の時とかですね、給食を提供しなくていい日がありますので、そういった

調整ができないかといところで、今年度はご提案差し上げております。 

○１番（遠坂道太君） はい、まあ一応そういうような形でですね、今後、英語教育には

取り組んでいただきたいというふうに思います。やはりこう他校にないような考え方、教

育指導を出していただければと思います。 

○教育長（中村和弘君） 先ほど、授業日数の確認でございますけれども、３、４年生、

中学年は、外国語活動として、３５時間です、５年生、６年生は、来年度までは、外国語

活動ですけども、３２年度から教科になりますんで、外国語教育になります。それが５、

６年生は７０時間になります。 

○３番（森山 宏君） ８５ページの一番上、中学校費の中に、印刷機等保守委託料とい

うのがあります。それに伴いまして、逆にコピーが１２万円ですね、中学校においては、

そして印刷機借上料というのは２，０００円なんですか。これと比較しまして小学校費の

ほうと著しく差があるんですけども、この内訳は内容が違うんですか。 

○教育課長（北崎真介君） コピー機じゃなくて、印刷機のリース期間が終わりまして、

新しいものに振り替えたので差がでていると思っております。 

○３番（森山 宏君） 課長、印刷機においてはですね、保守委託料なんですね、印刷機

とコピー機は違いますよね、あのコピー機はレーザー方式ですね、印刷機はインクです。
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ですから違うんですよ機種が。昨年も聞きましたけども、小学校と中学校にあった場合に

は、リース期間が再リースをしなかったので今期分を再リース、年間リースではなくて再

リースをしたら普通安いんですね。それだけに差がでましたという答えだったんですが、

今度、小学校においては、コピー機のリースが５１万円であり、中学校においては１２万

円だったですかね、ですからあまりにも差があるので、小学校はまるまるリース、中学校

は校長が置きみやげとしてではないんでしょうけど、教育委員会の指導かもしれません

けども、再リースを行ったのかなと、そうしないと台数的には変わらないはずで、これだ

け４倍もの差がでるのは、ちょっとおかしいんじゃないかと、あの即答せんでもよかで

す、後からで。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時４２分 

再開 午後２時４２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。次の質問に移ります。質問あり

ませんか。 

○７番（高橋一雄君） 小学校、中学校の学校管理費についてお伺いします。熊本県では

政令都市である熊本市を除いての、自治体の公立教育については、県教育委員会が職員も

事務員も責任を持っていると思っているんですが、湯前町でこの事務職員だしてあるの

は、県から援助があっているんですか。 

○教育課長（北崎真介君） いえ、助成とか補助とかはございません。 

○７番（高橋一雄君） 学校の先生方自身も、事務処理の仕事が多くて、教材研究とか、

子どもたちに向き合う時間が少ないと伺っていますが、事務職においても、小学校でも中

学校でも県の職員だけではさばききれないから、自治体で職員をそれぞれ出しているん

だと思いますが、本来はこれは、県の教育委員会が責任を持たなければならないことだと

私は考えていますから、県のほうで各自治体、事務職員の完成ワーキングコアでやりなさ

いという指示だというふうに私は考えます。 

まあ、町の教育課が、県の行政に文句は言えないと思いますので、今の私の意見で終わ

ります。 

○９番（山下 力君） ８０ページの学校施設整備費の委託料、小・中学校屋根等改修工

事設計業務委託料が、存目計上されております、まあ、教育長にお尋ねしますけども、こ

の屋根工事について、いわゆる総合教育会議とか教育委員会でいつ頃からこういう話が

出てきたのか、まずお伺いいたします。 

○教育長（中村和弘君） 特に総合教育会議、教育委員会では出ておりませんけども、校
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長あたりの実情ということで、現場にも職員が出向いて確認をいたしておりますので、学

習の場でもありますので、緊急性を要するために計上させていただきましたところでご

ざいます。 

○９番（山下 力君） あの、もうご存じのとおり、教育委員会には予算の編成権がない

んですよ、ですから当然予算に計上したということは、町長と協議しているんですよね、

どのような協議をされていますか。 

○教育長（中村和弘君） 予算編成の時に、実情を申し上げ、町長の承認を得ておりま

す。 

○９番（山下 力君） じゃ町長、そのときの判断された考え方を、説明いただきたいと

思います。 

○町長（鶴田正已君） えー、躯体そのものというよりも、雨漏りの対応ということで、

それぞれ雨漏り箇所等々があるというようなことで、それぞれ担当職員でありましたり、

当時、副町長が現場にも出向きまして、そして教育委員会のなかで、雨漏りを中心とし

て、壁の問題もありますけども、そういったものについて、調査をして延命化を図れれば

というようなことでの提案と思っておりまして、この委託料の存目計上ということでご

ざいます。 

○９番（山下 力君） 今から半年前、昨年の９月議会で、いわゆる公共施設の経年劣化

をしている施設がいっぱいあるだろうと、その中で一番心配される施設はどこなのかと

町長に聞いたときに、町長は小学校、中学校、いわゆる昭和５６年、５９年の建設ですか

ら、そこの改修、改築工事が一番といわれております、して今回はそれおいといて、屋根

工事、小学校の防水工事は、平成１２年に一度防水工事をやっております。 

それから２０年なんですよ。で今回屋根工事をやったらですね、一番経年劣化をしてい

る施設をおいといて、屋根工事をしたら２０年近く改築工事はしないんですか。 

○町長（鶴田正已君） 私が聞いております中で、躯体についてですね、今後とも手を入

れていけば、ある程度の時間は大丈夫であろうと、その際にですね、当然先ほど遠坂議員

の質問にもございましたけれども、小・中学校の一貫校等々の問題もございますけれど

も、それにはまだ時間がかかるであろうと、でその時に現在の小学校、中学校の延命化を

どの程度手を入れて、どの程度金をかけることによって、どれくらいの延命が図れるか、

その先に新しい校舎の建築等々との問題との整合性が出てくるであろうとの協議をした

というふうに思っております。今の学校について、躯体については、大きな耐震について

は問題なかったというふうに思っておりますけれども、その雨漏りでありますとか、外壁

の問題等々が課題であるということであれば、そのことをどの程度費用をかけて、どの程

度の工事になるかをつかまなければ、次の立て替えまでの時間の長さであるとか、そうい

ったことの協議はできないであろうということで、この委託料が上がっているというふ
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うに思っております。 

○９番（山下 力君） この学校施設についてはですね、平成２９年度の決算書、監査委

員の意見でもですね、いわゆる小学校、中学校の校舎は老朽化、経年劣化していると、早

急の検討が必要というふうにかかれておりますし、また昨年の平成２９年３月に策定さ

れた公共施設等総合管理計画、これでも指摘されているんですよ。そして昨年の平成２９

年２月に、全協で長寿命化計画、学校施設のですねこの説明を受けております。 

当然、学校の施設の改築に近々そういうふうになるだろうと思っておったんですよ。そ

したら突然雨漏り対策なんですよ、平成３１年度の実施計画書を見ますと、小学校、中学

校で約１億５，０００万円の工事費がかかると、それも全協等で説明なしですよ。これは

簡単に認めるわけにはいかないと思います。 

議長ちょっとここで、休憩をいただきたいと思います。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時５１分 

再開 午後３時１３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

○教育課長（北崎真介君） 先ほどの設計委託料の件でございますが、今後、また、個別

計画を今作成中ですので、それができまして、新しい新体制になりましてからこちらでま

た、話を練った上で議会の皆様にご相談申し上げたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○６番（金子光喜君） 一つお伺いさせてください。７９ページの委託料の中に、学校Ｉ

ＣＴ支援委託料がでております。支援を委託するということで、ＩＣＴの授業とかでサポ

ートする方がおられるのでしょうか、聞いていませんでしたので、お伺いします。 

○教育課長（北崎真介君） はい、業者の方に定期的に毎月回ってきていただいて、機器

の調整ですとか、ソフトの使い方、また授業を見ていただいて、効果的な指導方法とかを

仰いでいます。 

○６番（金子光喜君） なかなか学校の先生たちだけでは、そこまで使い方について十分

に習得されておられないところを、サポートしていただくということでよろしいでしょ

うか。 

○教育課長（北崎真介君） はい、おっしゃるとおりでございます。 

○６番（金子光喜君） まあ、こういう支出については、来年も再来年もあるのでしょう

か。ＩＣＴの機械に習熟されたら必要なくなるという費用でしょうか。 

○教育課長（北崎真介君） まず、全くなくなるということはないと思います。先生方の
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入れ替わりもありますし、しかしなるべくどこの学校でも使えるような、汎用性のあるソ

フトをもちろん導入してですね、誰が来ても使えるような状態にしております。ですから

来られる頻度自体は下がってきて、実際、額的には下がってくる可能性はあります。 

○６番（金子光喜君） 授業の効率性とかですね、まあ、あのヴィジュアル性とか高める

ために、ＩＣＴがあると理解しておりましたけれども、それでまた人手が必要であれば、

まあどうなのかなというところはありまして、まあ、お尋ねした次第です。学校の先生た

ちも大変でしょうけど、しっかり技術の習得にも努めていただければなというところで

す。以上です。 

○学校教育係長（栗原利香君） 先ほど森山議員の印刷機についてのご質問ですけど、中

学校は印刷機の保守の委託料を２台分組んでおりまして、小学校の分は印刷機のリース

料の中に、保守料が含まれているため差額が生じております。 

○３番（森山 宏君） はい、あの、印刷機の件はわかりましたけど、コピー機の保守料、

リース料が著しく違うんですよ。印刷機に保守が発生する自体がちょっと理解できない

んですけど、コピー機のリース料だったら、保守も全部入っているんですよね、リース料

の中に、ですから小学校費の中には、保守料というのはないんですよ。中学校の場合は保

守料があるっていうことは、結局買い取りなのか、結局、保守管理ていうのを、自前です

るということなんですよね、ですからリース物件ではないなというふうに推察できるん

ですよ。ですからこの金額の差かなと、だから小学校の考えなる予算的に考えなる人と、

中学校で考えなる人の、ここで事務的差が出て、どっちが経費が安くつくかなという、そ

ういう賢者がおったのかなというふうに思って質問しているわけです。 

○議長（倉本 豊君） これも後程の回答ということで、ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 次に、社会教育費、保健体育費の質疑を行います。８６ページか

ら９６ページです。 

○１番（遠坂道太君） ９１ページですけども、まんが美術館グッズ作成委託料です、昨

年度も５０万円のかたちで先ほど報告がありましたが実績がなかったんですけど、グッ

ズ作成のですね目的ですね、そのへん何かお尋ねいたします。 

○教育課長（北崎真介君） これは、まんが美術館等活用計画に沿ったものでございま

す。まずグッズの製作を、われわれが考えておりますのは、その中では直接グッズ作成で

はございませんで、製作を行っていく上でのデザインとか、意匠を含めて検討して、これ

を通して美術館のあり方を検討していきたいと思っております。 

昨年は、これを行うには時期尚早ではないかということで、補正で減額させていただき

ましたけれども、今年度これを通して考えて作っていきたいと思っております。 

○１番（遠坂道太君） 時期尚早で、昨年度しなかったということで、まんがの町作りと
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いうことで取り組んできているわけで、そういう話をされたらビジョンが全くないよう

な感じをうけるわけですが、そのへんはないですか。 

○教育課長（北崎真介君） あくまで、もちろん、まんが美術館等活用計画が元にはなっ

ておりますけれども、それをそのままやるのはやはり、いろんな環境とか財源のこともご

ざいますけれども、そういったところを考えますと、その通りにポンポン進んでも、本当

に町の施設としてどうなのかと、われわれ自身もそう思っているところもありますので、

もうちょっと活用計画を、よくよくもうちょっと検討して、具体的にどう表せばいいのか

というのを考える時間が必要ではないかというところで思っております。 

また、この財源につきましては、推進交付金がございますので、３年間、今年は２年目

でございます。今年もそちらでお願いしたいと今進めておりますので、よろしくお願いし

ようと思います。 

○１番（遠坂道太君） 今の意見聞きますと、本年度もしかすると無いような感じを受け

るような意見のように感じるんですよね。だから僕さっき言ったように、ある程度ビジョ

ンを持ったかたちで取り組んでいかないと、ただ目先の事業だけで考えているような感

じをうけます。そういった委託料なんて、必要では無いと思います。だから先ほど課長が

言うようにですね、やはりしっかりとした協議をして、詰めていただければと思います。 

○９番（山下 力君） 先ほど土木費のところで、建設水道課長に確認いたしましたが、

いわゆる街なみ景観事業の全体計画が今年の３月までかかると、ですから議会には出来

上がってから報告するという説明をうけております。確認しましたので間違いないと思

います。 

しかし、教育委員会では、湯前町歴史的風致維持向上協議会が開催されて、全体計画の

報告書を示して、いろいろ協議をされているという話も聞いています。それが事実かどう

か、確認をいたします。 

○教育課長（北崎真介君） はい、開催をしております。全体の計画書は提出しておりま

す。説明だけです。 

○９番（山下 力君） 町長、何でそういうふうになるんですかね。担当した建設水道課

長は３月いっぱいまでに報告書はあがってくるから、あがってきた時点で議会には説明

したいと、でも教育委員会ではその報告書を協議会で説明して、意見を聞いております

よ、町長がその協議会の会長じゃないですか。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時２７分 

再開 午後３時２７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

○町長（鶴田正已君） その委員会をしまして、素案の案ができた、そしてその素案に対

して第三者、そういうとりまとめを頼んでいるところに、最後のまとめを頼んで報告書と

して、出していただくという流れでございます。 

○９番（山下 力君） まあ、とにかく全体の計画をですね、議会に説明する前にですよ。

今からこういう形で進めます、これを報告なしで、もう次の段階に進んでいるんでしょ

う。いわゆる説明して別の資料を渡して意見を聞いていますよね、町長が座長でしょ、職

員は誰が説明したんですか。 

○建設水道課長（皆越克己君） 計画策定途中の段階で、歴まち関係の委員さんの会議を

開きまして、現在このような意見でとりまとめを行っているふうなことで、皆さん方にも

ご説明を、途中経過として、結果報告をうける前にですね、概要としてご説明を申し上げ

ている状況です。 

○９番（山下 力君） それではですよ、建設課でいわゆる発注して報告書をまとめてい

ただいたんでしょう。それをですよ教育委員会が設置している風致委員会協議会ですか、

ここに建設課の職員が出向いて行って、何で説明するんですか、誰がこう職員は説明した

んですかね。 

○管理係長（浅田 徹君） まず１点目がですね、歴史的風致維持向上協議会の件でござ

いますけれども、こちら一応、教育課と建設課どちらも所管ということもありまして、２

課のほうで関係している団体であります。 

それから、街なみ観光整備事業の全体計画ですけども、課長も申しましたとおり、成果

品としての納品は３月になってからでございますけれども、協議会のほうでは、その策定

過程の素案に対して意見をいただいて、その意見を計画に反映して、最終的に計画書を仕

上げて納品するという流れになります。   

その協議会の構成の中にですね、熊本大学の教授も入っておられて、町づくり専門、あ

るいは古い建造物の専門の方もおられますので、ご意見をたまわったと、そういった経過

になっております。 

○９番（山下 力君） いま説明しませんでしたけど、浅田係長が説明したということで

すね、町長、浅田係長に辞令はどういう辞令を出していますか。建設課の管理係長と、水

道係長ですか、職員というのは、町長の命を受けて仕事をするんですよ。何で辞令を出し

てないんですか。とにかくもう行政全体がですよ体を成してないんですよ。 

○町長（鶴田正已君） 当初この歴町に取りかかりますときに、そのきっかけというのは

九州整備局で開催をされました、町づくりの中で湯前町の特公賃についての住宅政策の

発表をしてくれということでした。その中にあってこの歴町のそういう催しがあって、担

当課を出してくれという、それが翌日のことでしたので、建設課で、その日出席をしてお
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りました。浅田が出席をしたということでございます。 

それから、歴史的な建造物、あるいは文化財等々につきましては、教育課の所管である

というようなことがあって、いままでその両課で、前学芸員も含めて取り組みをしてきた

ところです。 

ただ、議員ご指摘のように、今の取り組みについて、担当課が適当であるかどうなのか

ということも、実は協議をしたところでございます。新年度にあって、どちらがどう担当

していくかということもしっかり決めなければいけないという協議もしたところでござ

いまけども、現行におきましては、建設水道課の担当がそのことを兼務しておったという

ことについては、お詫びをしなければいけないというふうに思います。 

○９番（山下 力君） それではですね、町長は２期目、３期目無投票ですし、１期目の

公約も、所信表明でも、施政方針でも一言も触れていないんですよね、これ町長の政策じ

ゃないんですよ。いわゆる国交省から流れてきた政策なんですよ。そして事業費も最初６

億程度の話でしたけど、それ以上になった。湯前町の財政を考えれば、やはり事業の選択

が必要なんですよ。たぶんですよ。 

この前、委員の方の意見もですね、費用対効果があるのか、そのような厳しい意見があ

ったと思うんですよ。その前にそういうことをする前にですね、町長としての取り組む姿

勢と、そして議会とも協議をして、お互いが協調していくような政策でないと、今から

先、無駄な仕事はしないほうがいいんですよね。そういった観点から今回一連の動き、非

常に悪いんですよ。しかも毎月のように全協やっているんですよ。教育委員会のいわゆる

そういった報告、協議事項、非常に少ないんですよ。それはもう反省してもらっていただ

きたいと思います。 

いわゆる町づくりは、やはり二元代表で協議しながらしていくのがいちばんなんです

よね、ですからこの件についても、建設水道課でも事業費を組んでおりますし、教育課の

ほうでも組んでいますけど、これはもう新しい町長の元でですね、事業選択する必要があ

ると思います。しっかりとそれは、引き継ぎをお願いしたいと思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかに、ありませんか。 

○９番（山下 力君） もう１点、学校の部活動、これが社会教育に移行になりましたよ

ね、これもいわゆる教育行政の制度の移行なんですよね、これも全協１，２回説明があり

ましたけれども、最終的には報告なんですよ。他の学校がどういう取り組みかたをしよる

かわかりませんけども、いわゆる小学生の児童というのは、一番心も体も成長する時期、

大切な時期なんですよ。ですから教育長は、湯前町は指導者に恵まれておりますというこ

とを言われましたけど、まあ、今回はそれでいいとしましてですよ、次、やはり若い人に

指導者になっていただきたいと思います。 

そのために、やはり財源が心配ということでしたら、一つの案としてですね、地域協力
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隊でこういった部活の指導できる人を公募できないものか、総務課長そこのところ、地域

おこし協力隊は公募はできる、できない、どちらですかね。 

○企画観光課長（本山りか君） あの地域おこし協力隊の担当所管が、企画観光課になっ

ておりますので、私のほうから、回答させていただければと思います。 

地域おこし協力隊はですね、まちづくり、総括的にいいますまちづくりに協力いただ

く、都会からお出でいただく方になっております。で、そういったまちづくりに関するこ

とであればですね、何も役場庁舎内におられることもなくですね、今、観光のほうで任用

させていただいております方についても、観光物産協会のエリアのところでですね、案内

業務をやっていただいておりますようにですね、そういったことのニーズがありました

ら、それは、叶うことだとは考えております。 

ただし、その財源が３年間ということと、来ていただく方はそういった都市圏からお出

でいただく、そして定住に向けた取り組みをやっていただく、といったことが条件になっ

ておりますので、その一定の条件を満たせばですね大丈夫なものと考えております。 

○９番（山下 力君） あの、できるんだったら、公募してほしいと思います。そして３

年間国の経費でみていただいて、定住していただいて、そして普通の趣味程度の考えでは

なくてですね、実際自分がアスリートとして頑張った人をに来ていただいたら、こどもの

スポーツに対する考え方、関心とかいろんな面でプラスになってくると思うんですよ。 

ですから、一つの案ですけども、検討いただいて、そういった条件をいろいろ書いてい

ただいて、是非募集をしていただければと思います。 

そして、３年間の実績をみてですね、よかったら役場職員で採用でもいいんですよ。い

わゆる子どもの身体的な教育をずっとできますから、ですから今回の社会教育の指導者

も後継者として、即そういう行動に動いていただければと思いますので、教育委員会とそ

の担当のほうで、いろいろ協議をしていただきたいと思います。 

○教育長（中村和弘君） 先ほど議員の皆様方には、指導者が１０名程いるということ

で、お話ししたことがあると思いますが、今度スポーツ委員さんも公募いたしまして、前

年度よりも数が増えております。まだ若い方も含めていらっしゃいますので、運動関係の

やる気のあられる若い方も入っていらっしゃるみたいですので、その方も部活動に、社会

体育に協力していただくとともに、また、関係課とも協議して参りたいと思っておりま

す。 

○９番（山下 力君） あの、聞く限りですよ、例えば柔道とか剣道は、ある程度若い人

の指導者がいるからあると、野球とか、サッカーとか、水泳とか、いろんなところは、し

たい人はそういうところへ行きたいと言う話があるんですよ。ですから、そういう人たち

のためにもですね、先ほどの話は必要と私は思うんですよね。ですから、是非、必要性を

感じていただければ検討していただきたいと思います。 
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○教育長（中村和弘君） 先日、社会体育移行の検討委員会から、答申をいただきまし

た。最近いただいたばかりですので、まだ議会の皆様方には報告しておりませんが、ま

た、近々する機会があれば、報告したいと思います。 

その答申の中では、部活動、社会体育の中身については、総合運動クラブということ

で、小学校段階では、いろんな体験をしながら、スポーツの種類をですね体験しながら、

活動するという中身になっております。また、専門的にやられる方がいらっしゃれば、ま

た、だんだんあたりもまた連携しながら、やって参りたいと思っております。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、次にお諮りします。 

 款１０災害復旧費、款１１公債費、款１２諸支出金、款１３予備費を一括して説明及び

質疑行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。それでは、款１０から款１３まで説明を 

求めます。 

○農林振興課長（稲森一彦君） ９６ページをお願いします。款１０災害復旧費、項１農

林水産施設災害復旧費、目１農地災害復旧費、目２農業用施設災害復旧費、目３林業用施

設災害復旧費、９７ページの項２公共土木施設災害復旧費、目１河川災害復旧費、９８ペ

ージの目２道路橋りょう災害復旧費につきましては、存目計上としています。 

以上です。 

○総務課長（高橋 誠君） ９８ページをご覧ください。款１１の公債費について説明申

上げます。公債費は２億８，２４８万円を計上しています。前年度と比べまして４，８６

４万８，０００円の増です。歳出全体に占める公債費の割合は、１０．４パーセントにな

ります。 

元金の増、利子分の減、その要因は、学校給食共同調理場建設で起債した年の過疎債

の返済が始まるところが大きく増加したところで、また、過去の臨時財政対策債の今年

度１０年変動金利見直しによるものを見込んで、元金と利子分を調整して計上いたして

おります。一時借入金の利子につきましては５０万円計上しています。 

款１２諸支出金につきましては、存目計上です。 

款１３予備費につきましては、４０万円を計上しているところです。説明終わりま

す。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 
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ないようですので、以上で歳出の質疑を終わり、予算書の最初に戻り、議決に付された

各表及び事項別明細書、歳入全科目を審議します。説明を求めます。 

○総務課長（高橋 誠君） 歳入についてご説明申上げます。 

議案説明資料４ページをご覧下さい。一般会計の歳入全体に占める款ごとの構成比を

円グラフで表わしております。当初予算は、地方交付税が半分以上を占めている状況で

す。 

予算書９ページをお開きください。款１町税につきましては ２億４，００２万８，０

００円を計上しました。前年度と比較して、５３万７，０００円の増であります。歳入に

占める割合は８．９パーセントになります。増額の主な要因は、個人町民税の増でござい

ます。 

目１町民税は、８，９９８万２，０００円を計上しました。個人分は、所得割・均等割

ともそれぞれ、平成３０年度調定実績に基づき計上いたしました。 

目２法人分は、法人税割、均等割とも調定実績により計上いたしました。 

項２固定資産税は、９，７７８万３，０００円を計上しました。 

項３軽自動車税は、平成３０年度の調定実績により１，５８１万９，０００円を計上し

ました。軽自動車税について、環境性能割という項目を存目追加しております。これは税

制改正大綱により「自動車所得税」が「環境性能割」という新しい税に変わるものです。

課税される自動車は登録車と軽自動車、中古車も取得したときに課税されます。県が代行

して収納し町に交付するというものです。導入は、消費税導入と同じ１０月１日というこ

とですので当初予算に存目計上したものです。 

１０ページをご覧ください。項４町たばこ税は、平成３０年度調定実績により２，１６

０万円を計上しました。 

款２地方譲与税から、１１ページの款７自動車取得税交付金までについては、国の地方

財政計画を参考に試算し計上し、また、実績見込みにより計上しました。 

１１ページの款８環境性能割交付金は、新しい「款」を設けました。これは軽自動車税

のところでも説明しましたが、地方消費税交付金については、税制改正大綱により「自動

車所得税」が「環境性能割」という新しい税に変わるものです。普通自動車の部分になり

ます。存目計上でございます。 

款９地方特例交付金は、平成３０年度調定実績により５０万円を計上しました。 

款１０地方交付税につきましては、１４億１，２００万円を計上しました。一般会計歳

入予算に占める割合は５２．１パーセントとなっております。国が示す平成３１年度地方

財政計画の地方交付税の対前年度比０．２兆円上回る１６．２兆円を確保されるというこ

とであり、本町への交付税見込みを前年度よりも上向き程度と見込み計上しました。 

また、特別交付税は地域おこし協力隊人件費と活動費などを見込み計上しました。 
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予算書１２ページをご覧ください。款１２分担金及び負担金につきましては２，２４４

万６，０００円を計上しました。前年度と比較して、２８４万１，０００円の増でありま

す。歳入予算に占める割合は０．８パーセントとなっております。 

項１分担金、目１農林水産業費分担金は、植木地区用水路改修事業受益者分担金３５０

万円を計上しました。 

項２負担金 目１民生費負担金、１，３５４万６，０００円を計上しました。保育所関

係の入所児童保護者負担金等を計上し、病児・病後児保育事業町村負担金は、今年度、本

町が事務局となるため３町村の負担金を受け入れるものです。 

款１３使用料及び手数料は、５，０２８万１，０００円を計上しました。前年度と比較

して、２６９万円の増であります。歳入予算に占める割合は１．９パーセントとなってお

ります。 

項１使用料、目１総務使用料、インターネット使用料は月額３，７００円の３８０世帯

分、１，６８７万２，０００円を計上しました。 

目４土木使用料の町営住宅使用料は、２，７５１万円を計上しました。 

１３ページになります。中ほどの、項２手数料、目１総務手数料は戸籍住民印鑑証明及

び税務証明手数料等２０３万円を計上しました。目４教育手数料、美術館観覧料は１２０

万円を計上しました。 

款１４国庫支出金につきましては、２億２，４０２万２，０００円を計上しました。前

年度と比較して、３，５５１万９，０００円の減であります。歳入予算に占める割合は８．

３パーセントとなっております。減額の理由は、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交

付金の減であります。当初予算ではなく確定後の６月議会での肉付け予算にて計上した

いと考えております。 

主なものは、目１民生費国庫負担金では、子どものための教育保育給付金、障害者自立

支援給付費国庫負担金、障害児通所事業費等国庫負担金、１４ページですが、児童手当国

庫負担金など、それぞれ計上いたしました。 

次に、項２国庫補助金では、目１総務費国庫補助金３６６万９，０００円は、社会保障

税番号制度システム構築補助金、地方創生推進交付金など計上し、目２民生費国庫補助金

１，２６３万２，０００円は、地域生活支援事業補助金・障害者総合支援事業費補助金、

延長保育事業補助金、病児保育事業補助金、放課後児童健全育成事業補助金などを計上い

たしました。 

次に１５ページです。プレミアム付商品券事業補助金は存目計上しております。国の詳

細額が決定しましたら補正予算で計上する考えでございます。 

また、目３衛生費国庫補助金７８万２，０００円は、風疹関係の感染症予防事業費国庫

補助金を、目４土木費国庫補助金１，８２８万円は、社会資本整備総合交付金関係で、土
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木費補助金、住宅費補助金を計上し、なお、街なみ景観整備費補助金は存目計上しており

ます。 

次に、款１５県支出金につきましては、２億８，４５２万３，０００円を計上しました。

前年度と比較して２，６２９万６，０００円の増であります。歳入予算に占める割合は１

０．５パーセントです。 

増額の理由は、民生費県補助金で病児保育事業補助金を含む児童福祉費補助金の増、農

林水産業費県補助金で、農地耕作条件改善事業補助金の増によるものであります。 

主なものは、目１民生費県負担金、１億１，２４５万２，０００円で、子どものための

教育保育給付費県費負担金、熊本県障害者自立支援給付費等負担金、障害児通所事業費等

県費負担金、１６ページですが、国保保険基盤安定制度負担金、後期高齢者保険基盤安定

拠出金を計上しました。 

中ほどの、項２県補助金は、目１総務費県補助金４４０万２，０００円は電源立地地域

対策交付金を計上し、目２民生費県補助金、３，２４７万６，０００円は、１７ページで

すが、児童福祉費補助金１，８３９万４，０００円は、熊本県多子世帯子育て支援事業補

助金ほか各県補助金等を、そして、障害者福祉費補助金８８１万８，０００円は、熊本県

重度訪問介護等の利用促進に係わる市町村支援事業費補助金を計上しました。 

１８ページですが、目４農林水産業費県補助金１億２，４６８万５，０００円は、植木

地区の用水路工事関係、農地耕作条件改善事業補助金、中山間地域等直接支払交付金、農

業次世代人材投資事業補助金、多面的機能支払交付金を計上いたしました。 

また、林業費県補助金４，０６５万７，０００円は、森林環境保全整備事業補助金ほか

それぞれ計上しておりますが、１９ページ、林業成長化地域創出モデル事業補助金は存目

計上いたしております。 

目５商工費県補助金は、熊本地震復興観光拠点整備等推進事業費補助金は、湯楽里グリ

ーンパレス改修に要するもので、補助金の確定がなされましたら補正計上するという考

えでございます。 

目７土木費券補助金は、耐震改修等補助金７０万円を計上しました。 

項３委託金は、目１総務費委託金から目３土木費委託金まで、それぞれの項目を計上い

たしました。なお、目４民生費委託金は廃目しております。 

２０ページになります。款１６財産収入は、２，９４９万円を計上しました。前年度と

比較して６４３万１，０００円の増であります。歳入予算に占める割合は１．１パーセン

トです。 

項１財産運用収入につきましては、土地貸付収入や各基金の利子を計上しております。 

２１ページになります。項２財産売払収入の生産物売払収入として、木材売払収入の

２，９１４万３，０００円を計上しております。 
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款１７寄附金は、一般寄附金にふるさと納税分３，０００万円計上をいたしました。 

款１８繰入金、項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入金につきましては、平成３１年

度当初予算の財源調整のため７，０００万円を計上いたしました。 

また、ふるさと納税の寄附金は、歳出で若者住宅建設、住宅リフォーム空き家リフォー

ム補助金等に活用するため、ふるさと応援基金繰入金３，５７０万１，０００円を計上い

たしました。 

○議長（倉本 豊君） 本日の会議は、会議時間を延長します。 

お諮りします、会議時間を延長したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。会議時間を延長します。 

○総務課長（高橋 誠君） 続けて説明申し上げます。 

２２ページです。款１９繰越金につきましては、前年度繰越金８，７００万円計上し

ました。 

款２０諸収入につきましては、４，１５９万８，０００円を計上しました。前年度と

比較して２５７万２，０００円の増であります。歳入予算に占める割合は１．５パーセ

ントとなっております。 

主なものは、預託金元金収入、がん健診など各種健康診断の負担金収入、２３ページ

中ほどですが、ＪＴの森造成事業助成金、中長期派遣職員の派遣先である御船町からの

負担金収入等です。 

２４ページです。款２０町債につきましては、８，８８０万７，０００円を計上しま

した。前年度と比較して、１億３，４５１万３，０００円の減であります。歳入予算に

占める割合は３．３パーセントとなっております。減の理由は、平成３０年度実施の庁

舎議会棟側の耐震補強工事分緊急防災減災事業債の計上分の減、社会資本整備交付金で

の道路整備債の減によるによるものです。 

主なものは、臨時財政対策債ほか、かんがい排水事業債、道路事業債、拠点整備事業

債、保健センター整備債を計上しておりますが、今後、６月補正予算で肉付け予算を提

案する場合は、それぞれの町債の項目に増額追加による計上を行う考えでございます。

特に、湯楽里グリーンパレス改修関連の大きな過疎債の借入には、４月に九州財務局と

の協議を予定しています。 

６ページをご覧下さい。第２表 地方債です。歳入の町債で説明いたしました起債の

目的ごとの限度額、起債の方法、利率、償還の方法を記載いたしております。 

１００ページ以降に附属書類等を付けております。説明は省略させていただきます。

以上説明終わります。 

○学校教育係長（栗原利香君） 先ほど、森山議員のご質問のコピー機使用料についての
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説明をいたします。小学校のほうでは、８２ページの節１４に、使用料及び賃借料に５１

万円上がっておりますが、中学校のほうでは、８５ページに同じく使用料及び賃借料に、

コピー機使用料が１２万円上がっておりますが、中学校のほうは、複写機借上料の１０万

８，０００円も入っておりまして、その他に職員室プリンター借上料の５万１，０００円

も入ってのコピー機使用料になっているそうです。この２つを比較しましても、２３万円

ほど差が出ております、小学校のほうで２３万円多いのは、学年がやはり６学年、中学校

が３学年、職員の数も違っておりますので、ここで差が生じるものと思われます。以上で

す。 

○議長（倉本 豊君） ここから、ただいま説明のあった議決に付された各表及び事項別

明細書、歳入全科目の質疑を行います。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時０２分 

再開 午後４時０８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。歳入の質疑の途中です。 

○５番（味岡 恭君） あの、ページ１１ページのですね、地方交付税、この中に地方交

付税と、特別地方交付税がございます。実はあの黒木議員からも質問がでましたが、公立

病院のですね、今度、支出金がでてきます。その中でですね、基礎年金の支出金、公的負

担金が３００万円程度あるのかなと思います。これはどこに入っているのか、ちょっとお

知らせをお願いいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 公立病院の特交分で負担する分ということですが、これにつ

いては、特別交付税、１，２００万円の中に入ってくるということでございます。 

○５番（味岡 恭君） 今年度はだいたいどれくらいになるのですか、金額的に。 

○総務課長（高橋 誠君） 平成３０年度で申しますと、１２月と３月にそれぞれもらっ

ている分と、今度３月にもらうんですけども、１２月にもらっている分の内訳をいいます

と、９３万円程、はい、あの、正確な数字は覚えてませんが、９３万円と公立病院が示さ

れている額とほぼ似たようところで入ってきているというところで認識しております。 

○６番（金子光喜君） １２ページのですね、総務使用料にありますけれども、インター

ネット使用料です。毎回議論にはなっておりましたが、前回かなりの大幅な値下げをされ

まして、加入された世帯も大きく増えたように聞いております。それによってかなり全体

の収入も上がってきたわけですけど、この金額については、３，７００円でしたか、ちょ

っと金額的には、キレが悪いような気がしますけれども、そのへんの議論の経緯とかあり

ましたら、お聞かせいただければと思います。 
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○総務課長（高橋 誠君） 昨年の４月から値下げをしたということで、３月の議会のほ

うで説明したと思っておりますが、まあ、インターネット使用料に要する費用、情報通信

管理費の経費と、またそれに見合う料金設定というのは、どこがその分岐点なのかという

ところを見定めまして、４００世帯と仮定したときに、３，７００円というところが決ま

った根拠になるかと思います。またこの４００世帯の、今、目標を持っていまして、また

それを超えると料金のあり方については、考えるところもあるかと思います。 

○６番（金子光喜君） いわゆるＡＤＳＬ回線ですかね、それが将来、近々なくなるよう

な話も聞いております。各ご家庭でもインターネットは不可欠な、通信手段になってきて

おりますので、まあ、特にスマートフォンを使った場合ですね、Ｗｉ-Ｆｉ環境をして、

通信料金を下げるというのは、どこの家庭でもされている流れがございますので、そのへ

んを鑑みますれば将来もっと増えるのではないかと思っております。金額的な設定ライ

ンがですね、加入者増で余裕が出てくるのであれば、もう少し下げることも、ご検討いた

だくような心構えを持っておられるということで、確認させていただきたいと思います。 

○総務課長（高橋 誠君） やはり、あの、インターネットの世代がかなり普及していま

して、これがなくしては情報通信がないということでございます。また、各家庭でも町Ｗ

ｉ-Ｆｉですか、それを使って楽しまれているということは、非常にいいことだと私自身

思っております。この普及についてはまた伸びるという予想はしておりますので、そのへ

んを加味しまして料金のあり方も考えたい、というところで考えたいと思っております。    

また、先ほどの味岡議員のご質問で、特交は追加費用の方でいただいている分が、その

金額ということで、ご理解いただければと思います。 

○３番（森山 宏君） 歳入のほうでですね、今度１０月から、消費税がもしも上がった

場合、その時に環境税ですか、環境性能割交付金これが存目計上されておりますけれど

も、あの、現状の場合と、これに移行した場合は、地方交付税に戻ってくる分は、増える

んでしょうか、ましてや、今度は中古車に関しても、あの税金というのが課せられるとい

う話なんですけど、個人にとっては結局は、負担増になるわけですか。 

○税務町民課長（堤田真由美君） はい、これに関しましては、自動車取得税が今３パー

セントかかっておりますけれども、環境性能割になると、軽自動車と普通車と同じだった

んですが、２パーセントになりますので、個人に関しては減になります。 

それでまたですね、もう一つ消費税関係で軽減がありまして、また１パーセント個人負

担分が減になります。減になりますけれども、交付税として入ってくる分については、国

が全額負担して、交付税としてみてくれるということになっております。 

○３番（森山 宏君） ３パーセントが２パーセントになる、消費税増税に伴ってという

のはわかりましたけど、１パーセント下がると、それからまた個人においては１パーセン

ト国が面倒みるからとゆう説明だったんですけれども、個人負担は１パーセントという
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ことですか。 

○税務町民課長（堤田真由美君） すみません。ちょっと、そちらのほうについては、明

日ですね正確にお伝えしたいと思います。すいません。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ここで、お諮りします。 

ただいま、議案第１６号「平成３１年度湯前町一般会計予算」の審議の途中ですが、本

日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

異議なしと認めます。 

したがって、本日は、これで延会することに決定しました。 

次の会議は、明日午前１０時に開きます。議事は一般会計予算、特別会計予算等を予定

していますので、ご参集願います。 

 本日は、これで延会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会  午後４時１８分 
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  平成３１年第３回湯前町議会定例会    〔第５号〕 

 

平成３１年３月１４日  

午前１０時０１分開議  

湯 前 町 議 会 議 場  

 

１．議事日程 

 

   日程第 １ 議案第１６号  平成３１年度湯前町一般会計予算について 

   日程第 ２ 議案第１７号  平成３１年度湯前町国民健康保険特別会計予算について 

   日程第 ３ 議案第１８号  平成３１年度湯前町下水道事業特別会計予算について 

   日程第 ４ 議案第１９号  平成３１年度湯前町介護保険特別会計予算について 

   日程第 ５ 議案第２０号  平成３１年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計予算について 

   日程第 ６ 議案第２１号  平成３１年度湯前町水道事業会計予算について 

   日程第 ７ 議案第２２号  平成３０年度湯前町一般会計補正予算（第１４号） 

   日程第 ８ 報告第 １号  一般社団法人湯前町農業公社の経営状況について 

   日程第 ９ 同意第 １号  湯前町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

   日程第１０ 同意第 ２号  湯前町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

   日程第１１ 同意第 ３号  湯前町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

   日程第１２ 同意第 ４号  湯前町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

   日程第１３ 同意第 ５号  湯前町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

   日程第１４ 同意第 ６号  湯前町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

   日程第１５         委員会報告（総務常任委員会、厚生文教常任委員会、経済建設

常任委員会） 

   日程第１６         議員派遣について 

   日程第１７         総務常任委員会の閉会中の継続調査申し出について 

   日程第１８         厚生文教常任委員会の閉会中の継続調査申し出について 

   日程第１９         経済建設常任委員会の閉会中の継続調査申し出について 

   日程第２０         議会運営委員会の閉会中の継続調査申し出について 
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８番 黒 木 喜巳男      ９番 山 下   力 

１０番 倉 本   豊  

 

３．不応招議員 

 

   ２番 椎 葉 弘 樹 

 

４．出席議員 

 

     応招議員に同じ 

 

５．欠席議員 

 

   不応招議員に同じ 

 

６．職務のため会議に出席した者 

 

      議 会 事 務 局 長  西 村 洋 一  議会事務局主事  黒 木 あさみ 

 

７．説明のために出席した者  

 

   町 長  鶴 田 正 已  教 育 長  中 村 和 弘  

   総 務 課 長  高 橋   誠  会 計 管 理 者  愛 甲 正 之 
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開会 午前１０時０１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） ただいまから平成３１年第３回湯前町議会定例会、第９日目の

会議を開きます。椎葉議員より昨日、３月１３日と、本日３月１４日の欠席届が提出さ

れております。そしてまた、議会だよりの掲載のための写真を、撮影を行います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 議案第１６号 平成３１年度湯前町一般会計予算について 

○議長（倉本 豊君） 日程第１、議案第１６、「平成３１年度湯前町一般会計予算につ

いて」を議題とします。ただいま歳入の質疑が終わったところです。 

１００ページからの給与明細書及び各調書の説明は省略し、これらも併せて、予算案全

体にわたって補足又は総括して質疑を行います。 

質疑を許します。 

○１番（遠坂道太君） おはようございます。ページ３４ページでございますが、交通安

全対策費の中での、ＬＥＤのほうが、一応、存目で計上してありますが、本年度あたりは

どういう計画をされているのか、そのへんのところをお尋ねしたいと思います。 

○総務課長（高橋 誠君） ＬＥＤへの防犯灯の交換のほうで、今、進めさせていただい

ております。平成３０年度については９８基を予算の範囲内でさせていただきました。こ

れについては、通学路の幹線部分を主体にさせていただきました。 

平成３１年度については、存目計上しておりますが、これはふるさと納税の基金を財源

としておりまして、平成３０年度頂戴いたします寄附金の状況を見て、この防犯灯の設置

台数の数を決めさせていただきたいところでございまして、６月の肉付けで考えさせて

いただきたいと思っております。 

○１番（遠坂道太君） まあそのように、平成３１年度のですね、防犯灯使うＬＥＤのほ

うを、よろしくお願いいたします。 

次に、３９ページですが、総務費の中で、町ホームページリニューアル業務委託料です

が、これ椎葉議員から聞いてくれということで、私のほうも一貫してするのですが、作業

部会で検討してあるホームページの案と、予算の根拠の説明を受けて、ホームページの構

成や内容次第で初期費用の８７４万５，０００円を抑えることができるということを確

認したと、椎葉議員からお聞きしております。 

その中で、２点ほど確認をさせていただきたいということでございます。プロポーザル

で製作会社を公募するときですね、できるだけ上限を抑えるような利用に努める考えは

あるのかということでございます。 

それともう１点は、プロポーザル用のホームページの仕様書を作成されると思います
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が、公募の前に作業部会だけでなく、有識者なり、その前に全協を開いて議会のほうでも

意見いただくとか、そういう考えはあるのか、その２点でございますが、よろしくお願い

いたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 今回、当初予算のほうで計上しております業務委託料８７４

万５，０００円、これが上限と私のほうは捉えておりまして、業者選定のほうは、議員お

っしゃいますように、プロポーザル形式で行わせていただきたいと思っております。これ

が初期費用になりますけれども、この仕様書の中に一番ポイントになるのは、ランニング

コストも一番重要かなと私は思っております。 

そういったところをかみしめながら行いたいのが１つと、この仕様書につきましては、

今、町職員のプロジェクトで回答されたものを、この業務委託の中でしようとして、して

いるんですけれども、これについてはまだ議員の皆さんにも説明しておりませんので、実

際に入札業務、業者選定業務に入る前にはお示ししたいと、別に説明させていただきたい

というところで考えておりますし、仕様書の中身についても、有識者の方にご相談させて

いただきたいというふうには思っております。 

○１番（遠坂道太君） はい、まあそういうかたちのなかで取り組んでいただければと思

いますが、まあいつ頃これ、完成の予定はあるのでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 平成３１年度中には完了させていただきまして、供用開始を

平成３２年４月からと考えております。 

○１番（遠坂道太君） はい、平成３１年度中ということで、来年の４月からということ

ですか、その前にであれば、この初期費用も抑えられるんじゃないかなというふうに、感

じたわけであります。 

次にもう 1 点ですね、お尋ねいたします。広報、旬報のデザイン作成ソフトですけど

も、経費削減の効果で８６０万円の根拠を求めた件について、椎葉議員のほうから、尋ね

てくれということでございます。デザイン作成ソフトの現状作成ソフトを代表するもの

であるということで、誰でも簡単に操作できるようなことは確認をしたということです。  

２点ほど、確認をしたいと思います。経費節減だけでなく、担当者の作成稼働も削減でき

たのか、それと、デザイン作成ソフトの効果が確認できれば、町議会の議会だよりの作成

にも水平性化することができるのかという、２点でございますので、そのへん２点ほどお

尋ねします。 

○総務課長（高橋 誠君） 今回のデザイン作成ソフトには、説明したように、作成コス

トの削減、また担当者の広報作成、旬報作成に要する時間の短縮、その分をほかの業務に

回せるというふうな目的で、今回計上させていただきました。今回のソフトについては、

ワード、エクセルを使える職員なら、誰でも取り込める、習得しやすいところのソフトで

ございまして、例え人事異動等ありましても、その担当者はこのソフトは容易にできると
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いうところでございます。球磨郡内でも、このソフトを使っている市町村もありますし、

県内でも１１町村ほど作成のために導入されております。そういったことでございます。

この汎用性ですが、議会だよりのほうにもですね、活用できるのであれば、そのように活

用できるようなソフトの導入を考えたほうがいいとは私も思っております。 

○１番（遠坂道太君） 今後、誰がですね広報担当になっても、現状のレベルが維持でき

るような仕組みを作っていただきたいと思います。 

また、先ほどの質問の中での訂正をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。一応この、椎葉議員と言いましたけれども、一応、私も考えていた意見ですので、

そのへん訂正していただきたいと思います。 

○７番（高橋一雄君） 子どもの健全育成について、教育委員会に伺います。町内には、

コンビニエンスストアがございます。その店の一角に、成人向け雑誌のコーナーがござい

ます。成人向け雑誌というのは、女性の性を商品化し、女性の人格を損なうものです。合

法的な雑誌ならば、出版、販売する権利が出版社にございますが、コンビニエンスストア

というところは、家族づれや、児童生徒、学生が自由に出入りし、購買するところであり

ます。 

子どもの目につかないような場所にあるならともかく、洗面所の前のコーナーにあり、

誰でもそこを、小学校の生徒の目線からでも、見えるようになっています。全国団体であ

る、全日本女性の会がコンビニエンスストアの本部とも掛け合って、将来的には販売中止

にすることですが、町内に１店あるコンビニエンスストアのオーナーさんも、子育て世代

ですし、教育委員会として、教育委員会の中にも、女性の委員がいらっしゃいます。 

ですから、コンビニエンスストアに対して、教育委員会として、本部が中止をする前

に、湯前では、前倒しして、販売中止にしてはどうかという提案をされるべきだと思いま

すが、いかがですか。 

○教育長（中村和弘君） 今、議員がおっしゃったことは、全国的にもですね、危惧され

ていることではないかなと思っております。教育委員会でもですね、単独でですね、特定

のところに、どうのこうの、というのはなかなか厳しい状況でございますけれども、いろ

んな社会情勢をみながら、それに沿った対応をしていきたいと思っております。 

○７番（高橋一雄君） 児童生徒の保護者である、ＰＴＡ等にも相談して、是非、湯前町

では前倒しで販売中止になるように取り組んでいただきたいと思います。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 昨日の森山議員さんの質問を、お答えさせていただき

たいと思います。環境性能割についてなんですけれども、資料のほうがお手元のほうに置

いてあると思いますが、こちらのほうもご覧いただきたいと思います。 

まず、交付金から説明いたします。自動車取得税・環境性能割共に、課税の仕方につい
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ては、課税標準基準額プラス、オプション価格に、中古車の場合はこれに、残価率をかけ

て、税率、普通自動車が基本３パーセント、軽自動車が基本２パーセントの率をかけ、算

出します。それを、平成３１年９月までの購入分については、款７自動車取得税交付金と

して徴収額の９５パーセントの７０パーセントを県から交付されます。 

１０月以降については、資料のほうの右側のちょっと色がついているところがありま

すが、二つに分かれまして、普通車分については、款８環境性能割交付金として、徴収

額掛ける９５パーセント掛ける６５パーセントで算出された額と、それからその下にあ

ります軽自動車分については、款１軽自動車税環境性能割分に、徴収額掛ける１００パ

ーセントが交付されます。ただし、款１については、翌年に徴収事務取扱費として、県

に５パーセントを交付することになっています。 

款８環境性能割交付金については、交付率が７０パーセントから６５パーセントとい

うことで５パーセント下がることになりますが、款１軽自動車税環境性能割分について

は、１００パーセントの徴集になりますので、徴収事務取扱費を差し引いても、上がる

ことになると思います。それから、１０月以降については、交付される額には、消費税

引き上げに対する軽減策として 一律１パーセントの軽減を来年９月まで行いますが、

その分を全額国が見てくれる額もはいっていることになります。 

個人の負担分についてですが、自動車税３パーセント・軽自動車税２パーセントの税

率は基本変わりません。資料中の燃費性能とありますが、その種別によっては、増税に

なるものもあります。しかし、消費税引き上げに対する軽減策１パーセント減がなされ

ますので、来年９月までの購入分については、個人負担分は減ることになるかと思いま

す。 

資料のほうの下のほうにですね、例として、取得価額１００万円の、平成３２年度燃

焼費基準達成の軽自動車の購入のところで、ちょっと例を書いておりますが、９月まで

に買った分については自動車取得税として、８，０００円がかかります。１０月に買っ

た場合は、性能割分については、本来は１万円なんですけど、それが、１パーセントが

非課税になりますので、その分で０円になることです。 

しかし、消費税が２パーセント上がるので、トータル的には、増税になっていくのか

なというところになるかと思います。以上です。 

○９番（山下 力君） 補助金改革、いわゆる見直しについて町長にお尋ねしたいと思い

ます。同僚議員のほうから、２８年の９月に補助金改革、いわゆる見直しをしたらどうか

という指摘をされております。まあそれから１年後に各課の職員によります、プロジェク

トチームが発足して、町長のほうからいわゆる、今までの補助金を検証して、しっかり精

査をし、方向性を示してほしいと、委嘱をされております。そしてその委嘱をされて１年

半の現在、方向性は示されたとお思いですか、町長の見解をお聞かせください。 
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○町長（鶴田正已君） そのプロジェクトの答申をいただきまして、いま民間の方のご意

見もお伺いしているというところでございますけれども、それぞれの課の思いもござい

ますし、これが結論かというところまでは、行ってはいないところかなと思います。 

○９番（山下 力君） そういう答弁ではなくて、いま現在、方向性が示されたとお思い

ですかと言っているんですよ、ですからいま現在まだ方向性が出ていないなら、出ていな

いという答弁をしていただきたいと思います。 

○町長（鶴田正已君） まだ、最終的な結論は出ていないというふうに思っております。 

○９番（山下 力君） いわゆるその職員のプロジェクトチームが、まあいろいろ検討さ

れたと思います。そして昨年の１０月２５日に全協のほうに補助金の見直しの方向性を

示す答申書が出ました。その中身を見ました。その後今度は、行政財政推進なんとか協議

会というところで、この行政改革案がでました。そして今議会で予算編成方針のなかで、

行財政運営のところで補助金ついて書いてあります。 

いずれも、今から検討しますとか、補助金の見直しが必要ですという文言なんですよ、

ということは、平成２９年の１０月に委嘱をしたことが、まだ全然進んでないということ

なんですよね、その結果が平成３１年度の当初予算の各課のかくかんの補助金になって

いると思いますよ、いわゆる前年どおりですよね、まあ農林課を外せば、まあそこで、見

直しができなかった理由というか、町長はどのようにお考えですか。 

○町長（鶴田正已君） 端的に申し上げますと、その、それぞれの協議の推進が遅かった

というふうに思っております。 

○９番（山下 力君） 私はですね、まず平成２９年の１０月、職員のプロジェクトチー

ムに委嘱ではなくてですね、自分の任期が今年の４月ですね、それ以前に方向性がでるよ

うに、期限付きでやはり、諮問すべきだったと思います。委嘱じゃなくて諮問、それがな

かったこと、そして昨年の１０月に答申が出たときに、それに対しての町長の意見てゆう

か、考えてゆうかそういう指摘がなかったんだろうと思うんですよ。そしてまあ今になっ

ていると、まあそういうことを考えますと、ちょっと町長として指導不足があったのかな

というふうに思います。まあこれに対して、町長の考え方をお聞かせください。 

○町長（鶴田正已君） 事業の進捗も含めて、結果でございますので、そのことについて、

私の指導が足りなかったということになろうかと思います。 

○９番（山下 力君） 総務課長これは、今からの大きな課題になると思いますんで、早

急にですね、新町長の下でしっかりとした議論をしていただきたいと思います。 

○５番（味岡 恭君） 今のもちょっと関連するかもしれませんが、先日からこのいろい

ろ予算の中で、協議会負担金が数十件でています、そんな中ですね、町長や担当職員が各

協議会に出席されていると思うんですが、なかなか動きというんですか、そのあれが見え

ない、報告がないもんですから見えないんです。で、ところでですね現在の行政報告は、
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今まで私たち６年か７年近くなりますけれども、その中では、報告だけ聞いております。

出席しましたとの報告だけ聞いております。 

内容について聞いておりませんので、今後職員が出られる、町長が出られるにしてもで

すね、町長も交代されるもんで、次の方に、新町長に引き継いで欲しいんですが、単なる

出席報告だけでなくですね、課題や、決定事項等もですね、報告も含めてしていただきた

いと思いますが、町長いかがお考えでしょうか、お尋ねいたします。 

○町長（鶴田正已君） 一部協議の内容では、報告してあるところもあろうかと思うんで

すが、その内容についての報告が行政報告の中で必要と、ただ、ずいぶん長くなろうかと

思いますが、そのへんも協議して、次の町長にはそのように伝えておきたいと思います。 

○５番（味岡 恭君） 先日、昨日もその意見で町づくりの件で協議会のほうでも、伝達

事項ができてなかったというのが、多々あります。先日、須恵文化ホールで、フォーラム

がございましたが、そちらも私たちも、内容もよくわからないまま出席したこともありま

す、そういうことも含めて、こういうことがありますということも含めてですね、報告を

ですね、是非お願いしたいと思います。 

○１番（遠坂道太君） ９３ページのですね奥球磨ロードレースの予算ですけども、負担

金ですが、昨年度より３０万円増えております、そのへんの理由についてお伺いしたいと

思いますが。 

○教育課長（北崎真介君） 今回３０万円増えたことの理由といたしまして、５年に１度

コースの検定が必要になってきます。その検定料や地点ごとに測定器を導入したいとい

うところで、ゼッケンにチップが付いていまして、通過するとその時点でタイムがでると

いうソフトです。これはもう最近の公認レースでは、他所でも導入されているというもの

です。これがまだ見積もりがはっきりしないということで、金額はわからないと、それと

また、招待選手の状況によってですね、プロ選手とかいろいろありますんで、金額が不確

定ということで、４月以降の実行委員会にて予算が決定されるということで、できました

ら３０万円程度で抑えたいということで、今、進めているところでございます。 

○１番（遠坂道太君） 内容につきましてはわかりましたが、この負担金もまた、４月以

降になったらもしかすると増えるという可能性もあるということですかね、それと１２

月だったですかね、補正で放映の問題もありましたが、あれにつきましてはどういうふう

なかたちの予算を考えておられるのでしょうか。 

○教育課主事（工藤陽平君） はい、ただいまご質問いただきました、１２月議会でご審

議いただきました、ロードレース大会のインターネット配信についてですね、進捗として

まずは説明させていただきたいと思います。昨年１２月１８日にロードレース大会実行

委員会が開催されまして、その中でですね、会長のほうから、配信の計画と今後の検証に

ついての協力委員会が実行委員会メンバーになされているところです。配信につきまし
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ては、全国の大会の配信、ＳＮＳの連携、配信中のＣＭの挿入など、ロードレース大会の

趣意書にありますように、奥球磨３町村の周知、ＰＲなど観光推進にも繋げるべく今後取

り組みを計画して参りたいと考えているところです。 

第７回大会におきましては、番組製作をいただいております、ＴＫＵさんのご厚意によ

りまして、試験的ですが、役員向けのハーフの実況をいただいておるところです。今後で

すね、実行委員会のほうでも配信につきましては、ＴＫＵさんの協力をいただきながらで

すね、まずは協議を重ねて参りまして、配信について本格的な実況の目処がたちましたら

改めまして実行委員会で諮りまして、その後議会のほうにご提案をさせていただければ

と思います。 

○１番（遠坂道太君） はい、こういう放映権の見積もりとか、また再度取られていくと

だろうと思います。やはりコストが下がるようなかたちでの取り組みをお願いしたいと

いうふうに考えております。 

○６番（金子光喜君） お伺いすること多いんですけど、まず始めにですね、元号改正に

伴う対応についてお伺いさせていただきたいと思います。ご存じのとおり今年の５月に

はですね、元号が変わるようになっておりまして、まあ国のほうでも様々に対応がなされ

ていると思いますけれども、役場施設の中で、１０連休に対する対応は窓口のほうは問題

なくされるということでしたけど、様々に町民の生活に関連する部分が多いかと思いま

す。まあ例えばごみの収集とかですね、様々な町の対応とかですね、普通に１０連休の間

もできるのか、例えば役場の町民の窓口、それとあと保健福祉課の、窓口とか、できるよ

うなところがあるのかそのへん対応について協議はされているのか、まずお伺いさせて

いただきます。 

○総務課長（高橋 誠君） １０連休の対応について、山下議員のほうからご意見いただ

きまして、その後、各課のほうにその対応についての詳細なところを調べておりまして、

今日までがたぶん締め切りにしておりますので、それがまとまり次第お示ししたいと思

っております。 

○６番（金子光喜君） しっかりした対応を希望するところです。 

もう１点お伺いさせていただきます。教育長の任期についてお伺いさせていただきま

す。平成２８年の３月１８日の定例会の最終日でしたけど、教育長の選任が行われまし

て、現在の教育長が就かれております。任期が教育長の場合は新制度になりまして、３年

という任期になりまして、教育委員の皆さんはそのままで４年だったと思いますけれど

も、まあ、その差がありまして、今日ちょうど、議会の控え室のほうでも、退任の挨拶が

あるというような話を議長のほうから聞きましたが、そのまま退隠ということであれば、

非常に残念かなと思っております。今回、選任同意は出ておりませんので、このまま退任

となった場合、今後あります教育関係の様々な行事、例えば入学式でありますとか、学校
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の先生が、入って来られるときの対応とか、不都合な部分があるのかなと、危惧している

ところです。 

平成２７年の４月に確か制度改正があったと記憶しております、新教育長制度という

ことで、旧教育委員長とあと教育長を一本化した形で、制度が改正がなされて、今就いて

おられると思いますけれども、不在の期間が生じることに対して、どういった対応をまず

考えておられるのかお伺いさせていただきます。 

○教育課長（北崎真介君） はい、議員おっしゃるとおり、平成２７年４月１日から、地

方教育行政の組織及び、運営に関する法律という一部改正によって、新しい教育委員会制

度が示されております。その中で教育長が不在の場合は、事前に職務代理者を指名すると

いう、条項がございまして、そこで、まあ、２通りあるんですけれども、本委員会の場合

は、新教育長が選任されまして、最初の臨時会で指名するということになっておりますの

で、２８年の４月に行われた、教育委員会臨時会において、指名はされております。 

それで、４月１日からは、もし不在となった場合は、職務代理者が教育委員の中の職務

代理者、指名された方が代行するということになります。 

○６番（金子光喜君） 選任同意は町長の権限だと思っております。まあ今回出ておりま

せんので、私、出てくるのかなと思っておりましたが、出ておりませんので、町長の任期

も残すところあとわずかというところで、そこを控えられたのかなと、私、推測したとこ

ろですけども、そのへんのご意見をお聞かせいただきたいと思います。 

○町長（鶴田正已君） 意見と申しますより、私の考え方を申し上げさせていただくとす

れば、新教育委員会制度の中で、教育長の任期が３年ということでございます。 

そのことと、今回は私の任期と、ほぼ時期が同じということでございます。まあそうい

ったなかで、組長が教育長を選任するという、今の制度でございます。まあそういったこ

とを考えました時に、現教育長が、どうこうということではございませんで、これは制度

的にですね、新しく就任される町長が教育長を選任されて、その後、また３年の任期で教

育長の職務にあたっていただくということでございますので、私が任期、あと１月くらい

でございますけれども、選任をして、次の町長に託すというのはどうなのかということ

を、様々に思案をしまして、現況にいたっておるということでございます。 

○６番（金子光喜君） 教育委員会制度がですね、改正されますときに、様々な議論の中

で、新しい教育委員会制度の意義とかですね、文科省のほうで通達されております。これ

まで取り組んでいただいたことに関してですけども、教育委員会制度の意義ということ

でですね、政治的中立性の確保と、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映と、組

長からの独立性そして合議制、住民による意志決定というのが、示されております。 

これまで、今までの教育長の中で、教育委員会の中でですね、コミュニティスクールで

ありますとか、様々に地域に密着した活動をされてこられた流れがありますので、そのへ
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んをしっかり引き継ぐような流れがあったらいいなと私自身思っております。この継続

性とか安定性とかを考えた時には、そのことを重視していただければと思っております。   

次の首長になられる方のご意向というのが、一番大きいのかと思いますけれども、現教

育長がですね、もしお気持ちがあられるのであればですね、次の教育長にですね、お話が

あったら、お受けされるのかと言うことも併せて、ここでお伺いしたいと思います。 

○議長（倉本 豊君） そこの質問はどうかな、今の質問ちょっと撤回をお願いします。 

○６番（金子光喜君） 質問の内容を訂正しますが、これまでの取り組みについての、今

の教育長の思いをお聞かせいただければ、それでいいかと思います。 

○教育長（中村和弘君） まああの、３月３１日でですね、１期３年ということでござい

ますけれども、本当に年次計画でいろんな学校づくり、地域と共にある学校づくりを取り

組んで参りましたが、議会の皆さま、そして町民の方々のご協力により、私は少しずつで

はありますが、前進しているなという気持ちは持っております。 

○６番（金子光喜君） 子どもたちのですね、健全な教育環境を整備するという意味で、

湯前町独自の取り組みをされてきたように私考えております。本町は小学校と中学校が

隣どうしでありまして、希な教育形態がとれる、すばらしい教育環境だと思っておりま

す。そこをしっかり理解していただいた教育活動ができているのは、評価できることだと

思っておりますので、もし変わられたとしても、しっかりとした教育体制を構築していた

だくような流れを願っております。以上です。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○５番（味岡 恭君） 単純なことなんですが、お尋ねします。各課の共済費というんで

すか、市町村共済組合負担金が、全体的に上がっているというふうに感じます。これなん

か、負担率かなんかが変わったのか、お尋ねをいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 負担率については、毎年改正があっているところでございま

す。 

○５番（味岡 恭君） 金額が、今質問の内容は、金額が上がったのが、その負担率が上

がったのかと、金額がなぜ上がったのかを、お尋ねします。職員が増えたのか、消費税が

上がるので、これも上がったのか、全体的に、建設課、農地課のところを見ても百何十万

円、税務課も百何十万円上がっております、下がっているのは、若干下がっているのもあ

ります。 

○総務課長（高橋 誠君） 共済組合関係の負担率にですねは、やはりあの、掛け率が上

がっているんですけど、その上がった理由についてはですね、共済組合のほうに問い合わ

せをしている資料があると思うんですけど、今日ちょっと持ってきておりませんので、後

ほどご答弁させていただきます。 

○企画観光課長（本山りか君） 私のほうから、先日の議会のほうで、議員各位からご質
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問のありました、住宅リフォームの今後の対応についての協議の結果をお知らせさせて

いただければと思います。まず住宅リフォームのですね、ところでですね、予算額につい

てを、空き家と住宅リフォームの２つ要項がございまして、それの配分を考えられないか

というご質問がまずあったかと思います。 

これに関しましては、やはり私どもがですね、この住宅リフォームを設定した際に、移

住定住という観点からの政策的な補助の作り込みをやっておりまして、今もその趣旨は

変わっておりませんので、その住宅リフォームと空き家リフォームのですね、配分につい

ては、現在のまま進めさせていただければと思っております。当然、当初申し上げました

通り、３年間の時限立法ということでございますので、その３年間の成果を踏まえて、そ

の分析の内容をですね評価しまして、それからその評価の内容を皆様にお示しさせてい

ただき、そこでまた、新たなるご判断をいただければと考えているところです。  

もう１点ございましたのが、味岡議員からのご質問でしたけれども、その対象者の選定

の方法、交付決定のやりよう、ということでご質問があったかと思います。いま現況とい

たしましてはですね、要項に明記の無いものですね、一応先着順というやり方で進めさせ

ていただきました。 

ところが、やはりこの点に関しましてはですね、やはり、３年間の検証を待つことなく

ですね、担当の対応の分析の結果もですね、一応抽選というほうがですね、より住民のほ

うへの公平性を保つことに繋がるということに、結論に達しまして、まあ３年間の検証を

ということで、当初申し上げておりましたが、この件に関しまして、より住民の方のご理

解がいただけると思いまして、抽選という方法に変更させていただければと思います。前

年度のやり方と変えたことによりましてですね、前年度申請をされた方、それと今後申請

をされる見込みのほうとの公平性が保たれるかどうかということは、また別の視点から

考えさせていただくとしまして、今回ですねこの抽選というやり方に変更しまして、その

旨要項のほうに明記させていただければと思います、以上でご報告いたします。 

○５番（味岡 恭君） あの、とてもいい判断だと私も賛同します。住民に公平さがでる

んじゃないかと思いますので、是非、頑張ってくださいますようお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○６番（金子光喜君） お伺いします。あの、様々に予算があるわけですけれども、いつ

も庁舎に行って思うことですけど、植木鉢の花とか、飾り物とか、庁舎の雰囲気をなんか

あの、ソフトにするようなものが、本町の場合ないのかなというのが、非常に気づくとこ

ろです、あの他所の町村では、議会の度にどこかの団体のほうからお花を差し上げらりと

か、まあそういったものも、あるように聞いたこともございます。 

まあどうしても予算が伴うことになりますので、難しい部分もあるのかもしれません

けれども、庁舎内に是非、花の何鉢かを飾るようなですね、予算の流れができればいいな
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と、常々思っておるところですけれども、そのことに関しての、担当課長の答弁を求めた

いと思います。 

○総務課長（高橋 誠君） 職場の雰囲気作りとしては、花を飾るということは、大変私

もいいことだと思っております。ただ職員の中でボランティア的な活動で、例えば玄関先

のロータリーに花を植えたり、また駐車場に入るところの花壇に花を植えたりというと

ころをする職員もおりますので、そういったところでですね、ほかの職員もですね、加勢

できるところは、加勢してそういった雰囲気を作ることは、一つ有意義なことだと考えま

す。 

○６番（金子光喜君） 本町には、ＪＡの育苗センターもありまして、そこでは、花の苗

も作られておりますし、また店舗のほうに行きますと、花の苗もあります。加えまして、

南陵高校という高校もありますけれども、そこでもしっかりとしたきれいな苗やお花が

ありますので、そんなに大きな金額でなくともですね、ちょっとした心が和むような空間

を作ることはできるのではと思っておりますので、できればですね、そういったかたちで

の対応を求めたいと思います。 

以前、本町がフローレンスの町というような、キャッチフレーズでうっておられた経緯

もあったかと思いますけれども、花のあるような環境というのは、非常に町民にとっても

いいことかなと思いますので、前向きな取り組みを希望します。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 まず、反対者の発言を許します。 

［「ありません」の声あり］ 

次に、賛成者の発言を許します。 

○８番（黒木喜巳男君） それでは、賛成討論いたします。平成３１年度一般会計予算の

賛成討論を行います。平成３１年は来月４月までで、５月から新たなお御代替わりに伴い

元号が変わり、平成が終わりを迎えます。また、本町も鶴田町長が勇退をされまして、５

月から、新町長が就任され、まさに時が動いていると感じています。 

昨今の現状は、米朝会談の決裂により、朝鮮半島問題も激しくなり米中の覇権争いによ

り、米中貿易戦争に伴い、我が国への、景気の影響が懸念されており、国内では本年度予

算の１０１兆円を超え、借金は１，０００兆円を超え、国債を日銀が買い続けているまさ

に、異次元の様子で、国家破綻のみちを進んでいるように私には思えます。 

本町を取り巻く現状も厳しく、少子高齢化は歯止めをきかず、財政は経常収支比率も９

４パーセントと高く、今年も財政調整基を崩しながらの予算編成となっております。その

ような中で、町長交代による予算編成である本年度の骨格予算であります。 

湯楽里温泉も築後２０年を経過し、老朽化したことに伴い大規模改修をはかり、リニュ
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ーアルしお客さまのさらなる集客をはかる、大事業が予定されています。 

また、農業設備といたしまして、植木地区の用水路改修や、出産祝い金も新設をされて

います。その他もろもろの事業も継続され、引き続き本町の継続が進むような予算編成と

なっています。 

また、鶴田町長におかれましては、今期をもって勇退を表明をされました。町内外から

も多数の勇退を惜しむ声も上がっています。まだまだ６１歳と若く、今からであります。

どうか健康に留意されまして今から長い人生を歩いてください。鶴田町長の先々に光明

が差すことを願い賛成討論します。たいへんご苦労さまでした。 

○議長（倉本 豊君） ほかに討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１６号、「平成３１年度湯前町一般会計予算について」を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 起立、全員したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで、議長席を副議長と交代するため、休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩  午前１０時５１分 

再開  午前１１時０６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（味岡 恭君） みなさん、こんにちは。議長席を交代しました。会議を続けま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２、議案第１７号 平成３１年度湯前町国民健康保険特別会計予算について 

○副議長（味岡 恭君） 日程第２、議案第１７号、「平成３１年度湯前町国民健康保険

特別会計予算について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 議案第１７号、平成３１年度湯前町国民健康保険特別

会計予算についてご説明いたします。平成３１年度の予算は、歳入歳出それぞれ４億８，

０００万２，０００円を計上し、前年度比２，４６２万４，０００円の減となりました。

運営主体が熊本県となって、２年目を迎えます。２月末の国保加入世帯数は６０５世帯、

加入者数は１，００７人となっています。 

９ページをご覧ください。事項別明細書、歳出からご説明いたします。 

款１．総務費 目１．一般管理費については、国民健康保険事業に係る人件費、物件

費の経常的経費として、１，７４２万円を計上しています。前年度比２１万８，０００
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円の増になります。主な増の要因は、節１３法改正に伴う国保システム改修経費２３万

４，０００円です。これは、旧被扶養者減免に対応するためのシステム改修費用です。

財源については、国が全額補助する予定になっています。 

その下の、番号制度に係る総合行政システム改修経費９万６，０００円については、

平成３２年６月から外来の医療費に年間の上限が設けられ、合算の支給申請が始まりま

す。その際に自己負担額証明書の提出が必要になりますが、それを省略できるようにす

るための改修費用になります。財源については、県が全額補助する予定になっていま

す。 

１０ページになります。項２徴税費については、１３万３，０００円を計上しまし

た。前年比１５万２，０００円減となります。主な減の要因は、印刷製本費において、

在庫活用のため計上しなかったことと国保が所有している軽自動車の車検が本年はない

ことによるものです。 

項３運営協議会費については、３２万９，０００円を計上しました。前年度比１３万

３，０００円の増になります。委員さんの任期が満了する年になりますので、会議開催

分を増額計上しております。 

１１ページになります。款２保険給付費については、過去データ等を参考に、節１９

負担金補助及び交付金に、見込み額として項 1療養諸費に２億８，２３３万２，０００

円、項２高額療養費に３，７４６万円、１２ページになります、項３出産育児諸費に 1

２６万１，０００円、項４葬祭諸費に２０万円、項５移送費に３万円を計上していま

す。 

次に、款３国民健康保険事業費納付金については、県からの事業費納付金算定結果に

より、節１９負担金補助及び交付金に、項１医療給付費分に、１億１３万５，０００

円、１３ページになります。項２後期高齢者支援金等分に２，５２７万４，０００円、

項３介護納付金分に９８０万円とし、合わせて、１億３，５２０万９，０００円を県に

納付する額として計上しました。 

次に、款５保健事業費、項１特定健康診査等事業費については、特定健診委託料など

に係る経費で、４０５万３，０００円を計上しています。前年度比３７万８，０００円

の減になります。減の主な要因は、国保加入者数の減による対象者の減となっていま

す。 

１４ページになります。項２保健事業費については、年３回の医療費通知、ジェネリ

ック医薬品を利用した場合の差額通知発送にかかる経費など、１６４万４，０００円を

計上しました。前年度比３１９万９，０００円の減となります。減の主な要因は、１３

委託料の国保保健指導事業委託料の存目計上によるものです。この事業は、特定健診受

診率向上を図るため、ＡＩを利用した受診勧奨通知を作成、発送するもので、平成３０
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年度は、この勧奨で２７名の受診増につながる実績がありました。平成２９年度の数値

で割り戻しますと、３パーセントも受診率が上がることとなります。この取り組みにつ

いては、非常に有効な手段と実感しておりますので、新体制執行部におはかりをして、

補正予算にてぜひ取り組みたいと考えています。その際には、ご審議よろしくお願いい

たします。なお、この事業については、満額、特別交付金対象事業となります。 

次に、款６基金積立金については、節２５積立金に、国民健康保険 給付基金積立金

に、当初より４万円を計上しました。 

款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１一般被保険者保険税還付金、節２３

償還金利子及び割引料に、２０万円を計上しました。目２から目８については、前年度

同額を計上しました。 

歳出の説明は以上になります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。５ページをお願いします。 

款１国民健康保険税については、合計で６ページの上段ですが、見込みにより９，４

４２万８，０００円を計上しました。前年度と比較して２５３万３，０００円の減とな

っています。被保険者数の減少見込みなどを勘案して算出した結果になります。平成３

１年度の国保税算定に要する所得の決定が５月頃になりますので、再度、算定を行い、

税率等の決定を行ってまいります。 

次に、款３県支出金、目１保険給付費等交付金については、３億３，４５７万５，０

００円を計上しました。 

節１普通交付金については、保険給付費の財源で事業費納付金を納める代わりに全額

県が負担するものです。  

節２特別交付金は、収納率向上分、特定健診の国、県負担分など特定事項の対象額が

計上されるものです。昨年度を参考にした見込額ですが、変動が大きくなることも予想

されるところです。 

項２財政安定化基金交付金については、存目計上しました。災害等のやむを得ない事

情により収納不足が生じ、県へ納付金を納付できない場合に交付され、交付後は、翌翌

年度に交付額の３分の１を拠出しなければならない制度になります。 

款４財産収入については、当初において、国民健康保険給付積立金利子４万円を計上

しました。 

７ページになります。款５繰入金、項１他会計繰入金については、一般会計からの繰

入金として、節１保険基盤安定繰入金、保険税軽減分から節５出産育児一時金繰入金ま

で、前年度比１４８万５，０００円減の４，９５４万２，０００円を計上しました。普

通交付税に算入される分で、国保財政安定化支援事業として、一般会計から繰り出して

もらうものですが、県の試算により１１０万円の減となっています。 
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次に、款５繰入金については、存目計上しました。 

款６繰越金、目１前年度繰越金として１７５万円を計上しました。 

款７諸収入については、被保険者延滞金に、見込みにより、１０万円増の４０万５，

０００円を計上しました。以上で、歳入の説明を終わります。 

次に、１６ページから２０ページまで、給与費明細書を添付しておりますが、説明は

省略させていただきます。 

これで、平成３１年度 湯前町国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。よろ

しくお願いします。 

○副議長（味岡 恭君） これから質疑を行います。 

○１番（遠坂道太君） 再度確認なんですけど、９ページのですね、一般管理費の委託料

の中で、番号制度に係る総合行政システム改修業務委託料、それと１４ページの国保保健

指導事業委託料、２点について再度ご説明願います。 

○税務町民課長（堤田真由美君） まず、番号制度に係る総合行政システム改修業務委託

料につきましては、平成３２年６月から、外来の医療費分について、年間の上限が定めら

れます。それの合算の支給申請が始まりますので、それについて、負担限度額というの

を、添付する必要があるんですが、それの必要が無くなるということです。 

これについては、熊本県内が一つの保険者になっておりますので、町村間の負担が転入

とか転出とかあった場合に、町村で国保の加入が違いますので、その時の負担限度額とい

うのが変わってきます。その前の負担額の住所地からの証明ですね、そういうのを添付の

必要が無くなるというシステムを作っていくということです。それらに対応するためで

す。 

ＡＩのほうの委託料関係なんですけど、国保保健指導事業委託料ですね、こちらのほう

はですね、今、集団検診等々ですね、申し込みをいただいておりますけれども、特定検診

ていうのが、４０歳から７４歳までの方には、必ず特定検診を受けなさいというのが科せ

られておりますが、その受診率がですね、目標が６０パーセントだったと思うんですけど

も、そちらのほうがですね、湯前町がまだ５０パーセント台ですので、そちらのほうを６

０パーセント以上に行くように、国のほうが指導をしてきておりますので、そちらのほう

になるべく届くようにですね、そういう指導を町のほうもしなければなりませんので、そ

のために勧奨をすると、検診を受けていない方々に受けてくださいねという勧奨をする

ものです。 

これについては、受けない方々の心情とかですね、それから状況とかを勘案しながら、

そういう人工知能を使って、こういう有効的な受診をするような手だてを、人工知能のほ

うが導いてくれて、勧奨に結びつけるような仕組みをとっておりますので、その受診率を

向上するためにですね、行いたい事業の一つです。 
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○１番（遠坂道太君） このＡＩのほうについては、わかったんですが、この最初のほう

の、これにつきましては、なんか資料のほうがあれば、皆さんも詳しくはわかってないと

思うんです、このへんの資料のがあれば提出いただければと思います。 

○税務町民課長（堤田真由美君） はい、今のところまだ県のほうからも、詳しい資料が

届いておりませんので、またこちらのほうが、県のほうにもお尋ねして、後日お渡しした

いと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

○副議長（味岡 恭君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○副議長（味岡 恭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１７号、「平成３１年度湯前町国民健康保険特別会計予算について」

を採択します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

[賛成者起立] 

○副議長（味岡 恭君） 起立全員。したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３、議案第１８号 平成３１年度湯前町下水道事業特別会計予算について 

○副議長（味岡 恭君） 次に、日程第３、議案第１８号、「平成３１年度湯前町下水道

事業特別会計予算について」を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めま

す。 

○建設水道課長（皆越克己君） 議案第１８号、平成３１年度 湯前町下水道事業特別会

計予算について、ご説明いたします。 

歳出からご説明いたします。８ページをお願いします。款１下水道事業費、項１下水

道事業費、目１下水道事業費は、昨年度より１９５万円減の９６７万円を計上しまし

た。  

節１報酬、節９旅費の下水道事業審議会委員の報酬、費用弁償は、存目計上とし、下

水道担当者１名分の人件費のほか、球磨川上流流域下水道事業工事負担金等の予算を計

上しています。予算減の主な要因は、節１９負担金補助及び交付金で、球磨川上流流域

下水道事業工事負担金の減が、主なものとなっています。これにつきましては、予定し

ていました事業を、平成３２年度以降に繰り延べし、耐震関係事業のみ実施することと

して、全体予算額５，１４０万円の予定で、本町負担金１１３万６，０００円を計上し
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ています。その内容は、汚泥棟耐震補強詳細設計、消毒用水処理施設耐震補強工事及び

監理監督業務委託、災害対応資機材の備蓄が予定されています。 

次に、９ページをお願いします。款２下水道維持管理費、項１維持管理費、目１公共

下水道維持管理費につきましては、昨年度比２２万４，０００円増の４，０７５万円を

計上しました。下水道事業の維持管理に要する需用費、役務費、委託料等の経費及び節

１９の流域下水道維持管理負担金などの経費になります。負担金が前年度比２６万円減

少していますが、終末処理場への流入汚水量が減少する見込みとなるためです。 

次に、節１１需用費の印刷製本費で、納付書印刷費として５万６，０００円、節１２

役務費に公用車車検手数料として、１０万５，０００円を計上しています。 

また、節１３委託料に下水道資産台帳管理システム保守委託料２７万円を計上しまし

た。平成１９年度以降の下水道台帳整備が完了し、システム稼働のためその保守管理委

託料を計上したものです。 

１０ページをご覧下さい。款３基金積立金については、積立金利子として存目計上し

ています。款４公債費、項１公債費、目１元金として、下水道事業債元金７，７７０万

９，０００円を計上しました。１０５万１，０００円の増になります。 

目２利子に、下水道事業債利子として１，４５０万３，０００円を計上しました。１

１６万９，０００円の減になります。款５予備費として２０万円を計上しました。 

次に歳入です。６ページをご覧ください。款１使用料及び手数料については、節１現年

度分として、見込みにより５，７６２万９，０００円、節２過年度分として、１０万円を

計上しました。 

項２手数料、目１下水道手数料については、昨年度同様、節１事務手数料を存目とし、

節２督促手数料は２万円を計上しました。 

款２国庫支出金については、節１下水道事業国庫補助金として、昨年度同様、社会資本

整備総合交付金３０万円を計上しました。 

款３繰入金、目１一般会計繰入金につきましては８，４２８万円を計上しました。 

項２基金繰入金、目１基金繰入金は、３０万円を計上しました。 

款４繰越金については、前年度繰越金２０万円を計上しました。 

７ページになります。款５諸収入、目１雑入については、存目計上しました。 

款６町債、目１下水道事業債につきましては、存目計上しました。 

款７財産収入は、積立金利子として、存目計上しました。 

次に３ページをお願いします。第２表地方債についてです。下水道事業債として、現

度額、存目計上しています。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○副議長（味岡 恭君） これから質疑を行います。 
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質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○副議長（味岡 恭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１８号、「平成３１年度湯前町下水道事業特別会計予算について」を

採択します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

[賛成者起立] 

○副議長（味岡 恭君） 起立全員。したがって、議案第１８号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４、議案第１９号 平成３１年度湯前町介護保険特別会計予算について 

○副議長（味岡 恭君） 次に、日程第４、議案第１９号、「平成３１年度湯前町介護保

険特別会計予算について」を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 議案第１９号 平成３１年度湯前町介護保険特別会計

予算について、説明申し上げます。 

介護保険制度の保険者として、介護を必要とする方が安心して適切なサービスが受け

られるよう３年を一事業期間とする介護保険事業計画を定めており、平成３１年度は第

７期湯前町介護保険事業計画の中間年度にあたります。６５歳以上の高齢者全体が少し

ずつ減少する中で、介護認定率の高い８５歳以上の高齢者が増加するという介護保険財

政に取りまして大変厳しい環境であり、今年度は介護保険給付基金を活用して、熊本県か

ら前期事業期間に借り入れた資金の償還金と保険料不足分を補うこととしました。今年

度も引き続き、高齢者の自立支援や介護状態の重度化防止に向け、各地区公民分館を活用

した通いの場での介護予防を推進します。 

また、町と地域の介護、医療、保健、福祉がお互いに連携をとり、その地域で必要なサ

ービスの提供がきるよう、一人ひとりに応じたサービスを一体的に継続して行う地域包

括ケアシステムや地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。介護保険事業の

推進にあたり、さらに保険給付費の適正化と健全な財政運営に努め、保険制度の理念であ

る高齢者の自立した生活の支援を進めてまいります。そのような趣旨のもとで、歳出予算

を編成し、その負担区分により歳入予算を計上したところであります。 
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平成３１年度の予算は、歳入歳出それぞれ６億６，２８２万３，０００円を計上し、前

年度当初予算と比較して２，８４９万６，０００円、４．１パーセントの減額となりまし

た。減額の主な要因は、基金積立金の減であります。 

９ページをお願いします。事項別明細書歳出から主なものを説明いたします。 

款１総務費につきましては、介護保険事業に係る常勤一般職員２名の人件費、１０ペー

ジの介護認定調査員及び認定事務員の２名分の非常勤職員の人件費、介護認定審査会及

び介護運営協議会の開催経費などであります。 

１１ページの款２保険給付費につきましては、介護サービス等諸費、介護予防サービス

等諸費、高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費などに平成３０年度決算見

込額をもとに過去伸び率などを参考としながら計上しました。 

項１介護サービス等諸費は、要介護１から５までの認定者を対象とした居宅介護サー

ビス給付費、施設介護サービス給付費など５億２，４５２万２，０００円を計上しました。

保険給付費の８８．７パーセントを占めております。９２４万２，０００円の増額となり

ました。 

項２介護予防サービス等諸費は、要支援１、２の方のサービス給付費で介護予防サービ

ス給付費など状態の改善と予防を目的としたサービス給付であり、介護予防訪問介護や

介護予防通所介護が順次地域支援事業に移行しているため減額となっています。 

１２ページをご覧ください。項４高額介護サービス等費は、１，４７９万２，０００円

を計上しました。要介護、要支援認定者が 1 か月に支払った利用者負担が一定の上限額

を超えた場合に申請により超えた分を払い戻すもので高額介護サービス等費、高額医療

合算サービス費などを計上しました。 

項５特定入所者介護サービス等費は、住民税非課税等の所得が低い要介護者の方が施

設サービスや短期入所サービス等を利用した場合にかかる食費・居住費について負担限

度額を超える分を町が負担するもので４，１５９万２，０００円を計上しました。 

１３ページになります。款４地域支援事業費については、介護予防事業費と包括的支援

事業・任意事業に、３，７６４万９，０００円を計上しました。市町村が中心となって、

地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することによ

り、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援

等を可能とすることを目指す事業費です。 

項１介護予防・日常生活支援サービス事業費は、要支援・要介護になる恐れの高い高齢

者を対象とした介護予防事業等に係る経費１，８００万８，０００円を計上しました。  

節１３委託料に、短期集中介護予防教室の作業療法士、理学療法士、運動指導士委託料

など３４万１，０００円を計上しました。 
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節１９負担金補助及び交付金に訪問介護サービス利用者に係る町負担分に変わる第１

号訪問事業負担金３９６万円、通所介護サービス利用者に係る町負担分に変わる第１号

通所事業負担金９２１万６，０００円などを計上しました。 

次に、項２一般介護予防事業費は、全ての高齢者を対象とした介護予防に関する知識の

啓発や介護予防水中運動など地域における介護予防活動への支援などに係る経費など１

５８万７，０００円を計上しました。 

節８報償費の介護予防日常生活圏域ニーズ調査謝金は、第８期計画策定に向けたニー

ズ調査を各地区の健康推進委員さんを通じて実施するため計上しました。 

１４ページをご覧ください。項３包括的支援事業・任意事業費は、目１包括的支援事業

費に地域包括支援センター事業委託料を計上し、目３任意事業費に家族介護用品支給事

業などを計上しました。 

目４在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅医療・介護連携推進事業について市町村単

独では実施がむずかしい事業を球磨圏域の市町村が共同で取り組むための経費として節

１３委託料に在宅医療介護連携推進事業委託料、節１９負担金補助及び交付金に人吉球

磨在宅医療介護連携推進事業負担金を計上しました。 

目５生活支援体制整備事業費は、生活支援コーディネータ業務委託料を計上しました。 

目６認知症総合支援事業費は、認知症に対する施策として節１３委託料に認知症初期

集中支援推進事業委託料などを計上しました。 

１５ページになります。目７地域ケア会議推進事業費は、医療、介護の専門家など他職

種が協業してケア方針を検討し、高齢者の自立支援、認知症の人の地域支援などを推進す

る経費を節１３委託料に１３８万８，０００円計上しました。 

款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償還金に第６期に熊本県財政安定化基

金から借り入れました２，３００万円の３分の１の７６６万７，０００円を計上しまし

た。 

款７予備費については、前年度同額を計上しました。 

次に、歳入について主なものを説明いたします。５ページをご覧ください。款１保険料

については、６５歳以上の第 1 号被保険者にかかる介護保険料を第５段階の月額６，２

００円で計算し軽減分も考慮し計上しました。 

国庫支出金、４０歳から６４歳までの第２号保険料の支払い元である社会保険診療報

酬支払基金、県支出金については、法で定められた負担率により計上しました。居宅給付

費については、国２５パーセント、支払基金２７パーセント、県１２．５パーセント、町

１２．５パーセントを、施設給付費については、国２０パーセント、社会保険診療報酬支

払基金２７パーセント、県１７．５パーセント、町１２．５パーセントを計上し、包括的
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支援事業・任意事業については、国３８．５パーセント、県１９．２５パーセント、町１

９．２５パーセントでそれぞれに計上しました。 

７ページをご覧ください。款７繰入金については、項１一般会計繰入金１億１，１５６

万２，０００円を計上し、項２基金繰入金は、介護給付基金から県から借り入れました分

の償還金７６６万７，０００円と今年度の保険料不足見込み額６００万円を計上しまし

た。 

款８繰越金については、当初予算編成の財源として、前年度繰越金９２万４０００円を

計上しました。 

以上で歳入の説明を終わります。 

次に、付属書類として１６ページから２０ページまで給与費明細書を添付しておりま

す。説明は省略させていただきます。 

 以上、平成３１年度介護保険特別会計予算の説明を終わります。 

○副議長（味岡 恭君） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

○４番（黒木龍次君） 介護保険について、１点だけ確認をさせていただきます。介護保

険についてはですね、年々上昇の過程をたどっているというふうに思っているわけでご

ざいますけれども、この上昇過程がですね、いつまで続くのか、まあこれ想像に難しいと

ころがあるかもしれませんけれども、今から何年先くらいがピークになって、これは、高

齢化がどこまで続くかの問題が生じてくるかとも思いますけれども、そこのところの見

解はどの程度考えておられるか、お尋ねいたします。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 第１号被保険者、まあ６５歳以上の方の保険料、月額の

ことだと思っております。平成１２年に始まりましたが、第１期は、本町でありますが

２，８００円でございました。第６期の終了時点で５，０００円ということでございまし

たが、先ほど申しましたように、まあ高齢化の進展によりましてですね、また、介護保険

のサービスの利用が多くなってきているということも含めまして、保険料の上昇が見込

まれたということで、第７期は実際のところは、７，０００円ほどは必要であると試算さ

れたところですが、５，０００円から、７，０００円になると、非常に負担が増えるとい

うことで、一般会計からの資金の支援もいただきまして、今期は６，２００円に抑えたと

ころで運営をさせていただく、どうにかこの３年間をそれで乗り切りたいということで

考えているところでございます。 

第８期につきましては、やはり当初見込まれた、７，０００円程度にはなるのではない

かと思っておりまして、この負担率がこのままでいきますと、やはり上昇がしていくのは

もう予測をされているということで、まあそれにつきましては、年金支給額は増加してお

りませんので、その分につきましても、やはり制度面でも見直しが必要になってくるんで
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はないかと思っているところです。 

○４番（黒木龍次君） そうするとですね、これは７，０００円程度が目に見えている負

担金の割合ということでございますけれども、高齢者の年金が上がらないというふうな

ことで、負担することが、大変厳しい状況にあろうかと思うところであるわけですがけれ

ども、まあ今から先ですね、私たちもまたお世話にならなければならない過程だと思って

いるんですけど、まあ今後、高齢になればなるほど、頼るところは行政だろうというふう

に考えております。 

それでですね、行政のほうとしてですね、頼れる行政ということで、高齢者の手足とな

って、頑張って、介護に取り組んでいただきますことを、お願い申し上げておきます。 

○保健福祉課長（白川一雄君） 介護保険につきましても、必要なサービスを提供する分

については、やはりこうしていかなければならないと思っております。ただ今、申しまし

たとおり、高齢者の自立の支援と健康介護度の重症化防止化ということで、できるだけ自

宅、今お住まいの地域の中で生活できるところの地域でのつながりでありますとか、自身

の健康の保持に努めていただけるような一種の協同の支援をしていきたいなというふう

に思っております。今後も更にですね、よろしくお願いいたします。 

○副議長（味岡 恭君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○副議長（味岡 恭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１９号、「平成３１年度湯前町介護保険特別会計予算について」を採

択します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

[賛成者起立] 

○副議長（味岡 恭君） 起立多数。したがって、議案第１９号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５、議案第２０号 平成３１年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計予算につ

いて 

○副議長（味岡 恭君） 次に、日程第５、議案第２０号、「平成３１年度湯前町後期高

齢者医療保険特別会計予算について」を議題とします。本案について、提案理由の説明を

求めます。 

○税務町民課長（堤田真由美君） 議案第２０号、平成３１年度湯前町後期高齢者医療保
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険特別会計予算についてご説明いたします。 

平成３１年度の予算の総額は、５，７３０万３，０００円となり、前年度に比べ１７１

万１，０００円の減となります。この保険の対象者は、１月末現在で、町内７５歳以上の

方９８６人と、要件により６５歳以上の方３０人を含み、合計１，０１６人が加入されて

います。実施主体は、熊本県後期高齢者医療広域連合が担っており、予算の数値は、広域

連合が算出した推計値を基に計上しています。   

町が徴収する保険料や一般会計からの町負担分を含む保険基盤安定繰入金等が歳入と

なり、これを事業の運営主体である熊本県後期高齢者医療広域連合へ納付金として納付

する編成になっています。 

では、７ページをご覧ください。事項別明細書、歳出からご説明いたします。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費については、経常的事務経費４１万３，

０００円を計上しました。 

項２徴収費については、保険料の徴収に係る経費７万５，０００円を計上しました。 

次に、款２後期高齢者医療広域連合納付金については、節１９負担金補助及び交付金

に、被保険者保険料負担金３，３４６万９，０００円と保険基盤安定負担金２，３３０万

６，０００円の合計５，６７７万５，０００円を計上しました。前年度に比べ、１７６万

６，０００円の減になります。減の主な要因は、旧被扶養者といいまして、社会保険等の

扶養だった方が、７５歳になり、後期高齢者医療保険へ変わられた方に対しての軽減見直

しがなされ、平成３０年度までは均等割の軽減が加入当初から継続してありましたが、平

成３１年度からは、期間が加入後２年間に制限されたことによるものです。 

款３諸支出金については、項１償還金及び還付加算金、目１保険料還付金、節２３償還

金利子及び割引料に３万円を、目２還付加算金は、節２３償還金利子及び割引料を存目計

上しました。 

８ページをご覧ください。款４予備費については、前年同額の９，０００円を計上しま

した。 

次に、歳入を説明いたします。５ページをご覧下さい。 

款１後期高齢者保険料については、目１特別徴収保険料、目２普通徴収保険料の合計額

３，３４７万１，０００円を計上しました。前年度に比べ５６万４，０００円の増となっ

ています。増の主な要因は、歳出で説明しました、旧被扶養者にかかる軽減見直しがなさ

れたことによるものです。 

次に、款３繰入金については、目１事務費繰入金と目２保険基盤安定繰入金の合計額

２，３７９万４，０００円を計上しました。前年度に比べ２２７万５，０００円の減とな

っています。減の主な要因は、旧被扶養者に対する軽減が見直されたことによるもので

す。 
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保険基盤安定繰入金は、法に基づき低所得者の方の保険料の均等割額について、世帯構

成と収入に応じて７割、５割、２割を軽減するもので、この総額を県が４分の３、町が４

分の１の割合で負担し、一般会計で予算措置したあとに本特別会計に繰り入れています。 

次に、款４諸収入については、前年度同額を計上しました。項２償還金及び還付加算金、

目１保険料還付金に３万円を計上しています。還付が発生した場合は、その都度広域連合

へ請求し、本科目で受け入れるものです。 

次に、６ページになります。款５繰越金については、前年度繰越金を存目計上しました。 

以上で平成３１年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計予算の説明を終わります。よ

ろしくお願いします。 

○副議長（味岡 恭君） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○副議長（味岡 恭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第２０号、「平成３１年度湯前町後期高齢者医療保険特別会計予算につ

いて」を採択します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

[賛成者起立] 

○副議長（味岡 恭君） 起立全員。したがって、議案第２０号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６、議案第２１号 平成３１年度湯前町水道事業会計予算について 

○副議長（味岡 恭君） 次に、日程第６、議案第２１号、「平成３１年度湯前町水道事

業会計予算について」を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。 

○建設水道課長（皆越克己君） 議案第２１号、平成３１年度「湯前町水道事業特別会計

予算について」ご説明いたします。 

水道事業会計予算、第２条、業務の予定量は、前年度実績を勘案し計上しました。第３

条、収益的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出につきましては、８枚ほど開けて

いただき、「湯前町水道事業会計予算に関する説明書」１４ページをご覧下さい。  

平成３１年度収支明細書、収益的収入、款１水道事業収益は、前年度比１１８万６，０

００円増の７，９３３万円を計上しました。増の要因は、項１営業収益、節１水道料金の
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消費税２パーセントアップ分６８万４，０００円、項２営業外収益、節２有価証券利息５

０万円計上によるものです。 

次に、１５ページをご覧ください。収益的支出、款１水道事業費用は、前年度より２３

１万９，０００円増の５，０３６万７，０００円を計上しました。増の主な要因は、項１

営業費用、目１原水及び浄水費、節６修繕費、浄水施設設備修繕の中で砂洗機械が水源地

にありますが、それが昭和５５年製造のもので、その機械の分解、清掃、溶接などの修繕

が必要であり、その費用１４６万円を計上しました。 

また、目２配水及び給水費、節１委託料に、新規として、漏水調査業務委託料３１３万

５，０００円を計上しました。先の、２月２０日開催の全協で、平成３１年度事業説明の

中で、この件につき触れたところですが、１００パーセントに近いほど施設の稼働状況が

収益に反映されているといえる指標、有収率が低下してきており、給水される水量が収益

に結びついていないため、布設替えを実施した地域以外の全域を対象に、聴音による漏水

調査を実施したく、お願いするものです。 

次に、１７ページをご覧下さい。資本的収入です。前年度同額の５，０００万２，００

０円を計上しました。 

次に、資本的支出です。款１資本的支出に前年度比７２６万６，０００円減の６，１３

１万２，０００円を計上しました。減額の要因は、項２企業債償還金、節１元金償還金の

償還元金の減によるものです。 

次に、前に戻っていただき１３ページをお願いします。平成３０年度予定損益計算書の

最下段、当年度未処分利益剰余金は、４，２００万６，０００円を見込んでいます。 

最初に戻っていただき、第５条、企業債につきましては、起債の目的が公営企業債限度

額５，０００万円、また、第６条、一時借入金の限度額は５，０００万円としております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○副議長（味岡 恭君） これから質疑を行います。 

○３番（森山 宏君） １５ページ、漏水調査の業務委託が上がっていますよね、これに

伴いまして、今、現況、漏水はどのくらいくらい発生しているんですか、利率で構いませ

ん。 

○建設水道課長（皆越克己君） まあ、先ほど申しました、有収率という指標の中で申し

ますと、年間給水量とそれに対して、有収水量の率のところでの表示では、７８．６パー

セントの率になっております、これを高めたいというところで、８０パーセント以上のと

ころでなればというところで調査を実施したいということで予定を立てております。 

○副議長（味岡 恭君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○副議長（味岡 恭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第２１号、「平成３１年度湯前町水道事業会計予算について」を採択し

ます。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

[賛成者起立] 

○副議長（味岡 恭君） 起立全員。したがって、議案第２１号は、原案のとおり可決さ

れました。 

 ここで議長席を議長と交代するためと、食事のため、休憩します。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩  午前１１時５９分 

再開  午後１２時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

○議長（倉本 豊君） 議長席を交代しました。休憩を終わり、会議を開きます。 

日程第７ 議案第２２号 平成３０年度湯前町一般会計補正予算（第１４号）につい          

            て 

○議長（倉本 豊君） 日程第７、議案第２２号、「平成３０年度湯前町一般会計補正予

算（第１４号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 議案第２２号、平成３０年度湯前町一般会計補正予算（第１４号）

の提案理由の説明を申し上げます。今回の予算につきましては、歳入歳出予算の総額か

ら、それぞれ、４，８５５万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３２

億５５８万６，０００円とするものです。 

補正につきましては、球磨郡公立多良木病院企業団負担金の確定に伴う補正、国の２次

補正の社会資本整備、総合交付金事業による町道整備の補正になります。また繰越明許

費、地方債の補正を行うものです、詳細については、課長に説明させます。よろしくお願

いいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 一般会計補正予算（第１４号）の内容についてご説明いたし

ます。 

事項別明細書の歳出１３ページをご覧頂きください。 
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今回の補正につきましては、球磨郡公立多良木病院企業団負担金の補正、及び国の２次

補正予算に伴う社会資本整備総合交付金事業に係わる町道整備でございます。 

款４衛生費、項２保健衛生費、目１保健衛生総務費、球磨郡公立多良木病院企業団負担

金ですが、平成３０年度の構成４町村の負担金額の確定が行われ、病院職員の児童手当分

の町村負担、及び特別交付税における追加費用分の町村負担、それぞれ確定されました。

先の補正予算１３号で補正計上するべきところでした。大変申し訳ございませんでした。 

款７土木費、項２道路橋りょう費、目１道路維持費、工事請負費は、道路舗装修繕工事

１，７００万円でございます。これはふるさと農道の町道浜川中猪線の舗装工事でござい

ます。 

次に、町道役場線歩道整備工事１，７７０万円でございます。これは、小学校西門側、

ＮＴＴ局舎から役場までの町道の歩道設置工事でございます。 

次に、町道上里古城線歩道整備工事１，１００万円でございます。これは、湯前保育園

前の道路への歩道設置でございます。予算化のうえ次年度への繰越前提となるものでご

ざいます。 

次に、１２ページをご覧ください。歳入につきましてご説明いたします。 

款９地方交付税は、今回の補正予算の財源の調整分として、１，２６９万２，０００円

の普通交付税を計上しました。 

款１３国庫支出金、目１土木費国庫補助金は、社会資本整備総合交付金、２，２８６万

１，０００円を計上しました。 

款２０町債、目４土木債、道路整備債１，３００万円を計上しました。 

 次に、６ページから８ページをご覧頂きたいと思います。第２表、繰越明許費は、本年

度の繰越明許費の内容です。地方自治法第２１３条で定める歳出予算の経費のうちその

性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの

であります。今回１０事業ありまして、事業名、繰越明許となった理由、事業費と財源内

訳を付けております。繰越事業費総額が１億７，０３６万９，０００円となります。 

 次に、９ページをご覧頂きたいと思います。第３表、地方債の補正で「変更」です。歳

入で説明いたしました道路整備事業債の借入額変更に伴い限度額を変更するものです。 

 以上、説明を終わります。  

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

○６番（金子光喜君） 小学校、中学校の空調についてですけども、以前予算化されたと

きにもお尋ねしましたが、非常に空調設備会社のほうが、全国の需要に耐えきれずに、い

ろいろ仕事が遅れているような状況であるというふうな新聞報道とかありましたし、人

材不足とかも相まって、なかなかに予定通り進まないという話もありました。今回こうい

ったかたちで、遅れるかたちですけども、十分、そのへんしっかりと対応できるようなか
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たちになったのでしょうかお伺いします。 

○教育課長（北崎真介君） はい、契約そのものは、全協でお話したとおり、もう済んで

おりまして、前払い金を差し引いた額で繰り越しをさせていただくことです。 

しかし、もう契約は済んでおりますので、速やかに４月から取りかかれるようにです

ね、工期を設定して、なるべく暑くなる前にということで話は進んでおります。 

○議長（倉本 豊君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第２２号、「平成３０年度湯前町一般会計補正予算（第１４号）につい

て」を採択します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

[賛成者起立] 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第２２号は、原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 報告第１号 一般社団法人湯前町農業公社の経営状況について 

○議長（倉本 豊君） 日程第８、報告第１号、「一般社団法人湯前町農業公社の経営状

況について」を議題とします。本案の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 報告第１号について、提案理由のご説明を申し上げます。湯前農

業公社のこれまでの経営を統括し説明するため、地方自治法施工例第１７３条第１項の

規定に基づき関係書類を提出するものですあります。それでは、報告を申し上げます。 

湯前町農業公社は、地域課題を克服し農林業を中核とした地域の維持と総合的な地域

の活性化を図るため、「農地保全や町にある地域環境資源を次世代に継承する役割」並び

に「町の生き残りのための産業を創出すること」を目的として平成２３年度に設立し、現

在７年が経過しました。 

当初計画では高齢化の進行により徐々に農地の貸借依頼が増えていき、１０年後、平成

３２年度には６０ヘクタールの農地を貸借する計画としておりましたが、農地の集積進

度が予定よりも遅く、平成３０年度では８．５ヘクタールの農地を借り受けています。   

これは、各農家の方の努力や担い手への農地の継承が行われた結果、当初の想定よりも

農地の貸借依頼が少なかったものであると考えます。ただし、今後高齢化や担い手不足が

進展することは容易に想像できるため、公社が地域農業のセーフティーネットとしての
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役割を十分に果たせるようにならなければなりませんが、その農地が真に守るべき農地

であるかどうかの選択も同時に必要になると考えます。 

作物の作付けについては、水稲を中心にＷＣＳやほうれん草、かぼちゃ等の栽培を行っ

てきました。また、試作作物として、甘草や茎わさびを作付けしましたが、いずれも収益

が見込めず栽培を中止しました。 

依頼のあった圃場についても条件が悪く、町内一円に点在しているなど作物の生産に

おいては不利な条件のもと経営を行ってきました。農業は天候にも左右され、栽培技術の

未熟さ等により思うような作付けができず赤字の要因となりました。また、作付けしても

収量の見込めない農地も貸借しており、そのような農地については維持管理のみを行っ

ています。 

平成２８年度からは、指定管理により精米所の運営も開始しました。現在新たな取引も

始まり、今後の展開によっては販路拡大等の可能性も広がっていくと考えています。 

収支状況ですが、計画では１０年後に収入と支出が逆転し、単年度で黒字化する計画で

したが、現在まで黒字化するには至っておらず、今後の見通しも厳しい状況です。当初、

町から９，０００万円の基金を受け入れましたが、残額が平成２９年度末では２，８６０

万円、平成３０年度末では１，６００万円程度になる見込みで、数年後には経営の継続が

困難になる可能性があります。 

これまでの経営を振り返りますと、農地維持保全や生産増大、雇用創出などの成果もあ

りましたが、様々な課題や問題が生じたことも事実です。預かりました農地につきまして

は、耕作放棄地になり得るような農地でしたが、公社が管理することによって耕作放棄地

になることを未然に防ぐことができ、一部の農地については担い手に引き継ぐことがで

きたことは一定の成果でした。 

一方で、新たな産業を創出すること、地域農業の中核として担い手の育成や営農支援、

農産加工などの分野においては十分な成果を得ることがきませんでした。また、公社の運

営には地域との関わり、地域の力が必要だったと思いますが、地域を巻き込んでの取り組

みに至らなかったことも反省点の一つであると考えます。 農地を守ることと、収益を上

げることの相反する部門を同時に経営することの難しさや農業の厳しさを痛感している

ところです。 

会社を経営する上で経営者の存在はかかせないため、新しく理事長を招聘しましたが、

一身上の都合により任期途中で辞任されました。経営にあたっては試行を繰り返し、人事

についても手当てをしながら取り組んでまいりましたが、収支の改善に至っていないこ

とや今後の展開まで作り得ていないこと等、経営のトップであります私の責任として重

く受け止めており、町民の皆様、議会の皆様方にお詫びを申し上げます。 
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基本理念は今後もかわらず重要だと考えますが、その手法については今までの経営を

踏まえて、変更していく必要性もあると考えます。今後も過疎化、高齢化は進み、担い手

不足は加速度的に進行することが想定されます。その時に慌てることなく、農業公社が地

域に必要不可欠な存在となれるよう、引き続き今後も関係者一体となって課題に取り組

んでいかなければならないと考えます。 

議会の皆様のお知恵をお借りしながらになりますが、是非とものお力添えをお願いい

たしまして、総括といたします。  

○議長（倉本 豊君） 以上で説明を終わります。質疑に入ります。発言を許します。 

質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで報告第１号「一般社団法人湯前町農業

公社の経営状況について」の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 同意第１号 湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第１０ 同意第２号 湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第１１ 同意第３号 湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第１２ 同意第４号 湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第１３ 同意第５号 湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第１４ 同意第６号 湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めること

について 

○議長（倉本 豊君） 日程第９から日程第１４までは、同じ人事の案件でありますの

で、一括議題についてお諮りします。 

日程第９、同意第１号、日程第１０、同意第２号、日程第１１、同意第３号、日程第１

２、同意第４号、日程第１３、同意第５号、日程第１４、同意第６号を一括議題とし、説

明及び質疑を一括して行った後、討論を省略し個別に採決を行いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

 異議なしと認めます。 

よって、同意第１号、同意第２号、同意第３号、同意第４号、同意第５号、同意第６号
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の「湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めることについて」を一括議題とし

ます。 

○議長（倉本 豊君） 本件について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 同意第１号から同意第６号までを一括して提案理由の説明を申し

上げます。湯前町政治倫理条例第６条第２項の規定により、政治倫理審査会委員を任命し

たいので、議会の同意を求めるものです。 

まず、お一人目でございます、湯前町２５９５番地、氏名、深水俊一さんでございます。

ご承知のように元議員でおられ、平成１１年５月から平成２０年１１月までの４期、町議

会議員としてのご活躍をいただいております。人格執権共に優れておられ、最適任者であ

り、継続してお願いしたいと思いますので、同意を求めるものでございます。 

続きまして、湯前町５２３３番地、井上朋和さんでございます。同じように元議員でお

られ、平成１１年５月から平成２０年１１月までの４期町議会議員としてご活躍をいた

だいております。人格執権共に優れておられ、最適任者であり、継続してお願いしたいと

思いますので、同意を求めるものでございます。 

続きまして、湯前町１６７７番地３、氏名、中武義秋さんでございます。元湯前町役場

職員であられ、退職後はシルバー人材センター事務局長、上里３区区長を歴任され、その

職務について真摯に取り組んでいただいており、人格執権共に優れておられ、最適任者で

あり、同意を求めるものでございます。 

続きまして、湯前町３１３８番地３、氏名、金山 充さんでございます。金山さんは、

熊本商科大学短期大学部を卒業後、昭和４８年４月から法務省矯正局河内少年院をかわ

きりに、平成２２年３月法務省矯正局人吉農芸学院を法務教官として退職されるまでの

間、少年への改善指導、矯正教育を通じて、社会復帰の実現を助けるなど、その職責を全

うされております。人格執権共に優れておられ、最適任者であり、継続してお願いしたい

と思いますので、同意を求めるものでございます。 

続きまして、湯前町１９８８番地、氏名、右田秀美さんでございます。昭和５１年３月

法政大学法学部法律学科をご卒業後、司法書士等の資格を取得され、固定資産評価委員、

行政相談員等の公職を歴代いただいております、人格執権共に優れておられ、最適任者で

あり、継続してお願いしたいと思いますので、同意を求めるものでございます。 

最後に、人吉市西間下町１３２番地１、氏名、蓑田啓悟さんでございます。現在、蓑田

法律事務所の弁護士であられ、人格執権共に優れておられ、最適任者であり、継続してお

願いしたいと思いますので、同意を求めるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） 以上で説明を終わり、一括して質疑を行います。質疑ありません

か。 
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［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから、同意第１号「湯前町政治倫理審議会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて」を採決します。 

 この採決は無記名投票で行います。議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長（倉本 豊君） ただいまの出席議員は議長を除き８人です。次に立会人を指名し

ます。 

お諮りします。同意第１号から同意第６号まで同じ人事案件でありますので、立会人を

変更せずに行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。立会人に山下議員、遠坂議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配布） 

○議長（倉本 豊君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（倉本 豊君） 異常なしと認めます。ただいまから、投票を行います。投票に先

立ちまして、投票用紙の記入方法について申し上げます。 

 本案に賛成の方は、「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 

なお、投票中、白票及び賛否が明らかでない票につきましては、会議規則第８３条の規

定により「否」とみなします。１番議員から順番に投票願います。 

（投票） 

○議長（倉本 豊君） 投票漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 「投票漏れなし」と認めます。投票を終わります。 

 これから、開票を行います。山下議員、遠坂議員、開票の立会いをお願いします。 

（開票） 

○議長（倉本 豊君） 投票の結果を報告します。 

 投票総数８票。有効投票８票。 

 有効投票のうち賛成５票、無効投票３票です。 

以上のとおり、投票の結果は、賛成が多数です。 

したがって、同意第１号、「湯前町政治倫理審会委員の任命につき同意を求めることに
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ついて」は、同意することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） これから、同意第２号、「湯前町政治倫理審議会委員の任命につ

き同意を求めることについて」を採決します。 

 この採決は無記名投票で行います。 

ただいまの出席議員は議長を除き８人です。 

立会人に山下議員、遠坂議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配布） 

○議長（倉本 豊君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（倉本 豊君） 異常なしと認めます。ただいまから、投票を行います。投票に先

立ちまして、投票用紙の記入方法について申し上げます。 

 本案に賛成の方は、「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 

なお、投票中、白票及び賛否が明らかでない票につきましては、会議規則第８３条の規

定により「否」とみなします。１番議員から順番に投票願います。 

（投票） 

○議長（倉本 豊君） 投票漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 「投票漏れなし」と認めます。投票を終わります。 

 これから、開票を行います。山下議員、遠坂議員、開票の立会いをお願いします。 

（開票） 

○議長（倉本 豊君） 投票の結果を報告します。 

投票総数８票。有効投票５票。無効投票３票。 

 有効投票のうち賛成５票。 

以上のとおり、投票の結果は、賛成が多数です。 

したがって、同意第２号、「湯前町政治倫理審会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」は、同意することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） 続いて、同意第３号、「湯前町政治倫理審議会委員の任命につき

同意を求めることについて」を採決します。 

 この採決は無記名投票で行います。 

ただいまの出席議員は議長を除き８人です。 

立会人に山下議員、遠坂議員を指名します。 
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 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配布） 

○議長（倉本 豊君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（倉本 豊君） 異常なしと認めます。ただいまから、投票を行います。投票に先

立ちまして、投票用紙の記入方法について申し上げます。 

 本案に賛成の方は、「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 

なお、投票中、白票及び賛否が明らかでない票につきましては、会議規則第８３条の規

定により「否」とみなします。１番議員から順番に投票願います。 

（投票） 

○議長（倉本 豊君） 投票漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 「投票漏れなし」と認めます。投票を終わります。 

 これから、開票を行います。山下議員、遠坂議員、開票の立会いをお願いします。 

（開票） 

○議長（倉本 豊君） 投票の結果を報告します。 

 投票総数８票。有効投票８票。 

 有効投票のうち賛成８票。 

以上のとおり、投票の結果は、賛成総数であります。 

したがって、同意第３号、「湯前町政治倫理審会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」は、同意することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） 続いて、同意第４号、「湯前町政治倫理審議会委員の任命につき

同意を求めることについて」を採決します。 

 この採決は無記名投票で行います。 

ただいまの出席議員は議長を除き８人です。 

立会人に山下議員、遠坂議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配布） 

○議長（倉本 豊君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 
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○議長（倉本 豊君） 異常なしと認めます。ただいまから、投票を行います。投票に先

立ちまして、投票用紙の記入方法について申し上げます。 

 本案に賛成の方は、「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 

なお、投票中、白票及び賛否が明らかでない票につきましては、会議規則第８３条の規

定により「否」とみなします。１番議員から順番に投票願います。 

（投票） 

○議長（倉本 豊君） 投票漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 「投票漏れなし」と認めます。投票を終わります。 

 これから、開票を行います。山下議員、遠坂議員、開票の立会いをお願いします。 

（開票） 

○議長（倉本 豊君） 投票の結果を報告します。 

 投票総数８票。有効投票８票。 

 有効投票のうち賛成８票。 

以上のとおり、投票の結果は、賛成総数であります。 

したがって、同意第４号、「湯前町政治倫理審会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」は、同意することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） これから、同意第５号、「湯前町政治倫理審議会委員の任命につ

き同意を求めることについて」を採決します。 

 この採決は無記名投票で行います。 

ただいまの出席議員は議長を除き８人です。 

立会人に山下議員、遠坂議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配布） 

○議長（倉本 豊君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（倉本 豊君） 異常なしと認めます。ただいまから、投票を行います。投票に先

立ちまして、投票用紙の記入方法について申し上げます。 

 本案に賛成の方は、「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 

なお、投票中、白票及び賛否が明らかでない票につきましては、会議規則第８３条の規

定により「否」とみなします。１番議員から順番に投票願います。 

（投票） 
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○議長（倉本 豊君） 投票漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 「投票漏れなし」と認めます。投票を終わります。 

 これから、開票を行います。山下議員、遠坂議員、開票の立会いをお願いします。 

（開票） 

○議長（倉本 豊君） 投票の結果を報告します。 

 投票総数８票。有効投票８票。 

 有効投票のうち賛成８票。 

以上のとおり、投票の結果は、賛成総数であります。 

したがって、同意第５号、「湯前町政治倫理審会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」は、同意することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） これから、同意第６号、「湯前町政治倫理審議会委員の任命につ

き同意を求めることについて」を採決します。 

 この採決は無記名投票で行います。 

ただいまの出席議員は議長を除き８人です。 

立会人に山下議員、遠坂議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配布） 

○議長（倉本 豊君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（倉本 豊君） 異常なしと認めます。ただいまから、投票を行います。投票に先

立ちまして、投票用紙の記入方法について申し上げます。 

 本案に賛成の方は、「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 

なお、投票中、白票及び賛否が明らかでない票につきましては、会議規則第８３条の規

定により「否」とみなします。１番議員から順番に投票願います。 

（投票） 

○議長（倉本 豊君） 投票漏れはありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 「投票漏れなし」と認めます。投票を終わります。 

 これから、開票を行います。山下議員、遠坂議員、開票の立会いをお願いします。 

（開票） 

○議長（倉本 豊君） 投票の結果を報告します。 
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 投票総数８票。有効投票８票。 

 有効投票のうち賛成８票。 

以上のとおり、投票の結果は、賛成総数であります。 

したがって、同意第６号、「湯前町政治倫理審会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」は、同意することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） 議場の出入口を開きます。 

（議場開放） 

○議長（倉本 豊君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４８分 

再開 午後２時０４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

日程第１５ 委員会報告 

○議長（倉本 豊君） 日程第１５、「委員会報告」 

総務常任委員会における所管事務の調査が終了し、お手元に配付のとおり報告書が議

長あて提出されています。 

 この報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で総務常任委員会の報告を終わります。 

厚生文教常任委員会における所管事務の調査が終了し、お手元に配付のとおり報告書

が議長あて提出されています。 

 この報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で厚生文教常任委員会の報告を終わります。 

経済建設常任委員会における所管事務の調査が終了し、お手元に配付のとおり報告書

が議長あて提出されています。 

 この報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で経済建設常任委員会の報告を終わります。 

日程第１６ 議員派遣について 
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○議長（倉本 豊君） 日程第１６、「議員派遣について」を議題とします。本件につい

ては、お手元に議案を配付しております。 

 お諮りします、会議規則第１２８条の規定により、一覧表のとおり議員派遣をしたいと

思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、そのとおり議員派遣すること

に決定しました。 

日程第１７ 総務常任委員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（倉本 豊君） 日程第１７、「総務常任委員会の閉会中の継続調査申し出につい

て」を議題とします。 

総務常任委員会から所管事務のうち、会議規則第７４条の規定によって、お手元に配り

ました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり閉

会中の継続調査とすることに決定しました。 

日程第１８ 厚生文教常任委員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（倉本 豊君） 日程第１８、「厚生文教常任委員会の閉会中の継続調査申し出に

ついて」を議題とします。 

厚生文教常任委員会から所管事務のうち、会議規則第７４条の規定によって、お手元に

配りました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

日程第１９ 経済建設常任委員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（倉本 豊君） 日程第１９、「経済建設常任委員会の閉会中の継続調査申し出に

ついて」を議題とします。 

経済建設常任委員会から所管事務のうち、会議規則第７４条の規定によって、お手元に

配りました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議あ

りませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

日程第２０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（倉本 豊君） 日程第２０、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申し出につい

て」を議題とします。 

議会運営委員長から、会議規則第７４条の規定によって、お手元にお配りしました「次」

の議会の会期・会期日程等議会運営の基本に関する事項、及び前項以外の議長の諮問にか

かる事項」について、閉会中の継続調査申出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

以上で、すべての議案審議は終了しましたが、ここでお諮りします。本定例会の会議録

調製に際し、発言趣旨に変更が及ばない範囲で、字句の整理を議長に一任されたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。よって、発言趣旨に変更が及ばない範囲で、

字句の整理を議長に一任することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） ここで、教育長より、発言の申し出があります。 

○教育長（中村和弘君） 皆様、こんにちは、退任とお礼のご挨拶を申し上げさせていた

だきます。 

平成２８年４月１日から今年３月３１日まで、鶴田町長の下、１期３年間の任期を全う

できますこと、そして、湯前町の教育に教育長として、教育行政に関わらせていただいた

ことに、ただただ感謝申し上げる次第でございます。 

まず、町づくりの基本は、人づくりであると思います。議員の皆様方の湯前町の教育へ

の温かなご支援のもと、小中学校のＩＣＴ機器の充実、特別支援教育支援員の増員、空調

設備の充実等、学校における学習環境が整備され、たくさんの児童生徒の笑顔と、前向き

な姿勢に出会うことができました。 

次に、地域と共にある学校を目指して、義務教育９年間を見据えた小中学校共通の、学

校教育目標設定による、小中連携の強化、コミュニティスクールの導入、小学校部活動の

社会体育への移行等、皆様方のおかげをもちまして、計画的に湯前町の学校教育を推進す

ることができました。議員の皆様方そして、町民の皆様方には、多方面にわたり支えてい
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ただきました。心から感謝を申し上げます。 

町民の皆様には、前向きに背中を押していただき、そして、多くの方々に、笑顔で接し

ていただきました、私にとっては、とても大きな力をもらったように感じておるところで

ございます。誠にありがとうございました。最後に湯前町の子どもたちの今後の成長、そ

して活躍を心から祈念いたしますとともに、町民の皆様方のご健勝とご多幸を祈念申し

上げお礼のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（倉本 豊君） ここで、鶴田町長からも、発言の申し出がありますので、これを

許します。 

○町長（鶴田正已君） 本日までの３月定例議会におきまして、議会の皆様には、慎重審

議をいただきまして、全議案ご可決いただきましたことに対しましてお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。私にとりまして、定例議会としましては、最後となります

ので、議長のお許しを頂戴しまして、議会の皆様はじめ、町民の皆様にご挨拶を申し上げ

たいと思います。 

平成１９年４月から町民の皆様にお世話になり、町長としての仕事を始めさせていた

だき、今日まで、３期１２年間浅学非才な私に対して、ご指導を頂戴しまして、まがりな

りにも任期を終えることができますことを議会の皆様にお礼を申し上げます。湯前町の

豊かな自然と文化、これまで先輩方が築いてこられた資源を活用しながら、進行する少子

高齢化の中で、安全で暮らしやすい町、住民の福祉の充実、後継者の育成を始めとした、

産業の振興、子育て、教育環境の充実、交流人口の増加による、商工観光の振興等を念頭

に置き、政策を展開してまいったところでございます。 

しかし、それぞれの課題は本町のみならず、地方が抱える、共通課題も多く、その解決

に向けて各自治体が取り組みにあたっているところでございます。そうした中で、湯前町

が今後も継続、発展していくためにも、あきらめることなく、繰り返し挑戦していくこと

が求められると思います。厳しい取り組みになることが予想されますが、町民の皆様の幸

福度向上のために、今後とも、役場が先頭に立って課題解決に取り組んでいかなければな

らないと思います。 

どうか議会の皆様におかれましては、執行部職員に対しまして、今後とものご指導をよ

ろしくお願いいたします。今日までご指導、ご支援をいただきました議員の皆様、町民の

皆様に心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。併せまして、今後の湯前町の発展を

祈念いたしましてご挨拶といたします。大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。 

○議長（倉本 豊君） ここで、私のほうから、一言ご挨拶申し上げます。 

来る３月３１日をもって、任期満了を迎えられます中村教育長、また、４月２６日をも

って、任期満了を迎えられます鶴田町長、お二人とも本日が最後の議会の定例会というこ
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とでありますので、議会を代表いたしまして議長より労いとお礼の言葉を申し上げます。 

まず、中村教育長におかれましては、平成２８年第３回の定例会において、議員全員が

賛成ということで同意し、その後１期３年間、教育長として、町の学校教育、社会教育全

般にご活躍をいただきました。特に平成１９年度から３年間、湯前町小学校の校長として

赴任されておりましたので、湯前町の事情や町民の皆様をよくご存じであり、就任直後か

ら、まさに精力的にお取り組みをいただいた姿が深く印象に残っております。  

また、コミュニティスクール事業に積極的に取り組まれる等、地域全体で児童生徒の教

育を推進したいという思いが非常に強く、立派な教育長ではなかったかと感じている次

第であります。お人柄も非常に温厚で笑顔の絶えない誰からも好かれる教育長でありま

したが、残念ながら任期ということでございます。これまでの中村教育長の本町教育行政

に対するご尽力に対し心からお礼を申し上げ感謝の言葉に代えさせていただきます。中

村教育長、誠にありがとうございました。 

次に、鶴田町長でございますが、平成１９年４月２２日の選挙において初当選され、そ

の後３期１２年にわたり町政の舵取り役として、また町民の期待や要望を、時には不満を

全て一人で引き受けなければならない非常に厳しい役割を精力的にこなしていただきま

した。それに対し、感謝とお礼を申し上げたいと思います。誠にありがとうございまし

た。 

私の鶴田町長の一番の印象は、子どもから、お年寄りまで男女問わず町民に絶大なる人

気を誇る町長であったと思います。２期目、３期目の選挙が共に無投票であったというこ

とは、まさにその証拠であるところでございます。 

また、政治家として、大事な能力の一つ、政策を伝える能力、いわゆる、挨拶が特に秀

でておられ、その雄弁に語るお姿は他町村の住民からもうらやましがられるほどの町長

であったと認識しております。 

また、外交にも長けておられ、多くの政治家や国、県及びＪＴ、Ｂ＆Ｇ財団等、多方面

でその手腕を発揮されてきたことは、議会でも高く評価しておりました。この度は、ご本

人の意志によるご勇退ということでありますが、政治家として最も難しい引き際の美学

もお持ちの町長であると改めて感服した次第であります。 

議会としましては、２元代表制を司る関係上、時には非常に厳しい指摘をした場面もご

ざいましたが、町民福祉の向上のため、私情を捨てて議会の使命を全うした結果だとご理

解いただければ幸いでございます。 

最後になりますが、鶴田町長、中村教育長におかれましては、ひとまずこれまでの疲れ

をゆっくり癒していただきまして、その後はまだまだお二人ともお若いので、湯前町の発

展のため、様々な角度からご支援、ご協力いただきますことをお願いし、簡単であります

が、お二人への感謝の言葉に代えさせていただきます。鶴田町長、中村教育長、誠にお疲
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れさまでございました。ありがとうございました。 

○議長（倉本 豊君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

 会議を閉じます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） これで、平成３１年第３回湯前町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時２１分 
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